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序 -1　研究の背景と目的

序 -1-1　研究の背景

1）はじめに

　近代化された日本社会では、安定的な雇用や多消費型の暮らし方が一般的な都市型ライフスタイル

とされ、均質化された人々の暮らしは多くの孤独や孤立を生み出した。近年では、近代社会が持ち続

けて来た経済的豊かさ、利便性、効率性などに寄与する人々の都市に対する価値観が徐々に変化し、

都市の利便性を活かした様々な余暇活動や、家族や多様な人々との交流や関心の共有、豊かな自然環

境を享受しながら自然や食との接点を持つことで精神的な充足感や幸福感を得るといったことが都市

住民にとっても重要な暮らしの一部となってきている。都市の農地はこのような暮らしを実現するた

めの重要な計画要素であるのにもかかわらず、我が国ではこれまで、市街化を進めるために農地を宅

地化するという、農地保全と宅地開発の二項対立的な枠組みの中で市街地を形成してきたため、その

弊害として現代都市における居住空間は住宅とその外構だけに圧縮され、特に都市部における極小住

宅では都市住民が土にふれ自然環境を享受することのできる空間は居住空間から切り離されてしまっ

た。このような状況を踏まえ、本研究は居住を中心とした都市住民の日常生活の営みを「住生活」と

呼ぶこととし、都市住民による農地の多面的な利用を通して都市における住生活の質を今一度向上さ

せることを目指して、農地が居住空間の一部として存続し、そして宅地や住宅などの建物と共存可能

な市街地像を実現するための農地の計画のあり方を示そうとするものである。

2）社会全体の資本としての農地の保全・活用の必要性と市街地構造に対する問題意識

　日本では 1968 年に制定された新都市計画法に基づき、農地は宅地造成のための予備地という位置

付けで市街化区域に組み込まれた。市街化区域内の多くの農地が他の用途へ転用されその面積は減少

している一方で、想定していたほど住宅需要が高まらなかったこと、固定資産税や相続税などの優遇

が受けられる代わりに 30 年間の営農義務が課される生産緑地地区の指定が進んだこと、農家の経営

努力や地域社会への貢献、先祖代々受け継いできた土地を次代に繋げたいという強い意志などによっ

て一定の農地が保全されてきたため、今日に見られるように拡大した市街地の中に小規模な農地が混

在している状況が生まれている。このように、密集した市街地の中に伝統的な農家が農業を営む農地

が現在でも存続している状況は世界的に見ても稀な光景である。農地が市街地と混在することで、都

市住民は日常的な暮らしの中で農に関わる機会を持つことができ、また、農地は食料生産に留まらず

文化の醸成や食育、人々が自然と関わることのできる場でもあるため、都市住民の住生活の質に関わ

る重要な都市の要素であると言える。その一方で、市街地の中の小規模な農地で産業としての農業を

確立することは困難であり、加えて農家の高齢化や後継者不在によって農地の減少に歯止めがかから

序章　研究概要
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ないのが現状である。農地は農家の私有財産である一方で、その希少性や都市住民にとっての価値を

考慮すると、その保全の責務を農家だけに押し付けるのではなく、社会全体の資本として都市住民を

主体とした保全や活用の方法を考える必要があるのではないだろうか。

　また、マクロな視点から農地の保全について見てみると、市街化区域内の農地はこれまで宅地造成

のための予備地として位置付けられていたため、図序 -1 に示すように、これまでの都市計画では市

街化を進めるために農地を宅地化するという単純な構造の中で市街地が形成されてきた。日本の市街

地構造は農地を開発して都市とするか、農地を保全して農村とするかというような二項対立的な枠組

みの中で考えられてきたため、市街地の中の農地は異質な、また都市住民の住生活とはかけ離れた単

純な耕作のための場でしかなく、したがって、地価の高い場所では農地が次々に宅地化され、地価の

低い場所に農地が残るという構造を生み出してきた。本研究では、このような状況に対して一石を投

じ、農地を都市住民の住生活にとって重要な要素として捉え、地目の種別や地価に関わらず都市住民

が担い手となって活動できる場として農地を保全・活用あるいは計画していく必要があると考えてい

る。図序 -1 に示すように、農地が宅地や住宅などの建物と混在しながら共存し、そのような市街地

構造の中でこそ都市住民は豊かな住生活を実現することができるのではないだろうか。以上のような

問題意識に基づき本研究では、マクロな視点から、地価や都市基盤と農地の立地や分布状況との関係

などに基づく市街地構造についても着目した上で、ミクロな視点からも個別の農地のあり方を論じよ

うとするものである。

図序 -1　二項対立的な枠組みによる市街地構造に対する問題意識

序章　研究概要
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3）農地保全の動きの活発化と計画的保全のための具体的な施策の不在

　都市農業・都市農地に関する学術的議論は、地価高騰や住宅不足の問題が深刻化した高度経済成長

期に台頭した農地不要論を経て、近年では食育や環境保全、防災、交流の場の創出など、その多面的

機能が果たす役割の重要性がランドスケープ・造園学、農学、建築・都市計画学などの多方面から再

注目、再評価されるとともに、都市農業・都市農地の保全や活用に関する議論が展開されている。こ

れまで多くの先行研究で都市農業・都市農地の多面的機能や意義が議論、整理され、またその有効性

が定量的に検証されてきた注序 -1）。また、農林水産省の「都市農業・都市農地に関するアンケート結果

の概要（平成 24 年度）」によると、市街化区域に農地を有する市区町村は、都市農地が有する多面

的機能に大きな期待を寄せており注序 -2）、都市住民の約 8 割が都市農地の保全を求めている注序 -3）。こ

のような状況を踏まえ、現在では都市住民を対象とした具体的な取り組みとして、自治体や農業協同

組合を中心に収穫体験やマルシェなどの農業イベントを積極的に開催しており、特に、新型コロナウィ

ルス感染症が流行した 2020 年以降、人々の食や安心して過ごせる場所への意識の高まりによって、

都市農業・都市農地の必要性に対する人々の認識は確立されたと言っても過言ではない。制度面にお

いても、2015 年の都市農業振興基本法の施行、生産緑地の面積要件の引き下げを含む 2017 年の都

市緑地法等の関連法制度の改正、2018 年の都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行など、都市

農業・都市農地の保全や活用の動きが加速している。特に都市農地の貸借の円滑化に関する法律は、

それまで支援の対象が営農であったのに対して、農家以外による農地の利用を促進する法制度を整備

したものであり、積極的に都市住民による都市における農地の保全や活用を図っていると言える。

　図序 -2 に本研究で構築する計画指標の位置付けを示す。図序 -2 に示すように、日本では生産緑地

法や都市農業振興基本法、都市緑地法などをはじめとする都市政策や法制度によって、マクロ型の計

画的な都市の農地の保全を進めようしている。その一方で、都市政策や法制度ではあくまでも農地の

面積的保全が重要視され、都市の中であるべき農地の立地、区画形状や土地利用の平面構成など、個

別の農地を保全するための空間形態やその計画手法を示すまでには到達していない注序 -4）。この理由

の 1 つとして、前述のように農地は農家の私有財産であるため、従来の行政計画では農家の所有地と

しての農地そのものの計画は扱いきれないことが挙げられる。また近年、都市における農地の保全や

活用に関する先進的な個別事例はいくつか見られるものの、あくまでも個別の取り組みによるもので

あり、都市政策や法制度によって示される具体的かつ空間的な施策を個別の農地の保全や活用に適用

しているということではない。既往研究でも、生産適性の観点から農地の分布形態を評価した広原ら

（2000）序 -1）の研究や、利用者の満足度に基づいて市民農園整備の方向性を示した松永ら（1995）序

-2）の研究があるものの、作物を栽培するための場としてかつ、都市住民の住生活の質を向上すること

ができる重要な要素として農地のあり方を検討し、そして農地が今後も都市の中で存続していくため

の具体的な計画指標を示そうとする研究は見られない。このように、マクロ、ミクロの双方から都市

序章　研究概要
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における農地の保全の計画が存在しているものの、マクロ型の計画をミクロ型の計画が受け止めるよ

うな関係になっていない現状に対し、本研究は、この 2 つのスケールを繋ぐ農地の計画的保全のため

の施策として計画指標を構築しようとするものである。

序 -1-2　研究の目的

　前述のように、農地を都市住民の住生活の質を向上するための都市の重要な要素と捉えると、それ

は生業としての農業を営む場や単に作物を栽培するだけの場ではなく、都市住民の作物の栽培という

行為に伴う他者との交流や休息など、様々な日常的な生活行為が見られる居住空間の一部となるべき

であると考える。したがって、本研究では、都市住民を担い手とする作物を栽培する場と、作物の栽

培に伴う他者との交流や休息など様々な生活行為が見られる空間の総体を農的空間と定義し、これを

今後の都市における農地のあるべき姿の 1 つとして捉えた。なお、農的空間の具体的定義や制度上の

位置付けについては序 -2 で述べることとする。以上を踏まえ、本研究では、空間形態に着目した農

的空間の存続のための評価を通して、農地が宅地や住宅などの建物と共存する新たな市街地像のため

の農的空間の計画指標を構築し、それらを用いた計画的介入の方法を明らかにする。以下に各章の目

的を示す。

第 1 章：都市住民の農との関わり方の実態を明らかにした上で、それらと既存の農の価値評価の基準

に対する問題意識を提起し、本来発揮することのできる農の価値を整理することで農的空間の評価軸、

図序 -2　本研究が構築する計画指標の位置付け

序章　研究概要
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親和性・社交性・多様性を独自に設定する。

第 2 章：首都圏における農地と市民農園の立地形態の特徴を明らかにするとともに、都心度と農地の

特性との関係から市街地構造の実態を明らかにすることで、都市住民の住生活にとって重要な場所に

農地が立地する市街地構造を有するエリアを明らかにする。

第 3 章：評価指標を用いた農地区画の変容実態の解明を通して、現在まで存続している農地区画の親

和性を評価するとともに、そのための空間形態の特徴を明らかにし、設定した評価指標の有効性を検

証する。

第 4 章：農地の一部を他の用途へ転用することで単なる作物の栽培に留まらない農的空間が創出され

る可能性に着目し、親和性の評価指標を用いて農地区画の転用実態を明らかにすることで、現在まで

一部が農地として存続している区画の転用実態の特徴を明らかにする。

第 5 章：空間構成の実態解明を通して農的空間の社交性・多様性を評価するとともに、農的空間が社

交性・多様性を有するための空間形態の特徴と、農的空間への意識的な計画的介入の実態を明らかに

する。

第 6 章：利用者の行為や意識、周辺の土地建物の変化に着目して農的空間の親和性・社交性・多様性

を包括的に評価することで、農的空間が都市住民の住生活の質を向上する要素となっていることを示

し、設定した評価軸そのものの有効性を再検証する。

第 7 章：農的空間の評価指標を計画に適用することで得られる効果を示すことで農的空間の計画指標

を構築するとともに、農的空間を実現するための計画支援の仕組みを示し、計画指標を用いた市街地

構造そのものへの計画的介入の必要性を指摘する。

序章　研究概要
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序 -2　研究の枠組み 

序 -2-1　農的空間の定義と「農」の概念

　本研究では、都市住民を担い手とする作物を栽培する場と、作物を栽培するという行為に伴う様々

な都市住民の日常的な生活行為が見られる空間の総体を農的空間と定義する。農的空間という用語は

これまでいくつかの先行研究で用いられている。例えば武部ら（1999）は、農地が持つ作物の栽培

以外の役割として都市公園的な役割に着目し、農地や市民農園などを原っぱや水辺、緑道などと同等

に扱うべきであるとした上で、市民農園や農業公園、雑木林や原っぱを農的空間として定義している
注序 -5）。大澤ら（2000）は、横浜市の寺家ふるさと村や舞岡公園の 2 つの地区を「谷戸を活かした農

的空間」 注序 -6）と表現しており、これらについて

「水田、畑地、果樹園等の農地と雑木林等からなっており、これまでの谷戸の田園景観と農業

に深く関わる生態系の資源を有した地区として、二次的な自然環境を楽しむレクリエーション

地区である。」 注序 -7）

と述べている。さらに、小玉ら（2013）は農的空間の定義について、

「農地に加えその他樹林地等の農的活動に資するものとする。」 注序 -8）

と述べている。小玉ら（2013）の研究では、農的活動の内容についての詳細は示されていないが、

記述内容から主に農地と谷戸、公園、里山、緑地などを管理・運営するための市民団体による清掃や

堆肥作りなどの活動を指していると読み取ることができる。

　このように、上記 3 つの先行研究では、単に地目上の農地以外で作物の栽培が見られる場所を農的

空間と呼んでいるのではなく、作物を栽培する場と、それに関連する自然とのふれあいや堆肥作りな

どの行為が見られる空間の総体を農的空間と定義している点で共通しており、本研究における定義と

も一致する。他方、作物を栽培する以外の空間について、大澤ら（2000）や小玉ら（2013）は農の

景観を楽しむことや、清掃、堆肥作りなど、作物を栽培するという行為と深く関連する活動が見られ

る空間としているため、結果的に樹林地等の自然的土地利用のみを農的空間の一部として扱っている。

しかしながら、本研究では農地を都市住民の住生活の質を向上する重要な要素として捉えようとする

時、作物の栽培と深く関わる活動のみならず、作物を栽培するという行為を通して生まれる他者との

交流や休息などの日常的な生活行為についても着目する必要があると考え、住宅の前庭や建物内部な

どの宅地といった自然的土地利用以外も農的空間に含むこととした。この考えは後述する「農」の概

序章　研究概要
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念に着想を得たものである。

　以下に、本研究において、作物を栽培するという行為を通して生まれる他者との交流や休息などの

日常的な生活行為が見られる空間も農的空間として扱う意図を、「農」の概念に基づいて述べる。宇

沢（2000）は農業という用語そのものが、ある種の既成概念の枠の中に我々の思考を閉ざしており、

市場経済制度の元における生業としての農ではなく、都市における社会的共通資本としての農につい

て論じる際にはむしろ、農の営みという考え方について議論を進めるべきであると指摘している注序

-9）。また、農という用語についても、近年では農業の農としてイメージされ、単に田畑を耕して作物

を生産することとして解釈されることが多い。しかしながら、本来「農」とは作物を栽培するという

行為を通して自然と協働して創られた暮らし方そのものを示す概念であり、自然との直接的な関わり

を持つ活動はもちろんのこと、作物を栽培することで生じる収穫物の交換、味や調理方法、地域の店

舗情報の共有などの日常的な生活行為も「農」と捉えることができる。したがって、本研究では前述

のように、作物の栽培に深く関わる行為以外の生活行為が見られる空間についても、農的空間の一部

として着目することとした。

　以上を踏まえ、図序 -3 に本研究における農的空間の捉え方を示す。まず都市における土地利用と

しての農地は、農家による生業としての作物の栽培、すなわち農業のための農業地と、生業ではない

作物の栽培のためのものの 2 つに分けることができる。生業ではない作物の栽培は一般的に市民に

開かれていることから、本研究では区画貸しの市民農園や家庭菜園、屋上農園、畑付き住宅などを都

市住民による作物の栽培が見られるという意味でまとめて市民農園と呼ぶこととする。農業地の一部

を都市住民が利用する農業体験農園や収穫体験は図序 -3 に示すように、農業地と市民農園の双方に

含まれる部分に相当する。そして、本研究における農的空間は、市民農園の中に位置付けることがで

き、その中でも作物の栽培に関連する行為が見られる空間を有しているものを指している。ここで、

図序 -3　農的空間の捉え方と用語の定義

序章　研究概要
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前述の農業体験農園及び収穫体験のように農業地であってもその一部を都市住民が利用しているケー

スや、あるいは図序 -3 の①や②に当てはまるように農業地であっても作物の栽培に留まらず、栽培

に関連するその他の日常的な行為が見られるケースも実際には存在しており、著者はこれらについて

も今後の都市における農地のあり方の 1 つとして捉えている。しかしながら、本研究では前述の通り

社会全体の資本として都市における農地を保全・活用していく必要があるという考えに基づき、特に、

都市住民を主たる担い手とする生業ではない作物の栽培のための農地という点を重視し、市民農園の

中に位置付けられる農的空間に着目して研究を進めることとする。

　本研究では、「農地」「市民農園」「農的空間」を分析の対象としているが、「農地」という時には農

業地及び市民農園の双方を含む作物を栽培するという土地利用としての農地全体を指し、「市民農園」

という時には農地の中でも都市住民による作物の栽培が見られるものを指すこととする。また「農的

空間」という時には市民農園の中でも作物を栽培する場と、それに関連する行為が見られる空間の総

体を指すこととする。なお、本来であれば、本研究では農地や市民農園を土地利用に基づいて抽出し

ているため、家庭菜園や花壇での作物の栽培、エディブルランドスケープなども市民農園に含むべき

であるが、本研究では地図資料に基づいて土地利用を判別しているため、これらを抽出することは難

しく、結果的に分析対象に含んでいない。また、本来、農的空間を構成する作物を栽培する場とそれ

に関連する行為が見られる空間の立地関係については規定されるものではなく、都市住民の自宅が農

的空間を構成する要素となる可能性もあり得る。しかしながら、どのような生活行為が作物を栽培す

るという行為に伴うものであるか特定することが困難なため、本研究では作物を栽培する場と同じ市

民農園内に存在する空間に限定し、農的空間として対象とすることとした。

序 -2-2　分析対象の制度上の位置付け

　本来、今後の都市における農地のあり方の１つとして目指すべき農的空間は、地目や都市計画法及

び農地法による区分、屋内外などを問わず、また、区画貸しや団地内の共同農園、収穫体験、家庭菜

園など、栽培規模や実施される場所などにより様々な種類があると想定することができる。しかしな

がら、地目や都市計画法及び農地法による区分ごとに、保全に向けて解決すべき課題やそのための手

法は異なっていると考えられるため、ここでは本研究で対象として扱う農地及び農的空間を明確にし、

その制度的位置付けを整理することとする。図序 -4 と図序 -5 に本研究で扱う農地及び農的空間の制

度上の位置付けを作物を栽培する場の地目別に示す。図序 -4 は作物を栽培する場が地目上の農地で

ある場合、図序 -5 は宅地や樹林地、雑種地などの地目上の農地以外である場合を示しており、図序

-4 と図序 -5 の図中①が本研究で対象とする農地を、②が農的空間の位置付けを示している。地目上

の位置付けは実際の土地利用と必ずしも一致するものではないため、地目上の農地のみを研究の対象

とすることで、実際には作物を栽培していない土地が対象の中に多く含まれてしまう恐れがあり、反

序章　研究概要
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対に、宅地や樹林地、雑種地などを除外することで実際に作物を栽培している土地の多くが対象から

漏れてしまう恐れがある。したがって、本研究では土地利用に基づいて農地であることを判断する

こととし、結果的に地目上の農地だけでなく、宅地や樹林地、雑種地などの地目も対象地に含むこと

とした。ただし、図序 -5 に含まれる地目上の宅地に該当するものの中には屋上農園や植物工場など、

屋上や室内で作物を栽培するケースもあると考えられるが、本研究は都市住民の住生活の質を向上す

る重要な都市の要素としての農的空間の計画指標を構築しようとするものであるため、不特定多数の

都市住民が日常生活の中で目にすることができる地上外部空間の農地を対象とすることとする。

　以下に、地目別に本研究で扱う農地及び農的空間の制度上の位置付けを示す。まず、図序 -4 に示

した作物を栽培する場が地目上の農地である場合について、本研究で扱う農地及び農的空間は、都市

計画法による区分では都市計画区域内の市街化区域に含まれる。その理由として、本研究は市街化区

域の中に組み込まれた農地の宅地化が想定通りに進まずに、現在まで存続したことで生まれた市街地

と農地との混在に着目し、都市におけるこれからの農地のあり方を示そうとするものであるためであ

る。図序 -4 に示すように地目上の農地である場合、農業振興地域制度により農用地区域に含まれる

図序 -4　作物を栽培する場が地目上の農地である場合の分析対象の制度上の位置付け

図序 -5　作物を栽培する場が地目上の農地以外である場合の分析対象の制度上の位置付け

序章　研究概要
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農地も存在するが、上記と同様の理由で本研究の対象には含めないこととする。したがって、本研究

で扱う農地及び農的空間は農地法等による区分外であり、宅地化農地あるいは生産緑地に分類され、

税制度上の農地の評価基準としては市街地農地に含まれることになる。そして、図序 -3 に示したよ

うに、生業としての作物の栽培が見られる農業地と、都市住民による作物の栽培が見られる市民農園

を合わせたものが本研究で扱う農地（図序 -4 ①）であり、市民農園のうち、作物の栽培に留まらず

栽培に関連するその他の行為が同じ市民農園内で見られるものが本研究で扱う農的空間（図序 -4 ②）

である。

　次に、図序 -5 に示した作物を栽培する場が地目上の農地以外である場合について、都市計画法に

よる区分では地目上の農地である場合と同様に、都市計画区域内の市街化区域に含まれる。地目上の

農地以外である場合には、当然農地法による区分や税制度上の農地の評価基準には当てはまらないた

め、制度上の位置付けとしては都市計画区分によるものだけとなる。土地利用に関しては地目上の農

地である場合と同様に、生業としての作物の栽培が見られる農業地と、都市住民による作物の栽培が

見られる市民農園を合わせたものが本研究で扱う農地（図序 -5 ①）であり、市民農園のうち、作物

の栽培に留まらず栽培に関連するその他の行為が同じ市民農園内で見られるものが本研究で扱う農的

空間（図序 -5 ②）となる。

　ここで、農的空間について、本研究ではその地目を問わないこととしているが、実際には地目上の

農地であるか否かによって、作物を栽培する場で建築可能な建物やその設えに大きな差が生じる。そ

のため、各事例における空間構成などの詳細な分析を行う際には、主として地目上の農地を作物を栽

培する場として利用している事例を分析対象とすることとする。また、農的空間に含まれる、栽培に

関連する行為が見られる空間の位置付けについては、作物を栽培する場と同じ市民農園内に立地する

ため基本的には市街化区域内に位置しており、さらに、作物の栽培に伴う様々な行為が見られる空間

であるため、その地目を問わないこととする。したがって、作物を栽培する場が地目上の農地であっ

たとしても、栽培に関連する行為が見られる空間は地目上の宅地や樹林地、雑種地であるケースや、

作物の栽培のための場も栽培に関連する行為が見られる空間も地目上の農地であるケースなどが存在

することが想定される。

序章　研究概要
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序 -3　研究の構成

　本研究は序章及び第 1 章から第 7 章と終章で構成される。図序 -6 に本研究の構成を示す。本研究

では、序章で農的空間の概念定義を示すとともに、既往研究の整理によって本研究の位置付けを示す。

第 1 章では農的空間の評価軸を親和性・社交性・多様性の 3 つに設定し、第 2 章では二項対立的な

枠組みでつくられた市街地構造とは異なるエリアの存在を示す。次に第 3 章から第 4 章では親和性に、

第 5 章では社交性・多様性に基づいて農的空間を評価し、評価指標を提示する。第 6 章では利用者

の行為や意識、土地建物の変化に着目して農的空間の親和性・社交性・多様性を包括的に評価するこ

とで、設定した評価軸そのものの有効性を再検証する。そして第 7 章では、評価指標の計画への適用

効果を示すことで、農的空間の計画指標を構築し、本研究の結論を示す。最後に終章では各章の要約

を示す。なお、親和性の評価指標は仮説的な設定から有効性の検証までを行い独自に提示しようとす

るものであるため、図序 -6 に示すように第 3 章と第 4 章では、対象地である世田谷区烏山地域の全

農地を対象に、多数のサンプル分析によって存続した農地区画の傾向を示す方法をとることとする。

対して社交性・多様性の評価指標については、既往知見で示されている評価指標を農的空間に適用す

ることができるのかを明らかにするという方法をとるため、第 5 章では 3 つの農的空間を対象によ

り詳細に空間形態を分析することとする。以下に各章の概要を述べる。

　序章「研究概要」では、本研究の背景や目的を示すとともに、本研究で扱う農的空間について「農」

の概念に基づきその定義を示す。また、法制度や学術的議論の変遷、都市農業・都市農地に関してこ

れまで示された論点を整理し、本研究の位置付けを示す。

　第 1 章「都市住民の農との関わり方の実態解明と農的空間の評価軸の設定」では、農的空間が現代

社会に生きる人々の住生活にどのような価値をもたらすことができるのか、本研究が目指す農的空間

の価値を整理することで、農的空間の評価軸を独自に設定する。具体的には第一に、都市住民の農と

の関わり方の実態を明らかにし、それらと農林水産省や既往研究で示されている価値評価の基準に対

する問題意識の提起を通して、本来発揮することのできる農の価値を考慮した上で農的空間の評価軸

を独自に設定する必要性を論じる。第二に、文献調査により本来農が発揮することのできる価値を整

理し、作物を栽培する場としての農的空間が継承すべき価値について論じるとともに、都市住民の住

生活の質を向上する要素として農的空間が発揮することのできる価値について論じることで、農的空

間が有するべき特性を示し農的空間の評価軸、親和性・社交性・多様性を独自に設定する。

　第 2 章「三大都市圏における農地と市民農園の立地形態及び市街地構造の実態解明」では、まず地

図分析により地価分布や地目、都市基盤近接度に着目して首都圏における農地や市民農園の立地形態

序章　研究概要
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の特徴を明らかにする。次に、主成分分析により地価公示価格や市街化区域面積の割合、都心距離圏

などによって示される都心度に基づいて区を類型化し、その類型ごとに農地や市民農園の傾向を明ら

かにする。さらに、農地の平均面積や都市基盤との距離などによって示される農地の特性に基づいて

区を類型化し、都心度に基づく類型との組み合わせから市街地構造の実態を明らかにすることで、都

心度が高いのにもかかわらず多くの農地が存続し、さらに都市住民の住生活にとって重要な場所に農

地が存続している市街地構造を有する区が存在していることを示す。

　第 3 章「農地区画の変容実態の解明と親和性の評価」では、まず、第 2 章の結果に基づいて対象

として選定した世田谷区の中でも、特に多くの農地が現在まで存続している烏山地域を対象に、都市

基盤や市街地との関係に着目した農地の立地形態と分布形態の変容実態を明らかにすることで、市街

地と農地との間に十分な緩衝空間を確保できていないことが、農地が市街地と共存できずに存続困難

となる要因であることを発見し、緩衝空間となり得る「農地の区画規模」「接道街路の幅員」「接道面

数」の 3 つを農的空間の親和性の評価指標として仮説的に設定する。次に、設定した 3 つの評価指

標を用いて、農地区画の変容実態及び現在まで存続している農地区画の空間形態の特徴を明らかにす

るとともに、存続している農地では市街地との間の緩衝空間を拡張・創出することができていること

を明らかにすることで、評価指標の有効性を検証する。

　第 4 章「部分的な存続とその活用に着目した農地区画の転用実態の解明」では、農地区画の一部を

他の用途へ転用することで、作物の栽培に留まらない農的空間が創出される可能性に着目する。世田

谷区烏山地域の農地を対象に、第 3 章で提示した親和性の評価指標を用いて、地図分析により農地区

画の転用実態を明らかにすることで、現在まで一部が農地として存続している区画の転用実態の特徴

を明らかし、一部の農地区画を守り活用するための特徴的な転用のあり方について考察する。

　第 5 章「農的空間の社交性・多様性の評価と計画的介入の実態」では、既往知見を参考に、社交性

については「規模」「プロポーション」「囲み度」「歩行率」の４つを、多様性については「用途の混在度」

「囲み度の混在度」「交通利便性」の３つを評価指標として設定する。そして空間構成の実態と人々の

社交の実態との関係を明らかにすることで、設定した 7 つの評価指標の評価値を設定し、地図分析に

よりそれらの評価指標を用いて農的空間 A 〜 C と自治体開設型の市民農園 D の空間構成の実態を明

らかにする。そして両者の実態を比較することで農的空間の社交性・多様性を評価するとともに、農

的空間の空間形態の特徴を明らかにする。さらに、計画段階からの意図的な農的空間への計画的介入

の可能性の有無を考察するために、事例 A の計画者へのヒアリング調査を通して計画意図を明らか

にするとともに、現地調査によってそれらの実空間への反映実態を社交性・多様性の 2 つの評価軸に

序章　研究概要
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基づいて明らかにする。

　第 6 章「利用者の行為や意識と土地建物の変化に着目した農的空間の評価」では、事例 A を対象に、

利用者の行為や意識、周辺の土地建物の変化に着目して親和性・社交性・多様性を包括的に評価する

ことで、農的空間が都市住民の住生活の質を向上する要素となっていることを示し、設定した評価軸

そのものの有効性を再検証する。まず、親和性の評価のために、観察調査によって緩衝空間における

利用者の作物の栽培以外の自発的、創造的行為の実態を明らかにし、作物を栽培する行為を含めた住

生活を実現するためのバッファーとして機能している緩衝空間を有していることを示す。また、社交

性の評価のために、ヒアリング調査やアンケート調査によって主体形成やその広がり、参加者の関与

への意欲について明らかにする。そして、多様性の評価のために、アンケート調査や地図分析によっ

て参加者特性の多様性、周辺地域の建物用途及び新旧建物の混在の実態を明らかにする。さらに、参

加者の住生活の変化や周辺地域の未利用建築の割合、住宅・土地価格の変化をアンケート調査や資料

分析から明らかにすることで、住生活の質を向上するための要素としての農的空間を評価する。

　第 7 章「農的空間が共存する市街地像への展望」では、有効性を検証してきた農的空間の親和性・

社交性・多様性の評価指標を計画へ適用することで得られる効果を示し、農的空間の計画指標を構築

する。そして、農的空間を実現するための計画プロセスや計画指標を適用することができる段階など

の社会的仕組みと、農的空間への計画的介入の典型的なモデルを提示することで計画支援の仕組みを

示すとともに、第 2 章で明らかにする都市の類型に対する計画的介入の思考を通して、市街地構造そ

のものへの計画的介入の必要性を指摘し、農地が居住空間の一部として宅地や住宅などの建物と共存

する市街地像を展望する。

　最後に終章では、各章の要約を述べる。

序章　研究概要
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図序 -6　研究の構成

序章　研究概要
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序 -4　法制度及び学術的議論と本研究の関係

　都市農業・都市農地に関する議論はこれまで

数多くの分野、視点からなされてきた。本節では、

法制度とこれまでの学術的議論の特徴を整理し、

本研究との関係を示す。

序 -4-1　法制度の変遷にみる都市農地の都市計

画上の位置付け

　表序 -1 に都市農地の関連法制度の変遷を示

す。ここでは、都市農地の保全と法制度との関

係を特集として扱った『農のアーバニズムへの

ヒント（都市計画 ,2018）』の中でも、都市計画

制度における都市農地の位置付けについて論じ

ている高山（2018）と中井（2018）の論考を

参照し、法制度の変遷に伴う都市農地の都市計

画上の位置付けの変化について整理する。

　高山（2018）は、1968 年に新都市計画法（1968

年、法 100 号）が制定されたことによって市街

化区域内に農地が発生して以降、都市の中の農

地は、

「都市政策と農業政策の双方から過渡的な

存在として扱われてきた。」 注序 -10）

と述べている。例えば、高山（2018）によると

新都市計画法では、市街化調整区域内に存在す

る農地は保全されやすくなったが、その一方で、

ここで示された保全は優良な農地を保全するた

めに農地の開発や転用を厳しく規制するもので

あり、都市計画側から農地を都市を構成する要

素として捉えた上で積極的な保全を試みようと

表序 -1　関連法制度の変遷

序章　研究概要
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したものではなかった注序 -11）。また、高山（2018）は、都市緑地法（1973 年、法 72 号）では、都

市における緑地の保全や緑化の推進が図られたが、農地は収穫後は土が剥き出しの状態となるため常

緑性に劣る、小規模であるため環境機能が低い、また、農家が耕作を継続するための農業政策的アプ

ローチが必要であるなどという理由から、緑地の中には含まれず施策の対象にはならなかったと指摘

している注序 -12）。また生産緑地法（1974 年、法 68 号）についても、1980 年代後半に地価高騰や住

宅不足の問題の深刻化により、残りの都市農地を宅地化の予備地として積極的に保全する必要性が高

まったことに伴い、1991 年の法改正では土地利用規制を強化した上で、三大都市圏特定市では都市

計画でもって宅地化農地と生産緑地に明確に区分し、生産緑地にのみ納税猶予を適用することで農地

保全を試みたものの、市街地と混在する生産緑地は農業振興を図る対象にはならなかったと指摘して

いる注序 -13）。高山（2018）による指摘に加え、生産緑地の耕作放棄なども課題として浮上しているも

のの、1991 年の生産緑地法の改正でようやく都市計画側からの農地保全のための具体的なアプロー

チが取られ、都市の中で保全する農地が都市計画上で明確化されたと言える。そしてその後の都市農

地の位置付けについて、中井（2018）は、

「2006 年に閣議決定された住生活基本計画の全国計画あたりで都市農地は「保全を視野に入

れた」存在、つまり全般に「あってもよい」となり、さらには 2012 年の社会資本整備審議会

都市計画制度小委員会中間とりまとめにおいて、「都市と緑・農の共生」が「集約型都市構造」

と共に目指すべき都市像とされたことによって、「あってもよいもの」から「あるべきもの」

へと昇華したと考えられる。」 注序 -14）

と述べている。さらに、2017 年の都市緑地法等の一部を改正する法律では、農地が緑地という定義

の中に含まれることが明確に示されており、このように現在に至るまで都市計画上の農地の位置付け

の確立に向けた都市計画制度の見直しが執り行われてきたことがわかる。

序 -4-2　各年代における学術的議論の特徴

　次に、学術的議論の変遷から年代ごとの特徴を把握するために、新都市計画法の制定から現在ま

でに組まれた都市農業・都市農地に関する学術雑誌の特集を年代、着目点ごとに整理した注序 -15）。図

序 -7 に学術的議論の変遷と関連法制度及び事例の動向を示す。図序 -7 に示すように、都市農業・都

市農地に関する学術雑誌はその着眼点により、「広域」「都市計画制度・税制」「市民・組織・活動」

「土地利用」「居住空間」「環境・景観」「食と生活」に分けることができ、また、年代に応じて以下に

示す 4 つの時期区分ごとに議論の特徴を整理することができた。なお、時期区分にあたっては石田

（1990）による区分を参照し、「線引き期」「都市・農村模索期」「農業不要論期」という各時期の名

序章　研究概要
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称を引用した注序 -16）。

①線引き期〜都市・農村計画模索期

：農地と都市計画との間に生じた問題に関する基本的論点の提示

　1968 年の都市計画法改正後、都市農地や都市農業に関する特集が学術雑誌で組まれるようになっ

た。この時期に組まれた特集、『農地と都市計画（都市計画 ,1977）』序特 -1）では、都市計画による規

制が農地の存続に与える影響や、生産緑地法及び生産緑地地区の指定見直しの必要性、莫大な相続税

や固定資産税を要因とする農地の減少、農地保全のためにあるべき土地利用計画のあり方、都市計画

と農村計画の一体的な整備の必要性など、現代でも重要な論点となっている基本的な視点が示された。

また、生業ではない農のあり方としての市民農園の今日的な意義について議論され、市民参加の促進

による市民農園の主体的な利用の必要性が述べられている。

②農業不要論期〜農地保全移行期

：農業不要論への対抗と関連法制度改正に基づく都市住民視点での論点の提示

　この時期には、高度経済成長期における世間的な農業不要論に対して、都市計画の中で都市農地を

位置付けようと試みる特集が多く組まれるようになった。1989 年の特定農地貸付法、1990 年の市

民農園整備促進法の制定を受けて、『都市農業（都市問題 ,1995）』序特 -2）、『緑のまちづくりの多様な

展開（都市計画 ,1997）』序特 -3）などでは、都市農業・都市農地は積極的に保全されるべきであるとい

う立場から、制度そのものの特徴や制度上の課題、制度の活用による農地保全や有効活用の方法が論

点として提示されるようになった。また、特に『農業によってうるおいのあるまちづくりを（農業協

同組合 ,1990）』序特 -4）では、高度経済成長期における大都市圏での地価高騰や住宅不足を背景に台頭

した農業不要論への反論として、市街化区域内農地への宅地並み課税ではなく都市計画で問題の解決

を図り、都市農地を都市計画の中に位置付けることで豊かな都市居住のあり方を確立しようとする動

きが見られた。さらに、『農と住の調和した街づくり（農業協同組合 ,1991）』序特 -5）、『市民農園（都

市問題 ,1993）』序特 -6）、『農協と農地管理（農林金融 ,1997）』序特 -7）では、制度以外に関しても、農家

と都市計画との中間的立場としての農業協同組合が担うべき役割や、農を保全するためには都市住民

の担い手としての役割が重要であることが示された。このような議論の流れを片桐（2015）は

「都市のシステムを構成するものとして農を位置付ける、環境共生都市の都市像とライフスタ

イルが提示されている。」 注序 -17）

と指摘している。

序章　研究概要
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③都市農業転換期

：農地の多面的機能の重要性の指摘と都市計画における位置付けの転換

　2000 年以降になると、縮退時代が進行する日本において、宅地の予備地ではない農地の多面的機

能の重要性が指摘され、農地の保全・活用や都市農業の必要性、法制度上の課題や都市住民の農地利

用の仕組みについて議論された。都市計画学や経済学だけでなく、ランドスケープ学や造園学、農村

計画学などの各分野で都市農業や都市農地が注目されており、例えば『都市と農山漁村の共生・対流

　（新都市 ,2004）』序特 -8）では、都市農村交流の事例紹介とその仕組みを整理し、その効果として地

域活性化の実態を報告している。また、『人口減少時代の都市と「農」を考える（都市計画 ,2008）』
序特 -9）では、それまで深刻な住宅不足を解消するための宅地の予備地として扱われてきた都市農地の

位置付けを転換し、農地を作物を栽培する場として都市に保全するための方法や仕組みに焦点が当て

られている。さらに、『食と生活・食と地域を見つめよう 食と自治体（地方自治職員研修 ,2004）』序

特 -10）や『都市と農村の共生について考える（日経研月報 ,2004）』序特 -11）では、都市住民の農地利用

による農地保全が検討された。実際に 2005 年に特定農地貸付法が改正され事業主体が拡大すると、

非農地の農地化による都市農業の展開や、自治体以外を開設主体とする市民農園事例が展開されるよ

うになった。

④ 2022 年問題台頭期

：事業主体の拡大に伴う農によるまちづくり議論の沸騰

　2010 年以降は、特に市民農園の事業主体の拡大に伴い都市農業・都市農地とまちづくりに関する

特集が目立つようになった。『農のあるまちづくりの推進（新都市 ,2013）』序特 -12）では、農が都市と

共存するまちづくりの課題と方向性を整理し、都市農地に関する制度活用と様々な取り組みを紹介し

ている。また、『都市における農業・農地のいま（都市問題 ,2015）』序特 -13）では、単なる農地保全に

留まらないまちづくりへの都市農地の活用について議論が展開されている。他方、多くの生産緑地が

指定解除を迎える 2022 年問題を踏まえて、都市計画側からも相続により減少し続ける農地の問題を

取りあげた上で、制度面、事業面など多方面から農地保全のための手法の必要性が述べられている。

序 -4-3　法制度の変遷と各年代の学術的議論の特徴を踏まえた本研究の位置付け

　以上に整理した法制度の変遷及び各年代における学術的議論の焦点を踏まえ、本研究の位置付けを

整理する。まず、法制度の変遷と本研究の関係を以下に示す。従来の法制度、例えば 1991 年の生産

緑地法改正などでは、農地そのものを保全するためにとられた方法が税制優遇であったのに対して、

それでも都市における農地面積の減少に歯止めがかからない状況に対処するために、近年では特に都

市住民による農地の利用促進が図られている。2018 年に施行された都市農地の貸借の円滑化に関す
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る法律はまさに、農家の私有財産としての農地の運営や利用の範囲を都市住民へと拡張したものであ

ると言える。このように、法制度の変遷から見ても、本研究は従来の農地の所有と利用の概念を超え

た新たな都市における農地のあり方として農的空間を示すに時宜を得ていると言える。

　次に各年代における学術的議論の特徴と本研究の関係を以下に示す。本研究では都市住民の住生活

の質を向上することができる要素としての農的空間を如何にして都市の中に存続させていくかを主

題としており、これは、各年代における学術的議論のうち、特に②農業不要論期〜農地保全移行期に

積極的に取り上げられ、片桐（2015）が指摘した「農の保全による都市像とライフスタイルの追求」

との関連性を指摘することができる。一方、②農業不要論期〜農地保全移行期では都市計画上の農地

の位置付けが明確にされておらず、また世間的には地価高騰や住宅不足の問題が深刻であったため、

この段階での「農の保全による都市像とライフスタイルの追求」に関する学術的議論は経済状況や関

連法制度、都市住民及び農家の意識などの社会の実情とは必ずしも一致しているものではなかったと

いえる。その後の③都市農業転換期、④ 2022 年問題台頭期において、農地の多面的機能の重要性や

農の担い手に関する議論が進んだ今だからこそ、本研究において「農の保全による都市像とライフス

タイルの追求」をより現実的なものとして取り上げることができると考えている。

　また、本研究は図序 -7 で示した議論の着眼点のうち「市民・組織・活動」「土地利用」「居住空間」

の 3 つを横断する研究であると言える。まず本研究は、都市住民を担い手とする今後の都市における

農地のあり方の１つとして農的空間を提示するものであるため、「市民・組織・活動」に着眼してい

ると言える。また、「土地利用」に着眼し、地価や都心距離圏などに基づいて農地を保全あるいは宅

地開発していくような市街地構造ではなく、都市住民の住生活にとって重要な場所で農地を保全・活

用及び計画していくような、農地が宅地や住宅などの建物と共存する市街地の土地利用のあり方を模

索するものである。さらに、都市住民の住生活の質を向上することができる要素としての農的空間の

計画指標を構築しようとするものであるため、農的空間を「居住空間」の一部として捉えていると言

うことができる。
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序 -5　関連する既往研究と本研究の関係

序 -5-1　都市農業・都市農地に関する論点の整理

　ここでは、都市農業・都市農地に関する学術雑誌の特集に掲載されている論考のレビューを通して、

都市農業・都市農地に関する論点を整理する。図序 -8 に示すように、都市農業・都市農地に関する

論考はまず大きく分けて、現状の制度・政策上の問題点を指摘するものと、農地保全のための手法に

関するものの 2 つに区別された。以下にそれぞれの論考についてその概要を示す。

　第一に、制度・政策上の問題点を指摘する論考については、さらに、1. 都市計画制度そのものの問題、

2. 土地政策のために利用された農地、3. 農地保全のための政策が抱える問題点、4. 税制度上の問題

に分類することができた。1. 都市計画制度そのものの問題では、主に都市政策と農業政策の双方から

過渡的な扱いをされてきた都市農地に関して、都市計画上に農地を位置付けることの必要性や、都市

農地を保全する上での都市計画制度との不整合性を指摘する論考が見られた。また 2. 土地政策のた

図序 -8　学術雑誌のレビューに基づく都市農業・都市農地に関する論点
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めに利用された農地では、地価暴騰や住宅不足の解決策の 1 つとして農地転用を促進することで、都

市のスプロール化が進行している状況を懸念する論考が見られた。3. 農地保全のための政策が抱える

問題点では、農地を保全するために施行された各種政策に対する問題点について議論されており、例

えば生産緑地制度に関しては、その指定手続きの複雑さに対する指摘や、対象となる地区の見直しの

必要性、指定解除後の保全策の不在についてが論点となっている。そして 4. 税制度上の問題を扱う

論考では、農地保全の視点から税制度上の問題を指摘するものも見られたが、特に農業経営の視点か

ら相続対策について論じるものが多く見られた。また後述する農地保全のための手法の 1 つとして税

制について論じる論考も見られた。

　第二に、農地保全のための手法に関する論考については、まず農地の維持・保全のための手法やそ

の際に生じる課題と、保全が叶わず農地を転用する際に生じる課題に区別することができ、前者につ

いてはさらに、5. 都市農業の必要性、6. 空間的な整備の手法、7. 都市で耕作するための生産技術、8. 都

市農業と担い手に分類することができた。5. 都市農業の必要性では、都市に農業や農地が必要な理由

について論じられており、主に都市農業が有する多面的意義を整理し議論する論考が多く見られた。

6. 空間的な整備の手法では、農住混在や田園居住地域の空間像に関する議論や、農地保全のための土

地利用や都市基盤整備のあり方、また、宅地を農地化する手法など、市街地の中で如何にして農地を

保全していくかについて空間的な整備に着目して論じられている。また、7. 都市で耕作するための生

産技術では、市街地という生産環境として決して優良ではない場で作物を栽培するための農業技術に

ついて、主に農学や農業協同組合の立場から論じられている。さらに、8. 都市農業と担い手では、担

い手としての都市住民が農に関わるための仕組みや、都市住民と農家を繋げるための仕組み、都市農

家が抱える問題について論じられており、それぞれ、市民農園の普及の方法や市民の都市農業への参

加・理解・連携の促進の方法、農家の手に余る農地とそれらを利用したい都市住民及び自治体とのネッ

トワークの構築の仕組み、都市の中で農家が農業を生業として継続させるための方法などについて議

論されている。また、後者の保全が叶わず農地を転用する際に生じる課題については、前述の 2. 土

地政策のために利用された農地に関連して、地価暴騰や住宅不足の解決策の 1 つとして農地転用が促

進された際の、農地の乱開発や無秩序な農地転用によって生じた空閑地を問題視し、計画的な宅地化

や農地転用による農地の有効活用の必要性が論じられている。

　本研究では、序 -1-1 の研究の背景で述べたように、農地保全と宅地開発という二項対立的な枠組

みの中でつくられた市街地構造や、農家に押し付けられた都市における農地保全の責務に対する問題

意識のもと、農地が都市で存続する上での問題点として、特に①市街地との混在の中で作物を栽培す

る場を存続させることが困難である点と、②農家の後継者不足や高齢化によって担い手が不足してい

る点に着目することとする。本研究はそれらを解決する今後の都市の農地のあり方の 1 つとして農的

空間の計画指標を構築するものである。したがって、本研究は図序 -8 で示した論点のうち、6. 空間
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的な整備の手法及び 8. 都市農業と担い手の中でも都市住民が農に関わるための仕組みに関連すると

言え、それぞれ①と②の着眼点に対応している。

　ここで、①と②の着眼点の他に、農地が存続する上で非常に大きな問題点となっていると考えらえ

る税制について、本研究で扱わない主旨を以下に述べる。田代（1992）は土地所有者が農地を宅地

化農地とし、宅地並課税を納めることで、本来農地として活用されるべき土地が放棄地として放置

されていたとしても制度上のペナルティが効かない状況にあることを指摘している注序 -18）。また、図

序 -8 に示した 4. 税制度上の問題を論点とする多くの論考の中では、農家は農地の他に所有する宅地

の多額の固定資産税や農地及び宅地の相続税の支払いのために一部の農地を売却する、あるいは不動

産収入を得るために宅地に転用せざるを得ない実態があり、税制度上の問題によって農地の減少が進

行していることが指摘されている注序 -19）。このように、農家の私有財産である農地の存続については、

最終的には所有者である農家の判断に委ねられるものであり、特に、その判断は相続税や固定資産税

などの税制度上の都合を要因とすることが多い。しかし本研究は、序 -1-1 で示したように、農家の

私有財産としての農地という概念を超えて、社会全体の資本としての農地のあり方を論じることを目

指すものである。また、本研究ではマクロな視点とミクロな視点から市街地を構成する要素としての

農地のあり方と個別の農地のあり方の双方を論じることに重きを置いている。したがって、農地の存

続の可否は税制度との関連が非常に大きなものであることを認識しながらも、本研究ではこれらの論

点については扱わないこととする。

　以上より、①の着眼点からは 6. 空間的な整備の手法を論点として扱う既往研究の中でも、農地の

空間形態（序 -5-2）、農地の存続や消失の要因（序 -5-3）に関する既往研究を、②の着眼点からは 8. 都

市農業と担い手、都市住民が農に関わるための仕組みを論点として扱う既往研究の中でも、都市住民

が農に関わるための空間的仕組み（序 -5-4）に関する既往研究を整理し、既往研究との関係から本研

究の位置付けを示す。

序 -5-2　農地の空間形態に関する研究

　農地の空間形態に関する研究は、農地を扱うスケールにより 1）マクロな視点から農地の分布・立

地形態を分析する研究と、2）個々の農地の空間形態を分析する研究の 2 つに分けることができる。

以下にそれぞれの既往研究について概要を示す。

1）マクロな視点から農地の分布・立地形態を分析する研究

　マクロな視点から農地の分布・立地形態を分析する研究には、広原ら（2000）、松本ら（2006）序

-3）、渡辺ら（2003）序 -4）、藤井ら（2002）序 -5） の研究が挙げられる。広原ら（2000）は農学に近い立

場から生産適正の観点から農地の分布形態を解明し評価している。松本ら（2006）は農住混在の実
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態に関して、都市計画の立場から「市街地近接度」と「農地のまとまり度」の指標を用いて、大圏域

周縁部における農地と市街地の近接状況を定量的に明らかにしており、これらによって示される地区

特性と居住者評価の関係から、農地の景観資源としての位置付けを論じている。また、渡辺ら（2003）

は都市農地の計画的配置を見据え、開放性の発現と複数の農地と市街地の分布形態との関係を、CG

を用いた評価実験によって明らかにしており、その結果、農地が過度に分散すると開放性の全体評価

が低くなることを示している。さらに藤井ら（2002）は、1km 正方メッシュ内の農地の割合に基づ

く「農地種別」「存在する地形」「集塊度」の 3 つの指標から、江戸時代末期における江戸の農地の空

間的な分布特性を解明することで、良好な都市環境の形成に資する要素として捉えられることの多い

江戸の農地の役割を定量的に評価するとともに、農地の空間分布特性を 4 類型に分類している。

2）個々の農地の空間形態を分析する研究

　個々の農地の空間形態を分析する研究には、阪井ら（2010）序 -6）、木村ら（2020）序 -7）の研究が

挙げられる。阪井ら（2010）は一街区を取り上げ、地図資料の分析により農地への道路の敷設や農

地の転用及び細分化の実態を把握することで個々の農地の変容メカニズムを明らかにするとともに、

登記簿謄本の分析により分筆や地目変更、相続などを含む農地の所有関係の変化と農地の空間形態の

変容との関係を時系列的に明らかにしている。木村ら（2020）は、GIS データを用いて土地利用の

変化を時系列的に把握することで、農地の一部が転用することによって生まれる農住混在空間の形成

プロセスを、所有権変化や農家の土地経営に着目して敷地単位で明らかにしている。その結果、無秩

序な農地転用により、より一層営農環境の悪化が危惧されること、営農環境の良好な地区の地価上昇

により、結果的に農地面積を維持することが困難である状況を指摘している。

序 -5-3　農地の存続や消失に関する研究

　農地の存続や消失に関する研究は、その要因の種別により 1）農家による農地転用の決定要因に関

する研究と、2）農地転用に影響を与える農地の立地条件に関する研究の 2 つに分けることができる。

以下にそれぞれの既往研究について概要を示す。

1）農家による農地転用の決定要因に関する研究

　農家による農地転用の決定要因を定量的に分析した研究には、二武ら（1997）序 -8）、足立ら（1999）
序 -9）、藤栄（2003）序 -10）、谷下（2009）序 -11）、田代（1973）序 -12）、小野（1979）序 -13）の研究が挙

げられる。二武ら（1997）、足立ら（1999）、藤栄（2003）、谷下（2009）の研究ではそれぞれ、

1991 年の生産緑地法改正、地価と宅地並み課税及び相続税、農地価格と農家資産、都市計画税率及

び生産緑地指定率と農地転用との因果関係を明らかにしている。また、田代（1973）は、宅地化を
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前提とした農地の細分化について、「農家の土地所有」「分筆及び所有権移転」「土地売却」の 3 つの

観点からその実態を明らかにし、細分化に伴う諸要因との関係を明らかにしている。小野（1979）

は農地の一筆一筆の転用過程を経年的に分析しその傾向を読み取ることで、それらと個別農家や集落

の意思との関係を明らかにしている。

2）農地転用に影響を与える農地の立地条件に関する研究

　農地転用に影響を与える農地の立地条件に関する研究には、中原ら（2008）序 -14）、谷下（2009）

の研究が挙げられる。中原ら（2008）は、新設道路の建設、バイパスからの距離、隣接地に占める

宅地の割合、国道からの距離、主要幹線道路からの距離、計画白地地域外縁部からの距離を農地転用

の誘因として、それらと道路建設地周辺の農地の転用パターンの実態との因果関係を明らかにしてい

る。谷下（2009）も道路整備率が農地転用の要因であることを明らかにしており、道路整備率が 1%

高くなると農地転用率が約 1.004 倍高くなることを示している。

序 -5-4　都市住民が農に関わるための空間的仕組みに関する研究

　都市住民が農に関わるための空間的仕組みに関する研究は、大部分が都市住民の選好意識に基づ

く市民農園の計画基準に関するものであり、代表的な例として中山（1986）序 -15）、定井（1989）序

-16）、須田ら（1995）序 -17）、山崎（1985）序 -18）、姚ら（2001）序 -19）、松永ら（1995）の研究が挙げ

られる。中山（1986）は、緑地空間としての市民農園の計画基準を検討するために、市民農園の「配

置間隔」「総面積、「区画規模」の 3 つを指標に、実態と利用者の希望を明らかにしており、その結

果、1 区画あたりの希望区画面積には人口密度との間に明確な相関関係があることを示している。定

井（1989）、須田ら（1995）、山崎（1985）は、市民農園の需要や利用実態、利用者特性、利用者

意識や満足度の構造を明らかにすることで、それぞれ、農園の広さや農園までの距離が市民農園への

満足度を大きく支配していること、市民農園への選好意識は世帯構成や世帯主年齢により異なってお

り、求める設備の充実度にも差があること、市民農園に対する需要は家族構成や自由時間の有無、市

民農園までの距離に規定されていることを明らかにしている。また、姚ら（2001）は、ニュータウ

ンの中に設置された市民農園について、その運営や利用実態を、設置主体、運営方式に基づいて明ら

かにしており、その結果、適正な規模の市民農園を分散して配置することが必要であると指摘してい

る。また、利用者は設備の整備よりもイベント交流等のソフト面でのサービスの充実の要望を持って

いることが明らかにされており、自治体が開設する市民農園よりも、農家が開設する市民農園の方が

専門的な知識を持つ農業者と日常的に交流できるという点で評価されているとしている。さらに、松

永ら（1995）は、市民農園を非整備型、整備型に分類し、それらの物理的側面としての「利用面積」

「付帯施設等」「景観」と、管理運営面としての「契約期間」「栽培指導」「利用料金」に対する利用者

序章　研究概要



27

の満足度を明らかにしている。その結果、特に物理的側面として、15 坪〜 20 坪程度の面積でさま

ざまな大きさの区画を用意すること、付帯施設では特に堆肥置場、ゴミ置場、給水施設に配慮するこ

となどを今後の市民農園の計画のあり方として示している。

序 -5-5　既往研究を踏まえた本研究の位置付け

　以上を踏まえ、以下に本研究の位置付けを示す。第一に、序 -5-2 の 1）マクロな視点からの農地

の分布・立地形態を分析する研究と、2）個々の農地の空間形態を分析する研究に分類されることを

示したように、農地の空間形態に関する既往研究ではこれまで、市街地を構成する要素としての農地

のあり方と個々の農地のあり方の双方のスケールを扱おうとする研究は見られなかった。また、ラン

ドスケープ・造園学や農学の分野に留まらず、建築・都市計画の立場からも農地を景観資源として捉

え、良好な都市環境の形成に資するための農地の立地・分布形態のあり方を論じようとする既往研究

は見られるものの、そもそもこれまで農地は計画的介入の対象として扱われてこなかったため、本研

究のように個々の農地や農的空間の空間形態に着目した評価を通して、都市の農的空間が存続してい

くための計画指標を構築しようとする研究は見られない。個々の農地の空間形態を扱う序 -5-2 の 2）

に示した既往研究に関しても、農地の所有形態に着目した空間変容の実態を明らかにするために、農

地の土地利用の変容や細分化の実態を把握するものであり、農地の存続のための計画指標を示そうと

するものではない。本研究は、都市の農的空間が存続するための親和性・社交性・多様性の評価軸に

基づき、農地の接道街路や区画形状、農地内部の囲み度や土地利用の平面構成などの空間構成までを

も農地の空間形態として捉え、存続した農地や農的空間の空間形態の特徴を示すことで、都市におけ

る農地の計画のあり方の 1 つとしての農的空間の計画指標を構築しようとするものである。

　一方、マクロな視点から農地の空間形態を分析する手法については既往研究でさまざまな手法が示

されており、本研究においても参考にすることができる。序 -5-2 の 1）に示した既往研究の中でも、

本研究では、より広範囲の農地の分布・立地形態を都市基盤や市街地との関係に着目して明らかにす

るために、松本ら（2006）や藤井ら（2002）の研究を参考に、農地の集塊度及び市街地近接度の指

標を用いることができると考える。

　第二に、序 -5-3 に示したように、農地の存続や消失に関する研究では、農地の他用途への転用、

つまり消失と農家資産や相続税の支払いなどの農家事情や、道路の敷設状況や都市計画区分などの農

地の立地条件との因果関係を明らかにする既往研究は多く見られるものの、本研究のように市街地に

作物を栽培する場を存続させるために必要な空間形態を指標として示そうとする研究は見られない。

また本研究では、道路の敷設状況や都市計画区分などの単なる農地の立地条件によるものではなく、

市街地における農地の存続のためには市街地と農地が共存することが必要であり、そのためには作物

を栽培することで発生する土埃や農薬などの市街地への影響を軽減するための市街地と農地との間の
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緩衝空間を確保することが必要であると考え、緩衝空間に着目して存続した農地の空間形態の特徴を

明らかにするものである。さらに、本研究においても第 4 章で農地の転用実態を扱うが、既往研究の

ように農地の転用に関わる要因を明らかにするのではなく、農地の部分的な他用途への転用がかえっ

て、残りの農地の活用につながるのではないかと言う視点によるものである。このような視点はこれ

まで既往研究では示されてこなかったため、本研究の独自の視点によるものであると言える。

　第三に、都市住民が農に関わるための空間的仕組みに関する研究では、利用者の満足度や関心に基

づき市民農園の運営及び計画基準を示すものが見られたが、本研究のように都市住民の住生活の質を

向上することのできる都市の要素として農的空間を捉え、その存続のための空間形態を明らかにしよ

うとする研究は見られなかった。既往研究の多くが市民農園を都市での生活を豊かにするためのサー

ビスとして扱っているため、利用者のニーズが重要視されていると考えられる。それに対し、本研究

は社交性・多様性と言う 2 つの評価軸によって示される農的空間の特性に着目し、利用者が関わりた

くなるような空間を計画することで、結果的に都市の農的空間の存続を目指すものである。また、農

的空間そのものの空間形態だけでなく、周辺建物との関係や地価及び都市基盤などに基づく市街地構

造の中で、どのように農的空間を計画していくことができるのかを明らかにしようとする点で独自性

があると言える。
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注釈

注序 -1）例えば参考文献序 -20）では水田の気温低減効果と水田の分布形態との関係を明らかにするとともに、その効果が

影響する市街地の範囲を検証している。

注序 -2）農林水産省農村振興局都市農村交流課都市農業室の「都市農業・都市農地に関するアンケート結果の概要（平成

24 年度）」, p.5, 「3. 自治体（農政担当局）に対するアンケート」では、「大都市（人口密度 5,000 人 /㎢以上の都市）に

おける農業の多様な機能への期待」について図序 -9 のように結果を示しており、斜線部分に示すように 6 つの都市農業

の機能全てについて「とても期待している」「ある程度期待している」との回答が 7 割を超えている。なお、図序 -9 は上

記資料に掲載されているグラフを一部改変したものである。

注序 -3）農林水産省農村振興局都市農村交流課都市農業室の「都市農業・都市農地に関するアンケート結果の概要（平成

24 年度）」, p.4, 「2. 住民に対するアンケート」では、「都市農業・都市農地に対する考え方」について図序 -10 のように

結果を示しており、斜線部分に示すように約 8 割が都市農業・都市農地の保全を求めている。なお、図序 -10 は上記資料

に掲載されているグラフを一部改変したものである。

注序 -4）例えば 2016 年に発行された世田谷区農業振興計画 [ 改訂版 ] をはじめとする各自治体の農業振興計画では、各種

施策によって農業振興と農地保全に取り組むことを目

的として明記することに留まっており、その際にどの

ような空間を有する農地を計画するかまでは言及して

いない。

注序 -5）参考文献序 -21）, p.235 を参照した。

注序 -6）参考文献序 -22）, 2 段目 l.3-4, p.329 から引用

した。

注序 -7）同上 , 2 段目 l.26-30, p.329 から引用した。

注序 -8）参考文献序 -23）, 補注及び参考・引用文献 1）, 

p.626 から引用した。

注序 -9）参考文献序 -24）, pp.46-47 を参照した。

注序 -10）参考文献序 -25）, 2 段目 l.21-22, p.15 から引

用した。

注序 -11）同上 , （1）新都市計画法 , p.14 を参照した。

注序 -12）同上 , （3）都市緑地法 , p.15 を参照した。

注序 -13）同上 , 1 段目 l.16-24, p.15 を参照した。

注序 -14）参考文献序 -26）, 1 段目 l.26-34, p.70 から引用した。

注序 -15）本研究では学術雑誌の特集一覧に示す序特 -1）〜 31）を扱った。

注序 -16）石田は参考文献序 -27）, l.7-11, p.12 で農地改革期（1945 年〜 1952 年）、スプロール期（1953 年〜 1967 年）、

「線引き」期（1968 年〜 1975 年）、都市・農村計画模索期（1974 年〜 1983 年）、「農業不要論」期（1982 年〜 1989 年）

の 5 つに時期を区分している。

注序 -17）参考文献序 -28）, 1 段目 l.23-2 段目 l.2, p.39 から引用した。

注序 -18）参考文献序 -29）, 1 段目 l.8-27, p.4 を参照した。

注序 -19）参考文献序 -30）〜 34）を参照した。
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1-1　本章の概要

1-1-1　本章の目的と方法

　序章では農地の枠組みや制度上の位置付けから農的空間を定義したが、それでは、農的空間は人々

にどのような価値をもたらすことができる空間であるべきなのであろうか。本章では、本研究が目指

す農的空間の価値を整理することで、本研究で用いる農的空間の評価軸を独自に設定することを目的

とする。図 1-1 に本章の構成を示すように、本章ではまず、都市住民の農との関わり方の実態を明ら

かにし、さらに農林水産省や既往研究で示されている価値評価の基準を整理する。そしてそれらに対

する問題意識の提起を通して、都市住民が求める農との関わり方や既存の価値評価の基準をそのまま

評価軸として用いるのではなく、本来発揮することのできる農の価値も考慮して本研究で用いる評価

軸を独自に設定することの必要性を論じる。次に、本来農が発揮することのできる価値を整理し、作

物を栽培する場としての農的空間が継承すべき価値について論じるとともに、都市住民の住生活の質

図 1-1　本章の構成
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を向上する要素として農的空間が発揮することのできる価値について論じることで、農的空間が有す

るべき特性を示し農的空間の評価軸を設定する。

　ここで、都市住民の農との関わり方の実態について、序章で示したように市民農園は作物を栽培す

る場と、作物を栽培するという行為に伴う様々な都市住民の日常的な生活行為が見られる空間が一体

的に利用されることで農的空間となり得るものであるが、一口に市民農園と言っても掲げている理念

や、都市住民がどこまで栽培に携わるのか、個人のための区画は確保されているのかなど、その事業

形態は多種多様である。市民農園はたとえ自治体開設型のものであっても、基本的に利用者が料金を

支払って利用するサービス型の事業であるため、都市住民の需要に基づいて提供されていると考える

ことができる。そこで、既存の市民農園事例が掲げている理念及び、利用している地目、農園開設者、

主たる耕作者、区画を個別に貸借するのかあるいは共同で栽培するのかなどの都市住民の利用方式と

いった事業形態の実態を明らかにすることで、都市住民がどのように農と関わろうとしているのか、

どのような関わりを持っているのかの実態を明らかにすることができると考えた。具体的には、まず

市民農園事例の理念について、都市住民は何らかの農への関心を持って農に関わろうとしていると考

えられ、その関心と市民農園事例が掲げる理念とが一致することで、都市住民は実際に利用する市民

農園を選ぶと想定される。したがって、市民農園事例の理念を明らかにすることで、都市住民がどの

ような農への関心のもとに農と関わろうとしているのかを明らかにすることができると考えた。また、

市民農園事例が利用している地目、農園開設者、主たる耕作者、都市住民の利用方式を明らかにする

ことで、都市住民がどのような場所で農と関わっているのか、どの程度栽培へ関与しているのか、ま

た、そのパターンを明らかにすることができると考えた。

　さらに、　本研究では序 -5-1 で示したように、農地が都市で存続する上での問題点として、特に①

市街地との混在の中で作物を栽培する場を存続させることが困難である点と、②農家の後継者不足や

高齢化によって担い手が不足している点に着目する。これらより、都市の農的空間が存続していくた

めにはⅠ . 農的空間が作物の栽培のための場であること、Ⅱ . 農的空間が都市住民の住生活の質を向

上する要素であること、の 2 点が必要であると考え、この 2 点に着目して農の価値を整理すること

で農的空間の評価軸を設定する。なお、Ⅱ . については、農的空間が都市住民の住生活の質を向上す

る要素であることで、都市住民が積極的に農的空間に関わりたいと思えるようになり、都市住民が農

の担い手となることで結果的に②農家の後継者不足や高齢化によって担い手が不足している点を解決

できるということを意図している。

1-1-2　本章の流れ

　本章では以下①②に示す事項について各節で明らかにする。

①都市住民の農との関わり方の実態と独自の評価軸設定の必要性（1-2.1-3.1-4）
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②農の価値の整理と農的空間の評価軸の設定（1-5.1-6.1-7）

　まず①について、都市住民の農との関わり方の実態を明らかにするために、1-2 では収集した市民

農園事例の理念を明らかにする。そして、1-3 では利用している地目、農園開設者、主たる耕作者、

都市住民の利用方式を明らかにするとともに、市民農園事例の理念と事業形態との関係を明らかにす

ることで、都市住民の様々な農への関心とそれに対応する事業形態を明らかにする。さらに 1-4 では、

都市住民の農との関わり方の実態や農林水産省及び既往研究で示されている農の価値評価の基準に対

する問題意識の提起を通して、評価軸を独自に設定する必要性を論じる。

　次に②について、農的空間の評価軸を独自に設定するために、1-5 では本来農が発揮することので

きる価値を整理することで作物を栽培する場として農的空間が継承すべき価値を示し、1-6 では都市

住民の住生活の質を向上する要素としての農的空間が発揮することのできる価値を示す。まず 1-5 で

は文献調査によって本来農が発揮することのできる価値をまとめ、農的空間が作物を栽培する場とし

て継承すべき価値を整理する。ここではどの時代においても価値と認められる普遍的な農の価値と、

都市計画上で農地の位置付けが確立された今だからこそ見出せる農の現代的な価値の 2 つの視点から

文献調査を行い、農の価値について論じる。そして 1-6 では、既往知見を参考に、住生活の質を向上

する既存の都市の要素に着目し、その要素と本研究が目指す農的空間の共通点を示すことで、農的空

間が都市住民の住生活の質を向上する要素として発揮することのできる価値を整理する。そして最後

に、1-7 では作物を栽培する場であるということと、都市住民の住生活の質を向上する要素であると

いう 2 つの観点から、本研究が目指す農的空間が有するべき特性をまとめ、本研究で用いる農的空間

の評価軸を独自に設定する。
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1-2 　市民農園が掲げる理念の整理

　本節では、市民農園が掲げる理念を整理することで、都市住民がどのような理念に共感して農に関

わろうとしているのか、あるいは関わっているのか、都市住民の農への関心を明らかにする。まず、

既存の市民農園事例の収集にあたり、序 -4-2 で用いた学術雑誌でその特徴的な取り組みが紹介され

ている事例の中から、三大都市圏の市街化区域内に立地している事例を抽出した。さらに、インター

ネットでの検索により事例の概要を把握することのできた事例を追加し、表 1-1 に示す 114 の事例

を代表例として分析に用いることとした注 1-1）。なお、本研究では三大都市圏について、首都圏を茨城

県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、近畿圏を京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、中部圏を静岡

県、愛知県、三重県とした。各都県における市民農園事例の概要は資料編、表資 -1 から表資 -7 に示

している注 1-2）。また、都市住民が市民農園を選考する際には、まずインターネットでその概要を確認

することが多いと考え、114 事例について公式ホームページ等に記載されている内容からその理念を

抽出、引用し、表 1-1 中に太字で示した注 1-3）。

　太字の部分の内容を整理すると、表 1-2 に示すように 42 のキーワードで示すことができた。さら

にこれら 42 のキーワードについてその対象に着目して分類すると、農業や農地が理念の対象となる

農業の継承と振興に関するもの、都市住民を対象とした住生活の質の向上に関するもの、企業経営を

対象とした経営戦略に関するものの 3 つに分けることができると考えた。ここで、都市住民を対象と

した住生活の質の向上に関するものについて、さらにその対象を細かく見ていくと、以下のように 3

つに分類することができる。1 つ目に、例えば表 1-1 に示した足立農すくーる（no.1）では、自然と

のふれあいを通して個人の経験や歓楽を得ることに主眼がおかれており、その対象は利用者本人の短

期的な体験であると言える。本研究では、このような理念を「都市住民が農にふれ体験する場の提供」

としてまとめた。2 つ目に、例えば表 1-1 に示した学習型体験農園みのり村（no.26）では、住生活

の質の向上に主眼が置かれており、その対象は他者とのコミュニケーションを取りながら健康に暮ら

すなどの利用者本人の中長期的な暮らし方であると言える。本研究では、このような理念を「農のあ

る暮らしの提案と実践」としてまとめた。3 つ目に、例えば表 1-1 に示したコミュニティーガーデン

せせらぎ農園（no.35）のように、地域や自然環境のための理念を掲げる事例を確認することができ、

本研究ではこのような理念を「地域活性や自然環境の保全」としてまとめた。このように、理念の対

象を都市住民とする事例は、利用者である都市住民本人への効果を期待する自己実現型から、都市住

民が農に関わることによる地域や環境への効果を期待する社会的実現型まで幅広く存在していること

がわかった。以上より、市民農園が掲げる理念を、1）産業としての農業の継承と振興、2）都市住

民が農にふれ体験する場の提供、3）農のある暮らしの提案と実践、4）地域活性や自然環境の保全、

5）企業としての経営戦略の 5 つに分類した。以下にその概要を示し、図 1-2 に市民農園事例が掲げ

る理念を整理する。
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表 1-1　収集した市民農園の代表例とその理念（その 1）
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表 1-1　収集した市民農園の代表例とその理念（その 2）
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表 1-1　収集した市民農園の代表例とその理念（その 3）
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表 1-1　収集した市民農園事例の代表例とその理念（その 4）
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表 1-2　市民農園の理念を示すキーワードとその分類
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1）産業としての農業の継承と振興

　主として食糧生産のための農業を継承し発展させていくことを理念としており、そのために就農準

備者のための研修の場の提供、新規就農を目指す人への農業指導、農業者の生産意欲向上などの人材

育成を実施している。人材育成による労働力の提供によって農業経営の負担を軽減する支援を実施し

ている事例もみられた。また、無化学肥料・減農薬栽培による多品種・多品目の生産、減農薬栽培の

指導、高品質な野菜作り、伝統野菜の栽培など生産技術や栽培知識そのものの継承・向上を目的とし

ている事例もあり、安心安全で新鮮な野菜を提供することを通して、農業に関する情報を発信し、地

域野菜の都市住民への普及を進めている。さらに、都市の農地という規模の小さい農地において産業

としての農地を継承していくための新しい栽培技術の検証や、栽培環境の検証実験などを実施してい

る事例も確認することができた。

2）都市住民が農にふれ体験する場の提供

　主として農に馴染みのない都市住民に、より農を身近に感じ親しんでもらうための場を提供するこ

とそのものを理念としている。未経験でも手軽に作物の栽培を体験できる手厚いサポート付き市民農

園の事例や、自治体が運営する区民農園・市民農園の事例の多くがこれに該当し、主に作物の収穫を

通して生産の喜びや感動、採れたての野菜の美味しさを幅広い年齢層の人々に感じてもらうことで、

都市住民の農への関心や親しみの向上を図るものである。また、都市住民が手軽に身近で農を体験で

きる場の提供することで、日本における食糧・農業に対する理解を深めるとともに、農家によって営

まれている都市農業への理解を得ることを目的としている、すなわち、1）産業としての農業の継承

と振興への波及効果を期待する事例も確認することができた。

3）農のある暮らしの提案と実践

　農の体験そのものが主たるねらいではなく、農の体験によって得られる経験や価値観に基づいて

人々が暮らし方について思量し、実践していくことを目指しており、食育、地域コミュニティの創出、

福祉的支援、新しいライフスタイルの実現や余暇の充実に取り組んでいる。例えば食育を理念とする

事例では、小学校の総合学習のために場を提供し、子供たちが実際に苗植えや収穫などを体験して食

の大切さを学ぶ取り組みや、近隣の小学校や老人ホームに通う人々に対する食育の講習会が開催され

ている。またコミュニティ創出を理念とする事例では、農を通した地域の地域資源活用による多様な

コミュニティ作り、都市住民の相互交流を目指すものがある。福祉的支援を理念とする事例では、作

物の栽培や加工、販売の場面に置いて若者や高齢者、障がい者が活躍できる場を提供することで、彼

らの社会参画を実現できるように支援している。新しいライフスタイルの実現や余暇の充実を目的と

する事例では、農と暮らしが一体化したライフスタイルの実現、豊かな余暇生活の実現、地産地消や
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自産自消を基盤とする暮らしの実現を目指すものや、有機無農薬栽培の推進による健康の増進、高齢

者の趣味活動の援助に取り組む事例を確認することができた。

4）地域活性や自然環境の保全

　主として農の場が存在することで、周辺地域のまちづくりや環境保全に資することを目的としてい

る。これらの事例は利用者個人の暮らしのあり方に留まらず、地域や自然環境への効果を期待するも

のである。地域や都市のための理念を掲げる事例では、未利用地の活用による地域活性化、農の場の

形成や栽培プロセスにおける市民参加型事業の推進、都市と農村との関係構築に取り組むものが確認

できた。また、自然環境のための理念を掲げる事例では、作物を栽培することに留まらず、生態系に

考慮した環境づくりを推進することで、生物多様性の保全や農の風景の再生に取り組もうとするもの

が見られた。

5）企業としての経営戦略

　行政の人的負担や企業経費の削減を理念として掲げている事例を確認することができた。例えば、

行政の人的負担削減に関しては、都市住民が農作業を担うことで、放棄地や未利用地の整備、管理等

の業務を行政が担う必要がなくなり、結果的に行政負担が軽減することを市民農園事例のねらいとし

て明記している事例があった。また、屋上・壁面緑化により空調経費を削減することを設計の意図と

して明記している事例を確認することができた。これらの理念を単独のものとして掲げる市民農園事

図 1-2　市民農園が掲げる理念
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例はなく、前述の 1）産業としての農業の継承と振興や、2）から 4）の住生活の質の向上への取り

組みの中で副次的に見られる効果として理念に掲げている事例が多かった。

　以上のように、市民農園が掲げる理念の対象に着目すると、都市住民は 1）産業としての農業の継

承と振興、2）都市住民が農にふれ体験する場の提供、3）農のある暮らしの提案と実践、4）地域活

性や自然環境の保全、5）企業としての経営戦略の 5 つの理念に共感して農に関わろうとしており、

これらが都市住民の農への関心であることを整理することができた。本研究では農的空間を都市住民

の住生活の質を向上する要素として捉えているが、都市住民を対象とした住生活の質の向上に関する

2）から 4）を理念とする市民農園事例との共通性が認められた。そして、都市住民を対象とした住

生活の質の向上を理念として掲げる事例では、利用者本人への効果を期待する自己実現型から、都市

住民が農に関わることによる地域や自然環境への効果を期待する社会的実現型まで幅広く展開されて

おり、市民農園は既に人々の様々な農への関心の受け皿になっていると考えられる。
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1-3　都市住民の農への関心に対応する市民農園の事業形態の実態

　本節では、市民農園事例が利用している地目、農園開設者、主たる耕作者、都市住民の利用方式を

明らかにすることで、都市住民がどのような場所で農と関わっているのか、どの程度栽培に関与して

いるのかなどの事業形態や、そのパターンを明らかにするとともに、市民農園事例の理念と事業形態

との関係から、都市住民の様々な農への関心に対応する事業形態を明らかにする。

1-3-1　市民農園の事業形態とその組み合わせに基づくタイプごとの特徴

1）市民農園の事業形態

　前節で収集した事例について公式ホームページ等を参照し注 1-4）、主として利用している地目、農園

開設者、主たる耕作者、都市住民の利用方式を整理することで事業形態の実態を明らかにする。

市民農園が利用している地目

　まず、市民農園事例が主として利用している地目については、農地、宅地、公園、山林、雑種地が

存在することが明らかになった。なお、地目の把握方法については、事業内容や市民農園の開設にあ

たり利用している制度から判断し、それらから判断ができない場合は不動産登記情報（全部事項）を

参照した。地目上の農地を利用している事例は、地上屋外空間にあり、農家が利用していた農地を市

民農園として利用している事例と言えるため、栽培環境としては最も作物の栽培に適していると考え

られる。宅地を利用している事例は、具体的には商業施設の屋上や建物敷地内の一部を利用している

事例があげられる。また、公園を利用している事例は、自治体によって公園内の一部が農地として整

備された農業公園などの事例が該当し、地目上の山林、雑種地を利用している事例については、所有

地の一部を市民農園として整備している事例があげられる。

市民農園の農園開設者

　次に、市民農園事例における農園開設者については、農家及び農業法人、NPO 法人を含む民間企業、

行政の 3 つに分類することができた。農家及び農業法人が農園開設者の場合は、所有する土地で市民

農園を開設する事例がほとんどであった。他方、民間企業や行政が農園開設者の場合は、多くが農家

から農地を貸借する、あるいは買い取って市民農園を開設する事例か、または農地以外の地目の所有

地を利用して市民農園を開設する事例であった。

市民農園の主たる耕作者

　そして主たる耕作者については、農家及び農業法人、都市住民、管理会社／ビル所有企業、建物利
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用者、自社社員、テナント企業の 6 つを確認することができた。この中で、主たる耕作者が管理会社

である事例とは、都市住民が自由に作物を栽培できるものではなく、一般公開するイベントの機会を

設けている事例や、実験的な栽培を実施する事例が該当する。主たる耕作者が建物利用者である事例

とは、例えば保育園や高校などに通う生徒や病院の入院患者を対象とした市民農園事例が該当する。

また、主たる耕作者が自社社員である事例については、ビル所有企業が自社の屋上に市民農園を開園

し、自社社員に貸し出すという事例を確認することができた。さらに、主たる耕作者がテナント企業

である事例については、複合商業施設の中に市民農園を開園し、主に施設内に店舗を構える飲食店に

貸し出すという事例を確認することができた。

都市住民の利用方式

　最後に都市住民の利用方式については、①収穫体験、②栽培以外のイベント、③農業体験農園、④

区画貸し、⑤研修施設、⑥ボランティア、⑦コミュニティガーデン、⑧農園付住宅の 8 つを確認する

ことができた。以下に 8 つの利用方式の概要について述べる。①収穫体験とは、参加者は栽培の一部分、

主に収穫のみを体験する事例を指し、観光農園や近隣小学校での稲刈り体験などがこれに該当する。

前述の主たる耕作者との関係について、収穫体験では栽培の一部のみを都市住民が体験するため、日

常的な耕作は主として農家が行うこととなる。②栽培以外のイベントとは、作付けや収穫などの栽培

そのものを体験するものではなく、参加者が農地や里山がある環境で自然学習や料理教室などを通し

て農を体験する事例を指す。③農業体験農園とは、農家が所有する農地を利用して、利用者が農家の

指導のもと本格的な耕作を学ぶ事例を指す。前述の主たる耕作者との関係について、主たる耕作者は

農家となり、利用者はその一部を担うという位置付けである。近年では農家の高齢化や後継者不足な

どの課題に対する解決策の 1 つとして行政からの支援も手厚く、人材育成や農業経営支援を目的にす

るものが多い。④区画貸しとは、農家や行政、民間企業が所有する土地を区画ごとに借り、決められ

たルールの範囲内で自由に栽培を行う事例を指す。貸借した区画は責任をもって利用者が主として栽

培することが求められるが、料金を支払えば代わりに作業をしてもらえるなど手厚いサポートが受け

られる「サポート有」のタイプ、全くサポートのない「サポート無」のタイプ、農家や専門家から指

導を受けられるが作業は自分で行う「サポート中」の 3 つのタイプが存在する。⑤研修施設とは、農

業従事者の人材育成を目的に本格的な耕作を学ぶ事例を指す。前述の主たる耕作者との関係について、

③農業体験農園が農家所有の農地で主たる耕作者を農家として開設されるのに対し、⑤研修施設は農

業公園や行政所有の農地などで主たる耕作者を利用者として開設されるものである。⑥ボランティア

とは、土地の貸借や金銭のやりとりは一切なく、農家と利用者の個人的な関係のもと、無償で農家の

手伝いをする事例を指す。⑦コミュニティガーデンとは、土地を区画に分けることなく、共同で作物

を栽培する事例を指す。そして⑧農園付住宅とは、栽培スペースが付与された分譲・賃貸住宅を指し
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ており、一世帯ごとに個別に作物を栽培するものと、近隣の居住者と共同で栽培する事例がある。

2）市民農園のタイプごとの特徴

　次に、利用している地目、農園開設者、主たる耕作者、都市住民の利用方式の組み合わせに基づき

市民農園事例を分類したところ、地目が農地の事例に関しては以下に示す a 〜 f のタイプに、地目が

宅地、山林、雑種地などの農地以外の事例に関しては以下に示す A 〜 H のタイプに分類することが

できた。表 1-3 に地目上の農地を利用している市民農園事例をタイプごとに示し、表 1-4 に農地以外

の地目を利用している市民農園事例をタイプごとに示した。以下に各タイプの概要を示す。

地目が農地の事例

a. 農家や農業法人が主として耕作し、都市住民が農業の一連のプロセスを学ぶタイプ

b. 農家や農業法人が主として耕作し、都市住民がボランティアとして耕作を手伝うタイプ

c. 農家や農業法人が主として耕作し、収穫体験やイベントを市民に提供するタイプ

d. 農家や農業法人が市民農園を開設し、都市住民が料金を支払って区画を貸借し主として耕作するタ

イプ

e. 土地所有者から民間企業が土地を貸借し、都市住民が料金を支払って区画を貸借し主として耕作す

るタイプ

f. 土地所有者から行政が土地を貸借し、都市住民が料金を支払って区画を貸借し主として耕作するタ

イプ

地目が農地以外の事例

A. 不特定多数の都市住民が区画を貸借して主として耕作するタイプ

B. 行政が公園内に開設した農園で、都市住民が主として耕作し本格的な農業を学ぶタイプ

C. 管理会社が主として耕作し、収穫体験やイベントを不特定多数の都市住民に提供するタイプ

D. 会員制のコミュニティガーデンなど、区画割がなく共同で都市住民が主として耕作するタイプ

E. 居住者や生徒などの建物利用者が主として耕作するタイプ

F. ビルの所有企業が自社の社員に区画を貸し、社員が主として耕作するタイプ

G. 管理会社、あるいはビル所有企業が主として耕作し、都市住民は耕作には携わらないタイプ

H. 飲食店などのテナント企業が主として耕作し、都市住民は耕作には携わらないタイプ
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表 1-3　地目が農地の市民農園のタイプごとの一覧（その 1）
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表 1-3　地目が農地の市民農園のタイプごとの一覧（その 2）
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表 1-4　地目が農地以外の市民農園のタイプごとの一覧（その 1）
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表 1-4　地目が農地以外の市民農園のタイプごとの一覧（その 2）
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表 1-4　地目が農地以外の市民農園のタイプごとの一覧（その 3）
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1-3-2　市民農園のタイプと理念との関係

　以上を踏まえ、ここでは事業形態に着目した市民農園事例のタイプと掲げている理念との関係に着

目し、どのような事業形態を取る市民農園事例が、どのような理念を掲げているのかを明らかにする。

表 1-3 及び表 1-4 に、市民農園のタイプごとに各事例が掲げる理念を示す。まず、地目としての農地

を利用している市民農園事例について、表 1-3 に示すように傾向としてタイプ a では 1）産業として

の農業の継承と振興を理念とするものが少ないことがわかった。タイプ a は一般的な体験農業農園で

あるため、人材育成や援農を理念とするものが多いかと思われたが、実際には 2）都市住民が農にふ

れ体験する場の提供や、3）農のある暮らしの提案と実践を理念として掲げるものが多く、農家に本

格的な農業を学ぶことで都市住民の住生活の質の向上を図ろうとしていると言える。また、タイプ d

についても 1）産業としての農業の継承と振興を理念とする事例が見られず、農家や農業法人が開設

している事例であっても、多くが都市住民の住生活の質の向上を理念として掲げていることがわかる。

このようにどのタイプにおいても特に 2）3）の住生活の質の向上を目指す事例が傾向として多く見

られた。さらに、都市住民が収穫のみを体験するタイプ c は他のタイプと比較して 1）産業としての

農業の継承と振興を理念とする事例が多く見られた。

　次に農地以外の地目を利用している市民農園事例について、表 1-4 に示すように 1）産業としての

農業の継承と振興を理念としている事例の多くが、タイプ B、C、G に含まれていた。特にタイプ C

については前述のタイプ c と同様に都市住民が収穫のみを体験するタイプであり、1）産業としての

農業の継承と振興と収穫体験という都市住民の利用方式には関連性があると推測できた。また、その

他のタイプに含まれる事例の多くが、2）都市住民が農にふれ体験する場の提供や 3）農のある暮ら

しの提案と実践を理念として掲げていた。さらに、地目が農地以外であっても 4）地域活性や自然環

境の保全が見られることから、もはや利用する地目を問わず、農によって地域や環境問題に取り組も

うとする動きが見られると言える。

　以上より、地目に関わらず、収穫体験という都市住民の利用方式をとる事例の多くが、1）産業と

しての農業の継承と振興を理念としていることがわかった。また、どのタイプでも住生活の質の向上

を目指す市民農園事例が確認でき、農家や農業法人が所有する地目としての農地を利用して市民農園

を開設する事例においても、2）都市住民が農にふれ体験する場の提供や 3）農のある暮らしの提案

と実践を理念として掲げるものが多く、産業としての農業の振興よりも都市住民の住生活の質の向上

のために農地を開放するという農家の意識が強いと考察することができた。農地以外の地目を利用し

ている市民農園事例についても、その多くが住生活の質の向上を理念として掲げており、また、地目

に関係なく地域や環境問題に取り組む姿勢を確認することができた。
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1-4　独自の評価軸設定の必要性

　ここまで、市民農園が掲げる理念と事業形態との関係から都市住民の農との関わり方の実態を明ら

かにしてきた。既存の市民農園事例においては、単なる耕作や耕作地の保全を目的とするのではなく、

都市住民の住生活の質の向上を理念として掲げるものが多く存在しており、さらにはタイプ a のよう

に農家から本格的な指導を受けられるものから、タイプ d、e、f、A のように作物の栽培を全て自身

の手で行うもの、タイプ c、C のように体験として作物の栽培に関わるものまで、利用者のニーズに

合わせてさまざまな事業形態の市民農園が存在していた。しかしその一方で、表 1-1 に示したホシノ

タニ団地（no.61）や田んぼの学校（no.99）のように、4）地域活性や自然環境の保全の中でも市街

地との関係に対する理念を掲げている事例や、市街地との混在という栽培にとって特殊な環境におい

てどのような市民農園を目指し、結果的に市民農園があることでどのような市街地像を描くことがで

きるのかというビジョンを示している事例は少なかった。これは、長い間市街地の中で農地の位置付

けが明確にされてこなかったことや、市民農園がある種のサービスとして提供されていることが要因

の一つであると考えられる。このような市民農園は市街地の中でも異質な、あるいは非日常的な空間

として捉えられているため、市街地を構成する要素として位置付けられているとは言い難く、本来農

が有する価値を十分に発揮することができていないと考えた。また、1-2 で市民農園が掲げる理念 5

つを示したように、サービス型の事業としての市民農園では農を介することで得られる結果が重要視

され、より根本的な農そのものの価値はなかなか意識されにくいのではないかと考えた。

既存の農の価値評価の基準に関しては、代表的なものとして農林水産省が示す都市農業・都市農地

の多面的機能が挙げられる。農林水産省はこれを①新鮮な農産物の供給、②農業体験・学習、交流の

場、③災害時の防災空間、④良好な景観の形成、⑤国土・環境の保全、⑥都市住民への農業への理解

の醸成の 6 つとしている注 1-5）。また、既往研究でも都市農業・都市農地の多面的機能に関する考え方

が多く示されている。例えば中田（2001）はいくつかの既往研究を参考に、農の多面的機能は、

「「農産物供給機能」、「国土保全機能」、「環境保全機能」、「緑地・オープンスペース機能」の 4

機能にまとめることができるだろう。」 注 1-6）

と述べており、さらに、

「都市農地に関して重要になるのは、「緑地・オープンスペース」であると考えられる。」 注 1-7）

としている。しかしながら、本節で明らかにしたように、農家や農業法人が開設する事例や、農地以

外の地目を利用する事例を含むどの市民農園事例のタイプにおいても、既に都市住民の住生活の質の
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向上を目指すものが多く存在しており、それらは自己現実型から社会的現実型まで幅広く、多様な都

市住民の農への関心の受け皿となっていた。このように多くの市民農園事例が住生活の質の向上を目

指している現状を踏まえると、農林水産省が示すような 6 つの機能への集約や、既往研究で整理され

ているような 4 つの農の機能から都市の農の価値を見出そうとすることで、農の持つ価値が過度に単

一化されてしまうのではないかと考えた。さらに都市における農地の規模を考慮しても、農林水産省

が示している③災害時の防災空間の確保や⑤国土・環境の保全というようなスケールの価値よりも、

より人々の暮らしに寄り添った、都市における農地の人間的・社会的価値の方を重要視するべきでは

ないだろうか。この点については進士（1990）も、都市農地の多様な存在意義について、「経済価値

だけを議論する場合があまりにも多い」 注 1-8）とした上で、

「防災に役立つというような単純化した議論よりも、もっと大きなスケールで考えなければい

けないと思うわけです。なにせ最後に残った宝石のように貴重な環境資源としての農地なので

すから。」 注 1-9）

と指摘している。

　以上に示した問題意識から、本研究では都市住民が求める農との関わり方や既存の農の価値評価の

基準を農的空間の評価軸とするのではなく、農が本来発揮することのできる価値を整理した上で、農

的空間の評価軸を独自に設定する必要があると考えた。そこで、次節では農が本来発揮することので

きる価値を整理することで、本研究が目指す作物を栽培する場としての農的空間が継承すべき農の価

値について論じることとする。
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1-5　作物を栽培する場として農的空間が継承するべき農の本来の価値

　本節では主に文献調査から、作物を栽培する場であることに着目して本来農が発揮することのでき

る価値を独自にまとめることで、農的空間が継承するべき価値を示す。農の価値には、どの時代にお

いても価値と認められる普遍的な価値と、都市計画上で農地の位置付けが確立された今だからこそ見

出せる現代的な価値の 2 種類が存在すると考える。本節ではこれら２種類の農の価値について、農的

空間が作物を栽培する場であることに着目して整理することとする。

1-5-1　どの時代でも認められる農の普遍的価値

　著者は人間が人として生きていく上では農との関わりは必要不可欠であると考えている。農が根源

的に有している価値を農的空間においても継承することで、より良い住生活を実現することができる

という考えのもと、その価値を人間としての根源的な営みの実現、自然との共存と主体的意志の形成、

居住空間の質の向上、共同の形成の 4 つにまとめ、以下にその概要を述べる。

1）人間としての根源的な営みの実現

　第一に、農が持つ人間としての根源的な営みを実現できるという普遍的価値について以下に示す。

植物に限らず、日々変化する命あるものを育てるという行為は人間特有のものであり、著者はこの

行為そのものに農の最も根源的な価値が存在していると考える。この視点について末原（2012）は、

農学の立場から、計画的に作物を生産し収穫する手段としての農業を生み出したことによって、人間

は他の動物とは異なる人間らしい生き方を始めたと述べている注 1-10）。都市に農的空間が存在するこ

とで、人間としての根源的な営みを現代都市においても実現することができるのではないだろうか。

また、人々が育てた作物がその人の身となり、その身でまた作物を育てていくという行為は農の循環

そのものであり、育てるという行為によって人々は暮らしの中にゆとりや精神的な充足感、幸福感を

感じることができる。

2）自然との共存と主体的意志の形成

　第二に、農が持つ自然と共存し主体的意志が形成されるという普遍的価値について以下に述べる。

まず農と自然との共存について、宇沢（2000）は社会的共通資本の観点から、

「いうまでもなく農業は、その生産過程で、自然と共存しながら、それに人工的な改変を加えて、

生産活動をおこなうが、工業部門とは異なって、大規模な自然破壊をともなうことなく、自然

に生存する生物との直接的な関わりを通じて、このような生産がなされるという点に農業の基
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本的特徴を見いだすことができる。」注 1-11）

と述べている。さらに、内山（2015）も日本の共同体を、「自然と人間が結びつき、人間と人間が結

びつきながら展開した社会のかたち」 注 1-12）として捉え、自然と人間との歪んだ関係を問い直すため

の実践例が里山の整備や有機農業などの農であるとしており、如何にしてこの歪みを直すかという

問題意識を持った時に、人間と自然の関係を支える共同体の役割が重要であると指摘している注 1-13）。

このように、人々は農を介して自然と共存することができるのである。

　また、宇沢（2000）は、農業の基本的性格の 1 つとして主体的意志の形成を挙げている。農業と

工業は非対称であるとしながらその対照的な生産過程について取り上げ、工業部門は決められた工程

の一部だけを担当することで、労働者の自己疎外感を形成し社会の病理現象を特徴づけるものになっ

ているのに対して、農業は基本的には全ての工程を担当するため、自己疎外感を経験することなく生

産活動を行うことができ、社会を安定させる役割を果たしていると述べている注 1-14）。

　以上を踏まえると、本研究で扱うような都市住民によって展開される農的空間は、まさしく都市住

民の自然へのごく小さな介入となるものであり、人間が自然と共存していくための重要な自然との繋

がりになる可能性を有している。また、農は自然との共存に基づいて行われるからこそ、自然への小

さな介入、あるいはある条件の元で自分のすべきことを主体的に考え実行していくことが必要となる。

人間は技術の進歩と同時に次第に自然への介入の意味を履き違え、さらには主体の意志が重要視され

ない働き方や暮らし方を選択してきた。そのような時代背景に対して、農的空間が人間と自然との共

存や主体的意志の形成の価値を有することで、人々は働き方や暮らし方そのものを見直し、そして軌

道修正しながら都市の中でより豊かな住生活を展開することができるのではないだろうか。

3）居住空間の質の向上

　第三に、農が持つ居住空間の質の向上という普遍的価値について以下に述べる。長崎県端島は、

1910 年に日本で初めて屋上庭園が作られたことで知られており、屋上庭園はコンクリート製の島で

生まれ育ち実際の田畑を知らない子供たちへの教育を視野に入れ作られたものであった。作物の生育

状態は決して良くなかったが、屋上庭園は共同の花壇などに用途を変化させながら閉山まで島民の憩

いの場として親しまれていたと言われている注 1-15）。端島の例は都市社会学の観点からも注目されて

いる事例である。

　近年でも田園住宅地域の創設はもとより、団地内に農園を整備した UR 都市機構の事例や、賃貸ア

パートの改修時にアスファルトに覆われた駐車スペースを畑に転換した足立区の事例など、居住空間

に作物の栽培の場を付随させようとする動きが盛んになっている。著者は、これらは人間が豊かな住

生活を送るためには作物を育てるという行為とそのための場が必要だということを示唆していると考
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えている。前述のいくつかの事例では作物の栽培のための場を設けたことが直接的に居住空間の質の

向上に繋がったかどうか、その効果は定かではない。しかしながら、限られた土地で暮らすためには

どのような空間が必要かを人々が考えたときに、作物を育てるための空間がその一つとして出現し、

実際に利用されてきたという事象からは、居住空間の質を向上するために農が人々に必要とされてき

たと考えることができる。

4）共同の形成

　第四に、農が持つ共同の形成という普遍的価値について以下に述べる。食糧を確保するために作物

を栽培するという行為は一人では不可能であるからこそ、農村を代表するような共同体が歴史的に形

成されてきた。農業史の観点から、木村（2010）によると、近世では耕作地の開拓、農具料や種代

の支給、責任の連帯と保証、資源利用、農業技術の改善や伝承、生産基盤の拡充、水田漁撈というよ

うな場面で共同が見られ、女性や子どもも稲作や木綿栽培の重要な一部を担っていた。また、近郊農

村は都市に野菜類を供給する代わりに、都市住民の屎尿を下肥として受け取ることで、都市と近郊農

村との間にも食糧生産のための共同が見られた注 1-16）。そして木村（2010）は、近代になると人々は

生産を基盤とした村社会により集団的規範や信頼関係を形成し、共同によって自治的機能を発揮した

と指摘している注 1-17）。さらに木村（2010）は、現代では集落を単位として農業の一部あるいは全部

を共同化して行う集落営農という形態が見られるようになっていると述べている注 1-18）。

　このように、歴史的に農と共同は切っても切り離せない関係にあると考えることができる。農業の

機械化や技術の進歩によってその形態は変化し、近年では力を合わせる「共同」よりもむしろ農を介

した「交流」の方が注目されることが多い。しかしながら、農は、一人ではできない作物の栽培やそ

れに伴って生じる様々な困難に対して、人々が共同せざるを得ない状況を生み出すものであり、共同

の形成という農の根源的な価値は、現代においても継承されるべきものであると考える。

1-5-2　都市計画上に位置付けられた農の現代的価値

　次に、都市計画上で農地の位置付けが確立された今だからこそ見出せる農の現代的な価値について、

都市における農的時間の創出、経営責任のない気軽な関与、希釈された土地と人の関係の 3 つにまと

め、以下のその概要を示す。

1）都市における農的時間の創出

　第一に、農が持つ都市における農的時間の創出という現代的価値について以下に述べる。津端

（1993）は労働時間支配型の 90 年代の日本都市社会への懸念を示し、クラインガルテンやアグリツー

リズムにおける活発な自由時間と交流の必要性を述べている注 1-19）。いうまでもなく人々は時間を操
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作することができないため、有限な時間を有効に使うために暮らしにおける利便性を追求し、技術を

進歩させることで様々な時短を実現してきた。消費者のニーズに応えるために、様々なものやサービ

スが時短を売り出し、例えばスイッチ 1 つで本格的な料理が出来上がるなど、それまでできるはずの

なかったことが当たり前のように暮らしの中に溶け込んでいる。このように時短は現代に生きる人々

がより豊かに生きるための手段になっている一方で、かつて人々が長い時間をかけて行ってきた記憶

や体感の蓄積の時間は次第に失われてきているのではないだろうか。また、短い時間の中でできるこ

とが増えたことによって、人々の 1 日の生活は非常に忙しないものとなってしまった。

　近年でも津端（1993）が指摘した状況は大きく変化していないことを鑑みると、著者は、急速な

都市の時間の中で生きている人々が、緩徐な時間を過ごすための空間は今後の都市にとって非常に重

要なものであると考えている。1-5-1 の 2）で述べたように、作物を育てるという行為は自然へのご

く小さな介入であり、農という考え方において自然は決して人間の思い通りにできるものではない。

芽が出るまで、実がなるまでの各段階で確実に時間を要し、人間はその時間をただ過ごすという手段

しか持ち合わせていない。このように、農的空間は都市に生きる人々を本来あるべき速度に戻し、そ

してゆとりある時間を与えるという価値を有していると考えている。

2）経営責任のない気軽な関与

　第二に、農の持つ経営責任なく気軽に関与することができるという現代的価値について以下に述べ

る。序 -2-1 で述べたように、農的空間における農は市場経済制度の元で考えられる農業のような生

業ではない。著者は都市における農地の保全・活用のためには、従来の農家による生業としての農業

とは異なる形で、都市住民による生業ではない農のあり方がより一層展開していくことが必要である

と考えている。生業ではない農の担い手は商品としての作物の質を向上させる必要がなく、また経営

責任もないため、自身の暮らしの範囲内で誰でも気軽に関わり作物の栽培に挑戦することが可能であ

る。また、経験そのものが価値となり、失敗が損失にならないという点も重要である。農的空間にお

ける経営責任のない小さな自然への介入は、ほんの少し空いた時間や週末に訪れるという手軽さで十

分に成立することができる。様々な機能が集約している現代の都市だからこそ、都市住民は仕事や家

事の隙間時間に少しだけ農に関わるという選択肢を持つことができ、柔軟で多様な農のあり方を許容

する姿勢が必要とされていると考える。ごく簡単なものやごく小さな農的空間であっても、都市の中

に都市住民が農と関わるための場を埋め込んでいくことが重要である。

3）希釈された土地と人の関係

　第三に、希釈された土地と人の関係について述べる。序 -5-1 で都市農業・都市農地に関する論点

を整理したが、都市における農地が抱える問題として特に根深い問題の 1 つが農地所有の問題である
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と言える。先祖代々受け継いできた土地に対する農家の思い入れは強く、また土地の資産価値が高い

ため、高齢化や後継者不足によって農地として土地を守れなくなった場合、土地は自身で所有したま

ま一部を宅地化して賃貸経営をするという選択がなされることが多い。生産緑地地区の指定解除後の

買取り申出が可能であったとしても、自治体の財政上、実際の買取りは非現実的であると言える。こ

のように、現状では土地を作物の栽培のための場として維持した状態で、第三者へその所有権が移行

するということは一般的には考えにくく、農家ありきの農地という構造を当たり前のものとしてきた。

しかし、生産緑地法改正や都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行により、生産緑地での市民農

園開設や農地の貸借が容易になったことで、この構造は変化しつつあるとも言える。

　著者は、この状況を踏まえて、土地の所有と利用はより一層切り離されていくべきであると考えて

いる。土地の所有と利用が切り離されることで、土地に対する過剰な執着や責任感を抱く必要がなく

なり、様々な事業的、空間的挑戦を推進することができる。加えて、利用者は土地に縛られないため、

自分の暮らしに合わせて様々な農的空間を流動的に利用することができる。また序章で示したように、

農地は農家の私有財産でありながら、社会全体の資本であり、だからこそ社会全体でその維持や管理

を担っていく必要がある。そのような側面からも、土地の所有は代々土地を受け継いできた農家が、

利用は都市住民がというように所有と利用を切り離していくと同時に、社会全体にとっての資本を社

会全体で責任を持って支えていくという責務を都市住民は担うべきであると考えている。
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1-6　住生活の質を向上する要素として農的空間が有するべき価値

　前節では、作物を栽培する場であることに着目して農的空間における農の価値について述べたが、

同時に、本研究では、農的空間は都市住民の住生活の質を向上する要素であることにも着目している。

そこで、本節では農的空間が都市住民の住生活の質を向上する要素であるという点に着目して、農が

発揮することのできる価値について整理する。近年、住生活の質の向上のための都市の要素を検討す

るものとして、都心部における水辺空間や街路空間、公園や都市緑地のあり方に関する多くの先行事

例が存在している。その中でも特にランドルフ・T・ヘスター（2018）が示した「センター」 注 1-20）

は特定の用途を示すものではなく、その性質を概念として捉えたものであるため、本研究が目指す農

的空間との共通点を示すことで、評価軸を検討する際に参考になると考えた。つまり都市住民の住生

活の質を向上することができる要素として「センター」を捉える時、農的空間は現代におけるある種

の「センター」となる必要があるということである。以上より、本節では「センター」との共通点に

基づいて、住生活の質を向上する要素としての農的空間の価値を整理することとする。以下に「セン

ター」の概念を示すとともに、農的空間との共通点を示す。

　ランドルフ・T・へスター（2018）は「センター」について、

「ある経験を共有することや、活動を共にすること、互いに興味を持つこと、またそのための

舞台、これら全てが中心性 - センターと呼ばれるものになる。」 注 1-21）

と述べている。ランドルフ・T・ヘスター（2018）は集合住宅の中庭や、公園、教会など様々な例を「セ

ンター」として示しているが、どの例においてもまさに、同一人物による土地の所有と利用という概

念を超えて社会全体の資本となり得るものや空間を地域全体で維持していくという構造の上に成立し

ているものであり、この点において「センター」と本研究が目指す農的空間は共通点を有していると

考えた。また、地域のアイデンティティや人々の土地への帰属意識に繋がるというような社会的な資

本としてだけではなく、「センター」は前述のように中庭や公園、教会などの実在する空間的な資本

を示す概念であるため、住生活の質を向上する要素としての「センター」が有する空間形態を評価す

る指標は農的空間の評価軸を検討する際にも参考にできると考えた。

　ランドルフ・T・ヘスター（2018）は「よいセンターのための 10 のルール」 注 1-22）を示しており、

その中でも特に以下の 3 つのルールについて、農的空間の評価軸を検討する上で参考にすることがで

きると考えた。
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第一のルール

「さまざまな施設や用途が集積する場所であり、それらが多様な収入層、ジェンダー、年齢層

の人々を引き寄せる場所である。」 注 1-23）

第二のルール

「その地域に暮らす人々が皆、簡単にアクセスできる。」 注 1-24）

第四のルール

「地域の公式、非公式な社交の場となり、公的、指摘な催しの場所となり、さまざまな活動が

共有される焦点となる。」 注 1-25）
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1-7　農的空間の評価軸の設定

　ここまで、1-2 及び 1-3 では、都市住民の農との関わり方の実態を明らかにし、1-4 では農的空間

の評価軸を独自に設定する必要性を述べた。そして 1-5 では、農が本来発揮することのできる価値を

整理することで本研究が目指す作物を栽培する場としての農的空間が継承すべき価値を、1-6 では都

市住民の住生活の質を向上する要素として農的空間が発揮することのできる価値を示した。本節では、

1-5 及び 1-6 で整理した農的空間の価値を踏まえ、図 1-3 に示すように農的空間の評価軸を設定する。

　1 つ目の農的空間の評価軸は親和性である。1-5 では、本研究が目指す作物を栽培する場としての

農的空間が継承すべき 7 つの農の価値を示した。1-4 で市民農園が市街地を構成する要素として位置

付けられていないために、本来農が発揮することのできる価値を十分に発揮することができていない

のではないかと問題提起したように、ここで示した 7 つの価値は、市街地との混在という特殊な環境

の中で作物を栽培するための場が存在することができなければ発揮されることのない価値であると言

える。そこで、本研究では農的空間が作物の栽培のための場として都市で存続するために、如何に市

街地と共存することができているかを評価する評価軸として親和性を設定することとする。

　混在する市街地と農地との関係について、実例として、農地や市民農園の中には安全面を理由に周

囲をフェンスや柵で完全に囲っているものや、利用者しか立ち入ることのできないものも多く、これ

らの農地や市民農園では互いの配慮が必要のないように市街地との接点をあえて取り払っていると言

える。農家の作法として農薬や土埃が風で市街地の方向へ流れないように作付けの位置を工夫する、

風向きを考慮して農薬を散布するなどの配慮が施されてきたものの、これまで、市街地側からも農地

側からも双方の環境をより良いものにするための積極的な空間的配慮は行われてこなかった。以上を

踏まえ、本研究では農的空間が如何に市街地と共存することができているかを評価しようする時、市

街地と農地とが空間的な相隣関係を構築することができているかという視点が重要であり、空間的な

配慮として農地と市街地との間に緩衝空間を設けることによって親和性が確保されるのではないかと

考えた。そこで図 1-3 に示すように本研究では、親和性とは①市街地と共存するための緩衝空間を有

していることを示すものとした。緩衝空間は、農地が作物の栽培に必要な日照を確保するための市街

地との間の空間、あるいは栽培時の音、におい、土埃等の周辺市街地への影響を軽減するための役割

を持つ空間を示すものである。緩衝空間を設けることによって親和性が確保されるという仮説の構築

と、具体的にどのような空間要素が緩衝空間に相当するかについての詳細は、第 3 章で論じることと

する。

　2 つ目と 3 つ目の農的空間の評価軸は社交性と多様性である。1-6 では、農的空間が作物を栽培す

るための場に留まらず、都市住民の住生活の質を向上する要素であるという点に着目して、農的空間

と「センター」との共通点及び「よいセンターのための 10 のルール」から参考とする 3 つのルール

を示した。この 3 つのルールを参考に、農的空間が住生活の質を向上する要素となることで存続して
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いくために持つべき特性を社交性及び多様性と呼ぶこととした。ここで、図 1-3 に示すように、社交

性とは②地域の社交の場所であり、③自発的な利用、見守り、世話が見られることを示し、多様性と

は④様々な施設や用途が混在し、それによって⑤多様な人々を惹きつけ、また、⑥地域の誰もが排除

されることなくアクセスできることを示すものとする。なお、本研究は空間形態に着目して農的空間

を評価することで、農的空間の計画指標を構築しようとするものであるため、図 1-3 に示すように、

②地域の社交の場所であるか、また、④様々な施設や用途が混在し、⑥地域の誰もが排除されること

なくアクセスすることができるかという空間形態ではかることのできる項目を分析することとする。

③自発的な利用、見守り、世話が見られ、⑤多様な人々を惹きつけることができているかという項目

については、設定した評価軸の検証のために第 6 章で分析することとする。なお、一般的に「社交性」

とは人間の性質を示すものとして使用されるが、本研究では人々の社交を誘発する空間の性質を社交

性と呼ぶこととする。

　以上のように、本研究では、農的空間が存続していくためには第一に作物を栽培する場である必要

があるという点と、第二に都市住民が担い手となるために住生活の質を向上する要素である必要があ

るという点の 2 つに着目し、それぞれから親和性、社交性及び多様性を農的空間の評価軸として設定

した。図 1-3 に示すように、これら 3 つの評価軸は互いに独立しているものではなく、作物を栽培

することが可能な最低限の温度、日照、土壌などの環境が整っていることを大前提に、設定した 3 つ

の評価軸が示す特性を持つことができれば都市の農的空間は存続していくための特性を有していると

図 1-3　農的空間の評価軸
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言えると考える。なお、親和性に関しては、既往研究から有効な評価指標を獲得することができなかっ

たため第 3 章において独自に構築することとし、他方、社交性・多様性に関しては、既往研究で有効

性が示されている評価指標を用いて研究を進めることした。
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1-8　小結

　本章では、本研究が目指す農的空間の価値を整理することで、本研究で用いる農的空間の評価軸を

独自に設定することを目的とした。そのために第一に、都市住民の農との関わり方の実態を明らかに

するとともに、既存の価値評価の基準を整理し、それらに対する問題意識の提起を通して、本来農が

発揮することのできる農の価値を考慮して農的空間の評価軸を独自に設定する必要性を論じた。そし

て第二に、本来農が発揮することのできる価値を整理し、作物を栽培する場としての農的空間が継承

すべき農の価値と、都市住民の住生活の質を向上する要素としての農的空間が発揮することのできる

価値を示した。以下に本章で明らかになったことを示す。

①都市住民の農との関わり方の実態と独自の評価軸設定の必要性

　本章では第一に、三大都市圏の市街化区域内に立地している既存の市民農園事例を収集し、その理

念及び利用している地目、農園開設者、主たる耕作者、都市住民の利用方式を明らかにすることで、

市民農園事例の事業形態の実態を整理し、都市住民の農との関わり方の実態を明らかにした。掲げて

いる理念の対象に着目すると、既存の市民農園事例の理念は、1）産業としての農業の継承と振興、2）

都市住民が農にふれ体験する場の提供、3）農のある暮らしの提案と実践、4）地域活性や自然環境

の保全、5）企業としての経営戦略の 5 つが存在しており、都市住民はこれらの理念に共感して農に

関わろうとしていると考えることができた。特にこのうち 2）から 4）に該当する事例は理念の対象

を都市住民とする住生活の質の向上を目指すものであり、都市住民本人への効果を期待する自己実現

型から、都市住民が農に関わることによる地域や環境への効果を期待する社会的実現型まで幅広いこ

とがわかった。

　また、都市住民がどのような場所で農と関わっているのか、どの程度栽培に関わっているのか、そ

のパターンを明らかにするために、市民農園事例の事業形態を明らかにした。その結果、市民農園事

例は、地目が農地の事例に関しては a 〜 f の 6 タイプ、地目が宅地、山林、雑種地などの農地以外の

事例に関しては A 〜 H の 8 タイプの全 14 タイプに分類することができた。またこれらの市民農園

事例のタイプと理念との関係を明らかにしたところ、地目に関わらず、収穫体験という都市住民の利

用方式をとる事例の多くが 1）産業としての農業の継承と振興を理念としていること、どのタイプに

おいても住生活の質の向上を目指す事例が多く見られること、農家や農業法人が所有する地目上の農

地を利用して市民農園事例を開設する場合においても、1）産業としての農業の振興よりも 2）から 4）

の理念に該当する都市住民の住生活の質の向上のために農地を開放しているケースが多いこと、農地

以外の地目を利用している市民農園事例については、その多くが住生活の質の向上を理念として掲げ

ており、また、地目に関係なく 4）地域活性や自然環境の保全に取り組んでいることを確認すること

ができた。以上のように、どの市民農園事例のタイプであっても、多くが都市住民の住生活の質の向

上のために取り組んでおり、それらは自己現実型から社会的現実型まで幅広く、多様な都市住民の農
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への関心の受け皿となっていることが明らかになった。

　しかしその一方で、4）地域活性や自然環境の保全の中でも市街地との関係に関する理念を掲げて

いる事例や、市街地という栽培にとって特殊な環境においてどのような市民農園を目指すのかについ

て示している事例は少なく、市民農園は市街地を構成する要素として位置付けられているとは言い難

いため、本来農が有する価値を十分に発揮できていないのではないかと考えた。また同時に、農林水

産省が示すような 6 つの機能への集約や、既往研究で整理されているような 4 つの農の機能から都

市の農の価値を見出そうとすることで、農の持つ価値が過度に単一化されてしまうのではないかと考

えた。以上に示した問題意識より、本研究では都市住民が求める農との関わり方や既存の農の価値評

価の基準を評価軸とするのではなく、本来発揮することのできる農の価値を整理した上で、農的空間

の評価軸を独自に設定する必要があると考えた。

②農の価値の整理と農的空間の評価軸の設定

　本章では第二に、文献調査により本来農が発揮することのできる価値を整理することで、作物を栽

培する場として農的空間が継承すべき農の価値を論じるとともに、都市住民の住生活の質を向上する

要素として農的空間が発揮することのできる価値をまとめ、これらを踏まえて農的空間の評価軸を設

定した。まず本章では、本来農が発揮することのできる価値を人間としての根源的な営みの実現、自

然との共存と主体的意志の形成、居住空間の質の向上、共同の形成、都市における農的時間の創出、

経営責任のない気軽な関与、希釈された土地と人の関係の 7 つの観点から論じた。そしてこれらの価

値を発揮するために作物を栽培するための場としての農的空間が市街地と共存しようとする特性を親

和性と設定した。さらに、農的空間が都市住民の住生活の質を向上する要素であるという点に着目し

て、ランドルフ・T・ヘスター（2018）が示す「センター」と農的空間との共通点を示し、「よいセンター

のための 10 のルール」を参照することで、農的空間の評価軸を地域の社交の場であり自発的な利用、

見守り、世話があることを示す社交性と、様々な施設や用途が混在し、それによって多様な人々を惹

きつけ、また、地域の誰もが排除されることなくアクセスできることを示す多様性に設定した。

　以上のように、本章では都市住民の農との関わり方の実態解明と、既存の農の価値評価の基準に対

する問題提起を通して、農的空間の評価軸を独自に設定する必要性を論じた。そして、作物を栽培す

るための場として農地空間が継承すべき価値と、都市住民の住生活の質を向上する要素としての農的

空間が発揮することのできる価値を整理することで、親和性・社交性・多様性の 3 つの農的空間の評

価軸を設定した。
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注釈

注 1-1）本研究で分析の対象とする 114 事例に含まれない自治体が開設し運営する一般的な市民農園や、農家が個別に実施

する収穫体験、農業体験農園なども多数存在するが、これらは基本的に類似した目的や事業形態を有しており、特徴のあ

るものについては学術雑誌から抽出することができていると考える。その他、民間や農家が開設している市民農園につい

ては学術雑誌やインターネット等を用いて網羅的に調査しており、情報を把握することができた事例については全てを掲

載している。

注 1-2）中部圏、近畿圏に関しては、都道府県ごとに都市計画区域別、開設主体別の市民農園の開設状況を示す行政資料を

収集することができなかったため、首都圏についてのみ資料編に掲載した。

注 1-3）表 1-5 にその URL を示す各事例の公式ホームページ等から引用した（参照 2021.09.16）。なお、公式ホームペー

ジに理念の記載のない事例や公式ホームページが存在しない事例については、表 1-1 中にその旨記載し、分析には反映し

ないこととした。

注 1-4）表 1-5 にその URL を示す各事例の公式ホームページ等を参照した（参照 2020.05.27）。なお、砧クラインガルテ

ン（no.28）及びタガヤセ大蔵（no.45）についてはヒアリング調査を実施したため、評 1-5 にはその調査概要を示し、分

析には調査結果を用いた。

注 1-5） 農 林 水 産 省 の ホ ー ム ペ ー ジ <https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/t_kuwashiku.html>, （ 参 照

2021.09.26）に記載されている都市農業・都市農地の多面的機能を参照した。

注 1-6）参考文献 1-1）, 2 段目 l.12-15, p.2 から引用した。

注 1-7）同上 , 2 段目 l.26-28, p.2 から引用した。

注 1-8）参考文献 1-2）, 1 段目 l.17-18, p.29 から引用した。

注 1-9）同上 , 3 段目 l.6-11, p.29 から引用した。

注 1-10）参考文献 1-3）, l.1-22, p.3 を参照した。

注 1-11）参考文献 1-4）, l.13, p.47-l.1, p.48 から引用した。

注 1-12）参考文献 1-5）, l.1, p.46 から引用した。

注 1-13）同上 , l.7, p.43-l.1, p.44 を参照した。

注 1-14）参考文献 1-4）, l.1-11, p.48, l.10-13, p.52 を参照した。

注 1-15）参考文献 1-6）, l.12-21, p.53, pp.64-65 を参照した。

注 1-16）参考文献 1-7）, Ⅴ近世 , pp.144-253 を参照した。

注 1-17）同上 , Ⅵ近代 , pp.256-336 を参照した。

注 1-18）同上 , Ⅶ現代 , pp.338-375 を参照した。

注 1-19）参考文献 1-8）, l.22-28, p.13 を参照した。

注 1-20）ランドルフ・T・へスターは参考文献 1-9）, 下段 l.14-15, p.21- 上段 l.6-9, p.22 で、エコロジカル・デモクラシー

を作るために必要な基盤として「可能にする形態」を挙げており、それを形作るデザイン原則の 1 つが中心性−センター

[Centeredness] であるとしている。

注 1-21）参考文献 1-9）, 下段 l.3-5, p.23 から引用した。

注 1-22）同上 , 下段 l.5, p.25 から引用した。

注 1-23）同上 , 下段 l.21, p.25- 上段 l.1, p.26 から引用した。

注 1-24）同上 , 上段 l.8-9, p.27 から引用した。

注 1-25）同上 , 上段 l.2-4, p.29 から引用した。
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表 1-5　市民農園事例の公式ホームページ等の URL 一覧（その 1）
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表 1-5　市民農園事例の公式ホームページ等の URL 一覧（その 2）
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表 1-5　市民農園事例の公式ホームページ等の URL 一覧（その 3）
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2-1　本章の概要

2-1-1　本章の目的と方法

　序 -1-1 で示したように、本研究は農地を開発して都市とするか、農地を保全して農村とするかと

いうような、農地保全と宅地開発の二項対立的な枠組みの中でつくられてきた市街地構造に対して一

石を投じようとするものである。1-3 でいくつかの事例を示したように、近年では地目上の宅地で作

物を栽培する事例も数多く出現していることから、今後、地目の種別は農的空間の立地条件としてそ

れほど大きな制約ではなくなると考えられる。また、未だに農地への開発圧力は存在しているものの、

人口減少が進む日本においては、その圧力は深刻な住宅不足の問題を抱えていた高度経済成長期ほど

大きくないことを考慮すると、たとえ地目上の宅地であったとしても、あるいは地価が高いエリアで

あったとしても、社会全体の資本である農的空間として土地を利用するということが選択肢の 1 つと

して考えられるようになっていくのではないだろうか。また、特に農的空間は農業地とは異なり都市

住民を担い手とするため、単に農地が多く存続しているエリアで保全あるいは計画すれば良いという

ものではなく、かえって周辺に農地が残っていないエリアだからこそ農的空間の希少性が高まり、都

市住民からの需要が高まるという可能性も考えられる。

　以上を踏まえ、一般的には従来の農地保全と宅地開発の二項対立的な枠組みの中でかたちづくられ

てきた、地価が高い場所の農地は次々に宅地化され、地価が低い場所の農地は保全されるという市街

地構造をとっている一方で、中には地目の種別や地価に関わらず、都市住民の住生活にとって重要な

場所に農地が立地しているエリアもあるのではないかと考えた。このような仮説のもと、本章では首

都圏における農地と市民農園の立地形態の特徴を地価分布や地目、都市基盤近接度に着目して明らか

にした上で、関東大都市圏における各区について如何に都心的な市街地構造を有しているかを示す都

心度とその区に存在する農地の特性との関係から市街地構造の実態を明らかにするとともに、都心度

が高いのにもかかわらず多くの農地が存続し、さらに都市住民の住生活にとって重要な場所に農地が

立地しているという市街地構造を有する区が存在していることを示すことを目的とする。

　本章では第一に、農地及び地目に着目した市民農園の立地状況と地価分布との関係や、農地の都市

基盤近接度の実態を明らかにし、近畿圏及び中部圏の実態と比較考察することで、首都圏の農地や市

民農園が都市の中でどのような立地形態にあるか、その特徴を明らかにする。その意図として、まず

1 つ目に、農地及び地目に着目した市民農園の立地状況と地価分布との関係を明らかにすることで、

地価が高い場所に農地や市民農園を設置することや、農地以外の地目で市民農園を設置することに需

要があり、また現実的であるのかどうか、各圏域の動向を明らかにすることができると考えた。そし

て 2 つ目に、一般的に都市基盤は都市住民の住生活にとって重要な場所に整備されていると考えられ

るので、農地がどれほど都市基盤に近接しているかを明らかにすることで、都市住民の住生活にとっ
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て重要と位置付けられている場所に農地が存在しているのかどうかを明らかにすることができると考

えた。

　本章では第二に、都心度が高いのにもかかわらず多くの農地が存続し、さらに都市住民の住生活に

とって重要な場所に農地が存続している区が首都圏に存在していることを示すために、都心度に基づ

く都市の類型と農地の特性に基づく都市の類型の 2 つの類型を重ね合わせることで、都心度と農地の

特性との関係から市街地構造の実態を明らかにする。本章では都心度を如何に都心的な市街地構造を

有しているかを示す指標とし、地価公示価格や市街化区域面積の割合、都心距離圏などの変数を用い

て主成分分析を行うことで、都心度に基づき区を相対的に類型化する。また、存在する農地の特性に

基づいて区を類型化するために、農地の平均面積や農地と都市基盤との距離などの変数を用いて主成

分分析を行う。なお、ここでも農地がどの程度都市基盤と近接して立地しているかを定量的に示すこ

とで、農地が都市住民の住生活にとって重要な場所に存在しているかを明らかにすることができると

考え、農地と都市基盤との距離を農地の特性を示す変数の 1 つとして採用することとする。変数の設

定や算出方法については各節で詳細を述べる。

　表 2-1 に農林水産省の出先機関である地方農政局等で区分したブロックごとの市民農園数を示す。

表 2-1 より、全国における市民農園数や区画数は関東がその半数を占めていることがわかる。当該デー

タでは市街化区域外の市民農園も全てカウントされているが、全体の半数を占めるというその割合の

高さから、市街化区域内においても関東により多くの市民農園が集積しており、本研究が目指す農的

空間となり得る事例の割合も多いと推測できる。以上より本研究では、三大都市圏の中でもより多く

の市民農園が設置されている首都圏から詳細な分析の対象地を選定することとした。

表 2-1　市民農園のブロック別開設状況注 2-1）
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2-1-2　本章の流れ

　本章では以下①〜③に示す事項について各節で明らかにする。

①地価分布や地目、都市基盤近接度に着目した、三大都市圏における農地及び市民農園の立地形態の

実態と首都圏の特徴（2-2.2-3）

②都心度と農地の特性の関係に着目した市街地構造の実態（2-4.2-5.2-6.2-7）

　①について、2-2 ではまず、首都圏、近畿圏、中部圏における農地や市民農園の立地条件の動向を

明らかにするために、地図資料の分析によって農地の立地状況と地価分布との関係を明らかにする。

また、前章で収集、分類した既存の市民農園事例についても、利用している地目に着目して圏域ごと

にその立地状況と地価分布との関係を明らかにする。2-3 では農地が都市住民の住生活にとって重要

と位置付けられている場所に存在しているのかを明らかにするために、地図資料の分析によって圏域

ごとに農地の都市基盤近接度に着目して農地の立地形態の実態を明らかにする。そして 2-2 と 2-3 の

結果から、首都圏、近畿圏、中部圏の実態を比較考察することで、首都圏における農地の立地形態の

特徴を示す。

　次に②について、まず 2-4 では地価公示価格や市街化区域面積の割合、都心距離圏などの変数を用

いた主成分分析①を行うことで、都心度に基づいて関東大都市圏における区を相対的に類型化する。

次に 2-5 ではその類型ごとに農地面積や農地メッシュ数の減少率、既存の市民農園数などの農地や市

民農園の傾向を明らかにする。そして、2-6 では今度は農地の平均面積や農地と都市基盤との距離な

どの変数を用いた主成分分析②を行うことで、各区に存在する農地の特性に基づいて区を類型化する。

最後に 2-7 では明らかにした都心度に基づく都市の類型と、農地の特性に基づく都市の類型とを重ね

合わせることで、都心度と農地の特性との関係から市街地構造の実態を明らかにし、その結果から、

都心度が高いのにもかかわらず多くの農地が存続し、さらに都市住民の住生活にとって重要な場所に

農地が立地している区が存在することを示す。また、本章では該当する区を第 3 章及び第 4 章の対

象地として選定する。
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2-2　地価分布との関係に着目した首都圏の農地及び市民農園の立地状況の特徴

2-2-1　分析方法

　本節では、対象とした首都圏における農地と市民農園の立地条件の動向とその特徴を明らかにする

ために、地価分布との関係に着目して農地及び市民農園の立地形態の実態を明らかにする。特に市民

農園については、利用している地目に着目して地価分布との関係を明らかにすることで、たとえ地目

上の宅地であったとしても、あるいは地価が高いエリアであったとしても、社会全体の資本である農

的空間として土地を利用するということが選択肢の 1 つとして現実的なのか、またそれは圏域によっ

てどのような違いが見られるのかを明らかにする。以下に分析の手順を示す。

①農地の立地状況と地価分布との関係

　まず農地の立地状況を把握するために、国土数値情報土地利用細分メッシュデータ平成 21 年 2-1）

から、ArcGIS Pro を用いて首都圏、近畿圏、中部圏の農地メッシュを抽出した。なお、本節では、国

土数値情報土地利用細分メッシュデータ平成 21 年で示される「田」と「その他農用地」の土地利用

種別を農地メッシュとして扱った。次に、国土数値情報都市地域データ平成 23 年 2-2）から首都圏、

近畿圏、中部圏の市街化区域を表示し、前述の農地メッシュと重ね合わせることで、市街化区域内に

立地する農地メッシュを抽出した。なお、市街化区域内に農地メッシュが一部でも含まれていれば、

市街化区域内の農地メッシュとして分析の対象とした。

　次に、第三次区画（面積約 1k㎡）で作成された MISAWA-MRD 地価分析平成 17 年度版のカラー地

図 2-3）〜 2-5）を用いて、各価格帯に含まれる農地メッシュ数を Adobe Illustrator のオブジェクト情報を

用いてカウントし、価格帯ごとに全農地メッシュ数に対する割合を算出した。なお、MISAWA-MRD

地価分析平成 17 年度版のカラー地図で地価が描画されている範囲と、本研究で対象としている三大

都市圏の範囲は完全には一致していないため、地価が描画されていない範囲については「なし」とし

て扱い、割合についても総数から「なし」のメッシュ数を差し引いた値によって算出することとした。

②市民農園の立地状況と地価分布との関係

　まず市民農園の立地状況を把握するために、1-3-1 で分類した既存の市民農園事例のうち、個々の

所在地の把握が可能な地目上の農地を利用している b.d.e 及び、地目上の農地以外を利用している A

〜 H のタイプに該当するものについて、圏域ごとに地図上にプロットした。次に、第三次区画（面

積約 1k㎡）で作成された MISAWA-MRD 地価分析平成 17 年度版のカラー地図を市民農園事例をプロッ

トした地図上に重ね合わせ、地価分布との関係に着目して市民農園事例の立地形態の実態を明らかに

した。
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2-2-2　農地の立地状況と地価分布との関係

　図 2-1 に圏域ごとに農地の立地状況と地価分布との関係を示す。図 2-1 に示すように、まず地

価が描画されている範囲に含まれている農地メッシュ数は、首都圏で 17,740 メッシュ、近畿圏で

15,394 メッシュ、中部圏で 16,968 メッシュとなり、これらを 100% とした時の割合を図 2-1 のグ

ラフ中に示している。

　首都圏の場合、地価分布の最低価格が -30 万円 /3.3㎡であるため、30 万円 /3.3㎡よりも低い価格

帯の内訳を把握することはできないが、図 2-1 より、どの圏域においても 30 万円 /3.3㎡以下のエリ

アに立地する農地メッシュ数の割合が最も高いことが明らかになった。また、どの圏域においても地

価が高くなるほど、立地する農地のメッシュ数の割合が低くなる点では共通していることが明らかに

なった。以上より、三大都市圏全体で見るとやはり地価の高い場所には農地は分布しないという傾向

が顕著に現れることがわかった。しかしその一方で、首都圏では図 2-1 のグラフの下がり方が他の圏

域と比較して緩やかであることがわかる。50-70 万円 /3.3㎡のエリアに立地する農地メッシュ数の

割合は、首都圏で 15.4%、近畿圏で 3.0%、中部圏で 0.0% となっており、さらには首都圏では 100-

150 万円 /3.3㎡のエリアであっても 0.8% の農地メッシュが立地している。これに対し、近畿圏では

70-100 万円 /3.3㎡のエリアでわずか 0.3%、中部圏では 40-50 万円 /3.3㎡のエリアでわずか 0.7%

となっていることからも、首都圏では近畿圏や中部圏と比較して、より地価の高いエリアに多くの農

地が分布していることが明らかになった。

2-2-3　地目ごとの市民農園事例の立地状況と地価分布との関係

　図 2-2、図 2-3、図 2-4 にそれぞれ首都圏、近畿圏、中部圏における市民農園事例の立地状況と地

図 2-1　地価分布ごとの農地メッシュ数
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価分布との関係を示す。なお、静岡県の地価分布のデータを入手することができなかったため、図

2-4 の静岡県の図上には市民農園事例のプロットのみを示している。まず、圏域ごとに最も地価の高

いエリアにおける市民農園事例の立地状況をみてみると、図 2-2 に示すように首都圏では、300 万円

/3.3㎡以上のエリアに農地以外の地目を利用している市民農園がいくつか立地していることがわか

る。対して近畿圏、中部圏では、図 2-3 及び図 2-4 に示すように、最も地価の高いエリアには市民農

園事例は立地していない。したがって、首都圏の特徴として、地価が高く既に農地が残っていないエ

リアでも宅地や山林、雑種地などの農地以外の地目を活用した市民農園事例が展開されていることが

挙げられる。

　次に、地目としての農地を市民農園に利用している事例の立地状況をみてみると、首都圏では

150-200 万円 /3.3㎡のエリアで既に地目上の農地を利用した市民農園事例を確認することができる

が、近畿圏では 70-100 万円 /3.3㎡のエリア、中部圏では 50-70 万円 /3.3㎡のエリアというより地

価の低いエリアに到達するまで、地目上の農地を利用した市民農園事例は確認することができない。

以上より、首都圏では近畿圏や中部圏と比較して、より地価の高いエリアに地目上の農地を利用した

市民農園事例が多く立地していることが明らかになった。

　以上のように、本研究の対象とした首都圏の農地及び市民農園の立地状況と地価分布との関係の特

徴として、近畿圏や中部圏と比較してより地価の高いエリアに多くの農地や市民農園が立地している

こと、そして地価が高く既に農地が存続していないエリアでも農地以外の地目を活用して市民農園が

展開されていることが明らかになった。特に市民農園の立地状況と地価分布の関係からは、首都圏に

おいては地価の高いエリアで、地目上の農地に留まらず宅地を使ってまで市民農園が設置されている

ことがわかり、地価が低い場所で農地が保全され、地価が高い場所には農地は立地しないという市街

地構造とは異なるエリアも中には存在していることを示すことができた。
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図 2-2　分類ごとの市民農園事例の立地（首都圏）
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図 2-3　分類ごとの市民農園事例の立地（近畿圏）
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図 2-4　分類ごとの市民農園事例の立地（中部圏）
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2-3　都市基盤との近接度に基づく首都圏の農地の立地形態の特徴

2-3-1　分析方法

　本節では、首都圏では、都市住民の住生活にとって重要と位置付けられている場所に農地が存在し

ていることを示すために、農地の都市基盤近接度の実態を明らかにする。一般的に都市基盤は都市住

民の住生活にとって重要な場所に整備されていると考えることができ、農地がどの程度都市基盤と近

接して立地しているかを定量的に示すことで、農地が都市住民の住生活にとって重要な場所に存在し

ているかどうかを明らかにすることができると考えた。以下に、分析に用いる農地の集塊度及び近接

度の概念と、農地の都市基盤近接度の算出方法を示す。

1）農地の集塊度及び近接度の概念　

　本章では、農地の分布形態と立地形態を示すために、農地の集塊度及び近接度の概念を用いる。なお、

農地の分布形態とは農地そのものがどのように集まって存在しているかを、農地の立地形態とは都市

基盤や市街地などの農地以外の要素との関係に基づいて、農地がどのように存在しているかを示すも

のである。農地の集塊度とは、農地がどの程度まとまって存在しているかという分布形態を定量的に

示す指標であり、また近接度とは農地がどの程度対象物と近接しているかという立地形態を定量的に

示す指標であるため、本研究ではこの 2 つの概念を用いて農地の分布形態及び立地形態を分析する。

　本研究では、農地の集塊度及び近接度の指標化に吉川（1999） 2-6）が提案した平均同一変数の概念

による分析を用いることとするが、松本ら（2006）2-7） が述べているように、本研究においても小規

模な都市における農地の分布形態や立地形態を把握する上で、周囲 8 メッシュの集計がより適当で

あると判断し、周囲 8 メッシュの土地利用状況を用いて集塊度及び近接度を数値化した。図 2-5 に

農地の集塊度と近接度の算出方法を示す。本章では各都市基盤との近接度に基づいて農地の立地形態

を明らかにするが、例えば道路と農地の近接度は農地の道路近接度と呼ぶこととする。なお、本章で

図 2-5　農地の集塊度及び近接度の算出方法
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は集塊度の概念を用いた農地の分布形態の分析は実施しないが、後述する第 3 章での分析にここで示

した分析方法を用いることとする。

2）都市基盤との近接度に基づく農地の立地形態の分析方法

　本節では、都市基盤との近接度に基づき農地の立地形態を明らかにするために、国土数値情報土地

利用細分メッシュデータ平成 21 年に該当するデータが存在した道路、鉄道、河川地及び湖沼、森林

を都市基盤として扱い、それぞれのメッシュデータを用いて農地と各都市基盤の近接度を明らかにす

る。以下に分析方法の詳細を示す。

　まず 2-2-1 ①で示した方法と同様の方法で、首都圏、近畿圏、中部圏の市街化区域内に立地する農

地メッシュを抽出した。次に、道路、鉄道、河川地及び湖沼、森林についても同様に、国土数値情報

土地利用細分メッシュデータ平成21年からArcGIS Proを用いて該当するメッシュデータを抽出した。

抽出した市街化区域内の農地メッシュと都市基盤のメッシュデータを Adobe Illustrator へ書き出し、

Adobe Illustrator 上で 0 から 8 の近接度ごとに農地メッシュ数を手動で選択しながらオブジェクト情

報を用いてカウントした。最後に、カウントした農地メッシュ数と対応する 0 から 8 の近接度を用

いて、図 2-5 で示した方法により各圏域における農地と各都市基盤の近接度を算出した。

2-3-2　農地の都市基盤近接度

　表 2-2 に各圏域における農地と各都市基盤との近接度を示す。都市基盤ごとに三大都市圏の平均

値を見ると、農地の森林近接度が 0.36 と最も高く、農地の鉄道近接度が 0.01 と最も低い値を示し

た。農地の道路近接度の平均値は 0.04、河川近接度の平均値は 0.10 を示していることから、道路や

鉄道といった都市的な都市基盤よりも、河川や森林といった自然的な都市基盤との近接度が高い傾向

にあるということが明らかになった。以下に圏域ごとの農地と各都市基盤の近接度の特徴を示し、図

2-6、図 2-7、図 2-8、図 2-9 にそれぞれ農地と道路、河川、森林、鉄道近接度の農地メッシュ数の内

訳を示す。

表 2-2　各圏域における農地の都市基盤近接度
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①農地の道路近接度

　表 2-2 に示したように、農地の道路近接度は近畿圏が最も高い 0.06 となっているものの、首都圏

の 0.02、中部圏の 0.04 と大きな差は生じなかった。また、図 2-6 に示すように、どの圏域において

も道路近接度 0 が全体の 96.0% 以上を占めており、道路近接度 4 以上の農地メッシュがみられない

ことから、三大都市圏に立地するほとんどの農地メッシュが道路とは近接していないことが明らかに

なった。

②農地の河川近接度

　表 2-2 に示したように、農地の河川近接度は近畿圏が最も高い 0.20 となっており、首都圏の 0.07、

中部圏の 0.02 と差が生じていたことから、他の圏域と比較して近畿圏における農地の河川近接度は

高いということができる。他方、図 2-7 に示すように、河川近接度ごと農地メッシュ数の内訳を見ると、

全ての圏域で河川近接度 5 以上の割合が 0.0% となっており、どの圏域でも河川近接度の高い農地メッ

シュは少ない傾向にあることが明らかになった。近畿圏における農地の河川近接度が他の圏域と比較

して高い値を示したのは、河川近接度 1 から 4 の農地メッシュ数の割合がそれぞれ 7.1%、2.6%、1.6%、

0.6% と比較的高いことが要因であると言える。対して首都圏、中部圏では河川近接度 0 の農地メッ

シュ数の割合がそれぞれ 95.8%、98.5% となっており、ほとんどの農地メッシュが河川と近接してい

ないことがわかる。また、河川近接度 0 の農地メッシュ数の割合が高い順に中部圏、首都圏、近畿圏

となっており、河川近接度 1 から 4 の農地メッシュ数の割合が高い順に近畿圏、首都圏、中部圏となっ

ていることから、河川近接度の高い農地メッシュ数の割合が少ない圏域ほど、圏域全体の河川近接度

が順当に低くなっていることがわかった。

図 2-6　農地の道路近接度ごとの農地メッシュ数の内訳
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　このように圏域によって農地の河川近接度に差が生じていることが明らかになったが、ここで、そ

もそも圏域ごとに河川の状態にどのような違いがあるのかを整理することで、各圏域の農地の河川近

接度の差について考察する。農地の都市基盤近接度は、市街化区域内に存在する農地メッシュが接し

ている都市基盤メッシュ数によって求められるため、都市基盤メッシュ自体は市街化区域外に存在し

ているケースも考えられる。例えば、ここで分析している河川については、都市部を流れるものであっ

てもその多くが市街化区域外に位置しているという具合である。そこで、市街化区域内の河川の状態

だけではなく、各圏域の都府県全体の河川延長から各圏域における河川の状態を把握することとした。

国土交通省が提供している河川データブック 2021 によると、圏域ごとの河川延長は、首都圏が

8,022.5km、近畿圏が 9,457.0km、中部圏が 10,505.1km となっていた注 2-2）。このように中部圏が最

も長い河川延長であるのにもかかわらず、最も低い農地の河川近接度を示していることから、中部圏

では農地と河川が如何に近接していないかを推察することができる。また、農地の河川近接度が最も

高かった近畿圏に関しては、首都圏と比較して河川延長が長いことがその要因の 1 つとして考えられ

るが、農林水産省近畿農政局整備部によると近畿地域の水田率は 77% と、全国の 55% を大きく上回

る値となっていることから注 2-3）、単に河川延長が長いだけではなく、農地が河川と密接な関わりを持っ

て立地していると考えることができる。

③農地の森林近接度

　表 2-2 に示したように、農地の森林近接度についても近畿圏が最も高い 0.52 となっており、次い

で首都圏が 0.49、中部圏が 0.07 となっていた。どの圏域においても、他の都市基盤近接度と比較し

て農地の森林近接度が高いことが確認できたが、中部圏の農地の森林近接度は首都圏や近畿圏の値と

図 2-7　農地の河川近接度ごとの農地メッシュ数の内訳
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は差が生じていた。図 2-8 に示すように森林近接度ごとに各圏域の特徴を見てみると、最も農地の森

林近接度が低かった中部圏では森林近接度 0 が全体の 95.5% を占めており、ほとんどの農地メッシュ

が森林メッシュと接していないことがわかる。また、農地の森林近接度が 2 番目に高い首都圏では、

森林近接度 0 の農地メッシュ数の割合が 75.8% と他の圏域と比較して最も低い割合となっているこ

とがわかる。さらに、森林近接度 1 や 2 の農地メッシュ数の割合はそれぞれ 11.1%、6.6% と首都圏

が最も高い割合を示していた。一方、森林近接度が最も高い近畿圏については、森林近接度 3 から 8

の農地メッシュ数の割合が他の圏域と比較して最も高くなっていた。以上より、首都圏は近畿圏や中

部圏と比較して森林メッシュと接していない農地メッシュ数の割合が低く、また、近畿圏と比較して

農地メッシュごとの森林近接度の差が小さいことが明らかになった。

　ここで河川近接度と同様に、圏域ごとに森林の状態にどのような違いがあるかを整理することで、

各圏域の農地の森林近接度の差について考察する。林野庁が提供する統計情報によると、圏域ごとの

森林率の平均は、首都圏が 33.6%、近畿圏が 62.0%、中部圏が 56.7% となっていた注 2-4）。河川の場

合と同様に、ここで示す森林率は市街化区域外の森林も含めた値であるが、そのことを考慮しても、

近畿圏の農地の森林近接度が高いのはそもそもの森林率が高いことが要因であると考えられる。一方

で、首都圏の森林率は 33.6% と他の圏域と比較して低いのにもかかわらず、農地の森林近接度は 0.49

と比較的高い値を示していた。以上より、首都圏では農地と森林との立地には密接な関わりがあると

考えることができる。

④農地の鉄道近接度

　表 2-2 に示したように、農地の鉄道近接度は首都圏、近畿圏、中部圏ともに 0.01 と農地と他の都

図 2-8　農地の森林近接度ごとの農地メッシュ数の内訳
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市基盤の近接度と比較して非常に低い値を示しており、三大都市圏に立地するほとんどの農地メッ

シュが鉄道とは近接していないことが明らかになった。また、図 2-9 に示すようにどの圏域において

も鉄道近接度 0 が全体の 99% 以上を占めており、圏域ごとの違いは見られなかった。

　以上より、都市基盤近接度に着目した首都圏の農地の立地形態の特徴について以下のように考察す

る。首都圏における農地の都市基盤近接度は全般的に近畿圏と比較して低いと言える。特に、農地

の河川近接度については近畿圏と差があり、首都圏では存在する農地の多くが河川とは近接していな

かった。これは首都圏では河川と密接に関係して立地していた田圃の多くが消滅し宅地化されたこと

が 1 つの要因であると考えられる。一方、農地の森林近接度に関しては最も値が大きい近畿圏よりも

低いもののその差は小さく、首都圏では特に森林と接していない農地メッシュ数の割合が低いことか

ら、近畿圏の場合と比較して農地メッシュごとの差が小さい平均的な立地形態にあると考えられる。

また、そもそもの首都圏の森林率が近畿圏と比較して非常に低いことを考慮すると、首都圏における

農地と森林との立地には密接な関わりがあると言える。

　ここまで、2-2 及び 2-3 では、対象とした首都圏の農地や市民農園が都市の中でどのような立地形

態にあるか、その特徴を明らかにするために、農地及び地目に着目した市民農園の立地状況と地価分

布との関係や、農地の都市基盤近接度の実態を明らかにし、近畿圏及び中部圏の実態と比較した。そ

の結果、首都圏の農地及び市民農園の立地形態の特徴として以下 4 点を示すことができた。

1）首都圏ではより地価の高いエリアに多くの農地や市民農園が立地している状況を確認することが

でき、地価が低い場所で農地が保全され、地価が高い場所には農地や市民農園は立地しないという市

図 2-9　農地の鉄道近接度ごとの農地メッシュ数の内訳
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街地構造が変化しつつある。

2）首都圏では地価が高く既に農地が存続していないエリアであっても、農地以外の地目を活用して

市民農園が展開されている。

3）首都圏の農地の都市基盤近接度は近畿圏と比較して低く、特に河川近接度は近畿圏と差が生じて

おり、首都圏ではほとんどの農地が河川と近接していない。

4）首都圏の農地の森林近接度については、全く森林と接していない農地メッシュ数の割合が最も低

く、農地メッシュごとの差が小さい平均的な立地形態にあるとともに、農地と森林には密接な立地関

係が存在する。

　以上より、農地の都市基盤近接度だけに着目すると、3）に示したように首都圏は近畿圏ほど都市

住民の住生活にとって重要な場所に農地が立地しているとは言えないが、1）2）4）に示した特徴か

らは、従来の農地保全と宅地開発の二項対立的な枠組みの中でかたちづくられた、地価が高い場所の

農地は次々に宅地化され、地価が低い場所の農地は保全されるという市街地構造が一般的には取られ

ている一方で、首都圏では地目の種別や地価に関わらず都市住民の住生活にとって重要な場所に農地

が立地している傾向にあることを示すことができた。
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2-4　都心度に基づく都市の類型とその特徴

2-4-1　分析方法

　本節では、如何に都心的な市街地構造を有しているかを示す都心度と農地の特性との関係から市街

地構造の実態を解明するための準備として、エクセルのソルバーを用いた主成分分析①を行うことで、

前節までで農地の立地形態の特徴を明らかにした首都圏の中から、特に総務省統計局によって中心市

として位置付けられている関東大都市圏に含まれる 67 区をその都心度に基づいて類型化する。なお、

より類型ごとの特徴が明確になるよう主成分分析①のサンプル数を増やすために、市街化区域の指定

がある東京多摩地域の 28 市町も加え、全 95 市区町を対象に分析することとした。95 市区町の一覧

は都市の類型の結果の一覧とともに表 2-6 に示すこととする。また、主成分分析①の変数には如何に

都心的な市街地構造であるかを示すことができる以下の変数を用いることとする。

・地価公示の平均（円 /㎡）

・都心距離圏（km）

・住民特性（%）：持ち家の割合、一戸建の割合、20 年以上・出生時から住んでいる人の割合、常住

者に対する転入者数率、65 歳以上のみの世帯率、核家族世帯の割合、自市町村区内で従業している

人の割合、18 歳未満の子供がいる世帯の割合

・市街化区域面積の割合（%）

　上記に示した変数について、地価公示の平均が高い、都心距離圏が小さい、市街化区域面積の割合

が高いほど都心的な市街地構造である、つまり都心度が高く、反対に持ち家の割合や一戸建の割合、

20 年以上・出生時から住んでいる人の割合、65 歳以上のみの世帯率が高いほど都心度が低いことを

示すと考えられる。また、千代田区や港区などの東京都心部ではより単身世帯が多いことが予想でき

るため、核家族世帯の割合や 18 歳未満の子供がいる世帯の割合が高いということは、都心度は極度

に高くないことを示していると考えた。さらに、各市区町の市街地構造を分析する上で、都心度に加

えて、人々の流動性を示すことでより細かく市区町を類型化するために、常住者に対する転入者数率

と自市町村区内で従業している人の割合を変数として用いることとした。

　表 2-3 に本節で用いるデータと変数の算出方法を示す。なお、変数の単位が統一されていないため、

表 2-3 に示す方法で対象の 95 市区町について全ての変数を算出した後に、以下の式 2- ①及び式 2-

②を用いて全ての値を標準化してから主成分分析①を行った。分析に用いた標準値の一覧は都市の類

型の結果の一覧とともに表 2-6 に示す。
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表 2-3　主成分分析①で用いるデータと変数の算出方法
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2-4-2　都心度に基づく都市の類型化と類型ごとの特徴

　主成分分析①の結果を表 2-4 に示す。また、表 2-5 に各変数に対する主成分 1 と主成分 2 の負荷量を、

表 2-6 に各市区町の主成分得点を示す。表 2-5 より主成分 1 と 2 の特徴を見ると、まず主成分 1 に

関しては、都心距離圏、持ち家の割合、一戸建の割合、20 年以上・出生時から住んでいる人の割合、

核家族世帯の割合の負荷量が高く、地価公示の平均、市街化区域面積の割合の負荷量が低くなって

いる。このことから、想定の通り主成分 1 が都心度を示すことができていると言える。次に主成分 2

に関しては、常住者に対する転入者数率の負荷量が高く、自市町村区内で従業している人の割合の負

荷量が低くなっている。このことから、主成分 2 は短期長期の双方を含む人流の度合いを示している

と言える。

表 2-5　主成分分析①の負荷量

表 2-4　主成分分析①の結果
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表 2-6　主成分分析①で用いた標準値及び主成分得点と都市の類型の一覧（その 1）
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表 2-6　主成分分析①で用いた標準値及び主成分得点と都市の類型の一覧（その 2）
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表 2-6　主成分分析①で用いた標準値及び主成分得点と都市の類型の一覧（その 3）
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　以上を踏まえ、表 2-6 に示した各市区町の主成分得点から散布図を作成し、図 2-10 に示す。そして、

図 2-10 から 95 市区町を相対的に 1 〜 4 の 4 つに類型化し、表 2-6 に各市区町の類型を、表 2-7 に

類型ごとの各変数の平均値を示す。ここで、主成分 1 が示す都心度について、類型ごとに各市区町

の主成分得点 1 の平均値を算出すると、類型 1 が 1.172、類型 2 が 2.503、類型 3 が -2.785、類型

4 が -1.095 となり、都心度が高い順に類型 3 、4、1、2 と示すことができた。また主成分 2 が示す

人流について、類型ごとに各市区町の主成分得点 2 の平均値を算出すると、類型 1 が 0.893、類型 2 

が -0.884、類型 3 が -1.064、類型 4 が 1.537 となり、人流が多い順に類型 4 、1、2、3 と示すこと

ができた。なお、平成 27 年国勢調査によると、一次産業従事者の割合の平均値は類型 1 が 0.548%、

類型 2 が 0.657%、類型 3 が 0.155%、類型 4 が 0.466% と、どの類型においても大きな差はなかっ

図 2-10　都心度に基づく都市の類型

表 2-7　主成分分析①都市の類型ごとの変数の平均値
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た注 2-7）。したがって、類型 2 や類型 3 に含まれる市区町において自宅近くで働いている人の割合が

多いのは、一次産業従事者が多いことが理由ではないと言える。
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2-5　都心度に基づく都市の類型ごとの農地及び市民農園の傾向

　本節では、前節で明らかにした都心度に基づく 4 つの都市の類型ごとに、農地や市民農園の傾向を

明らかにする。本節で用いるデータと変数の算出方法を表 2-8 に示す。

2-5-1　農地の傾向

　ここでは、前節で都心度に基づき 4 つに類型化した 95 市区町について、表 2-8 に示した方法で農

地面積、市街化区域面積に対する農地面積の割合、農地メッシュ数の減少率を明らかにし表 2-9 に示

すように標準化した上で、都心度に基づく 4 つの類型ごとにその特徴を明らかにする。

　表 2-10 に都市の類型ごとの農地面積、市街化区域面積に対する農地面積の割合、農地メッシュ数

の減少率の平均値を示す。4 つの類型の中で最も都心度が低く、類型 3 に次いで人流が少ない類型 2

が市街化区域面積に対する農地面積の割合が最も高く、また、農地メッシュの減少率が最も低かった。

農地面積についても類型 2 の平均値は最も大きな値となったが、表 2-9 に示した都市の類型ごとの標

準値一覧により詳細を見てみると、八王子市が最大で 4.417㎢に相当する標準値 4.955、横浜市南区

が最小で 0.039㎢に相当する標準値 -0.787 となっており、その差は 4.378㎢に相当する標準値 5.743

表 2-8　2-5 で用いるデータと変数の算出方法
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表 2-9　主成分分析①都市の類型ごとの標準値一覧（その 1）
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表 2-9　主成分分析①都市の類型ごとの標準値一覧（その 2）

第 2 章　三大都市圏における農地と市民農園の立地形態及び市街地構造の実態解明



105

と、他の類型と比較して類型内の差が最も大きいことがわかった。また、類型 3 は農地面積の平均値

が最も小さいが、こちらも千代田区や中央区を含む 12 区で農地が一切残っていない一方で、立川市

の農地面積は 2.395㎢に相当する標準値 2.302 となっており、類型内で差が生じていることがわかっ

た。

2-5-2　市民農園の傾向

1）自治体開設型の市民農園

　次に、95 市区町における自治体開設型の市民農園について、表 2-8 に示した方法で市民農園数、

区画数、区画面積を明らかにし、それらを表 2-9 に示すように標準化した上で類型ごとの平均値を求

め、都心度に基づく都市の類型ごとの特徴を明らかにする。表 2-10 に示すように、類型ごとの平均

値は市民農園数、区画数、区画面積いずれにおいても最も都心度が高い類型 3 が最も大きい値を示し

た。表 2-9 に示した都市の類型ごとの標準値一覧により詳細を見てみると、類型 3 の中でも農地が

存続している市区で自治体開設型の市民農園の開設数が多く、農地が残っていない 12 区との差が大

きいことがわかった。類型 3 は 4 つの都市の類型の中で最も都心度が高いが、農地が残っている市

区でそれ以上の農地消失を防ぐために自治体が積極的に市民農園を開設していると考えられる。

2）自治体開設型以外の市民農園

　ここでは、95 市区町における自治体開設型以外の市民農園について、表 2-8 に示した方法で地目

上の農地での市民農園数、地目上の農地以外での市民農園数を明らかにし、それらを表 2-9 に示すよ

うに標準化した上で類型ごとの平均値を求め、都心度に基づく都市の類型ごとに特徴を明らかにする。

表 2-10　都心度に基づく都市の類型ごとの

農地及び市民農園に関する変数の平均値
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表 2-10 に示すように、農地での市民農園数の平均値は類型 4 が最も高く、農地以外での市民農園数

の平均値は類型 3 が最も高かった。特に農地以外での市民農園数については類型 3 と他の類型で大

きな差が生じていた。また、表 2-9 から類型 3 について詳細をみてみると、特に千代田区や渋谷区

など農地面積が小さい区で農地以外の地目を利用した市民農園数が多いことがわかる。以上より、地

目上の農地が確保できない市区においては、農地以外の地目を利用した、農業法人や民間企業が開設

する市民農園が多く開設されていることが明らかになった。
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2-6　農地の特性に基づく都市の類型とその特徴

2-6-1　対象区の抽出

　本節では主成分分析②によって農地の特性に基づき都市を類型化する。前節までで対象として扱っ

た関東大都市圏に含まれる 67 区から農地が全く存在しない 13 区を除いた全 54 区について、前節

で明らかにした農地面積より、その平均値は 0.436㎢となり、東京都練馬区が 1.979㎢で最大、横浜

市西区が 0.004㎢で最小となった。また、54 区のうち 23 区で平均よりも農地面積が多いことがわかっ

た。次に、市街化区域面積に対する農地面積の割合を見ると、その平均値は 2.377% となり、さいた

ま市見沼区が 8.906% と最も高く、横浜市西区が 0.005% と最も低くとなった。また、54 区のうち

22 区で平均よりも市街化区域面積に対する農地面積の割合が高いことがわかった。

　以上を踏まえ、農地面積が平均値以上の区と、市街化区域面積に対する農地面積の割合が平均値以

上の区、全 28 区を、関東大都市圏の市街化区域内で比較的多くの農地が存続している区として抽出し、

それらを対象に農地の特性を明らかにした上で、類型化することとした。対象 28 区の一覧は都市の

類型の結果の一覧とともに表 2-15 に示す。

2-6-2　分析方法

　本節では、農地の特性に基づき都市を類型化するために、エクセルのソルバーを用いた主成分分析

②を行った。主成分分析②では、農地の特性を示す変数として、農地面積、市街化区域面積に対する

表 2-11　2-6 で用いるデータと変数の算出方法
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農地面積の割合、農地の平均面積、農地の生活拠点との距離、農地の都市ネットワークとの距離、農

地の自然ネットワークとの距離の 6 つの変数を用いた。本節で用いるデータと変数の算出方法を表

2-11 に示す。表 2-11 に示す方法で対象の 28 区について全ての変数を算出した後に、全ての値を標

準化した上で主成分分析②を行った。分析に用いた標準値の一覧は都市の類型の結果の一覧とともに

表 2-15 に示すこととする。

　また、以下に農地の生活拠点との距離、農地の都市ネットワークとの距離、農地の自然ネットワー

クとの距離を変数として設定した意図と経緯を示す。まず前述のように、都市基盤は都市住民の住生

活にとって重要な場所に整備されていると考えることができるため、農地がどの程度都市基盤と近接

して立地しているかを定量的に示すことで、農地が都市住民の住生活にとって重要な場所に存在して

いるかを明らかにすることができると考えた。次に、対象とする都市基盤の設定にあたり、各自治体

が公開しているマスタープランのレビューを通して、マスタープラン項目を 1. 生活拠点・核、2. 都

市ネットワーク、3. 自然ネットワーク、4. 防災拠点の 4 つに整理した注 2-9）。そして表 2-12 に示すよ

うに、各マスタープラン項目に対応する駅、公共施設、商業地区、道路、鉄道、水跡・河川、公園、

緑地・緑道の 8 個の計画対象を選定し、これらを都市基盤として扱うこととした。なお、4. 防災拠

点に対応する計画対象は医療福祉施設や学校などの公共施設であり、1. 生活拠点・核に対応する計画

対象に含まれるため、ここでは省略することとした。以上より、マスタープラン項目 1 から 3 に該

当する、農地と生活拠点との距離、農地と都市ネットワークとの距離、農地と自然ネットワークとの

距離の 3 つの変数を設定した。

表 2-12　マスタープラン項目に対応する都市基盤と使用するデータ
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2-6-3　農地の特性に基づく都市の類型化と類型ごとの特徴

　主成分分析②の結果を表 2-13 に示す。また、表 2-14 に各変数に対する主成分 1 と主成分 2 の負

荷量を、表 2-15 に各区の主成分得点を示す。表 2-14 より、主成分 1 と 2 の特徴を見ると、まず

主成分 1 については都市ネットワークの値が 0.569 と大きくなっていたことから、主成分 1 は農地

と都市インフラとの距離を示していると考えた。また、主成分 2 については農地区画の平均面積が

0.576、自然ネットワークの値が 0.530 と大きくなっていた。自然ネットワークについては表 2-11

及び表 2-12 に示したように、河川や公園、緑地などに近接している農地の割合を得点化したもので

ある。したがって農地区画の平均面積が大きいということは、すなわち、ある程度まとまった規模の

農地によって自然ネットワークを形成していると捉えることができるため、ここでは主成分 2 は農地

と自然インフラとの距離を示していると考えた。

表 2-14　主成分分析②の負荷量

表 2-13　主成分分析②の結果
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表 2-15　主成分分析②で用いた標準値及び主成分得点と都市の類型の一覧
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　以上を踏まえ、表 2-15 に示した各区の主成分得点から散布図を作成し、図 2-11 に示す。そして、

図 2-11 を用いて 28 区を相対的に a 〜 d の 4 つに類型化し、表 2-15 に各区の類型を、表 2-16 に類

型ごとの各変数の平均値を示す。ここで、主成分 1 が示す農地と都市インフラとの距離について、類

型ごとに各区の主成分得点 1 の平均値を算出すると、類型 a が 1.062、類型 b が 0.983、類型 c が

-1.308、類型 d が -1.472 となり、農地と都市インフラとの距離が近い順に類型 a、b、c、d と示す

ことができた。また、主成分 2 が示す農地と自然インフラとの距離について、類型ごとに各区の主成

分得点 2 の平均値を算出すると、類型 a が 0.505、類型 b が -0.833、類型 c が -0.958、類型 d が 1.332

となり、農地と自然インフラとの距離が近い順に類型 d、a、b、c と示すことができた。表 2-16 より、

都市・自然インフラ双方と農地の距離が近い類型 a は、農地の平均面積の平均値が 0.715 と 4 つの

類型の中で最も高く、市街化区域面積に対する農地面積の割合は他の類型と比較して高くないもの

図 2-11　農地の特性に基づく都市の類型

表 2-16　主成分分析②都市の類型ごとの変数の平均値
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の、より規模の大きい農地が多く残っている傾向にあると考えることができる。対して、どちらのイ

ンフラとも比較的遠い距離にある類型 c は、市街化区域面積に対する農地面積の割合の平均値が 0.305

と最も高く、農地区画の平均面積の平均値が -0.947 と最も低いことがわかった。
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2-7　都心度と農地の特性の関係に着目した市街地構造の実態

本節では、都心度に基づく都市の類型を示した図 2-10 と、農地の特性に基づく都市の類型を示し

た図 2-11 を重ね合わせることで、図 2-12 に示すように都心度と農地の特性の関係から市街地構造

の実態を明らかにする。表 2-17 に都心度と農地の特性との組み合わせごとに区の一覧を示す。例え

ば都心度に基づく類型が 1、農地の特性に基づく類型が a である川崎市麻生区や千葉市稲毛区は、都

心度が比較的低く、また同時に農地と都市・自然インフラ双方との距離が近いという市街地構造の特

徴を有している。最も都心度が低い類型 2 には、農地と都市インフラとの距離が近く、農地と自然イ

ンフラとの距離が遠い類型 b が含まれていないことから、都心度の低い区では農地と都市ネットワー

クとの距離だけが近くなるということはないことがわかった。また類型 2 には都市・自然インフラ双

方との距離が遠い類型 c が多く含まれていることから、そもそも都市基盤全般との近接性が低いとい

うことが推察でき、都心度の低さがすなわち農地と自然ネットワークの近接に繋がるわけではないこ

とがわかった。一方で、図 2-12 に示すように都心度の高い類型 3 や 4 にも自然インフラとの距離が

近い類型 a や d が含まれており、都心部においても世田谷区や江戸川区、練馬区のように、農地が自

然インフラと近い位置に立地している区が存在していることがわかった。特に世田谷区は農地面積が

28 区中 7 番目に大きい上に、都市・自然インフラ双方と近い距離に立地している農地が多く存在し

ている区であると言える。

　以上に示した都心度と農地の特性との関係より、農地は無秩序に宅地化され消失してきたが、結果

的に政策の誘導とは異なる意図されないところで農地が都市インフラ、自然インフラのどちらの都市

基盤とも乖離していない区が東京都 23 区内にも存在していることがわかった。前述のように、都市

図 2-12　都心度と農地の特性の関係
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表 2-17　都心度と農地の特性の組み合わせによる都市の類型

基盤は都市住民の住生活にとって重要な場所に整備されていると考えられるので、都市インフラや自

然インフラのどちらの都市基盤とも農地が乖離していないということは、都市住民の住生活の重要な

場面に農地が存在していることを示していると言える。世田谷区はその中でも特に、都心度が高く、

農地メッシュの減少率が低く、また市街化区域面積に対する農地面積の割合が高いことから、都心度

の高いエリアにありながらより多くの農地が存続し、さらに住生活にとって重要な場所に農地が存続

している区であると言える。以上より、世田谷区は市街地の中で作物を栽培する場が存続するための

空間形態を明らかにするための分析対象として相応しいと考え、第 3 章で親和性の評価指標を構築す

るための対象地とする。
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2-8　小結

本章では、農地保全と宅地開発の二項対立的な枠組みの中でかたちづくられてきた市街地構造とは

異なり、地目や地価に関わらず、都市住民の住生活にとって重要な場所に農地が立地しているエリア

もあるのではないかという考えのもと、市街地構造の実態を明らかにした。以下に本章で明らかになっ

たことを示す。

①地価分布や地目、都市基盤近接度に着目した、三大都市圏における農地及び市民農園の立地形態の

実態と首都圏の特徴

　第一に、マクロな視点から首都圏の農地と市民農園の立地形態の特徴を明らかにするために、農地

及び地目に着目した市民農園の立地状況と地価分布との関係や、農地の都市基盤近接度の実態を明ら

かにし、近畿圏及び中部圏の実態と比較考察した。その結果、首都圏の特徴として、1）より地価の

高いエリアに多くの農地や市民農園が立地している状況を確認することができ、地価が低い場所で農

地が保全され、地価が高い場所には農地や市民農園は立地しないという市街地構造が変化しつつある

こと、2）地価が高く既に農地が存続していないエリアであっても、農地以外の地目を活用して市民

農園が展開されていること、3）首都圏の農地の都市基盤近接度は近畿圏と比較して低く、特に河川

近接度は近畿圏と差が生じており、首都圏ではほとんどの農地が河川と近接していないこと、4）首

都圏の農地の森林近接度については、全く森林と接していない農地メッシュ数の割合が最も低く、農

地メッシュごとの差が小さい平均的な立地形態にあるとともに、農地と森林との間には密接な立地関

係が存在していることの 4 点が明らかになった。農地の都市基盤近接度だけに着目すると、3）に示

したように首都圏は近畿圏ほど都市住民の住生活にとって重要な場所に農地が立地しているとは言え

ないが、1）2）4）に示した特徴からは、一般的には地価が高い場所の農地は次々に宅地化され、地

価が低い場所の農地は保全されるという市街地構造が取られている一方で、首都圏では地目の種別や

地価に関わらず都市住民の住生活にとって重要な場所に農地が立地している傾向にあることを示すこ

とができた。

②都心度と農地の特性の関係に着目した市街地構造の実態

　第二に、地価公示価格や市街化区域面積の割合、都心距離圏などの変数を用いて関東大都市圏に含

まれる 67 区と東京多摩地域の 28 市町の全 95 市区町を都心度ごとに類型化し、その類型ごとに農

地及び市民農園の傾向を明らかにした。さらに、存在する農地の特性に基づいて、関東大都市圏の中

でも比較的多くの農地が存続している 28 区を類型化し、都心度に基づく類型と重ね合わせることで、

都心度と農地の特性の関係から市街地構造の実態を明らかにした。まず、都心度に基づいて市区町を

相対的に 4 つに類型化した結果、都心度が最も低く、人流が比較的少ない類型 2 で市街化区域面積
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に対する農地面積率が最も高く、農地メッシュの減少率も最も小さいことがわかった。一方で、都心

度が最も高く人流が最も少ない類型 3 では、自治体開設型の市民農園や地目上の農地以外を利用した

市民農園が多く設置され、比較的都心度が高く最も人流が多い類型 4 では地目上の農地を利用した自

治体開設型以外の市民農園が多く立地していることがわかった。次に農地面積、市街化区域面積に対

する農地面積の割合、農地の平均面積などの農地の特性に基づいて 28 区を類型化した結果、農地と

都市・自然インフラ双方との距離が近い類型 a に含まれる区では、より規模の大きい農地が多く残っ

ている傾向にあることがわかった。また、都心度に基づく都市の類型と農地の特性に基づく都市の類

型を重ね合わせることで市街地構造の実態を明らかにし、都心度が高いエリアでありながら農地が比

較的多く残っており、農地が都市・自然インフラ双方と近い距離、つまり都市住民の住生活にとって

重要な場所に立地している区として世田谷区と江戸川区を位置付けることができた。このように、都

心度の高い区であっても、農地が多く存続しており、さらには都市住民の住生活にとって重要な場所

に農地が立地していることから、農地保全と宅地開発の二項対立的な枠組みによる市街地構造ではな

いエリアも存在することがわかった。世田谷区はその中でも、都心度が高く、また農地メッシュの減

少率が低く、さらに市街化区域面積に対する農地面積の割合が高いことから、市街地の中で作物を栽

培する場が存続するための空間形態を明らかにするための分析対象として相応しいと考え、第 3 章以

降の対象として選定した。

　以上のように、農地の保全か開発か、都市か農村かというような二項対立的な枠組みの中でつくら

れた市街地構造だけではなく、首都圏の中には地価の高いエリアに農地や市民農園が立地している

ケースや、農地が既に存続していない地価の高いエリアでも農地以外の地目を活用して市民農園事例

を開設するケースが存在していた。さらには地価や都心距離圏などによって示される都心度が非常に

高いのにもかかわらず、農地が都市住民の住生活にとって重要な場所に多く存続しているエリアが存

在していることがわかった。地目の種別や地価が農地の立地条件の大きな制約にならなくなってきた

現状を踏まえると、作物を栽培するための場として、かつ都市住民の住生活の質を向上する重要な要

素としての農的空間を、市街地の中で存続させるための空間的な指標がより一層重要になると考える。

次章からは、第１章で設定した 3 つの評価軸に基づいて、空間形態に着目して農的空間を評価してい

く。
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注釈

注 2-1）農林水産省のホームページの市民農園の状況 <https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/s_joukyou.

html>, （参照 2021.10.24）に記載されているブロック別の市民農園数、区画数、面積の表を一部改変した。

注 2-2）国土交通省のホームページから河川データガイドブック <https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen_db/

pdf/2021/4-1-3.pdf>, （参照 2021.12.12）を参照し、各圏域を構成する都府県の河川延長の合計を求めた。

注 2-3）農林水産省近畿農政局整備局の資料 <https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/nousin/bukai/h27_chiho_kondan/

kinki/pdf/siryou_2_01.pdf>, （参照 2021.12.12）を参照した。

注 2-4）林野庁のホームページに掲載されている都道府県別森林率・人工林率 <https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/

genkyou/h29/1.html>, （参照 2021.12.12）から各圏域を構成する都府県の森林率を参照し、圏域ごとに平均値を求めた。

注 2-5）さいたま市のホームページ <https://www.city.saitama.jp/006/012/001/007/p006217.html>, （参照 2021.09.26）

に記載されている区ごとの全面積を参照した。

注 2-6）千葉市のホームページ <https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/195.html>, （参照 2021.9.26）に記載

されている区ごとの面積を参照した。

注 2-7）参考文献 2-9）2-10）2-11）2-12）から「第 11 表　産業（大分類），男女別 15 歳以上就業者数 −町丁・字等」

を用いて「一次産業従事者」の「総数」に対する割合を算出し、類型ごとにその平均値を求めた。

注 2-8）参考文献 2-18）には開設主体から了承を得た市民農園のみが掲載されているため、各自治体のホームページなど

も参照して市街化区域内に立地している自治体開設型の市民農園を整理した。参照したホームページの URL の一覧を表

2-18 に示す（参照 2021.07.04）。

注 2-9）例えば世田谷区のマスタープラン <https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/001/001/d00132219_d/fil/03.

pdf>, （参照 2020.10.28）, p.33 では、都市づくりの骨格を、

「商業・文化・行政サービスや区民生活の中心としての「生活拠点」、「災害対策や保健ふくしなど「新たな機能を持
つ拠点等」、都市としての活力を育交流を促す軸としての「都市軸」、本区の特性の一つであるみどりとみずや本区の
貴重な自然資源である国分寺崖線や多摩川沿いなどの空間などからなる「みどりの拠点及び水と緑の風景軸」で構成
されます。」

としている。また、練馬区のマスタープラン <https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/masterplan/masterplan.

files/nerimakutoshikeikakumasterplan-gaiyouban.pdf>, （参照 2020.10.28）, p.3 でも将来の都市構造の方針を「都市の核
と拠点」「都市のネットワーク」「みどりのネットワーク」と示している。
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表 2-18　参照した自治体ホームページ等の URL 一覧
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3-1　本章の概要注 3-1）

3-1-1　本章の目的と方法

　本章では、第 1 章で設定した親和性・社交性・多様性の 3 つの農的空間の評価軸のうち、親和性

を評価するための指標を仮説的に設定し、その評価指標を用いた農地区画の変容実態の解明を通して

存続している農地区画の親和性を評価することで、評価指標の有効性を検証するとともに、農地が作

物を栽培するための場として都市で存続するための空間形態を明らかにすることを目的とする。その

ために本章では第一に、都市基盤の変容との関係に着目した農地の立地形態と分布形態の変容実態を

明らかにすることで、農地が市街地と共存できずに存続困難となる要因を発見し、それを踏まえて評

価指標を仮説的に設定する。そして第二に、設定した評価指標を用いて農地区画の変容実態及び現在

まで存続している農地区画の空間形態の特徴を明らかにすることで、存続している農地区画の親和性

を評価し評価指標の有効性を検証する。なお、本章では第 2 章で選定した世田谷区を親和性の評価指

標を提示するための対象地とするが、世田谷区の中でも、特に多くの農地が存続しており、全土地面

積に対する農地面積の割合が高い烏山地域を分析対象とすることで、作物を栽培する場として市街地

の中に存続してきたより多くの農地区画をサンプルとしてその空間形態の特徴を明らかにできると考

えた。対象地概要については 3-2 で後述し、また農地区画の用語の定義は 3-1-3 で示すこととする。

　第一に、本章では、都市基盤の変容と農地区画の消失との関係、都市基盤や市街地と農地の近接度、

農地の集塊度に着目して農地の立地・分布形態の変容実態を明らかにすることで、市街地と農地との

間の緩衝空間を十分に確保できないことが、農地が市街地と共存できずに存続困難となる要因である

ことを発見し、これを踏まえて親和性の評価指標を仮説的に設定する。なお、2-3-1 で農地の集塊度

及び近接度の概念を整理する中で示したように、本研究では農地の立地形態とは都市基盤や市街地な

どの農地以外の要素との近接度に着目した農地が存在する環境のことを、農地の分布形態とは農地そ

のものがどのように集まって存在しているかを示している。

　以下に、農的空間と市街地との共存を評価する上で、都市基盤と農地の関係や農地の市街地近接度

及び農地の集塊度に着目する意図を示す。まず、農地と都市基盤との立地関係について、農地の近隣

に水をひくことができる水辺があるか、密集する市街地の中で十分な日照を確保することはできるか、

道路から受ける排気ガスの影響はあるか、近隣に作物の受粉を手助けする虫の居場所となるような樹

林はあるかなどの栽培環境は市街地の中に混在する農地の存続の可否に大いに関わっていると考えら

れる。そこで本研究では農地と道路や水辺、樹林、鉄道、公園などの都市基盤との立地関係が市街地

と農地との共存に影響を与えると考え、都市基盤の変容や農地との近接度に着目して農地の立地形態

の変容を明らかにすることで、農地が存続困難となる要因を明らかにすることができると考えた。農

地の市街地近接度及び農地の集塊度についても同様に、農地の市街化が進行し残った農地がより市街
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地と近接して立地するようになる、あるいは農地が消失、縮小し分散して存在するようになることで

農地と建物との距離がさらに近くなるため日照の確保が困難となることや、音やにおい、農薬散布や

土埃など市街地側が受ける影響が大きくなることが想定される。したがって、農地の市街地近接度及

び農地の集塊度も市街地と農地との共存に影響を与えると考えた。以上より、都市基盤や市街地と農

地との関係に着目した農地の立地形態と分布形態を明らかにすることで、市街地と農地との間の緩衝

空間を十分に確保できないことが、農地が市街地と共存できずに存続困難となる要因であることを発

見するとともに、緩衝空間となり得る構成要素について考察し、親和性を示す評価指標として仮説的

に設定する。

　第二に、設定した評価指標を用いて農地の変容実態を明らかにすることで、市街地の中で作物を栽

培する場として現在まで存続してきた農地区画の変容実態及び空間形態の特徴を明らかにするととも

に、評価指標の有効性を検証する。第 1 章で示したように、親和性とは都市の農的空間が作物を栽培

するための場として存続するために、如何に市街地と共存することができているかを示す評価軸であ

る。本章では、設定した評価指標を用いて、現在でも存続している農地区画が消失した農地区画と比

較してどのような空間形態の特徴を有しているのか、また、どのような空間形態を有していた農地区

画が現在まで存続しているのかを市街地と農地との間の緩衝空間に着目して明らかにすることで、市

街地と共存するための農地区画の空間形態の特徴を明らかにすることができると考えた。またここで

は、存続した農地区画では市街地との共存のために緩衝空間を創出あるいは拡張することができてい

るのかについても設定した評価指標を用いて考察することで、評価指標の有効性を検証する。

3-1-2　本章の流れと分析資料

　本章では以下①〜③に示す事項について各節で明らかにする。

①都市基盤との関係に基づく農地の立地形態及び分布形態の変容実態と、農地が市街地と共存できず

に存続困難となる要因（3-3.3-4）

②現在まで存続している農地の区画規模と接道街路の幅員及び接道面数の特徴（3-5）

③区画変容パターンごとの農地の区画規模と接道街路の幅員及び接道面数の変容の特徴（3-6）

　はじめに、①について、3-3 では地図資料の分析によって対象地における都市基盤の変容に基づい

て時期を区分した上で農地区画を抽出し、農地区画数の変化に着目して世田谷区烏山地域の概要を示

す。そして、都市基盤の変容と農地区画の消失や存続との関係を明らかにする。3-4 では、今度は農

地の集塊度と近接度の概念を用いて、地図資料の分析によって農地の分布形態及び、市街地と都市基

盤との関係に着目した農地の立地形態の変容実態を定量的に示す。なお、農地の集塊度と近接度の概

念を用いた分析は、農地の分布形態及び立地形態を定量的に示すことができる一方で、分析には土地

利用ごとに 100m メッシュに変換したデータを用いるため、小規模な農地や河川、公園などの詳細

第 3 章　農地区画の変容実態の解明と親和性の評価



124

な変容については結果に反映されにくいと考えられる。そこで、3-3 の図上の目視による分析と 3-4

の定量的な農地の集塊度と近接度の概念を用いた分析の双方によって、都市基盤の変容に着目して農

地の立地形態の変容実態を明らかにすることとした。以上の結果から、農地と市街地との間に十分な

緩衝空間が確保されていないことが、市街地と共存できずに農地が存続困難となる要因の 1 つである

ことを明らかにし、市街地との間の緩衝空間となり得る農地の区画規模、接道街路の幅員、接道面数

を農的空間の親和性の評価指標として仮説的に設定する。

　次に②について、3-5 では①で仮説的に設定した農地の区画規模、接道街路の幅員、接道面数の 3

つの評価指標を用いて、1983 年と 2016 年の地図資料の分析を通して農地区画の変容実態を明らか

にすることで、現在まで存続している農地の区画規模と接道街路の幅員及び接道面数の特徴を明らか

にする。そして③について、3-6 では個々の農地の区画変容を類型化し、区画変容パターンごとに農

地の区画規模、接道街路の幅員と接道面数の変化及びその相互関係を明らかにすることで、1983 年

でどのような空間形態を有していた農地区画が現在まで存続しているのかを明らかにする。そして最

後に、②③の結果より、存続した農地区画では市街地との間の緩衝空間を拡張・創出することができ

ていたのかについて、設定した評価指標に基づいて明らかにすることで、仮説的に設定した 3 つの親

和性の評価指標の有効性を検証する。

表 3-1　分析資料とデータ
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　本章で分析に用いる資料とデータを表 3-1 に示す。表 3-1 に示すように、本章では 1909 年から

1958 年の東京都市地図 3-1）3-2）、1983 年、1989 年、1995 年、2000 年の国土地理院一万分の一地

形図 3-3）〜 3-18）、平成 18（2006）年度、平成 23（2011）年度、平成 28（2016）年度世田谷区土地

利用現況調査 GIS データ注 3-2）を用いる。

3-1-3　用語の定義

　本研究では農地区画を、作物を栽培する、すなわち農地という土地利用が見られる区切られた範

囲と定義する。これは国土地理院 1 万分の 1 地形図が示す地図記号「土地利用景の界」及び世田谷

区土地利用現況調査 GIS データ中で示される土地利用の境界で囲まれている範囲に相当するものであ

る。国土地理院地形図で用いられている「土地利用景の界」や世田谷区土地利用現況調査 GIS データ

中で示されている土地利用の境界とは、調査員による路上からの目視調査や航空写真によって明らか

にされた土地利用の境界線を示すものである。本研究では地目や土地所有者に関係なく、土地利用に

基づいて農地を判断するため、これらによって示される範囲は本研究が示そうとする農地区画と合致

すると考えられる。したがって、図 3-1 に示すように農地区画には、実際に作物を栽培する土地とそ

の間を通る通路などが含まれている。

図 3-1　農地区画の定義
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3-2　対象地概要

　表 3-2 に世田谷区 5 地域の土地利用面積の概要を示す注 3-3）。世田谷区は東京都 23 区内で練馬区に

次いで農地面積が 98.2ha と大きい。特に研究対象地である烏山地域は 5 地域の中でも全土地面積に

対する農地面積の割合が 3.21% と最も高く、農地面積も 24.8ha と比較的大きい。以上より、世田谷

区烏山地域を本章の研究対象地とすることで、作物を栽培する場として市街地の中に存続してきたよ

り多くの農地をサンプルとしてその空間形態の特徴を明らかにできると考えた。図 3-2 に研究対象地

図を示す。

　図 3-2 に示すように、烏山地域は、世田谷区の 5 つの支所のうち烏山支所が管轄する地域であり、

烏山、上北沢、上祖師谷の 3 つの地区を含んでいる。世田谷区の北西部、武蔵野台地南端に位置し、

比較的平坦な大地となっている。人口は約 11 万 3 千人と 5 つの支所の中で最も少ないが、1914 年

の京王線開通以降、郊外住宅地として開発が進み、人口は増加傾向にある。公的集合住宅が多く今後

も建て替えが予定されているため、生産年齢人口層の単身世帯や子育て世帯の増加に伴い、人口増加

が続くことが見込まれている注 3-4）。このように、市街地の中に農地が多く残っており、かつ、人口が

増加傾向にある地域では、農地の存続と居住空間の整備の両立が図られていると考えられる。本章で

は、このような地域は、農地が市街地と共存していることを示す親和性の評価指標を提示するための

研究対象地として相応しいと考えた。

表 3-2　土地利用の概要
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図 3-2　研究対象地図
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3-3　都市基盤の変容に着目した農地の立地形態の変容実態

　本節では、対象地における都市基盤の変容に基づいて時期を区分した上で、農地区画数の変化に着

目して地区ごとに烏山地域の概要を示す。そして、地図資料の分析によって、都市基盤の変容に着目

して農地の立地形態の変容実態を明らかにすることで、都市基盤の変容と農地の消失や存続との関係

を明らかにする。

3-3-1　都市基盤変容の時期区分とその特徴

　まず、1909 年から 1958 年の東京都市地図、1983 年、1989 年、1995 年、2000 年の国土地理

院一万分の一地形図、平成 18（2006）年度、平成 23（2011）年度、平成 28（2016）年度の世田

谷区土地利用現況調査 GIS データから道路、河川等、鉄道、等高線と建築物を参照し、烏山地域にお

けるそれらの変容実態を把握した。以降、本節では道路、河川等、鉄道、等高線を都市基盤と呼ぶこ

ことする。各年代間で都市基盤と建築物に大きな変容が見られた年代に基づき、烏山地域の都市基盤

の変容を①集落形成期（〜 1909 年）、②都市基盤形成期（〜 1958 年）、③街路増設期（〜 1983 年）、

④街路網発達期（〜 2016 年）の 4 つに区分した。図 3-3 に都市基盤の変容と農業地に関する主な出

来事を示し、以下に各時期の特徴を述べる。

　まず①集落形成期を見ると、この頃には既に現在の都市の骨格となる主要街路のほとんどが敷設さ

れていることがわかる。また、甲州街道沿いに農村集落が点在しており、さらに詳細を見てみると街

路は農地の敷地を囲うように配置されていた。②都市基盤形成期では、主要街路を結ぶ街路網が発達

し、鉄道や地形に沿って用水路が整備された。街路は田の間を横断する、あるいは、田に沿う形で敷

設されており、農作業の効率化を踏まえて街路が形成されていったと推測できる。また、鉄道が建設

されたことで駅周辺では住宅の建設が進行し、多くの畑が消失していた。対象地は大きな戦災を受け

ていないため注 3-5）、戦後復興期に多くの農地が消失し、住宅地として開発されたと考えられる。また、

この時期に田が完全に消失しており、以降、用水路が減少していくことと関係があると推測できる。

③街路増設期では、中央自動車道や環状八号線などの主要街路が増設され、その他の街路の拡張、建

築物の建設が進行した。同時に、烏山地域の中央部に位置していた多くの用水路が消失していること

を確認することができた。④街路網発達期では、主要街路を繋ぐ街路網の発達と建築物の建設がさら

に進行し、ほとんどの用水路が消失した。②都市基盤形成期と比較すると等高線の位置が南東へと移

動しており、住宅建設のために盛り土が施され地形そのものが変容していると考えられる。

　各年代を通して見ると、都心部に近い烏山地域東部に位置する上北沢地区から次第に住宅供給のた

めに街路が形成され、農地に代わって住宅が建設されていったことがわかった。また、②都市基盤形

成期までは農地の存在を踏まえ農地を円滑に利用するために街路の形成が行われていたが、③街路増
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設期以降は市街地化に伴う街路建設によって、多くの農地が消失したと言える。つまり、③街路増設

期が都市基盤と農地の関係性の転換期であり、この頃から拡大した市街地の中に農地が混在する現在

の構図が明確に見え始めたと考えることができる。以上より、本研究では③街路増設期以降を分析の

対象とすることとした。

3-3-2　農地区画数の変化にみる各地区の特徴

1）分析方法

　③街路増設期が都市基盤と農地の関係性の転換期であることを踏まえ、③街路増設期以降の農地

区画数の変容実態を地区ごとに明らかにした。具体的には 1983 年、1989 年、1995 年、2000 年、

2006 年、2011 年、2016 年に存在する農地区画を図上で重ね合わせて年代ごとに比較し、烏山地域

の 3 地区ごとに存在する農地の区画数と、次の年代までに消失する区画数及び、前の年代から新設さ

れた区画数を明らかにした。新設された農地区画とは、農地区画を図上で重ね合わせた時にどの農地

区画とも一致しない区画を示しており、農地区画が単に分割された場合はこれに含まないこととした。

なお、東京都市地図の発行年には幅があるため③街路増設期が何年に開始したかを明確にすることは

困難である。そのため、③街路増設期としての特徴を確実に確認することができた 1983 年を分析の

開始年とすることとした。また、表 3-3 に分析資料・データ及び農地区画の抽出方法を示すように、

1983 年から 2000 年については国土地理院一万分の一地形図を用いて全農地を抽出したが、2006

年から 2016 年については国土地理院一万分の一地形図が発行されていないため、世田谷区土地利用

現況調査 GIS データの生産緑地地区を用いて農地区画を抽出した。世田谷区農業委員会の調査によ

ると、表 3-4 に示すように、世田谷区における 2003 年、2008 年、2016 年の農地面積はそれぞれ

表 3-3　各年に対応する分析資料・データと農地区画の抽出方法

表 3-4　世田谷区における農地面積に対する生産緑地面積の割合

第 3 章　農地区画の変容実態の解明と親和性の評価



131

144.75ha、120.48ha、92.60ha であり注 3-6）、2006 年、2011 年、2016 年の生産緑地面積はそれぞ

れ、113.55ha、100.25ha、89.70ha であった注 3-7）。農地面積については 2006 年及び 2011 年のデー

タの記載がなく正確な数値を把握することができなかったが、農地面積が減少傾向にあることを考慮

すると、世田谷区土地利用現況調査 GIS ポリゴンデータの生産緑地地区を用いて生産緑地を抽出する

ことで全農地の約 80% 以上をカバーすることができていると言える注 3-8）。

2）農地区画数の変化と各地区の特徴

　図 3-4 に、1983 年から 2016 年までの各年代で存在する地区ごとの農地の区画数の変化を示す。

図 3-4 について、表には各年代で抽出した農地の区画数の合計と、地区ごとの農地の区画数及び合計

に対するその割合を示している。農地の区画数の合計は 1983 年から 2016 年までに 359 区画から

134 区画へ 225 区画、62.7% 減少しており、図 3-4 のグラフの傾きからわかるように、減少のスピー

ドは徐々に緩やかになっていた。同様に、各地区の農地の区画数は 1983 年から 2016 年の間に烏山

地区が 196 区画から 61 区画、上祖師谷地区が 98 区画から 58 区画、上北沢地区が 65 区画から 15

区画へと減少しており、それぞれ、135 区画、40 区画、50 区画の農地が減少していることがわかった。

各地区の農地の区画数の減少率は烏山地区が 68.9%、上祖師谷地区が 40.8%、上北沢地区が 76.9%

となっており、3-3-1 で最も早い時期から住宅供給のために街路が形成されたことを示した上北沢地

区が最も高い値となった。また、どの年代においても一貫して烏山地区の農地の区画数が占める割合

が最も高く、その一方で 2000 年以降、上祖師谷地区の農地の区画数が総数に占める割合が徐々に増

えてきていることがわかった。

図 3-4　地区ごとの農地の区画数の変化
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　次に図 3-5 に、1983 年から 2016 年までの消失した農地の区画数の変化を地区ごとに示す。ま

た、表 3-5 に図 3-4 に示した農地の区画数に対する消失した農地の区画数の割合を示す。図 3-5 につ

いて、例えば 1983 年から 1989 年の間に 73 区画の農地区画が消失したことを示しており、73 区

画に対する各地区で消失した農地の区画数の割合が烏山地区、上祖師谷地区、上北沢地区でそれぞ

れ、57.5%、23.3%、19.2% であることを示している。図 3-5 に示すように消失した農地の区画数の

合計をみると、1983 年から 1989 年の間で 73 区画と最も多くなっており、以降、消失した農地の

図 3-5　地区ごとの消失した農地の区画数の変化

表 3-5　農地の区画数に対する消失した農地及び新設された農地の区画数の割合
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区画数は減少傾向にあることがわかる。一方で、表 3-5 に示すように、農地の区画数の合計に対する

消失した農地の区画数の総数の割合は、2000 年が 25.2% と最も高くなっていた。また、図 3-5 に示

すように、農地の区画数と同様に、一貫して烏山地区で消失した農地の区画数の割合が最も高くなっ

ていた。特に表 3-5 より、1983 年から 1989 年の間には烏山地区に存在する農地 196 区画のうちの

21.4% に相当する 42 区画もの農地区画が、2000 年から 2006 年には農地 120 区画のうちの 23.3%

に相当する 28 区画もの農地区画が烏山地区で消失していることがわかる。他方、図 3-5 に示すように、

上祖師谷地区は烏山地区に次いで農地の区画数が多いのにもかかわらず、消失した農地の区画数が総

数に占める割合は 1983 年から 1989 年と 2006 年から 2011 年を除いて上北沢地区よりも低いとい

う傾向が見られた。

　さらに、図 3-6 に 1983 年から 2016 年までの新設された農地の区画数の変化を地区ごとに示す。

また、表 3-5 に図 3-4 に示した農地の区画数に対する新設された農地の区画数の割合を示す。図 3-6

について、例えば 1983 年から 1989 年までの間に 23 区画の農地区画が新設されたことを示しており、

新設された農地の区画数の合計 23 区画に対する各地区で新設された農地区画数の割合が、烏山地区、

上祖師谷地区、上北沢地区でそれぞれ、60.9%、26.1%、13.0% であることを示している。農地区画

の新設は、生産緑地制度の普及による樹林地や空地の農地化が、大きな要因の 1 つであると考えら

れる。図 3-6 に示すように、その区画数は消失した農地の区画数と比較して少ないものの、2016 年

を除き全ての年代で新設された農地区画を確認することができた。特に 2006 年では 28 区画もの農

地区画が新設され、これは 2006 年から 2011 年までに消失した農地の区画数 13 区画を上回る結果

となり、さらに 28 区画のうちその約 7 割が上祖師谷地区に立地していた。表 3-5 からもわかるよう

に、2000 年から 2006 年までに新設された農地の区画数が農地の区画数に占める割合は、烏山地区

が 11.3%、上北沢地区が 30.6%、合計でも 20.7% という高い割合を示しており、他の年代と比較し

図 3-6　地区ごとの新設された農地の区画数の変化
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て農地の区画数に対する新設された農地の区画数の割合が特に高かったことがわかる。また、新設さ

れた農地の区画数についても、2006 年を除いて烏山地区が最も高い割合を占めており、2011 年で

は新設された農地 4 区画は、その全てが烏山地区のものであった。

　以上より、各地区の特徴を農地区画数の変化に基づいて整理する。まず、烏山地区は 3 地区の中で

常に最も農地の区画数が多く、同時に消失した農地、新設された農地の区画数が最も多いことから、

農地区画数の変動が最も大きい地区であると言える。上祖師谷地区は烏山地区に次いで農地の区画数

が多い一方で、消失した農地の区画数は最も少ない傾向にあり、新設された農地の区画数を考慮して

も農地区画数の変動が最も小さい地区であると言える。そして、上北沢地区は、3 地区の中で最も農

地の区画数が少ない上に、農地区画数の減少率は最も高く、新設された農地の区画数も少ないことか

ら、都心部に近いが故に最も農地区画の消失に歯止めがかからなかった地区であると言える。

3-3-3　都市基盤の変容と農地区画の存続・消失・新設との関係

以上、各地区の特徴を踏まえ、ここでは農地区画の存続・消失・新設と都市基盤の変容との関係を

明らかにする。1983 年から 2000 年については国土地理院一万分の一地形図を、2006 年から 2016

年については世田谷区土地利用現況調査 GIS データの道路、河川等、鉄道を用いて都市基盤を抽出し

た。都市基盤の抽出方法を表 3-6 に示す。そして、抽出した農地区画と都市基盤を重ね合わせることで、

図 3-7 に都市基盤の変容と農地区画の変容との関係を示した。例えば、1983 年の①には、1958 年

と比較して、1983 年ではどのような都市基盤や農地区画の変容が見られたかを記載しており、また

A には、1983 年の地図上に示す「次までに消失する農地区画」と 1983 年時点の都市基盤との関係

及び、1989 年の地図上に示す「新設された農地区画」と 1989 年時点の都市基盤との関係を記載し

ている。なお、②都市基盤形成期である 1958 年から③街路増設期である 1983 年までにどのような

変化があったかも把握するために、図 3-7 には 1958 年の東京都市地図をトレースして 1958 年の都

市基盤と農地の状態も示している。1958 年では、資料の性格上、農地を区画として判別することは

できないが、図 3-7 より南烏山 1 〜 6 丁目、給田 1、3 丁目、上北沢 2 〜 4 丁目に市街地が多く形

表 3-6　都市基盤の抽出方法
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成されていることがわかった。また市街地周辺には河川は確認できず、河川に沿うように農地が立地

していた。以下に年代別に都市基盤と農地区画の変容及びその関係を示す。

1983 年〜 1989 年：河川から距離のある農地区画の消失

　図 3-7 の①に示すように、1983 年では、1958 年時点で市街地が多く形成されていた南烏山 3 〜

6 丁目、給田 1 丁目、上北沢 2 〜 4 丁目には農地区画はほとんど残っておらず、同時に周辺の河川

が消滅していることがわかった。一方で、南烏山 1、2 丁目、給田 3 丁目にも 1958 年時点で市街地

が多く形成されていたが、1983 年時点でもいくつかの農地区画が存続していることが確認でき、こ

ちらでは周辺の河川が残っていることが確認できた。また、1983 年〜 1989 年に消失・新設された

農地区画と都市基盤の変容との関係をみると、図 3-7 の A に示したように、河川から距離のある農

地区画が多く消失していることを確認することができた。3-3-2 の 2）で示したように、烏山地区で

は 1983 年〜 1989 年で 42 区画と最も多い農地区画が消失していたが、1983 年時点で河川が存在

している南烏山 1 〜 4 丁目と北烏山 1、3 丁目では全部で 5 区画のみが消失しており、1 町丁目あた

り 0.85 区画の消失と言える。一方で、河川が存在していないその他の 14 町丁目では全部で 37 区画

の農地が消失しており、1 町丁目あたり 2.6 区画もの農地区画が消失していることがわかった。鉄道

に関しては周辺の小規模な農地区画がいくつか消失しているのを確認することができた。他方、幹線

道路周辺からの農地区画の消失は顕著ではなく、甲州街道や成城通り周辺で新設された農地区画も見

られた。

1989 年〜 1995 年：大規模道路周辺の農地区画の消失

　図 3-7 の②に示したように、1989 年では、北烏山 1、 5 〜 9 丁目、給田 4 〜 5 丁目、上祖師谷 

4 〜 7 丁目、八幡山 1 丁目、上北沢 1 丁目に農地区画が集中して立地していた。北烏山 1、3 丁目、

粕谷 2 丁目、上北沢 1 丁目で一部河川が消失しているが、1983 年から都市基盤に大きな変化は見ら

れなかった。1989 年〜 1995 年に消失・新設された農地区画と都市基盤の変容との関係をみると、

図 3-7 の B に示したように、中央自動車道、成城通り、赤堤通りなどの大規模な街路の周辺で農地区

画の消失が見られ、また北烏山 1 丁目や上北沢 1 丁目で消失した河川周辺の農地区画が消失してい

ることが確認できた。一方で鉄道周辺の農地区画の消失は見られなかった。

1995 年〜 2000 年：大規模道路周辺での農地区画の消失・新設と河川周辺での農地区画の消失

　図 3-7 の③に示したように、1995 年では、北烏山 3 丁目で一部河川が消失しているものの、

1989 年から幹線道路、河川に大きな変化は見られなかった。図 3-7 の C に示したように、1995 年
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〜 2000 年に消失・新設された農地区画と都市基盤の変容との関係を見ると、環八通り、赤堤通りの

農地区画や河川周辺の農地区画が多く消失していることがわかる。特に、2000 年までに河川が消失

した上北沢地区では多くの農地区画が消失していた。一方で、成城通り周辺では新設された農地区画

も見られた。

2000 年〜 2006 年：大規模道路周辺での農地区画の消失・新設と鉄道周辺での農地区画の消失

　図 3-7 の④に示したように、2000 年では、上北沢地区の河川が消失し、はっけん通りの敷設が進

行したことで都市基盤の変化が見られた。図 3-7 の D に示したように、2000 年〜 2006 年に消失・

新設された農地区画と都市基盤の変容との関係を見ると、赤堤通り、甲州街道周辺の農地が多く消失

し、上北沢地区では鉄道周辺の農地区画の消失も見られた。また、上祖師谷地区の成城通りや補助第

54 号線といった幹線道路周辺で多くの新設された農地区画を確認することができた。3-3-2 の 2）で

2006 年では上祖師谷地区で 19 区画もの農地区画が新設されており、新設された農地全体の約 7 割

を占めていることを示したが、その多くが幹線道路沿いに新設されたものであることがわかった。

2006 年〜 2011 年：都市基盤の変容と農地区画の消失・新設との相互関係の変化

　図 3-7 の⑤に示したように、2006 年では、赤堤通り、成城通り及び補助第 54 号線の敷設が進行

し変化が見られ、烏山地区の河川が消失していることが確認できた。図 3-7 の E に示したように、

2006 年〜 2011 年に消失・新設された農地区画と都市基盤の変容との関係を見ると、幹線道路周辺

や鉄道周辺の農地区画の消失は見られず、また、烏山地区で河川が消失しているものの、周辺の農地

区画の消失は見られなかった。加えて、農地区画の新設に関しても幹線道路や河川、鉄道周辺で該当

する農地区画は見られなかった。以上より、これまでは都市基盤の変容と農地の消失・新設に関連性

を見ることができたが、2006 年〜 2011 年ではその相互関係を確認することができなくなっていた。

2011 年〜 2016 年：河川が消失した地域における農地区画の再消失

　図 3-7 の⑥に示したように、2011 年では補助第 54 号線の敷設が進行し変化が見られ、また上北

沢の河川が消失していることが確認できた。図 3-7 の F に示したように、2011 年〜 2016 年に消失・

新設された農地区画と都市基盤の変容との関係を見ると、河川が消失した上北沢地区で多くの農地区

画が消失していることがわかった。他方、鉄道や幹線道路周辺の農地区画の消失は見られなかった。

また、2016 年では給田 4 〜 5 丁目を除いて 1983 年時点と同じエリアに農地区画が集中して立地し

ているが、どのエリアからも農地区画が減少していることがわかった。
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　以上より、都市基盤の変容と農地区画の存続・消失・新設との関係について次のようにまとめる。

まず街路について、1989 年から 2006 年までは幹線道路沿いの農地区画が多く消失する傾向があっ

たが、1989 年以前や 2006 年以降はこのような傾向は見られなくなった。また、河川については、

いくつかの年代で、河川周辺に立地する農地区画は消失しにくく、河川が消失するとその周辺の農地

区画の多くが消失する事例が見られた。最後に鉄道について、1989 年までは鉄道周辺の小規模な農

地区画の多くが消失していたが、それ以降はそのような傾向は見られなくなった。
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図 3-7　都市基盤の変容と農地区画の変容との関係（その 1）
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図 3-7　都市基盤の変容と農地区画の変容との関係（その 2）
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3-4　集塊度及び近接度の概念に基づく農地の分布形態と立地形態の変容実態

3-4-1　農地メッシュ数の変化

　本節では、農地の集塊度と近接度の概念注 3-9）を用いて、都市基盤と農地の関係性の転換期である

1983 年と現在の農地の分布形態及び立地形態を比較することで定量的にその変容実態を明らかにす

る。前節で抽出した 1983 年と 2016 年の農地区画から、表 3-7 に示す方法で 25m 土地利用メッシュ

図を作成し、分析に用いた。1983 年のメッシュ図を図 3-8 に、2016 年のメッシュ図を図 3-9 に示す。

なお、建物やその敷地などの都市的利用全般を市街地としてまとめて扱うこととした。

　作成した図 3-8 と図 3-9 のメッシュ図を用いて農地メッシュ数をカウントすると、1983 年の農地

メッシュ数は 1254 個、2016 年は 348 個となり、農地メッシュ数は約 7 割減少していることがわかっ

た。また、農地メッシュ数の減少について、多くの農地メッシュが市街地メッシュへと変化している

ことが確認できた。地区ごとでは、まず 1983 年について、農地メッシュ数は烏山地区が 694 個と

最も多く、次いで上祖師谷地区が 326 個、上北沢地区が 234 個となった。2016 年についても変わ

らず、烏山地区が 196 個と最も多く、次いで上祖師谷地区が 112 個、上北沢地区が 40 個となった。

以降、作成した図 3-8 及び図 3-9 をもとに、農地の集塊度と近接度の概念を用いて Adobe Illustrator

上で 0 から 8 の農地の集塊度及び市街地近接度、都市基盤近接度をカウントすることで、農地の分

布形態及び立地形態の変容実態を明らかにする。なお、本節では前節で扱った道路、河川等、鉄道に

加え、公園、樹林をまとめて都市基盤と呼ぶこことする。

表 3-7　土地利用メッシュ図の作成方法
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図 3-8　1983 年の土地利用メッシュ図
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図 3-9　2016 年の土地利用メッシュ図
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3-4-2　農地の集塊度・市街地近接度・都市基盤近接度の変容実態

1）集塊度に基づく農地の分布形態の変容実態

　図 3-10 に農地の集塊度ごとにその変化を示す。図 3-10 に示すように、農地の集塊度は 1983 年

が 3.63、2016 年が 2.49 であり、値は小さくなっていた。どちらの年もグラフの形状は山型になっ

ているが、1983 年では集塊度 4 が 19.6% と最も高い割合となっている一方で、2016 年では集塊度

3 が 24.3% と最も高い割合となっていた。農地の集塊度が小さくなったということは、すなわち 1

農地区画の面積が縮小したことや、区画が分散して存在するようになったことを示しており、したがっ

て、2016 年では 1983 年と比較して小規模な農地が分散して存在するようになったことがわかった。

　また、図 3-11 に地区ごとに農地の集塊度の変化を示す。図 3-11 に示すように、1983 年につい

て、烏山地区では集塊度 4 が全体に占める割合が 20.8% と最も高いのに対し、上祖師谷地区では集

塊度 3 が 22.3%、上北沢地区では集塊度 2 が 20.6% と最も高いことがわかった。また 2016 年につ

いて、烏山地区では集塊度 3 が全体に占める割合が 27.6%、上祖師谷地区と上北沢地区では集塊度

1 が全体に占める割合がそれぞれ 23.2%、37.5% と最も高かった。特に上北沢地区では集塊度 1 と 2

の合計が全体の約 7 割を占めており、1983 年と比較して 2016 年では、地区ごとに各集塊度の割合

に差が生じていたことがわかった。また、1983 年と 2016 年を比較すると、図 3-11 に示したように、

烏山地区では 3.75 から 2.74 へ、上祖師谷地区では 3.46 から 2.30 へ、上北沢地区では 3.47 から 1.38

へと、どの地区でも農地の集塊度は小さくなっていた。烏山地区については、集塊度 0 から 3 が全

体に占める割合が増加したこと、集塊度 4 から 7 が全体に占める割合が減少したことが地区の集塊

度減少の要因であると考えられる。上祖師谷地区については、他の 2 地区と比較して集塊度 6 から 7

が全体に占める割合に大きな変化は見られなかった。一方で、集塊度 0 から 2 が全体に占める割合

が増加し、集塊度 3 から 5 が全体に占める割合が減少しており、このことが地区の農地の集塊度が

減少した要因であると考えられる。上北沢地区では、集塊度 0 から 2 が全体に占める割合が 38.2%

から 78.2% へと他の 2 地区と比較しても特に増加しており、農地の縮小と分散の進行が著しかった

図 3-10　1983 年と 2016 年の農地の集塊度と市街地近接度の変化

第 3 章　農地区画の変容実態の解明と親和性の評価



144

と言える。

2）市街地近接度に基づく農地の立地形態の変容実態

　図 3-10 に農地の市街地近接度の変化を市街地近接度ごとに示す。全体としては、農地の市街地近

接度は 1983 年が 4.00、2016 年が 5.09 と値は増加しており、どちらの年も集塊度同様、グラフの

図 3-11　1983 年と 2016 年の地区ごとの農地の集塊度と市街地近接度の変化
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形状は山型になっていた。また、1983 年では市街地近接度 4 が 19.7% と最も高い割合となってい

る一方で、2016 年では集塊度 5 が 21.6% と最も高い割合となっていた。以上より、2016 年では

1983 年と比較して、農地がより市街地と近接して立地するようになったことがわかり、2016 年で

は農地メッシュ数は 1983 年と比較して減少していたことから、農地の市街化によって残された農地

の市街地近接度が大きくなったと考えられる。

　また、図 3-11 に地区ごとの農地の市街地近接度の変化を示す。1983 年について、烏山地区及び

上北沢地区では近接度 4 が全体に占める割合が最も高く、それぞれ 19.1%、20.7% となっていた。

上祖師谷地区については近接度 5 が全体に占める割合が最も高く、21.2% であった。また 2016 年

について、烏山地区及び上祖師谷地区では近接度 5 が全体に占める割合がそれぞれ 24.3%、18.8%

と最も高かった。上北沢地区では近接度 6 及び 7 が全体に占める割合が同率で最も高く、31.3% で

あった。特に上北沢地区では近接度 6 と 7 の合計が全体の約 6 割を占めており、農地の集塊度と同

様に、1983 年と比較して 2016 年では、地区ごとに近接度ごとの割合に差が生じていることがわかっ

た。また、1983 年と 2016 年を比較すると、図 3-11 に示したように、烏山地区では 3.38 から 4.88

へ、上祖師谷地区では 3.97 から 5.17 へ、上北沢地区では 4.47 から 6.03 へと、どの地区でも農地

の市街地近接度は大きくなっていた。烏山地区については、近接度 5 から 8 が全体に占める割合が

増加したこと、近接度 0 から 3 が全体に占める割合が減少したことが地区の市街地近接度増加の要

因であると考えられる。上祖師谷地区については、農地の市街地近接度は大きくなっているものの、

2016 年においても近接度 1 や 2 の割合が比較的高くなっており、他の 2 地区と比較して市街地近接

度の増加率も低いと言える。そして、特に農地の市街地近接度が大幅に増加している上北沢地区では、

近接度 6 と 7 の合計が全体に占める割合が 1983 年から 2016 年で 29.9% から 62.6% へと増加して

おり、農地の縮小と分散化の進行とともに、農地そのものの市街地化によって存続した農地の市街地

への近接が進んだことが明らかになった。

3）都市基盤近接度に基づく農地の立地形態の変容実態

　ここでは、各地区における農地の都市基盤近接度を明らかにする。図 3-12 に道路、公園、樹木、水辺、

鉄道について 1983 年と 2016 年の農地の近接度の変化とその内訳を示し、以下に都市基盤ごとにそ

の概要を示した。

農地の道路近接度

　烏山地域全体としては、農地の道路近接度は 1983 年で 0.17、2016 年で 0.25 と増加していた。

烏山地区では道路近接度は 1983 年で 0.21、2016 年でも 0.21 となっていた。図 3-12 に示したよ

うに近接度ごとの詳細をみると、近接度 0 が全体に占める割合が微減し近接度 1 の割合が微増したが、
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大きな変化は見られなかった。上祖師谷地区では、道路近接度は 1983 年で 0.07、2016 年で 0.38

と大幅に増加し、道路に近接する農地が増加していた。図 3-12 より、近接度 0 が全体に占める割合

が 94.0% から 74.1% へと減少し、近接度 1 から 3 の合計の割合が 6.0% から 25.9% へと大幅に増加

していることがわかる。そして、上北沢地区では道路近接度は 1983 年で 0.15、2016 年で 0.00 と

減少しており、図 3-12 より、近接度 0 が全体に占める割合が 91.2% から 100.0% へと増加し、近接

度 1 から 3 の割合が 8.8% から 0.0% へと減少していることが確認できた。以上より、上北沢地区では、

道路周辺からより高い割合で農地が消失したと推測することができる。

農地の公園近接度

　烏山地域全体としては、農地の公園近接度は 1983 年で 0.01、2016 年で 0.05 となっていた。烏

山地区では、公園近接度は 1983 年で 0.01、2016 年で 0.04 と微増していた。図 3-12 に示したよ

うに近接度ごとの詳細をみると、近接度 0 が全体に占める割合が 99.5% から 96.2% へと微減し、近

接度 1 の割合が 0.3% から 3.2% へ増加していた。上祖師谷地区では、公園近接度は 1983 年で 0.00、

2016 年で 0.03 となっており、図 3-12 より、近接度 0 が全体に占める割合が 99.6% から 98.2% へ

と微減し、近接度 1 の割合が 0.4% から 0.9% へと微増していることがわかる。そして、上北沢地区では、

公園近接度は 1983 年で 0.00、2016 年で 0.13 と増加しており、図 3-12 より、近接度 0 が全体に

占める割合が 99.5% から 93.8% へ減少し、近接度 1 の割合が 0.5% から 3.8% へ増加していることが

確認できた。

農地の樹林近接度

　烏山地域全体としては、農地の樹林近接度は 1983 年で 0.19、2016 年で 0.08 となっていた。烏

山地区では、樹林近接度は 1983 年で 0.33、2016 年で 0.06 と大幅に減少していた。図 3-12 に示

したように近接度ごとの詳細をみると、近接度 0 が全体に占める割合が 81.8% から 95.1% へ増加し

ており、近接度 1 から 5 が全体に占める割合が 18.2% から 4.9% へと減少していた。上祖師谷地区

では、樹林近接度は 1983 年で 0.01、2016 年で 0.10 と増加しており、図 3-12 より、近接度 0 が

全体に占める割合が99.3%から90.2%へ減少し、近接度1から5が全体に占める割合が0.7%から9.8%

へと増加していることがわかった。上北沢地区では、樹林近接度は 1983 年で 0.03、2016 年で 0.13

となっており、図 3-12 より、近接度 0 が全体に占める割合が 99.5% から 87.5% へ減少し、近接度

1 から 5 が全体に占める割合が 1.0% から 12.5% へと増加していることを確認することができた。以

上より、烏山地域全体では農地と樹林との連続性が減少しているものの、地区ごとにみると、上祖師

谷地区と上北沢地区では増加していることが明らかになり、農地メッシュ数の最も多い烏山地域で農
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図 3-12　農地の都市基盤近接度の変化とその内訳
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地の樹林近接度が大幅に減少していることがわかった。

農地の水辺近接度

　烏山地域全体としては、農地の水辺近接度は 1983 年で 0.00、2016 年で 0.00 となっており、変

化が見られなかった。烏山地区及び上祖師谷地区では、どちらも農地の水辺近接度は 1983 年で 0.00、

2016 年で 0.00 となっていた。上祖師谷地区には仙川が存在するものの、地区内の農地とは一定の

距離があり、近接度としては出現しなかったと考えられる。上北沢地区では水辺近接度は 1983 年で

0.01、2016 年で 0.00 となっており、3 地区の中で唯一、1983 年で水辺と近接する農地が存在して

いたが、2016 年には河川の暗渠化によって水辺と近接する農地が失われた。

農地の鉄道近接度

　烏山地域全体としては、農地の道路近接度は 1983 年で 0.02、2016 年で 0.04 となっており、増

加していた。烏山地区では、鉄道近接度は 1983 年で 0.03、2016 年で 0.06 となっていた。図 3-12

に示したように近接度ごとの詳細をみると、近接度 0 が全体に占める割合が 98.4% から 96.8% へ微

減しており、近接度 1 から 3 が全体に占める割合が 1.6% から 3.2% へと増加していた。上祖師谷地

区及び上北沢地区では、どちらも農地の鉄道近接度は 1983 年で 0.00、2016 年で 0.00 となっており、

変化が見られなかった。

　このように、1983 年と 2016 年を比較すると烏山地域全体の農地の道路近接度、公園近接度、鉄

道近接度は増加しており、存続している農地ではより道路や公園、鉄道と近接して立地するようになっ

たことが明らかになった。また、水辺近接度はどちらの年も同じ値で 0.00 を示し、近接度の概念を

用いた定量的な分析では世田谷区における農地と水辺の近接性を示すことはできなかった。

　1）〜 3）の分析を通して明らかになったことを以下に整理する。まず 1）集塊度に基づく農地の

分布形態の変容実態では、1983 年と比較して 2016 年では農地の集塊度は小さくなっており、すな

わち小規模な農地が分散して存在するようになったことが明らかになった。次に 2）市街地近接度に

基づく農地の立地形態の変容実態では、1983 年と比較して 2016 年では農地の市街地近接度は大き

くなっており、農地そのものの市街地化によって、存続した農地がより市街地と近接して立地するよ

うになったことが明らかになった。そして 3）都市基盤近接度に基づく農地の立地形態の変容実態で

は、1983 年と 2016 年を比較すると烏山地域全体の農地の道路近接度、公園近接度、鉄道近接度が

大きくなっており、存続している農地は道路や公園、鉄道により近接して立地するようになったこと

第 3 章　農地区画の変容実態の解明と親和性の評価



149

が明らかになった。

3-4-3　農地が存続困難となる要因の発見と仮説的な評価指標の設定

　以上、3-3 及び 3-4 に示した分析結果を踏まえて、農地が市街地と共存できずに存続困難となる要

因について考察する。図 3-13 に示すように、小規模な農地が分散して存在する、あるいは農地の市

街地化によって存続した農地がより市街地と近接して立地するようになると、農地が建物の影に入る

ことで十分な日照を確保できない、周辺の住宅に配慮して農薬を十分に散布できないなどの栽培上の

問題が生じると考えられる。そこで本研究では、作物を育てるのに十分な日照を確保し、栽培時の音

やにおい、土埃、必要な農薬の散布等が周辺市街地に与える影響を軽減する役割を持つ市街地と農地

との間の十分な緩衝空間を確保できないことが、農地が市街地と共存し作物を栽培するための場とし

て存続することが困難になる理由であると考えた。

　ここで、上記のように緩衝空間を、農地が作物の栽培に必要な日照を確保するための市街地との間

の空間、あるいは栽培時の音、におい、土埃等の周辺市街地への影響を軽減するための役割を持つ空

間とすると、図 3-14 に示すように、第一に農地区画そのものが緩衝空間となり得ると考えた。なぜ

ならば、農地区画そのものの規模が大きければ、その中で実際に作物を栽培する場を区画の中央に配

置するなどの工夫によって、市街地との距離を遠くすることができるからである。そして第二に、本

図 3-13　農地の集塊度及び市街地近接度と農地が存続困難となる要因の関係
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研究では道路も緩衝空間になり得ると考えた。中原ら（2008）3-19）は、主要幹線道路からの距離を

農地転用の誘因として挙げており、3-3-3 で示したように対象地でも 2006 年頃までその傾向が見ら

れた。しかしながら同じく 3-3-3 で示したように、近年ではそのような傾向は見られず、3-4-2 の 3）

で示した定量的な分析によるとかえって農地と道路はより近接して立地するようになったことが明ら

かになっている。道路は都市基盤の中でも最も農地との近接度が高いことからも、市街地と農地との

間の緩衝空間としての役割を道路が担っているのではないかと考えた。そして図 3-14 に示すように

道路を緩衝空間として捉える時、道路の幅員の大きさと面数の多さを緩衝空間の広さとして考えるこ

とができる。

　以上のように、本研究では分散して存在し市街地と近接する小規模な農地が、市街地との間に十分

な緩衝空間が確保できないことを、農地が存続困難となる理由の 1 つであると考え、市街地と農地の

間の緩衝空間の大きさを親和性を示す評価指標として取り入れることとする。そして、市街地と農地

との間の緩衝空間となり得る（A）農地の区画規模（B）接道街路の幅員（C）接道面数の 3 つを評価

指標として仮説的に設定し、以降研究を進めることする。

図 3-14　緩衝空間としての農地区画及び道路の捉え方
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3-5　農地の区画規模と接道街路の幅員及び接道面数の変容実態

前節での考察に加え、生田（2013）も市街地に混在する都市の農地について、

「両側が宅地であると、日照が十分に確保されない、耕作具の音や泥落としに気を使うなど耕

作に不利である。」 注 3-10）

と指摘していることから、本節では、農地区画そのものと、農地区画に接道する街路が市街地との間

の緩衝空間になっている点に着眼し、1983 年と 2016 年の農地の区画規模、接道街路の幅員と接道

面数及びその相互関係を比較することで、2016 年に存続している農地の区画規模と接道街路の幅員

及び接道面数の特徴を明らかにする。本節では、3-3-2 で抽出した 1983 年の農地 359 区画と 2016

年の農地 134 区画を対象に分析を行うこととする。

3-5-1　農地の区画規模別分布状況とその割合の変化

　ここでは、2016 年に存続している農地の区画規模の特徴を明らかにするために、1983 年と 2016

年の区画規模を比較する。世田谷区土地利用現況調査では 1991 年以降、農地の区画規模を 1000㎡

未満、1000㎡以上 3000㎡未満、3000㎡以上 5000㎡未満、5000㎡以上の 4 つの区分に分類して面

積推移や分布状況を調査しており、5 年ごとの調査結果を比較することで、明確に区分ごとの特徴を

把握している注3-11）。そこで本研究においても同様に区画規模を4つの区分に分類して分析することで、

より明確に区画規模ごとの特徴を把握することができると考えた。表 3-8 に示す方法により、抽出し

た 1983 年と 2016 年の農地区画を 4 つの区分に分類し、図 3-15 に各年の農地の区画規模別分布状

況を示す。図 3-15 より、1983 年では特に北烏山 5 〜 9 丁目、給田 4 〜 5 丁目、上祖師谷 4 〜 7 丁

目、八幡山 1 丁目、北上沢 1 丁目に農地区画が集中して立地しており、5000㎡以上の大規模な農地

区画も同じエリアに多く立地していることがわかった。また、2016 年でも給田 4 〜 5 丁目を除いて

1983 年時点と同じエリアに農地区画が集中して立地しているが、どのエリアからも農地区画が減少

していることがわかった。

表 3-8　農地の区画規模の計測・分類の方法
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　また、図 3-16 に 1983 年と 2016 年の区画規模別の農地区画の割合を示す。1983 年と 2016 年

を比較すると、1000㎡未満の小規模な農地区画の割合が 40.9% から 27.6% へ、5000㎡以上の大規

模な農地区画の割合が 5.3% から 1.5% へそれぞれ減少していた。また、1000㎡以上 5000㎡未満の

農地区画は 193 区画から 95 区画へ減少しているが、各年で全体に占める区画数の割合は 53.7% か

ら 70.9% へ増加していることがわかった。

3-5-2　農地区画に接道する街路幅員と接道面数の変容

1）分析方法

　各年で抽出した個々の農地区画に関して、表 3-9 に示す Step1 から Step3 の手順で接道街路の幅員

と接道面数の分析を行った。なお、緩衝空間としての街路の特性に着目するため、表 3-9 のサンプル

に示すように、区画外周に平行に接している街路のみを接道街路とし、街路幅員の大きさそのものを

緩衝空間の大きさとして扱った。また、緩衝空間の大きさには農地区画に隣接する住宅の設えや方位、

農地区画と街路の高低差などの要素も影響を与えると考えられるが、本章では地図や統計資料で得ら

れる相互比較可能なデータの分析に留めており、要素の抽出や実測のための現地調査は本章で扱う調

表 3-9　接道街路の幅員と接道面数の分析方法

0 20 40 60 80 100%

n=37
(27.6%)

n=71
(53.0%)

n=24
(17.9%)

n=2
(1.5%)

n=19
(5.3%)

n=147
(40.9%)

n=147
(40.9%)

n=46
(12.8%)

1983 
(N=359)

2016
(N=134)

1000-3000 m2

3000-5000 m2

1000 m2未満

5000 m2超過

凡例：

図 3-16　区画規模別の農地区画の割合
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査研究の範囲としていないため、表 3-9 の Step3 に示すように農地区画に接道する最大街路の幅員を

分析に用いることとした。さらに、国土技術政策総合研究所が示す道路の段階構成が市街地の道路整

備の基準として用いられていることから、これに基づいて 2.7m 未満の街路を極細街路、2.7m 以上

4.0m 未満の街路を細街路、4.0m 以上 8.0m 未満の街路を区画道路、8.0m 以上 16.0m 未満の街路を

主要生活道路、16.0m 以上の街路を地区幹線道路として区別し注 3-12）、以降用いることとした。

2）分析結果

　2016 年に存続している農地区画に接道する街路幅員と接道面数の特徴を明らかにするために、

1983 年時点の農地 359 区画と 2016 年に存続している農地 134 区画の接道街路の幅員と接道面数

を比較する。図 3-17 に 1983 年及び 2016 年における、接道する街路幅員別の農地区画の割合を、

図 3-18 に接道面数別の農地区画の割合を示す。図 3-17 より、1983 年から 2016 年にかけて未接道

の農地区画と細街路に接道する農地区画の割合が減少しており、特に細街路に接道する農地区画は

193区画から22区画へ減少し、区画数の割合も53.8%から16.0%へ大幅に減少していることがわかっ

た。一方で、区画道路に接道する農地区画は 68 区画から 84 区画へ増加し、区画数の割合も 18.9%

から 62.7% へ大幅に増加していた。主要生活道路、地区幹線道路に接道する農地区画はそれぞれ 39

区画から 11 区画、19 区画から 9 区画へ減少していたが、2016 年に存続している農地区画の 77.6%

が区画道路より大きい幅員の街路に接道していることがわかった。

　また図 3-18 より、1983 年から 2016 年にかけて接道面数が 0 の農地区画は 40 区画から 4 区画

図 3-17　接道する街路幅員別の農地区画の割合

図 3-18　接道面数別の農地区画の割合
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へ減少し、区画数の割合も 11.1％から 3.0% に減少していることがわかった。さらに、接道面数が 1

以上の農地区画は 319 区画から 130 区画へ減少していたが、区画数の割合は 88.9% から 97.0% へ

増加していた。以上より、2016 年に存続している農地区画は 1983 年と比較して、より大きな幅員

の街路に接道する割合や、接道面数が多い割合が増加していることがわかった。世田谷区では 1990

年に道路整備方針を策定して以降、区全体で道路の新設・拡幅整備が進行しており注 3-13）、その結果、

2016 年に存続している農地区画では市街地との間の緩衝空間が拡張したと考えられ、したがって存

続している農地区画の親和性を評価することができる。

3-5-3　農地の区画規模と接道街路の幅員の関係

2016 年に存続している農地の区画規模と接道街路の幅員の関係の特徴を明らかにするために、図

3-19 に 1983 年及び 2016 年における接道街路の幅員ごとの各区画規模の割合を、図 3-20 に農地の

区画規模ごとの各接道街路の幅員の割合を示す。図 3-19 より、1983 年では、図 3-19- ①に示す例

のように未接道や接道街路の幅員が小さい農地区画ほど、1000㎡未満の小規模な農地区画の割合が

高く、また、図 3-19- ②に示す例のように街路幅員が大きいほど、5000㎡以上の大規模な農地区画

の割合が高くなる傾向があることがわかった。一方 2016 年では、細街路に接道する 1000㎡未満の

小規模な農地区画の割合よりも、図 3-19- ③に示す例のような区画道路に接道する 1000㎡未満の小

規模な農地区画の割合の方が高くなっていた。また、主要生活道路や地区幹線道路に接道する 3000

㎡以上の農地の区画数（n=4）よりも、図 3-19- ④に示す例のような細街路や区画道路に接道する

3000㎡ 以上の農地の区画数（n=22）の方が多かった。このように、1983 年と比較して 2016 年に

存続している農地の区画規模は、接道街路の幅員の大きさへの依存傾向が低いことが明らかになった。

さらに、2016 年は 1983 年と比較して多くのカテゴリーで農地の区画数が大幅に減少している中、

区画道路に接道する 1000㎡以上 3000㎡未満及び、3000㎡以上 5000㎡未満の農地のみで区画数が

それぞれ 33 区画から 42 区画、8 区画から 17 区画へ増加していた。これは 3-5-2 で示した道路の新

設・拡幅整備の進行と、それに伴う区画分割や農地の一部が道路用地へ提供されたことが主な要因で

あると考えられる。

　また、図 3-20 より、1983 年では農地の区画規模が大きくなるほど、未接道の農地区画の割合は

減少しており、特に 5000㎡以上の農地区画では、未接道の農地区画の割合は 0.0% であった。しか

しその一方で、図 3-20- ①に示す例のように 5000㎡以上の農地区画であっても、細街路に接道する

農地区画の割合が 63.2% を占めており、農地の区画規模が大きいほど細街路に接道する割合が低く

なるということではないことが明らかになった。これは図 3-17 で示したように、1983 年では細街

路に接道する農地区画の割合が 53.8% を占めていることが主な要因であると考えられる。2016 年で

も同様に、農地の区画規模が大きくなるほど、未接道の農地区画の割合は減少しており、3000㎡以
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図 3-19　接道する街路幅員ごとの各区画規模の割合

上の農地区画では、未接道の農地区画の割合は 0.0% であることがわかった。図 3-20- ②に示すよう

に、どちらの年も農地の区画規模が大きくなるほど未接道の農地区画の割合が減少することが明らか

になった。
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図 3-20　農地の区画規模ごとの各接道街路の幅員の割合
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3-6　農地区画の変容実態

本節では、2016 年に存続している農地の区画規模と接道街路の幅員及び接道面数がどのように変

化してきたのかを明らかにするために、個々の農地の区画変容を類型化し、区画変容パターンごとに

農地の区画規模、接道街路の幅員と接道面数の変化及びその相互関係を分析する。

3-6-1　区画変容パターンの分類とその割合

2016 年に存続している農地の区画変容を詳細に分析するために、表 3-10 に示す方法で 1983 年

時点の農地 359 区画と 2016 年に存続している農地 134 区画を比較した結果、区画変容は図 3-21

に示す 1. から 8. の 8 つパターンに分類することができた。以下に各パターンの特徴を示す。

1. 消失型：農地区画の全部分が完全に消失した。

表 3-10　農地の区画変容の分析と分類方法

図 3-21　区画変容パターン
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2. 分断型：街路等によって農地区画が分断され、複数の区画に分かれた。

3. 縮小型：農地区画の一部が消失し、区画規模が小さくなった。

4. 不変型：農地の区画規模や区画の形状に関して変化が見られない。

5. 変形型：分類上、農地の区画規模に変化はないが、農地ではなかった土地が新たに農地となり区画

の形状が変わった。

6. 結合型：2 つ以上の農地区画が結合し、1 つの農地区画になった。

7. 拡張型：農地ではなかった土地が新たに農地となり、区画が拡張した。

8. 新設型：1983 年では農地以外の土地利用であった土地が 2016 年までに農地区画へと転換した。

　また、図 3-22 に 1983 年時点の農地 359 区画における各区画変容パターンの割合を示す。1. 消失

型に対して、2. から 7. の 6 つの区画変容パターンをまとめて存続型とすると、1. 消失型が 63.0% を

占め、2. から 7. の存続型の農地区画の割合は 37.0% であった。2. から 7. の存続型では 6. 結合型の

割合が 14.2% と最も高かった。また、上記以外に 8. 新設型が 22 区画確認できた。なお、1983 年時

点における 2. から 7. の存続型には、2. 分断型、6. 結合型が含まれており、他方、2016 年時点の農

地の区画数には上記の 2. 分断型と 6. 結合型に加え、8. 新設型も含まれている。2. 分断型では 1983

年から 2016 年までに 1 区画が複数の区画に分かれており、6. 結合型では複数の区画が 1 区画に結

合している。そのため、2. から 7. の存続型と 2016 年時点の全農地の区画数を照らし合わせようと

する時、2. 分断型、6. 結合型、8. 新設型の 3 つのパターンの区画の増減の総和を勘定する必要があ

る注 3-14）。

　また、8. 新設型の 22 区画のうち、従前の土地利用は荒地、広葉樹、空き地、竹林が 17 区画であり、8. 

新設型の 77.3% を占めていることがわかった。1991 年の生産緑地法改正以降、生産緑地への指定が

拡大した影響でこれらの土地が農地へと変化したと推察できる。生産緑地の中には田畑と比較して手

のかからない果樹園や耕作放棄地も散見され、生産緑地法が抱える課題の 1 つであるが、この 17 区

画のように生産緑地に指定されたことで宅地化されなかった新設の農地区画があるという点では、生

産緑地法は一定の農地保全の効果をなしていると考えられる。

図 3-22　各区画変容パターンの割合
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3-6-2　区画変容パターンごとの農地区画の特徴

1）農地の区画規模と区画変容パターンの関係

図 3-23- ①に 1983 年時点の農地の区画規模の割合を区画変容パターンごとに示す。図 3-23- ①

より、2. 分断型から 5. 変形型では、1. 消失型、6. 結合型、7. 拡張型と比較して、1000㎡未満の農

地区画の割合が低いことがわかった。特に 2. 分断型では、1000㎡未満の農地区画が 1 区画であり、

1000㎡未満の農地区画の場合、区画内部に街路が敷設される際に大部分が街路へ転用され、農地区

画は消失したと考えられる。また、5000㎡以上の農地区画は 1. 消失型が 8 区画、2. 分断型が 3 区画、

3. 縮小型が 4 区画、5. 変形型が 2 区画、6. 結合型が 3 区画であり、半数以上が 2016 年に存続して

いることがわかった。3-5-1 で示したように 2016 年では 5000㎡以上の農地の区画数やその割合が

減少していたが、7 区画が分断・縮小して 2016 年に存続していたことが明らかになった。以上のよ

図 3-23　区画変容パターンごとの農地の区画規模、接道街路の幅員及び接道面数の割合
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うに、区画規模ごとにとり得る区画変容パターンに特徴があることがわかった。

2）接道街路の幅員及び接道面数と区画変容パターンの関係

　区画変容パターンごとの接道街路の幅員及び接道面数の特徴を明らかにするために、図 3-23- ②に、

1983 年時点で農地区画が接道する街路幅員の割合を、また図 3-23- ③に、1983 年時点の農地区画

の接道面数の割合を区画変容パターンごとに示す。図 3-23- ②及び図 3-23- ③より、1. 消失型を除い

て、2. 分断型、4. 不変型、3. 縮小型、6. 結合型、5. 変形型、7. 拡張型の順に未接道の農地区画の割

合が高くなっていることがわかった。また、表 3-11 に区画変容パターンごとの街路幅員と接道面数

の変化と、5. 変形型の区画変容の例を示す。表 3-11 に示す通り、全ての区画変容パターンにおいて、

区画変容後により大きな幅員の街路へ接道した事例を確認できた。また、3. 縮小型、4. 不変型、5. 変

形型、7. 拡張型に分類される農地区画では、区画変容後に接道面数が増加した事例を確認することが

できた。

3-6-3　消失した農地区画と存続した農地区画の比較

ここでは 2. から 7. の存続型に分類される農地区画に関して、1983 年時点で農地の区画規模と接

道街路の幅員及び接道面数にどのような特徴があったのかを明らかにする。図3-24に1.消失型と2.か

ら 7. の存続型に関して、それぞれ 1983 年時点の農地の区画規模、接道街路の幅員、接道面数の割

合を示す。

表 3-11　区画変容パターンごとの街路幅員と接道面数の変化及び変形型の区画変容の例
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1）農地の区画規模

　1. 消失型では、3000㎡以上 5000㎡未満の農地区画と 5000㎡より大きい農地区画の割合がそれぞ

れ 9.3%、3.5% であったのに対し、2. から 7. の存続型についてはそれぞれ 18.8%、8.3% と割合が高

くなっていた。1. 消失型と 2. から 7. の存続型の農地区画を比較すると、2. から 7. の存続型の農地

区画の方が 1983 年時点で 3000㎡以上の比較的大規模な農地区画の割合が高いことがわかった。

2）接道街路の幅員

　1. 消失型と 2. から 7. の存続型を比較すると、未接道の農地区画の割合に大きな差は見られなかっ

た。また、細街路の割合は 1. 消失型が 49.6%、2. から 7. の存続型が 60.2% であり、2. から 7. の存

続型の方が高くなっていたが、それ以外の割合は 1. 消失型の方が高いことがわかった。1. 消失型の

うち、未接道の農地 23 区画について、現状土地利用を 2019 年 6 月現在の Google Map で確認した

ところ、位置指定道路が築造されて宅地化されたものや、前面の建築敷地と統合され接道し駐車場に

なったもの、隣接する他の農地区画と統合され公園になったものなどを確認することができた。未接

道の農地区画には建物を建てられず、駐車場としても利用が困難なため、最も消失しにくいと考え

られるが、このように道路の築造や隣地との統合によって接道することで、他の土地利用へと変化

した事例を確認することができた。以上より、未接道であることが農地区画の消失や存続の直接的な

要因にはならないことがわかった。また 3-5-2 で示したように、2016 年に存続している農地区画の

77.6% が区画道路より大きい幅員の街路に接道していたが、1983 年時点ではそれらの農地区画の多

くが細街路に接道していたことが明らかになった。

3）接道面数

　1. 消失型と 2. から 7. の存続型を比較すると、接道面数が 3 の割合は 1. 消失型が 15.9%、2. から 7. の

存続型が 18.8%、4 以上の割合は 1. 消失型が 6.2%、2. から 7. の存続型が 13.5% であった。本章の

対象地のみの分析では一般論として述べることは難しいが、接道面数が 3 以上の割合は 2. から 7. の

存続型の方が高くなっており、一方で、接道面数が 1 及び 2 の割合は 1. 消失型の方が高い傾向にあ

ることがわかった。また、2. から 7. の存続型に分類される農地区画のうち、接道面数が 3 以上の農

地 43 区画について、その区画変容パターンの内訳は、図 3-23- ③で示したように 4. 不変型が 3 区画、

それ以外の区画変容パターンが 40 区画であった。このように 2. から 7. の存続型について、1983 年

時点で 3 面以上接道している農地区画では、全く変化せずに 2016 年まで存続している区画数よりも、

区画変容を伴って 2016 年まで存続している区画数の方が多いという特徴が見られた。
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図 3-24　消失型と存続型の比較
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3-7　小結

　本章では、世田谷区烏山地域を対象に、都市基盤との関係に着目した農地の立地形態と分布形態の

変容実態を明らかにすることで、農地が市街地と共存できずに存続困難となる要因を発見し、それを

踏まえて評価指標を仮説的に設定した。また、設定した評価指標を用いた農地区画の変容実態の解明

を通して、現在まで存続している農地区画の親和性を評価するとともに、農地が市街地の中で作物を

栽培するための場として存続するための空間形態の特徴を明らかにし、評価指標の有効性を検証した。

以下に本章で明らかになったことを示し、図 3-25 に②及び③についてまとめる。

①都市基盤との関係に基づく農地の立地形態及び分布形態の変容実態と、農地が市街地と共存できず

に存続困難となる要因

　対象地における都市基盤の変容は 4 つの時期に区分することができ、1983 年までの街路増設期

が都市基盤と農地の関係性の転換期であることがわかった。そこで、第一に、1983 年以降の都市基

盤の変容と農地区画の存続・消失・新設との関係を町丁目ごとに明らかにした結果、1989 年から

2006 年までは幹線道路沿いの農地区画が多く消失する傾向が見られたが、近年ではこのような傾向

は見られなくなっていたことや、特に 1995 年までは河川周辺に立地する農地区画は消失しにくく、

河川が消失するとその周辺の農地区画の多くが消失する傾向があったことがわかった。また、農地の

集塊度と近接度の概念を用いて定量的に農地の分布形態と、都市基盤や市街地との関係に基づく農地

の立地形態の変容を明らかにしたところ、1983 年と比較して 2016 年では小規模な農地が分散して

存在するようになったことや、農地がより市街地と近接して立地するようになったこと、さらには農

地の道路近接度が増加していることが明らかになった。

　以上より、分散して存在する小規模な農地が、作物を育てるのに十分な日照を確保し、栽培時の音

やにおい、土埃、農薬の散布等が周辺市街地に与える影響を軽減する役割を持つ市街地との間の十分

な緩衝空間を確保できないことが、農地が市街地と共存し作物を栽培するための場として存続するこ

とが困難になる理由であると考察した。さらに、近年では農地の道路近接度が増加していることから、

緩衝空間としての街路にも着目し、市街地と農地との間の緩衝空間となり得る（A）農地の区画規模（B）

接道街路の幅員（C）接道面数の 3 つを評価指標として仮説的に設定した。

②現在まで存続している農地の区画規模と接道街路の幅員及び接道面数の特徴

　設定した評価指標を用いて農地区画の変容実態を明らかにした結果、2016 年に存続している農地

の区画規模に関しては、1983 年と比較して 1000㎡以上 5000㎡未満の農地の区画数の割合が 57.0%

から 70.9% へ増加していることがわかった。また、接道街路の幅員及び接道面数に関しては、区画

道路に接道する農地区画は 69 区画から 84 区画へ増加し、区画数の割合も 20.3% から 62.7% へ増加
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しており、他方、未接道の農地区画は 36 区画から 4 区画へ減少し、区画数の割合も 10.6% から 3.0%

へ減少していた。このように 2016 年に存続している農地区画は 1983 年と比較して、より大きな幅

員の街路に接道する割合や、接道面数の多い割合が増加していることが明らかになった。つまり、農

地が作物の栽培に必要な日照を確保するための、あるいは栽培時の音、におい、土埃等の周辺市街地

への影響を軽減するための役割を持つ市街地との間の緩衝空間が拡張したことを示しており、以上よ

り存続している農地区画の親和性を評価することができた。さらに、1983 年と比較して 2016 年に

存続している農地の区画規模は、接道街路の幅員の大きさへの依存傾向が低く、より小規模な農地区

画がより大きな幅員の街路に接道している事例が多く見られた。

③区画変容パターンごとの農地の区画規模と接道街路の幅員及び接道面数の変容の特徴

　農地の区画変容パターンは 1. 消失型、2. 分断型、3. 縮小型、4. 不変型、5. 変形型、6. 結合型、7. 拡

張型、8. 新設型の 8 つに分類することができ、2. から 7. の存続型の中では 6. 結合型の割合が最も高かっ

た。また、2. から 7. の存続型の農地に関して、全ての区画変容パターンにおいて区画変容後により

大きな幅員の街路へ接道した農地区画を確認することができ、また、3. 縮小型、4. 不変型、5. 変形型、

7. 拡張型では接道面数が増加した農地区画を確認することができた。そして、2. から 7 の存続型に

分類される農地区画の多くが 1983 年時点で 1000㎡以上 3000㎡未満であること、接道面数が 3 面

以上の農地区画が存続しやすい傾向にあること、また、未接道であることが農地区画の消失や存続の

直接的な要因にはならないことがわかった。さらに、2016 年に存続している農地区画の 77.6% が区

図 3-25　農地の区画規模と接道街路の幅員及び接道面数の変容実態のまとめ
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画道路より大きい幅員の街路に接道していたが、1983 年時点ではそれらの農地区画の多くが細街路

に接道しており、緩衝空間が拡張していたことが明らかになった。

　以上のように、本章では現在まで存続している農地区画では市街地との間の緩衝空間が確保、拡張

されてきたことを、（A）農地の区画規模（B）接道街路の幅員（C）接道面数の 3 つの評価指標によっ

て示すことができた。したがって、市街地と農地との間の緩衝空間の確保の状況に基づいて、農地の

親和性を評価しようとするとき、（A）農地の区画規模（B）接道街路の幅員（C）接道面数はその評

価指標として有効であると結論づけることができる。また、区画変容はこれらの緩衝空間を拡張する

要因となり得ることが明らかになった。
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注釈

注 3-1）本章は自著論文、参考文献 3-20）をもとに加筆、修正しまとめ直したものである。

注 3-2）世田谷区都市整備政策部都市計画課から借用した平成 18 年度、平成 23 年度、平成 28 年度世田谷区土地利用現況

調査 GIS データを用いた。

注 3-3）世田谷区が発行する平成 28 年度世田谷区土地利用現況調査集計表から各地域における全土地面積、農地面積、宅

地面積を参照した。

注 3-4）参考文献 3-21）,  pp.150-155 を参照した。

注 3-5）参考文献 3-22）を参照し、対象地が戦災消失区域に含まれていないことを確認した。

注 3-6）参考文献 3-23） , p.4 のグラフ「世田谷区内農地面積の推移」から平成 20 年、平成 25 年、平成 28 年の農地面積

を読み取った。なお、農家基本調査では、全農地については 10a 以上の農地を所有している農家を対象に集計しているため、

平成 28 年度世田谷区土地利用現況調査集計表を参照して 3-2 に示した世田谷区の農地面積 98.2ha とは数値が異なって

いる。

注 3-7）世田谷区農業委員会が発行する令和 2（2020）年農家基本調査集計表 - 令和 2 年 8 月 1 日現在（令和 2 年 1 月〜

12 月農地転用・移動状況）, p.10 の表「生産緑地面積の推移」から平成 18 年、平成 23 年、平成 28 年の生産緑地面積

を読み取った。

注 3-8）各年の生産緑地面積が農地面積に占める割合を算出すると、2006 年が 78.4% 以上、2011 年が 83.2% 以上、2016

年が 96.9% となる。

注 3-9）第 2 章 2-3-1 の 1 ）に詳しい。

注 3-10）参考文献 3-23）, 2 段目 l.11-13, p.56 から引用した。

注 3-11）参考文献 3-24）, p.65 と参考文献 3-25）, p.75 によると、1991 年から 2016 年の間に 1000㎡未満の農地面積は

76.4ha から 22.7ha へ、5000㎡以上の農地面積は 25.3ha から 6.98ha へそれぞれ 70% 以上減少しており、特に減少し

やすい農地規模であると言える。また、5 年ごとの調査において 1000㎡以上 3000㎡未満の農地面積は常に全農地面積

の約 50% を占めており、区分ごとに特徴を把握することができている。

注 3-12）参考文献 26）, p. 参考 -1 では道路の交通機能に着目し、幅員 4.0 〜 6.0m 程度を区画道路、8.0 〜 12.0m を主要

生活道路、16.0m 前後を地区幹線道路と区分している。また、この道路区分は各機能を担うための最低幅員を用いて設定

されているため、上記の区分に含まれていない幅員 6.0m 〜 8.0m や 12.0m 〜 16.0m は、それぞれ区画道路や主要生活

道路に繰り下げることとした。それに加え本研究では、三項道路の最小幅員 2.7m を考慮し、2.7m 未満を極細街路、2.7m

以上 4.0m 未満を細街路とした。

注 3-13）参考文献 24）, pp.42-43 を参照した。

注 3-14）2. 分断型について、1 区画が 2 区画に分断した事例では純増区画数 1 と数える。この事例数は 6 なので、純増区

画数は 6 となる。また、1 区画が 3 区画に分断した事例では純増区画数 2 と数える。この事例数は 1 なので、純増区画

数は 2 となる。したがって、2. 分断型における 1983 年から 2016 年の区画数の増加分は 8 となる。次に 6. 結合型につ

いて、2 区画が 1 区画に結合した事例では純増区画数 -1 と数える。この事例数は 7 なので、純増区画数は -7 となる。また、

4 区画が 1 区画に結合した事例では純増区画数 -3 と数える。この事例数は 1 なので、純増区画数は -3 となる。したがって、

6. 結合型における 1983 年から 2016 年の区画数の減少分は 10 となる。以上より、存続型（n=111）+ 分断型増加分（n=8）

- 結合型減少分（n=10）+ 新設型（n=25）=134 区画となり、2016 年の全農地区画数と合致する。
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4-1　本章の概要注 4-1）

4-1-1　本章の目的と方法

　序章でその定義を示したように、農的空間とは作物を栽培する場と、作物を栽培するという行為に

伴う都市住民の生活行為が見られる空間の総体である。そのため、農地の一部を他の用途へと転用す

ることで、他の用途と農地とを組み合わせた単なる作物の栽培に留まらない農的空間を実現できる可

能性があり、宅地や樹林地などの他の用途への農地の転用は必ずしも農的空間の損失ではないと考え

た。例えば、3-6-1 では、農地の区画変容パターンが 8 種類存在することを明らかにしたが、その中

でも 2. 分断型、3. 縮小型、5. 変形型の 3 つのパターンは、存続型に分類されると同時に、農地区画

の一部が他の用途へと転用されている。そしてこれらの 3 つのパターンは 1983 年時点の農地 359

区画の 16.4%、存続型 133 区画の 44.3% を占めていることを 3-6-1 の図 3-22 で示しており、農地

区画の一部を転用しながらも残りの農地区画を存続させている事例が実際に多数あることがわかる。

この分析結果から着想を得て、本章では一部の農地区画を守り、より積極的に作物を栽培する場とし

て活用するための特徴的な転用のあり方があるのではないかと考えた。農地転用と保全については生

井ら（1987）も、

「市街化の進む地域においては、不動産経営は安定した農家所得が実現されるだけではなく、

農業を存続させるうえで不可欠な要素にすらなっている。」 注 4-2）

と指摘している。以上より、本章では土地の一部を転用することで市街地の中に農地が守られ存続し

てきた実情に基づき、農地の部分的な存続に着目して農地転用を捉えることとした。

　以上を踏まえ、本章では第 3 章でも対象地として扱った世田谷区烏山地域を対象に、1983 年時

点で農地だった区画のうち、区画の一部が 2016 年まで存続しているものについて、1983 年から

2016 年までに転用された部分の転用実態（以下、一部が現在まで存続した農地区画の転用実態とし、

図 4-4 にその捉え方を示す）の特徴を解明することを目的とする。なお、本章では前述のように農地

の部分的な存続に着目して農地転用を捉えているため、第 3 章で親和性の評価指標としての有効性を

示した農地の区画規模と接道街路の幅員及び接道面数を指標として分析を行うこととする。

4-1-2　本章の流れと分析に用いる資料及びデータ

　本章では、一部が存続した農地区画の転用実態の特徴を明らかにするために、農地の区画規模と接

道街路の幅員及び接道面数を指標として、以下 2 点を明らかにする。

① 1983 年時点で農地だった全区画の転用実態（4-3）

第 4 章　部分的な存続とその活用に着目した農地区画の転用実態の解明



173

②一部が現在まで存続した農地区画の転用実態の特徴（4-4）

　まず、①について、4-3 では 1983 年時点で農地だった区画を対象に、地図資料の分析によって

2016 年時点での用途を明らかにする。そして、1983 年時点の農地の区画規模と接道街路の幅員及

び接道面数と 2016 年時点の用途の関係を分析し、全農地区画の転用実態とその傾向を明らかにする。

次に、②について、4-4 では今度は区画の一部が現在まで農地として存続しているものを対象に、地

図資料の分析によって 1983 年時点の農地の区画規模と接道街路の幅員及び接道面数と 2016 年時点

の用途の関係を分析し、転用実態とその傾向を明らかにする。そして①で転用実態を明らかにした全

農地区画の中で、一部が現在まで存続した農地区画の転用実態がどのような特徴を有しているのかを

明らかにする。なお、2016 年までに全ての農地が消失した区画は、本研究では扱っていない土地の

所有権や相続、税制の問題などの要因の影響を強く受けていると考えられる。したがって、全てが消

失した農地区画の調査・分析からそれらの農地区画の形態的特徴を見出し、一部が現在まで存続した

農地区画と比較することは困難であると判断し、本章では全農地区画の中で一部が現在まで存続した

農地区画がどのような転用実態の特徴を有しているのかを明らかにすることとした。

　次に本章で用いる資料とデータを表 4-1 に示す。分析では 1983 年の国土地理院 1 万分の 1 地形

図 4-1）〜 4-4）と平成 28（2016）年度世田谷区土地利用現況調査 GIS データ注 4-3）を用いた。本章では対

象地において農地を 1 区画ごとに判別するために 1 万分の 1 地形図を、建物や道路などの農地転用

後の用途を 1 区画注 4-4）ごとに判別するために土地利用現況調査 GIS データを用いた。また本章では、

表 4-1　本章で用いる分析資料とデータ

図 4-1　対象地の農地面積と農地転用面積の推移
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市街化の進行に伴い転用された農地区画を分析するために、農地から農地以外の用途への転用の傾向

が明白に見られる時期と現在の用途を比較することとした。図 4-1 に対象地の農地面積と農地転用面

積の推移を示すように注 4-5）、1981 年から 1991 年の 10 年間で 23.08ha もの農地が転用されている

ことから注 4-6）、この間で入手可能な 1983 年の 1 万分の 1 地形図を用いて 1983 年の分析を行うこと

とした。また、入手可能な世田谷区土地利用現況調査 GIS データの中で最新のものが平成 28（2016）

年度のデータであったため、これを用いて 2016 年の分析を行うこととした。
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4-2　農地区画に対応する区画とその用途の特定

本節では、まず第 3 章で抽出した 1983 年時点の農地 359 区画について、表 4-2 の Step1 から

Step2 に示す方法によりそれぞれの農地区画に対応する 2016 年の区画を特定した。例えば表 4-2 の

サンプルでは、点線で示される 1983 年時点の農地 1 区画に対応する 2016 年の区画は、農地が 1 区

画、建物が 3 区画、駐車場が 1 区画とカウントされ、農地 1 区画が建物、駐車場の計 4 区画に転用

され、農地が 1 区画存続したと言える。なお、1983 年時点の農地区画の転用後の用途を全て把握す

るために、1983 年時点の農地区画内に一部分でも含まれていれば、対応する 2016 年の区画として

カウントすることとした。その結果、1983 年時点の農地 359 区画に対応する 2016 年の区画、

2468 区画を特定することができた。

　次に、2016 年の 2468 区画について表 4-3 に示す方法により各区画の用途を特定した。なお、表

4-3 に示す世田谷区土地利用現況調査 GIS データの「建物」の中で、畑と表記される区画については、

農地ではなく畑として扱った。また、1983 年時点の農地区画内に一部分でも含まれていれば、対応

する 2016 年の区画としてカウントしていることから、区画によっては重複してカウントされるため、

表 4-2　農地区画に対応する区画の特定方法

表 4-3　各区画の用途の特定方法
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2016 年の 2468 区画は 1983 年の農地 359 区画に対応する区画の総数ではない。さらに本章では、

表 4-2 に示したように、1983 年時点の全農地 359 区画を 1 区画ずつ図上で 2016 年の 2468 区画と

照らし合わせて用途を比較し、1983 年時点での農地の区画規模と接道街路の幅員及び接道面数ごと

に農地の転用実態を明らかにしている。本文中に記載する数値はそれらの傾向を割合として説明する

ものである。図 4-2 に、農地の区画規模、接道街路の幅員、接道面数という 3 つの評価指標ごとに、

1983 年時点での農地区画に対応する 2016 年の区画とその用途の特定のサンプルを示す。本章では、

図 4-2 に示すように 3 つの評価指標ごとに農地転用後の用途を図上で定性的に調査・分析することで、

その実態の傾向や一部が現在まで存続した農地区画の特徴を判断した。1983 年の農地 359 区画全て

に対して図 4-2 に示す作業を行い、その結果を以降の分析で用いた。
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4-3　全農地区画の転用実態

本節では 1983 年時点で農地だった全区画について、2016 年での用途を明らかにし、1983 年時

点での農地の区画規模と接道街路の幅員及び接道面数ごとに農地区画の転用実態を分析する。

4-3-1　全農地区画の転用の概要

　図 4-3 に農地転用後の各用途の割合を示す。農地転用後の用途として、独立住宅、集合住宅、道路、

駐車場、農地、樹木、事務所建築物、畑、公園、倉庫運輸関係施設、専用商業施設、厚生医療施設、

住商併用建物、農林漁業施設、教育文化施設、空地、スポーツ・興行施設、専用工場、樹園、官公庁

施設、住居併用工場、市民緑地の 22 種類を確認することができた。転用後の用途の割合は独立住宅

が全体の 51.1%（n=1261）、集合住宅が 13.5%（n=334）、道路が 14.4%（n=356）、駐車場が 6.7%n=166）、

農地が 5.8%（n=143）、その他の用途が 8.4%（n=208）を占めており、転用後の用途として独立住

宅の割合が約半数と、最も高いことがわかった。また、2016 年の 2468 区画中、農地は 143 区画確

認することができ、1983 年時点の農地 133 区画で農地の一部が 2016 年まで存続していることがわ

かった注 4-7）。

　以上を踏まえ、図 4-4 に本節と次節で扱う区画を整理し、また、一部が現在まで存続した農地区画

について、2016 年まで存続した部分と 2016 年までに転用された部分の捉え方を示す。まず、1983

年時点で農地だった 359 区画のうち、133 区画で現在でもその一部が農地として存続し、216 区画

で全てが消失していた。図 4-4 に示すように、次節で扱う一部が現在まで存続した農地 133 区画に

ついては、1 区画の中に農地として存続した部分と、他の用途へ転用された部分が存在していること

図 4-3　農地転用後の各用途の割合
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となる。本研究では、単に転用実態を明らかにするのではなく、どのような空間形態の特徴を有した

農地区画が、一部の農地を存続するために、一部をどのような用途へと転用しているのかを明らかに

することを目指している。したがって、本研究では、転用された部分に対応する 1983 年の農地区画

の一部の空間形態の特徴と転用実態との関係を示すのではなく、他の用途へ転用された部分の実態と

1983 年時点の農地区画全体（図 4-4 中の一部が現在まで存続した農地区画）の空間形態の特徴との

関係を示すこととする。現在までに全てが消失した 216 区画については本章では扱わないが、1983

年時点の 216 区画に対応する 2016 年の区画、1652 区画の内訳を見ると、独立住宅が 925 区画、

集合住宅が 224 区画、道路が 252 区画、駐車場が 114 区画、その他の用途が 137 区画となってい

ることがわかった。なお、全ての農地が消失しているため、2016 年での農地の区画数は 0 区画となる。

4-3-2　農地の区画規模ごとの農地転用後の用途とその割合

　ここでは、3-5-1 の表 3-8 で示した方法と同じ方法により、抽出した 1983 年時点の農地 359 区画

を 1000㎡未満、1000㎡以上 3000㎡未満、3000㎡以上 5000㎡未満、5000㎡以上の 4 つの区画規

模の区分に分類し、対応する 2016 年の区画の用途を 1983 年時点での農地の区画規模に基づき分析

する。図 4-5 に 1983 年時点の農地の区画規模ごとに、2016 年での各用途の割合を示す。例えば、

1983 年時点で 1000㎡未満だった農地 147 区画に対応する 2016 年の区画は 575 区画であり、その

575 区画について 2016 年での各用途の割合を示している。図 4-5 に示すように、どの区画規模にお

いても独立住宅、集合住宅、道路、駐車場、農地の割合が高く、特に独立住宅へ転用する割合が全体

図 4-4　各節で扱う区画の概要
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の約 5 割を占めていることが明らかになった。農地の区画規模に関わらず、多くが独立住宅へと転用

されていると言うことはすなわち、大規模農地であってもいくつかの土地に分割され独立住宅が建築

されたことが予想できる。

　また、1983 年時点で 5000㎡以上の大規模な農地区画について、転用の際には道路の敷設が必要

不可欠であると考えられるが、2016 年で道路が全体に占める割合は 13.5% であり、他の区画規模の

場合と大きな違いはなかった。その要因について、Google マップのストリートビューを用いて 2020

年 5 月現在の画像から区画の接道現況を個別に見てみると、図 4-5- ①に示すように、道路に面する

ように独立住宅の敷地取りをしている例や、図 4-5- ②に示すように大規模な敷地内にいくつかの集

合住宅を建設している例を確認することができた。世田谷区土地利用現況調査によると、近年、独立

住宅の平均敷地面積はより狭く、集合住宅の平均敷地面積はより広くなる傾向があることがわかって

いる注 4-8）。このことから、烏山地域全体においても独立住宅へと転用する際には街路を敷設すること

なく、小規模でもなるべく多くの建物を建築する傾向にあり、対して集合住宅では新築の際に土地を

分割せずに規模の大きい建物を建築する傾向にあると考えられる。

図 4-5　農地の区画規模ごとの各用途の割合
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4-3-3　接道街路の幅員及び接道面数ごとの農地転用後の用途とその割合

1）分析方法　

　3-5-2 で示した表 3-9 の Step1 から Step3 と同じ手順で、1983 年時点の農地 359 区画について、

接道街路の幅員と接道面数の分析を行った。3-5-2 同様に、2.7m 未満の街路を極細街路、2.7m 以上

4.0m 未満の街路を細街路、4.0m 以上 8.0m 未満の街路を区画道路、8.0m 以上 16.0m 未満の街路を

主要生活道路、16.0m 以上の街路を地区幹線道路として区別し、以降用いることとした。なお、細

街路に接道していた農地区画は存在しなかったため、細街路の項目は省略して分析結果を示す。

2）接道街路の幅員

　図 4-6 に 1983 年時点の接道街路の幅員ごとに 2016 年の各用途の割合を示す。図 4-6 より、

1983 年時点で未接道だった農地区画や、主要生活道路より小さい街路に接道していた農地区画では、

2016 年で全体に占める割合の高い 1 番目から 5 番目の用途は独立住宅、集合住宅、道路、農地、駐

車場で共通しているが、地区幹線道路に接道していた農地区画では、農地、駐車場に代わって専用商

業施設、倉庫運輸関係施設の割合が高いことがわかった。地区幹線道路では他の幅員の街路と比較し

て車輌の往来が盛んであるため、地区幹線道路に接道する区画は専用商業施設や倉庫運輸関係施設

としての需要が高いことが要因であると考えられる。また、1983 年時点で未接道だった農地区画で

は、2016 年の道路の割合が 22.0% と、1983 年時点で接道していた農地区画の場合よりも高かった。

2016 年での独立住宅、集合住宅、駐車場の割合を合わせると全体の約 6 割を占めており、これらへ

の転用のためにより高い割合で道路が敷設されたと考えることができる。

図 4-6　接道街路の幅員ごとの各用途の割合
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3）接道面数

　図 4-7 に 1983 年時点の接道面数ごとに 2016 年の各用途の割合を示す。図 4-7 より、2）で示し

た接道街路の幅員の場合とは異なり、1983 年時点での接道面数がいかなる場合であっても、全体に

占める割合の高い 1 番目から 5 番目の用途は独立住宅、集合住宅、道路、農地、駐車場であり、

1983 年時点で接道面数が多いことが専用商業施設や倉庫運輸関係施設などの交通利便性を求める用

途への転用の要因にはならないことがわかった。一方で、接道面数 4 面以上の場合を除き、1983 年

時点での接道面数が少ないほど 2016 年で道路の割合が高くなる傾向にあることがわかった。農地区

画を他の用途へと転用する際には接道していることが求められるため、そのために農地区画の一部が

道路へと転用される傾向にあることが明らかになった。

4-3-4　区画数と用途種数の変化

図 4-8- ①②③に 1983 年時点の農地の区画規模、接道街路の幅員、接道面数ごとに、1983 年と

2016 年の全区画数及び全用途種数を示す。また、それぞれ（A）（B）に 1983 年時点の農地 1 区画

あたりに含まれている 2016 年での区画数と用途種数を示す。全体としては、1983 年時点の農地 1

区画あたりに含まれる 2016 年での区画数は 6.9 区画、用途種数は 2.6 であった。

1）農地の区画規模

　図 4-8- ①の（A）より、1983 年時点の農地の区画規模が大きいほど、1983 年時点の農地 1 区画

あたりに含まれる 2016 年の区画数が多いことが明らかになった。全農地 359 区画では農地の区画

図 4-7　接道面数ごとの各用途の割合
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規模に関わらず約 5 割が独立住宅へと転用されていたため、この結果は当然のものであると言える。

次に用途種数について、図 4-8- ①に示すように全用途種数は、1983 年時点で 1000㎡未満の農地

が 17 種類、1000㎡以上 3000㎡未満の農地が 19 種類、3000㎡以上 5000㎡未満の農地が 14 種類、

5000㎡以上の農地が 16 種類であり、農地の区画規模ごとに大きな差は見られなかった。したがって、

用途種数は 1983 年時点の農地の区画規模に依らない、つまり区画規模が大きいことが選択される転

用後の用途種数の多さには繋がらないことがわかった。一方で、図 4-8- ①の（B）より、1983 年時

点の農地の区画規模が大きいほど、1983 年時点の農地 1 区画あたりに含まれる 2016 年の用途種数

が多いことがわかった。以上より、農地の区画規模の大きさは転用後の全用途種数の多さには影響し

図 4-8　農地区画の区画規模、接道街路の幅員、接道面数ごとの全区画数及び全用途種数の変化
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ないが、農地 1 区画ごとに見てみると、農地の区画規模は大きいほどさまざまな用途が集積している

ことが明らかになった。

2）接道街路の幅員

　図 4-8- ②の（A）より、1983 年時点の接道街路の幅員が大きいほど、1983 年時点の農地 1 区画

あたりに含まれる 2016 年の区画数が多くなるわけではなく、区画数は接道街路の幅員の大きさに依

存しないことがわかった。また図 4-8- ②の（B）より、1983 年時点で未接道だった農地や、主要生

活道路より小さい街路に接道していた農地区画では、街路幅員が大きいほど 1983 年時点の農地 1 区

画あたりに含まれる 2016 年の用途種数が多くなる傾向にあった。一方で、1983 年時点で地区幹線

道路に接道していた農地区画では、用途種数は 2.6 であり、区画道路に接道していた農地区画の場合

よりも少なかった。4-3-3 の 2）で示したように、1983 年時点で地区幹線道路に接道していた農地

区画では、2016 年での専用商業施設、倉庫運輸関係施設の割合が高くなっており、より大規模な施

設が集積して位置していることが用途種数が少ない要因であると考えられる。

3）接道面数

　図 4-8- ③の（A）より、接道面数 1 面を除いて、1983 年時点の接道面数が多いほど 1983 年時点

の農地 1 区画あたりに含まれる 2016 年の区画数が多くなる傾向にあることがわかった。また図 4-8-

③の（B）より、1983 年時点での接道面数が多いほど、1983 年時点の農地 1 区画あたりに含まれる

2016 年の用途種数が多くなっていた。以上より、1983 年時点での接道面数が多い農地ほど、転用

後の用途の選択肢は増えると考えられる。
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4-4　一部が現在まで存続した農地区画の転用実態とその特徴

本節では、一部が現在まで存続した農地 133 区画の転用実態を明らかにすることで、前節で扱っ

た 1983 年時点の全農地 359 区画の中で一部が現在まで存続した農地 133 区画がどのような特徴を

有しているのかを明らかにする。図 4-4 に示したように、一部が存続している農地 133 区画に対応

する 2016 年の区画数は 816 区画であり、以降、これらの区画について分析を進める。

4-4-1　農地転用後の用途及び用途種数とその割合

図 4-9 に農地転用後の各用途の割合を示す。農地転用後の用途として、独立住宅、集合住宅、道路、

駐車場、農地、畑、樹木、公園、農林漁業施設、事務所建築物、厚生医療施設、樹園、専用商業施設、

スポーツ・興行施設、倉庫運輸関係施設、教育文化施設、専用工場の 17 種類を確認することができ

た。転用後の用途の割合は独立住宅が全体の 41.2%（n=336）、集合住宅が 13.5%（n=110）、道路が

12.7%（n=104）、駐車場が 6.4%（n=52）、農地が 17.5%（n=143）を占めており、独立住宅の割合

が最も高かった。全農地 359 区画の場合、用途種数は 22 種類であったため、一部が現在まで存続し

ている 133 区画の場合の方が用途種数は減少しているものの、各用途の割合に大きな差は確認でき

ず、どちらも独立住宅、集合住宅、道路、駐車場、農地が高い割合を占めていることがわかった。一

方、一部が現在まで存続した農地 133 区画では 2016 年の用途の中で農地の割合が高くなっている分、

全農地 359 区画の場合よりも独立住宅の割合が低くなっていた。

　さらに、2016 年で駐車場が全体に占める割合は、一部が現在まで存続した農地 133 区画の場合と

全農地 359 区画の場合で大きな差は生じていなかった。農地区画の部分的な転用は、存続した農地

区画も含めて後により大きな規模で他の用途へ転用することも考えられる。しかし、駐車場が全体に

占める割合が全農地 359 区画の場合と一部が現在まで存続した農地 133 区画の場合で大きな差がな

図 4-9　一部が現在まで存続した農地区画の転用後の各用途の割合
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いことから、一部が現在まで存続した農地 133 区画であっても、存続した部分を含めた後の転用を

想定して、駐車場などの暫定的な土地利用を選択する割合は高くないということが明らかになった。

4-4-2　農地の区画規模ごとの農地転用後の用途とその割合

図 4-10 に一部が現在まで存続した農地 133 区画について、1983 年時点での農地の区画規模ごと

に 2016 年の各用途の割合を示す。全農地 359 区画の場合、1983 年時点での農地の区画規模に関

わらず、全体の約 5 割が独立住宅へ転用されていたが、一部が現在まで存続した農地 133 区画では、

図 4-10 に示すように 1983 年時点での農地の区画規模が大きいほど、2016 年で独立住宅が全体に

占める割合が高くなることがわかった。また、2016 年の独立住宅の割合は 1983 年時点で 1000㎡

未満の農地区画が 32.7%、5000㎡以上の農地区画が 56.0% であり、農地の区画規模ごとに割合にば

らつきがあることがわかった。以上より、一部が現在まで存続した農地 133 区画では、農地の区画

規模がどのような用途へと転用するかの決定要因になっていると推測することができた。

4-4-3　接道街路の幅員及び接道面数ごとの農地転用後の用途とその割合

1）接道街路の幅員

　図 4-11 に一部が現在まで存続した農地 133 区画について、1983 年時点での農地区画の接道街路

の幅員ごとに 2016 年の各用途の割合を示す。図 4-11 より、1983 年時点で未接道だった農地区画や、

主要生活道路より小さい街路に接道していた農地区画では、2016 年で全体に占める割合の高い 1 番

目から 5 番目の用途は独立住宅、集合住宅、道路、農地、駐車場で共通しているが、地区幹線道路

に接道していた農地区画では、駐車場に代わって事務所建築物の割合が高いことがわかった。全農地

図 4-10　一部が現在まで存続した農地区画の区画規模ごとの各用途の割合
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359 区画の場合、その交通利便性の高さから農地、駐車場に代わって専用商業施設、倉庫運輸関係施

設の割合が高くなっていたが、一部が現在まで存続した農地 133 区画では、専用商業施設は 3 区画、

倉庫運輸関係施設は 2 区画であり、1983 年時点で地区幹線道路に接道していても、専用商業施設や

倉庫運輸関係施設に転用される割合は低いことが明らかになった。本章の分析ではその直接的な因果

関係を示すことはできないが、転用せずに残した農地区画を作物を栽培する場として活用することを

踏まえ、人や車輌が盛んに往来する専用商業施設や倉庫輸送関係施設などを配置すること避けている

のではないかと考えた。

図 4-12　一部が現在まで存続した農地区画の接道面数ごとの各用途の割合

図 4-11　一部が現在まで存続した農地区画の接道街路の幅員ごとの各用途の割合
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　また、全農地 359 区画の場合、2016 年で独立住宅が全体に占める割合は 39.4% から 55.4% で

あったのに対し、一部が現在まで存続した農地 133 区画では、1983 年時点で未接道だった農地が

37.0%、地区幹線道路に接道していた農地が 72.2% と接道する街路幅員ごとに割合にばらつきが生じ

ていた。

2）接道面数

　図 4-12 に一部が現在まで存続した農地 133 区画について、1983 年時点での農地の接道面数ごと

に 2016 年における各用途の割合を示す。全農地 359 区画では、1983 年時点での接道面数が少な

いほど 2016 年で道路の割合が高くなる傾向にあったが、図 4-12 より、一部が現在まで存続した農

地 133 区画では、2016 年での道路の割合は 1983 年時点での接道面数に依存せず、1983 年時点で

未接道であっても道路へ転用される割合が 14.8% と低いことがわかった。これは、一部を農地とし

て残しているため、もともとの農地区画の中でどの部分を何に転用させるか選択することができ、さ

らに、農業用の車輌を必要としない小規模な農地の場合、未接道の部分は農地として利用すること

が可能なため、全ての農地が消失した場合とは異なり農地を道路へ転用する必要がなくなることが

要因であると考えられる。また、2016 年で独立住宅が全体に占める割合は、接道面数 1 面の農地で

30.2%、接道面数 3 面の農地で 51.8% と、全農地 359 区画の場合と比較して接道面数ごとにばらつ

きが生じていた。

4-4-4　区画数と用途種数の変化

図 4-13- ①②③に一部が現在まで存続した農地 133 区画について、1983 年時点の農地の区画規模、

接道街路の幅員、接道面数ごとに、1983 年と 2016 年の全区画数及び全用途種数を示す。また、そ

れぞれ（A）（B）に 1983 年時点の農地 1 区画あたりに含まれている 2016 年の区画数と用途種数を

示す。全体としては、1983 年時点の農地 1 区画あたりに含まれる 2016 年での区画数は 6.1 区画、

用途種数は 2.8 であり、全農地 359 区画と比較すると、区画数は減少し、用途種数は増加している

ことがわかった。以上より、一部が現在まで存続した農地 133 区画では、全農地 359 区画の場合よ

りも、農地転用後の用途の混在度が高くなっていると考えられる。

1）農地の区画規模

　図 4-13- ①の（A）より、1983 年時点の農地の区画規模が大きいほど、1983 年時点の農地 1 区

画あたりに含まれる 2016 年の区画数が多いことが明らかになった。全用途種数は、1983 年時点

で 1000㎡未満の農地区画が 12 種類、1000㎡以上 3000㎡未満の農地区画が 13 種類、3000㎡以上

5000㎡未満の農地区画が 13 種類、5000㎡以上の農地区画が 13 種類であり、全農地 359 区画の場
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合と同様に、全用途種数は 1983 年時点の農地の区画規模に依らず、農地の区画規模が大きいから

といって、選択される用途種数が多くなる訳ではないことが明らかになった。また、図 4-13- ①の

（B）より、1983 年時点の農地の区画規模が大きいほど 1983 年時点の農地 1 区画あたりに含まれ

る 2016 年の用途種数が多く、全農地 359 区画の場合と同様に、1983 年時点の農地の区画規模が大

きいほど転用後の用途の選択肢は増えると考えられる。さらに、全農地 359 区画の場合と比較して、

全ての区画規模で 1983 年時点の農地 1 区画あたりに含まれる 2016 年の用途種数が増加しているこ

とが明らかになった。つまり、一部が現在まで存続した農地 133 区画では、より多様な用途へと転

図 4-13　一部が現在まで存続した農地区画の区画規模、接道街路の幅員、接道面数ごとの全区画数及び全用途種数の変化
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用されており、結果的に多様な用途が集積していると言える。

2）接道街路の幅員

　図 4-13- ②の（A）より、地区幹線道路を除いて、1983 年時点での接道街路の幅員が大きいほど、

1983 年時点の農地 1 区画あたりに含まれる 2016 年の区画数が多くなる傾向にあることがわかった。

また図 4-13- ②の（B）より、全ての接道街路の幅員において、全 359 区画の場合と比較して 1983

年時点の農地1区画あたりに含まれている2016年の用途種数が増加していることが明らかになった。

3）接道面数

　図 4-13- ③の（A）より、1983 年時点での接道面数が多いほど 1983 年時点の農地 1 区画あたり

に含まれる 2016 年の区画数が多いことがわかった。また図 4-13- ③の（B）より、1983 年時点で

の接道面数が多いほど、1983 年時点の農地 1 区画あたりに含まれる用途種数が多いことがわかった。

全農地 359 区画の場合と同様に、1983 年時点での接道面数が多い農地ほど、転用後の用途の選択肢

が増えると考えられる。
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4-5　小結

本章では、農地の一部を他の用途へと転用することで、単なる作物の栽培に留まらない農的空間を

実現できる可能性があり、農地の転用は必ずしも農的空間の損失ではないと考えた。そこで、一部の

農地区画を守り、より積極的に作物を栽培する場として活用するための特徴的な転用のあり方がある

のではないかと考え、農地の区画規模と接道街路の幅員及び接道面数を指標として、1983 年時点で

農地だった区画のうち、一部が現在まで存続した農地区画の転用実態の特徴を明らかにした。

　一部が現在まで存続した 1983 年時点の農地 133 区画に対応する 2016 年の 816 区画について、

その用途を特定したところ、17 種類の用途を確認することができ、全農地 359 区画の場合よりも減

少していたものの、各用途の割合に大きな差は見られなかった。また、農地転用後の用途について、

一部が現在まで存続した農地 133 区画では、1983 年時点の農地の区画規模が大きいほど、2016 年

での独立住宅の割合が高く、全農地 359 区画の場合よりも農地の区画規模や接道街路の幅員及び接

道面数によって割合にばらつきが見られた。したがって、一部が現在まで存続した農地では、農地の

区画規模、接道街路の幅員及び接道面数がどのような用途へと転用するかの決定要因になっていると

推測することができた。また、全農地 359 区画の場合と異なり、1983 年時点で交通利便性の高い地

区幹線道路に接道していても、専用商業施設や倉庫運輸関係施設といった車輌や人々の往来が盛んな

用途へ転用される割合が低いことが明らかになった。その直接的な因果関係を示すことはできていな

いものの、転用せずに残した農地区画を作物を栽培する場として活用することを踏まえ、人や車輌が

盛んに往来する専用商業施設や倉庫輸送関係施設などへ転用することを避けているのではないかと考

えた。さらに、全農地 359 区画の場合よりも、1983 年時点で未接道であっても道路へ転用される割

合は低いことがわかった。これは、一部を農地として残すことで、農地区画のどの部分を何に転用さ

せるか選択することができ、さらに、未接道の部分は農地として利用することも可能なため、農地を

道路へ転用する必要がなくなることが要因であると考えられた。

　また、一部が現在まで存続した農地 133 区画では、全農地 359 区画の場合よりも、1983 年時点

の農地 1 区画あたりに含まれる 2016 年の区画数が減少していた。一方で、1983 年時点の農地 1 区

画あたりに含まれる 2016 年の用途種数は増加し、より多様な用途へと転用していることから、農地

1 区画あたりの転用後の用途の混在度が高くなっていることが明らかになった。つまり、一部を農地

として残しながら転用することで、結果的により多様な用途の集積が見られることを示している。ま

た、全農地 359 区画の場合とは異なり、1983 年時点の接道街路の幅員が大きいほど、1983 年時点

の農地 1 区画あたりに含まれる 2016 年の区画数が多くなる傾向にあることがわかった。

　以上のように、本章では第 3 章でその有効性を示した 3 つの親和性の評価指標を用いて、一部が

現在まで存続した農地区画の転用実態の特徴を明らかにした。以下ⅰ）〜ⅳ）に、一部の農地区画を

守り、作物を栽培する場として活用するための特徴的な転用のあり方についての考察をまとめる。
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ⅰ）独立住宅へ転用される割合は区画規模に依存し、接道街路の幅員や接道面数によってばらつきが

あることから、農地の区画規模や接道街路の幅員及び接道面数が転用後の用途の決定に影響している

と考えられる。

ⅱ）1983 年時点で地区幹線道路に接道していた農地区画であっても専用商業施設、倉庫運輸関係施

設へ転用される割合は低いことから、残った農地区画を作物を栽培する場として活用するために人や

車輌の往来が多い用途への転用を避けていると考えられる。

ⅲ）一部を農地として残すという選択をとることで、未接道の部分には農地を配置することができる

ため、1983 年時点で未接道だった農地区画であっても道路へ転用される割合は低くなる傾向にある。

ⅳ）1983 年時点の農地 1 区画あたりに含まれる 2016 年の区画数は減少し、用途種数は増加してい

ることから、一部を農地として残しながら転用することで多様な用途が集積する。
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注釈

注 4-1）本章は自著論文、参考文献 4-5）をもとに加筆、修正しまとめ直したものである。

注 4-2）参考文献 4-6）, 2 段目 l.22-24, p.317 から引用した。

注 4-3）世田谷区都市整備政策部都市計画課から借用した平成 28 年度世田谷区土地利用現況調査 GIS データを用いた。

注 4-4）農地区画の定義は第 3 章 3-1-3 に詳しい。また、農地転用後の用途についても「道路」や「樹木」を含め、農地区

画と同様に、平成 28 年度世田谷区土地利用現況調査 GIS データが示す土地利用の境界で囲まれている範囲から 1 区画を

判別した。
注 4-5）世田谷区が発行する昭和 56 年度、平成 3 年度、平成 8 年度、平成 13 年度、平成 18 年度、平成 23 年度、平成

28 年度世田谷区土地利用現況調査集計表に記載されている烏山地域の農地面積を参照した。なお、地域単位での農地転
用面積については資料に制限があったため、各年の農地面積の差を農地転用面積とした。

注 4-6）図 4-1 に示したように、対象地では 1991 年から 1996 年の 5 年間においても 19.06ha もの農地が転用されている
が、この 5 年間の農地転用は 1991 年の生産緑地法改正の影響を強く受けているため、本研究では 1983 年の分析を行う
こととした。

注 4-7）1983 年時点の農地 1 区画が 2016 年で農地 2 区画に分断した事例では純増区画数 1 と数える。この事例数は 8 な
ので、純増区画数は 8 となる。また、1 区画が 3 区画に分断した事例では純増区画数 2 と数える。この事例数は 1 なので、
純増区画数は 2 となる。したがって、1983 年から 2016 年の農地区画数の増加分は 10 となる。

注 4-8）参考文献 4-7）, p.34 によると、近年、世田谷全体で独立住宅の平均敷地面積はより狭く、集合住宅の平均敷地面
積はより広くなる傾向がある。烏山地域における傾向については明記されていないものの、世田谷区土地利用現況調査
報告書 2011<https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/001/001/d00016866_d/fil/h23.pdf>, （参照 2021.11.23）, 
p.14 及び、世田谷区土地利用現況調査報告書報告書 2016<https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/001/001/
d00016866_d/fil/h28.pdf>, （参照 2021.11.23） , p.18 には、烏山地域における独立住宅の平均敷地面積はそれぞれ 2011
年が 149.5㎡、2016 年が 142.6㎡であることが記載されており、面積は狭くなっていることがわかる。また、世田谷区
土地利用現況調査報告書 2011, p.15 及び、世田谷区土地利用現況調査報告書 2016, p.19 には、烏山地域における集合住
宅の平均敷地面積はそれぞれ 2011 年が 456.9㎡、2016 年が 481.4㎡であることが記載されており、面積は広くなって
いることがわかる。以上より、烏山地域でも独立住宅の平均敷地面積はより狭く、集合住宅の平均敷地面積はより広くな
る傾向があると推測できる。

参考文献

4-1）1984 年 1 万分 1 地形図（成城）, 国土地理院 , 1985.1

4-2）1983 年 1 万分 1 地形図（世田谷）, 国土地理院 , 1984.3

4-3）1983 年 1 万分 1 地形図（吉祥寺）, 国土地理院 , 1984.3

4-4）1983 年 1 万分 1 地形図（中野）, 国土地理院 , 1984.3

4-5）小松萌ほか : 区画規模と接道街路の幅員及び接道面数を指標とした都市農地の転用実態の解明−世田谷区烏山地域を

対象として− , 日本建築学会計画系論文集 , 第 86 巻 , 第 781 号 , pp.903-912, 2021.3

4-6）生井貞行ほか : 都市化地域における農家経営と農地保全−横浜市鴨居・東本郷地区と小机地区を事例として− , 地理学

評論 Ser. A, 第 60 巻 , 第 5 号 , p.301-322, 日本地理学会 , 1987.5

4-7）世田谷区都市整備部都市計画課：世田谷の土地利用 2016- 世田谷区土地利用現況調査 -, 2018.5
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5-1　本章の概要

5-1-1　本章の目的と方法

　本章では、作物の栽培が行われている場と、それに関連する生活行為が見られる同じ市民農園内の

空間を一体的に利用している市民農園を農的空間と捉え、都市住民の住生活の質を向上する要素とし

ての農的空間が持つべき特性として設定した 2 つの評価軸、社交性・多様性の評価指標を提示する。

そのために、本章では第一に、社交性・多様性の評価指標を用いて農的空間と自治体開設型の市民農

園の空間構成の実態を明らかにし、両者の比較を通して農的空間の社交性・多様性を評価するととも

に、都市住民の住生活の質を向上する農的空間の空間形態の特徴を明らかにする。そして第二に、農

的空間の計画者の計画意図及びそれらの実空間への反映実態を社交性・多様性の 2 つの評価軸に基づ

いて明らかにすることで、農的空間への計画的介入の可能性の有無について考察する。

　本章では第一に、既往知見から抽出した評価指標を用いて農的空間及び自治体開設型の市民農園の

空間構成の実態を明らかにし、両者の比較を通して農的空間の社交性・多様性を評価する。また、明

らかにした空間構成の実態の差から、都市住民の住生活の質を向上する農的空間の空間形態の特徴を

明らかにする。ここで、自治体開設型の市民農園との比較を通して農的空間の社交性・多様性を評価

しようとする意図を以下に示す。2017 年の生産緑地法一部改正により、生産緑地地区における建築

制限が緩和されたことで、生産緑地内での作物の栽培に関連する建物の建築が可能になった。加えて、

2018 年に都市農地の貸借の円滑化に関する法律が施行されて以降、生産緑地で土地所有者や民間企

業を開設主体とする市民農園を開設しやすくなっている。特に土地所有者が市民農園の開設主体とな

る場合、農地に隣接している他の所有地を一体的に活用することが可能であり、これらは本研究が目

指す、都市住民による生業ではない作物の栽培が行われている場と、それに関連する様々な日常的な

生活行為が見られる空間の総体としての農的空間を実現可能な存在であると言える。対して、従来主

流であった自治体開設型では、休憩所や農具入れ等を整備することのできる市民農園促進法が整備さ

れているものの、この法に基づいて開設されている市民農園は自治体開設型の市民農園全体のわずか

3.63% に留まっており注 5-1）、自治体を開設主体とする公共的事業としての市民農園で作物の栽培以外

のための空間を柔軟に計画することには限界があると考えられる。土地所有者を開設主体とする市民

農園の中にも、実際には生産機能や利用者の耕作へのニーズを考慮してより効率的・効果的に区画規

模を決定し、土地を分割して利用者に提供するだけに留まっている事例も多いが、作物を栽培する以

外の利用者の行為を考慮した空間計画が実施されている事例も散見できるようになった。したがって、

本章では、土地所有者を開設主体とし、作物の栽培が行われている場とそれに関連する生活行為が見

られる空間を一体的に利用している市民農園と、自治体開設型の市民農園の空間構成の実態を比較す

ることで、農的空間の 1 つのあり方としての前者の社交性・多様性を評価し、その空間形態の特徴を
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示すことができると考えた。

　本章では第二に、今後、計画の対象として農的空間を捉えようとする時、計画段階から農的空間へ

の計画的介入をすることが可能なのかどうか、その可能性の有無を考察するために、農的空間の計画

者の計画意図及びそれらの実空間への反映の実態を社交性・多様性の 2 つの評価軸に基づいて明らか

にする。農的空間は、利用者が活動していく中で改善や修繕が施され徐々に変化していくものであり、

またそのような利用者の主体的な関与が実態として見られることが重要であると考える。その一方で、

作物を栽培する場の規模や、その配置など、農的空間での活動が開始された後には手を加え修正する

ことが困難なものも存在し、計画段階から社交性・多様性を意識した計画をすることが必要であると

考える。そこで、本章では、計画段階から計画者が農的空間へ介入する可能性の有無を計画者へのヒ

アリング調査及び実空間への反映実態を明らかにすることで考察する。

5-1-2　本章の流れ

　本章では以下①〜③に示す事項について各節で明らかにする。

①農的空間の社交性・多様性の評価指標の設定（5-3.5-4）

②空間構成の実態解明による農的空間の社交性・多様性の評価と農的空間の空間形態の特徴（5-5）

③社交性・多様性に着目した計画者の計画意図及び実空間への反映実態（5-6）

　はじめに、5-2 では対象事例を選定し、対象事例の概要を示すとともに地図資料の分析によって農

地区画の変容実態を明らかにすることで各事例の特徴を示す。そして①について、5-3 では本章で用

いる評価指標を設定するために、既往知見から社交性・多様性の評価指標を抽出し、農的空間を評価

するためにそれらの評価指標を用いるねらいや具体的な算出方法を整理する。また 5-4 では、既往研

究から具体的な評価値を参照することのできない社交性の評価指標について、1 事例に着目した観察

調査によって空間構成の実態と人々の社交の実態との関係を示すことで、どのような空間形態の特徴

が見られれば農的空間の社交性を評価することができるのかを明らかにし、評価指標の評価値を設定

する。次に②について、まず 5-5 では設定した評価指標を用いた地図資料の分析によって農的空間と

自治体開設型の市民農園の空間構成の実態を明らかにし、それらを比較することで、農的空間の社交

性・多様性を評価するとともに、①の結果も踏まえて都市住民の住生活の質を向上する農的空間の空

間形態の特徴を明らかにする。最後に③について、5-6 では計画段階からの農的空間への計画的介入

の可能性の有無を考察するために、明らかにした空間構成の実態を実現するために計画段階で計画者

にどのような計画意図が存在したのかを計画者へのヒアリング調査で明らかにするとともに、観察調

査によってそれらの計画意図がどのように実空間へ反映されたのかを社交性・多様性の 2 つの評価軸

の観点から明らかにする。
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5-2　対象事例の選定と特徴

5-2-1　対象事例の選定

　5-1-1 で示したように、土地所有者が市民農園の開設主体となることで農地に隣接している他の所

有地を一体的に活用することができるため、本研究が目指す農的空間を実現できる可能性が高いとい

う考えに基づき、東京都区部の市民農園の中から、土地所有者を開設主体とし、作物の栽培が行われ

ている場と、それに関連する生活行為が見られる同じ市民農園内の空間を一体的に利用している 3 つ

の市民農園事例 A 〜 C を農的空間として選定した。なお、序 -2-2 で示したように、地目に応じて建

築や土地利用の制限に差が生じているため、ここでは主として地目上の農地を作物を栽培するための

場として利用している市民農園から対象事例を選定し、主として宅地や山林、雑種地などの農地以外

を作物の栽培のために利用している市民農園は対象から除外することとした注 5-2）。

　次に、農的空間としての事例 A 〜 C の空間形態の特徴を明らかにするために、比較対象として自

治体開設の市民農園事例 D を選定し、分析に加えることとした。事例 D については、農的空間の空

間形態の特徴をより明確に示すために、東京都区部における自治体開設型の 113 の市民農園から最

も平均的な規模で、トイレや休憩施設などを設置しない最低限の設備の事例を選定した注 5-3）。

5-2-2　農地区画の変容実態の分析方法と対象事例の特徴

　次に、対象事例の概要と農地区画の変容実態を示す。なお、農地区画の変容実態については、農的

空間の評価軸の１つとして設定した親和性の評価指標、農地の区画規模、接道街路の幅員、接道面数

の変容実態と農地の区画変容パターンを明らかにする。以下、1）及び 2）には農地区画の変容実態

を明らかにするための方法を、3）には対象事例の概要及び明らかにした対象事例における農地区画

の変容実態を示す。

1）土地利用図の作成方法

　まず、各対象事例における農地の区画規模、接道する街路幅員、接道面数の変容実態を明らかにす

るために、1985 年と 2020 年の土地利用状況を明らかにする。2020 年の土地利用状況については、

現地視察によって各対象事例内の詳細な用途とその用途が見られるエリアを把握した後、スケールを

調整した上で Google Earth の衛生写真を Adobe Illustrator 上でトレースし、2020 年現在の土地利用

図を作成した。なお、事例 A.C.D は 2021 年 6 月 30 日時点で Google Erath に掲載されていた最新の

衛生画像を使用した。各事例の画像取得日は事例 A が 2019 年 12 月 8 日、事例 C が 2020 年 2 月 10 日、

事例 D が 2019 年 12 月 8 日であった。事例 B は現地視察後に道路の敷設工事によって空間構成が大

きく変化していたため、現地視察を実施した 2019 年 9 月当時 Google Earth Pro に掲載されていた
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画像取得日 2019 年 3 月 14 日の衛星写真を使用することとした。以上を踏まえ、作成した土地利用

図を図 5-1 に示す。詳細な用途については実際に作物を栽培している場所を示す耕作と、設備、通路、

庭、植栽、建物に分類し、倉庫やトイレ、駐輪場は設備に含むこととした。なお、事例 A の実測調

査注 5-4）によって作成した土地利用図と、Google Earth の衛生写真のトレースによって作成した土地

利用図に大きな誤差がないことを確認することができたため、本研究では衛生写真のトレースによる

土地利用図の作成方法を採用することとした。

　一方、1985 年時点での土地利用状況については、Google Earth の衛生写真が不鮮明であり土地利

用を判別することが困難であったため、当時の土地利用状況を把握することのできる住宅地図 5-1) 〜

5-3）を用いて分析を行うこととした。なお、1980 年代の住宅地図は毎年発行されているものではな

図 5-1　対象事例の 2020 年現在の土地利用図
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いため、第 3 章で扱った 1983 年に近い年のものを用いた。事例 A と事例 D については 1985 年、

事例 B については 1984 年、事例 C については 1986 年の住宅地図を用いたが、便宜上、本文中では

1985 年と年を合わせて表記することとする。また、1985 年時点の土地利用状況の把握を試みたと

ころ、事例 B 及び事例 C については住宅地図に土地利用を示す地図記号の記載がなく、用途なしであっ

たのかあるいは記載されていないだけなのかを判断することができなかった。したがって、1985 年

以降で土地利用を示す地図記号の記載のある住宅地図も参照し、それらも考慮して分析することとし

た。具体的には、事例 B については 2000 年の住宅地図 5-4）で広葉樹林地であることを、事例 C につ

いては 1997 年の住宅地図 5-5）で農地であることを地図記号より確認することができた。

2）農地区画の変容実態の分析方法

　ここでは各対象事例における 1985 年と 2020 年の農地の区画規模、接道する街路幅員、接道面数

を明らかにする方法を示す。まず、農地区画の抽出について、1985 年については住宅地図で農地を

示す地図記号によって囲われた範囲を農地区画として扱うこととした。2020 年については、1）で

分類した用途の中で、耕作、設備、通路、植栽に該当する部分を農地区画として扱うこととし、図

5-1 ではエリア番号に丸を付して該当するエリアを示している。設備、通路といった用途に関しては、

作物の栽培に必要不可欠なものであり、また、利用者が立ち入ることのできない植栽に関しても、第

表 5-1　農地の区画規模の計測・算出の方法

図 5-2　2020 年の農地の区画規模の算出サンプル　
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3 章で用いた地形図や住宅地図において農地を示す地図記号で囲われた範囲に含まれていることを確

認したため、本章でも農地区画に含めることとした。以上を踏まえ、1985 年の住宅地図と作成した

2020 年の土地利用図を用いて表 5-1 に示す方法により農地の区画規模を算出し、また 3-5-2 に示し

た表 3-9 と同様の方法で接道する街路幅員、接道面数を算出した。図 5-2 には 2020 年における農地

の区画規模の算出方法のサンプルを示す。

3）対象事例の概要と農地区画の変容実態

表 5-2 に対象事例の概要を、図 5-3 に算出した 1985 年と 2020 年の各対象事例の農地の区画規模、

接道する街路幅員、接道面数及び区画変容パターンを示す。以下に各事例の特徴を示す注 5-5）。

事例 A：農地区画の一部転用により作物の栽培以外の場を創出した農的空間

　表 5-2 に示すように事例 A は、土地所有者を運営主体とする区画貸しの市民農園である。主とし

表 5-2　対象事例の概要
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て地目上の農地を作物を栽培するための場として利用しているが、地目上の宅地も作物の栽培のため

に利用している。作物の栽培以外の行為については地目上の宅地を利用しており、例えば従前に花卉

栽培を行っていた頃に利用していた作業場や納屋、土地所有者の母屋の庭などを利用者に開放し、作

業場は農業講座や食事会、マーケットの出店場所として、納屋は畑利用者の昼食やマーケットの出店

場所として利用されている。また、母屋の庭についてもマーケットの出店場所や、畑利用者の子供た

ちの遊び場として利用されており、作物を栽培する場と、その他の空間との一体的な利用が見られる。

マーケットや食事会などのイベントでは、畑利用者だけでなく、近隣住民を含めた都市住民の交流や

居場所を創出している。さらに、ランドスケープアーキテクトらとの構想により、植栽やゾーニング

などに空間的な工夫が見られる。

　図 5-3 に示すように、事例 A では 1985 年から 2020 年までに農地区画の形状が変容している。農

地の区画規模は 904.78㎡から 701.22㎡へと縮小し、接道する街路幅員も 11.27m から 9.56m へと

縮小しているものの、分類上はどちらの年においても農地の区画規模は 1000㎡未満、街路幅員は主

要生活道路と変化がない。また、3-6-3 で 1983 年時点での接道面数が 3 面以上の農地区画は存続し

やすい傾向にあることを示したが、事例 A においても 1985 年時点での接道面数は 3 面となっており、

明らかにした傾向と一致していた。さらに、農地の区画規模の変容実態から事例 A の区画変容パター

ンは「変形」と判断することができ、ビニールハウスを撤去し、農地区画の一部を庭に転用すること

で区画の形状が変化していた。このように、事例 A では農地の区画規模が縮小しているものの、農

地区画の一部を庭へ転用することによって、前述のようなマーケットの出店場所や子供たちの遊びの

ためのスペースを確保することができており、農的空間全体の活用に繋がっていると言える。

事例 B：農地の新設によって建築・農地双方の利活用を促した農的空間

　表 5-2 に示すように事例 B では、普段はボランティアによって作物が栽培されているが、イベント

として高齢者や近隣保育園向けの収穫体験を実施している。主として地目上の農地を作物を栽培する

ための場として利用しているが、雑種地や山林も作物の栽培のために利用している。また、作物を栽

培する場の近隣に所有する賃貸アパートの 1 階部分を高齢者のケア施設として再生し、収穫した作物

をケア施設で調理して食べるなど、作物を栽培する場とケア施設との一体的な利用による農と福祉の

連携が見られる。このケア施設には地域の住民が利用できるカフェもあり、高齢者に限らず子育て世

代がよく利用するなど、食を介した都市住民の交流の場となっている。

　前述のように事例 B における 1985 年時点の土地利用は記載されていなかったが、1985 年時点

の土地利用が用途なしであった場合、1985 年から 2020 年における農地の区画変容パターンは「新

設」と判断することができる。また、土地利用状況を確認することができた 2000 年時点であって

も、土地利用は広葉樹林地であったため、2000 年から 2020 年における農地の区画変容パターンに
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ついても「新設」と判断することができる。図 5-3 に示すように 2020 年における農地の区画規模は

907.58㎡で 1000㎡未満に分類することができる。また、接道する街路幅員は 3.35m の細街路であ

るが、接道面数は 3 面を確保することができている。事例 B は作物を栽培する場そのものに空間的

な工夫は見られないが、賃貸アパートでの高齢者ケアや都市住民の交流と作物を栽培するという行為

を組み合わせることで、建築、農地双方の利活用を実現している事例であると言える。

事例 C：農地区画の一部転用によって作られた駐車場を活用した農的空間

　表 5-2 に示すように事例 C では、土地所有者を運営主体とする市民農園であるが、民間企業が市民

農園の開園時の土地の整備や運営をサポートしており、利用者募集や利用料の管理などは民間企業に

委託されている。地目上の農地を作物の栽培のために利用しており、市民農園の開園にあたり図 5-3

の 2020 年の図中に示す駐車場部分にトイレが新設された。トイレが設置された場所以外は地目上の

図 5-3　対象事例の農地区画の変容実態
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農地であるため、駐車場の一部や、トイレ周辺の農地を用いて地目上可能な範囲で食事会やマーケッ

トを実施している状況にある。土地所有者によると計画時には特に空間的工夫は意図されていなかっ

たものの、従前に植木栽培をしていた頃から残る既存の植木や高低差のある地形を活かして、作物を

栽培する場以外で積極的にマーケットや食事会などのイベントを開催している。

　前述のように事例 C における 1985 年時点の土地利用は記載されていなかったが、1985 年時点の

土地利用が用途なしであった場合、1985 年から 2020 年における農地の区画変容パターンは「新設」

と判断することができる。他方、1997 年時点では土地利用は農地と表記されていた。図 5-4 に

1997 年時点の農地区画の状況とその規模、接道する街路幅員、接道面数を示す。図 5-4 より、事例

C では 1997 年から 2020 年までに農地区画の北側が駐車場と集合住宅に転用されていることがわか

り、それに伴い農地の区画規模は 2536.46㎡から 1385.30㎡へ縮小している。また、接道する街路

幅員も 6.01m から 5.60m へと縮小しているが、事例 A の場合と同様に、分類上はどちらの年におい

ても農地の区画規模は 1000㎡以上 3000㎡未満、街路幅員は区画道路と変化がない。以上に示した

農地の区画規模の変容実態より、事例 C の 1997 年から 2020 年における区画変容パターンは「変形」

と判断することができる。また、接道面数は 2 面から 1 面へと減少していた。このように 1997 年

から 2020 年までの間に農地区画の一部が駐車場と集合住宅に転用されたことで、農地の区画規模や

接道する街路幅員が縮小し、接道面数が減少した一方で、他の用途への転用のために農地の一部が地

目上の宅地へと地目変更されたことで、トイレを整備するなど利用者にとって快適な環境を生み出す

ことができている。

事例D：自治体による農地の活用事例

　表 5-2 に示すように事例 D は、自治体が区内の土地所有者から土地を貸借して整備し、全 52 区画

を区民に貸し出している市民農園である。事例 A、B、C の農的空間のように隣接する土地との一体

図 5-4　事例 Cにおける 1997 年時点の土地利用状況と農地区画の実態
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的な利用は見られず、事例の大部分が作物の栽培のために利用されている。図 5-3 に示すように、事

例 D では 1985 年から 2020 年までに農地区画の一部が駐車場や独立住宅に転用されており、それに

伴い農地の区画規模は2244.25㎡から1379.58㎡へと縮小している。また、接道する街路幅員は6.27m

から 4.64m へ縮小しているが、事例 A や C の場合と同様に、分類上はどちらの年においても農地の

区画規模は 1000㎡以上 3000㎡未満、街路幅員は区画道路と変化がない。一方で、接道面数は 4 面

以上から 1 面へと減少している。不動産登記情報（全部事項）を確認すると、農地北側の駐車場と農

地南側の独立住宅の土地所有者は農地の土地所有者と同一であり、また住宅地図の居住者表記から、

独立住宅には農地の土地所有者が居住していることが推測できたが、農地との一体的な利用を確認す

ることはできなかった。また、農地西側の駐車場や集合住宅の土地所有者は農地の土地所有者とは異

なっており、したがって一体的な利用は困難であると考えられる。

　以上のように、本研究の対象として選定した事例 A 〜 C について、事例 A は農地区画の一部を庭

へと転用し、作物の栽培に留まらない場を創出することで農的空間を実現している事例であると言え

る。また事例 B はもともと農地ではなかった場所に農地を新設し、農地と高齢者のケア施設とを一体

的に利用することで、建築までをも利活用するとともに、農と福祉の連携の場としての農的空間を実

現している事例である。さらに事例 C は農地区画の一部転用によって作られた駐車場をイベント時に

活用することで、大部分を地目上の農地としながらも農的空間を実現している事例である。本研究で

はこれらの異なる特徴を有する事例 A 〜 C の 3 つの農的空間を分析対象として選定し、事例 D との

比較を通してその社交性・多様性を評価することとする。
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5-3　評価指標の設定

　既往研究において空間の社交性や多様性を評価するための指標が既に提示されているため、本節で

既往研究を参考に評価指標を設定することで、それらを用いて農的空間の空間構成の実態を明らかに

する。以下に参考にする既往研究と本章でその評価指標を用いるねらいを示す。

5-3-1　評価指標の抽出と本研究で用いる意図

1）社交性の評価指標

　社交性を示す評価指標を設定するにあたり、本研究では木下ら（2007）の研究を参考にする。木

下ら（2007）は交差点と都市デザイン史上社交的な場所として扱われてきた広場との形態的関連性

に着目し、「規模」「プロポーション」「囲み度」「歩道率」「領域中心との最近接度」の 5 つの評価指

標を用いて、人と人とが集まる社交的な場所としての交差点の空間構成を明らかにしている。ここ

で、「規模」とは空間の面積を、「プロポーション」とは空間の縦横の寸法比を、「囲み度」とは空間

が建築壁面によって囲われる角度を、「歩道率」とは空間内の歩行スペースの割合を、そして「領域

中心との最近接度」とは中心に人間がどれだけ近づくことができるかを示す評価指標である。木下ら

（2007）は既往知見から「器としての空間」と「非建ぺい地としての空間」という 2 つの観点を抽出

し、街路の交差部と広場との関連性を示す根拠としている。「器としての空間」については、人々の

コミュニケーションの場として機能しており、そのために通過交通から切り離されていることで人々

の滞留を生み出すことを示している。また、「非建ぺい地としての空間」については、連続的に広が

る歩行スペースが確保されることで、明瞭な空間領域の中で人々が自由に動き回れることを示してい

る注 5-6）。本研究で扱う農的空間についても、通過交通から切り離されており人々のコミュニケーショ

ンの場として機能していること、隣接する建物や接道街路によって区切られた明瞭な空間領域の中で

人々がある程度自由に歩き回れることから、「器としての空間」と「非建ぺい地としての空間」の 2

つの観点に基づき広場や交差点との共通点を示すことができると考え、木下ら（2007）が示した評

価指標を用いることとした。一方で、「領域中心との最近接度」については、木下ら（2007）は交差

点が道路が貫入する空間であることを考慮して、この評価指標を用いて中心から人々の歩行可能空間

までの距離を計測することで、人々の行動範囲が交差点の内側に展開されているのかを評価している
注 5-7）。農的空間においても畑や植栽など、人々が自由に動き回ることが困難なエリアが存在している

点で共通しているものの、農的空間は広場や交差点ほど空間の中心性を有するものではなく、人々の

行為がより空間の内側で展開されていることが社交性の評価には繋がらないと考え、本研究では評価

指標からは除外することとした。

　以上より、本研究では農的空間の社交性を評価するために、木下ら（2007）が示した評価指標の
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うち「規模」「プロポーション」「囲み度」「歩道率」の 4 つを用いて農的空間の空間構成の実態を明

らかにすることとする。なお、木下ら（2007）の研究では車輌が通行する交差点を扱っているため、

人々が歩くことのできる面積の割合を「歩道率」としているが、本研究では「歩行率」として人々が

自由に立ち入り、歩くことのできる面積の割合を示すこととする。図 5-5 に 4 つの評価指標が農的

空間において示すものをまとめる。農的空間の社交性の全てがこれらの指標によってのみ導出される

ということではないが、これら指標を用いて対象事例の空間構成の実態を明らかにすることで、一定

程度、定量的かつ具体的に形態的特徴を記述することができると考えた。また、木下ら（2007）の

研究では各評価指標が示すべき具体的な評価値を用いて、交差点が持つ広場としての潜在性を評価し

ているが、本研究で扱う農的空間は作物を栽培するという行為が内部に存在するため、広場とは性質

が全く異なるものである。したがって、既存の具体的な評価値に基づいて空間構成を評価することは

できないため、後述する 5-4 において、社交性の評価指標によって示される空間構成の実態と実際の

人々の行為との関係を明らかすることで、社交性の評価指標によって示される空間構成にどのような

特徴が見られればその社交性を評価することができるのかを明らかにした上で、これらの評価指標を

用いることとする。

2）多様性の評価指標

　多様性を示す評価指標の設定では、空間の多様性を示す指標として混在度を、多様な人々がアクセ

スできる空間を示す指標として交通利便性を用いることとし、以下にそのねらいを述べる。野村ら

（2018）5-6）はジェイン・ジェイコブズが魅力ある都市の要素として多様性を挙げていることに着目

し、用途の混在度を用いて都市の多様性を評価している。原田ら（2003）5-7）も同様に、建物用途の

混在度から空間の多様性を評価している。このように既往研究では、都市やある一定の空間など、分

図 5-5　農的空間の社交性を示す 4つの評価指標
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析対象のスケールは異なるものの、用途の混在度を評価指標としてその多様性を評価することができ

ている。以上より、本研究においても農的空間の多様性を評価するための評価指標として用途の混在

度を用いることとした。また、社交性の評価指標として設定した「囲み度」についても、多様な「囲

み度」を有する空間があることが農的空間の多様性の創出につながると考え、囲み度の混在度も多様

性の評価指標として加えることとした。さらに、多様性は、様々な施設や用途が混在し、それによっ

て多様な人々を惹きつけ、また、地域の誰もが排除されることなくアクセスできるという特性を示す

ものであるが、誰もが排除されることなくアクセスするためには、より交通利便性の高い場所に市民

農園を配置することが重要なのではないかと考えた。市民農園の多くは駅から距離があり、駐車場が

ない場合、利用希望者は自宅から徒歩あるいは自転車で通える市民農園を選ばざるを得ない注 5-8）。そ

こで、交通利便性の高さがより多様な人々を呼び込むことにつながるのではないかと考え、本研究で

は多様性の評価指標に交通利便性を加えることとした。

　以上より、本研究では、「用途の混在度」「囲み度の混在度」「交通利便性」を農的空間の多様性を

評価するための評価指標として設定した。ここで、3 つの評価指標が農的空間において示すものを図

5-6 に示し、その内容を以下にまとめる。まず、「用途の混在度」とは、農的空間において用途が何

種類存在し、そしてそれぞれの用途面積がどの程度の割合で混ざり合っているかを示すものである。

したがって、「用途の混在度」は用途種数と用途面積の 2 つの項目によってはかることができる。次に、

「囲み度の混在度」とは、用途に基づいて区切られたエリアが建築壁面に囲われている角度にどの程

度のバリエーションが存在しているかを示している。最後に、「交通利便性」とは、農的空間の最寄

りの駅数や乗り入れ路線数による人々のアクセスのしやすさを示すものである。

　以上のように、本研究では、社交性の評価指標として（D）規模（E）プロポーション（F）囲み度（G）

歩行率を、多様性の評価指標として（H）用途の混在度（I）囲み度の混在度（J）交通利便性を設定し、

図 5-6　農的空間の多様性を示す 3つの評価指標
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これらの評価指標を用いて農的空間の空間構成の実態を明らかにする。なお、多様性の評価指標であ

る（H）用途の混在度（I）囲み度の混在度（J）交通利便性に関しては、混在度や交通利便性が高い

ほど多様性が高いと評価することができるため、これらの評価指標を用いて農的空間と自治体開設型

の市民農園の空間構成の実態を比較し、農的空間の方が混在度や交通利便性が高いことを示すことで、

農的空間の多様性を評価する指標としての有効性を検証することができる。一方で、社交性の評価指

標である（D）規模（E）プロポーション（F）囲み度（G）歩行率に関しては、前述のように既存の

具体的な評価値に基づいて農的空間の社交性を評価できるものではない。そのため、次節において社

交性の評価指標によって示される空間構成にどのような特徴が見られればその社交性を評価すること

ができるのかを明らかにした上で、これらの評価指標を用いることとする。

5-3-2　評価指標の算出方法

以下に、（D）規模（E）プロポーション（F）囲み度（G）歩行率（H）用途の混在度（I）囲み度の

混在度（J）交通利便性の算出方法を評価指標ごとに示す。

（D）規模（㎡）

　5-2-2 の表 5-1 や図 5-2 で示した農地の区画規模の算出方法と同様に、図 5-7-（D）に示すように、

Adobe Illustrator 上で作成した土地利用図を xy 座標上に重ね、対象事例全体における各点の座標（xj 

, yj）を求めた。次に、式 5- ①を用いて各三角形の面積 Sj の合計から対象事例の全体の面積 St を算

出した。また、以降の分析で用いるために、エリアごとの面積も同様に算出した。

n = 座標点の数、xj = j 番目の三角形の重心 x 値、yj = j 番目の三角形の重心 y 値

（E）プロポーション

　図 5-7-（E）に示すように、対象範囲の外周の中で最も長い辺に水平になるように対象範囲全体が

収まる最小の四角形を描き、長辺を短辺で割った値をプロポーションとした。値が 1.0 に近いほど正

方形に近いプロポーションをしていることを示す。

（F）囲み度（度）

　まず（D）規模の算出の際に求めた各三角形の面積 Sj と各点の座標（xj , yj）を用いて、式 5- ②及

び式 5- ③から対象事例全体の重心（xt , yt）を算出した。次に図 5-7-（F）に示すように対象範囲に

隣接する建築物と重心を結んだ 3 辺の長さを Adobe Illustrator 上で計測し、囲われた角度の総和を
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囲み度とした注 5-9）。

n = 座標点の数、Sj = j 番目の三角形の面積、xj = j 番目の三角形の重心 x 値

n = 座標点の数、Sj = j 番目の三角形の面積、yj = j 番目の三角形の重心 y 値

（G）歩行率（%）

　図 5-7-（G）に示すように（D）規模で算出したエリアごとの面積を用いて、歩行可能なエリアの

面積の総和を算出し、全体面積に対する割合を求めた。

（H）用途の混在度

・用途種数

　各事例で確認できた用途種数をもとに、式 5- ④を用いて混在度を算出した。値が 1 に近いほど混

在度が高いことを示している。

S = 用途種数、ni = i 番目の用途のエリア数、N = 全エリア数

・用途面積

　（D）規模で算出したエリア面積の用途ごとの合計から、それらが全体に占める割合を算出し、式

5- ⑤を用いて混在度を算出した。

S = 用途種数、ni = i 番目の用途が占める面積の割合

図 5-7　算出方法のイメージ
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（I）囲み度の混在度

　まず（F）囲み度で示した方法でエリアごとに囲み度を算出した。次に、（D）規模で算出したエリ

ア面積の囲み度ごとの合計と、それらが全体に占める割合を算出し、式 5- ⑥を用いて混在度を算出

した。なお、本研究では視野の範囲の観点から、囲み度を 0 〜 70 度未満、70 〜 120 度未満、120

〜 360 度未満、360 度に区別した注 5-10）。

S = 囲み度の区分数、ni = i 番目の囲み度が占める面積の割合

（J）交通利便性（点）

　まず、各事例について最寄りの鉄道駅までの所要時間、最寄り駅の乗り入れ路線数、徒歩 10 分以

内に位置するバス停留所の乗り入れ路線数を整理した。各項目について交通利便性が高い順に最大 4

から最小 1 の点数をつけ、その合計点を算出した。なお、同率の場合は平均点を双方に加算し、各項

目の満点が 10 点となるようにした。
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5-4　評価指標の評価値の設定

　本節では、人々の行為を詳細に調査することができた事例 A を対象に、空間構成の実態と人々の

行為の実態との関係を示すことで、社交性の評価指標によって示される空間構成にどのような特徴が

見られればその社交性を評価することができるのかを明らかにする。

5-4-1　人々の行為の実態

　観察調査の実施概要を表 5-3 に示し、表 5-4 に観察調査で見られた行為の内容とエリアとの対応を

示す。また、図 5-8 に観察調査で見られた各エリアでの人々の行為とその様子をまとめる。観察はマー

ケット開催時と、農業講習会開催時の 2 つのイベント開催時に実施し、マーケット開催時には主にマー

表 5-4　見られた行為の内容とエリアとの対応

表 5-3　事例 Aにおける観察調査の実施概要
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図 5-8　各エリアでの人々の行為の実態と地面の状態
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ケット参加者を、農業講習会開催時には主に畑利用者の観察調査を行った。なお、マーケット開催時

には図 5-8 に示すエリア 7、14、15、16、17 が出店場所となっており、エリア 1、2、3、4、5 の

畑には利用者以外は立ち入らないように注意書きがされていた。

　その結果、表 5-4 と図 5-8 に示すように屋外空間では、エリア 6、7、8 とエリア 3 と 8 の間に位

置するエリア 13 の通路部分で人々の会話が多く見られた。特にエリア 13 の通路部分に関しては畑

を利用していないマーケット参加者が畑を観察しながら会話している様子が多く見られ、作業してい

る利用者にマーケット参加者が話しかける場面もあった。屋内空間ではマーケットの出店場所となっ

ているエリア 15、16 で出店者とマーケット参加者間の会話が多く観察できた。また、畑に関しては

作業中に会話をする利用者もいたが、作業後にエリア 13 にあたる通路部分で会話をする利用者の方

が多く見られた。

5-4-2　評価指標による空間構成の実態と人々の社交との関係

　表 5-5 に社交性の評価指標を用いて算出した事例 A の用途に基づくエリアごとの空間構成の実態

を示す。ここでは、表 5-5 に示したエリアごとの空間構成の実態と、実際の人々の行為との関係を考

察する。特に人々の会話が多く見られたエリア 6 と 7 では、表 5-5 に示すように他のエリアと比べ

表 5-5　事例 Aにおけるエリアごとの空間構成の実態
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て囲み度が 111 度、125 度と高くなっており、事例 A における個別の事象から、囲み度の高い屋外

空間は人々が滞留し会話しやすい環境であることが推察できた。同時に、エリア 7 はマーケット開

催時の出店場所、エリア 6 は出店場所と隣接するエリアであり、イベント企画者が囲み度が高く人々

が滞留しやすい環境を意図的に出店場所として選定しているとも考えられた。また、エリア 8 は建築

物に囲われていないため囲み度は 9 度と非常に低い値となったが、表 5-4 や図 5-8 に示したように、

ここでも人々の会話や遊びが多く観察できた。エリア 8 には多くの高木があり、また人々が樹木の間

を行き来できるように下草が手入れされている。このことから、建築物だけではなく高木に囲われた

空間も同様に人々が滞留しやすい環境になり得ると考えた。事例 A のファサードには多くの生垣が

採用されているが、生垣はエリア 8 の高木と比較して高さが低いため、その周辺のエリアは人々が滞

留しやすい囲み度の高い空間にはならない。一方で、このような背の低い生垣によって視線がある程

度抜ける透過性を生み出すことで、外部への開放感を創出していると考えられる。

　さらに表 5-4 や図 5-8 に示したように、エリア 13 ではエリア 2 や 3 の畑や畑で作業している人を

見ながら会話する人が多く見られ、直接的な交流だけでなく視覚を通した活動や空間の共有という社

交の実態を確認することができた。このことから、各エリアの空間構成だけではなく、近接するエリ

アにどのような用途を配置するかも人々の社交の実態に関係しており、エリア 13 の通路のような人々

が行き交える歩行空間が存在していることで間接的な社交が生まれていることが明らかになった。

　以上のように本節では、囲み度の高い屋外空間は人々が滞留し会話しやすい環境であること、人々

が行き交える歩行空間が存在していることで間接的な社交が生まれていることを示すことができた。

以上より、社交性の評価指標として設定した（F）囲み度（G）歩行率については、囲み度や歩行率

が高いほど農的空間の社交性が高いと評価することができると考えた。なお、（D）規模（E）プロポー

ションについては個別の事例からは評価値に関する知見を得ることができなかったため、本研究では

これら 2 つの指標については空間構成の実態の傾向を明らかにするために用いることとする。

　また、図 5-8 に各エリアにおける地面の状態を示す。図 5-8 より、コンクリートで舗装されたエリ

アがマーケット開催時の出店場所として選択されていることがわかる。さらに、表 5-4 に示したよう

に、土のままのエリア 8 やラバーマットで保護された芝生のエリア 13 で子供たちの遊びが積極的に

見られたことから、地べたにしゃがみやすく、走り回りやすい環境が子供たちに選択されていること

がわかる。エリア 7 でも子どもの遊びが確認できたが、これは親がエリア 15 で他者と会話している

傍で見られた行為であった。本研究では評価指標に地面の状態を示す項目を設定しなかったが、どの

ような地面の状態であるかということも人々の行為の内容に影響し、地面の状態の多様さが多様な社

交を生み出すと考察した。
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5-5　農的空間の空間構成の実態とその特徴

表 5-6 に社交性・多様性の評価指標を用いて算出した事例全体の空間構成の実態を、表 5-7 に各事

例の用途に基づくエリアごとの空間構成の実態を示す。以下に評価指標ごとに明らかになったことを

示す。

社交性の評価指標

（D）規模

　表 5-6 に示すように、事例 A 〜 C の規模の平均値は 1,279.85㎡であり、事例 D の 1379.58㎡と大

きな違いは見られなかった。一方で、東京都区部における農地区画の規模の平均値は 719.31㎡であ

り注 5-11）、これと比較すると対象事例の規模は大きいことがわかる。事例 D であっても平均値よりも

大きい規模を示していることから、複数の利用者が出入りする市民農園のような農的空間では、一般

的な農地区画よりも大きな面積が必要とされていると考えられた。

（E）プロポーション

　表 5-6 に示すように、事例 A 〜 C の平均値 1.4 は事例 D の値 1.2 よりも大きいものの大きな差はなく、

どの事例も正方形に近いプロポーションをしていることがわかった。値が 1.1 〜 1.6 でどの事例も近

似していることから、農的空間あるいは市民農園として利用しやすいプロポーションが存在すると推

察することができた。

（F）囲み度

　表 5-6 に示すように、事例 A 〜 C の平均値 110 度は事例 D の値 132 度よりも低くなった。また、

事例 B の囲み度は 40 度、事例 C は 188 度と大きな差が生じていた。敷地が建築物に囲まれている

かどうかは、事例の立地状況によって個体差があり、事例全体の囲み度の比較では社交性の評価指

標としての有効性を示すことはできなかった。他方、5-4-2 でエリアごとに囲み度を見たように、表

5-7 に示した各エリアの囲み度から囲み度の平均値を求めると、事例 A が 25.9、事例 B が 24.8、事

例 C が 56.8、事例 D が 12.0 となっており、事例 A 〜 C の方が高い値を示した。

（G）歩行率

　表 5-6 に示すように、事例 A 〜 C の平均値 36.05% と事例 D の値 36.39% はほとんど同じ値を示

したが、事例 A 及び B の歩行率は事例 D よりも高くなっていた。事例 C は従前の植木を残した部分（エ

リア 5）が全体の約 5 割を占めているため、歩行率が極端に低くなったと考えられることから、特殊

な事例であると言える。また、作物の栽培機能が特に重要視されている事例 D は、畑の面積が全体
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の 62.27% を占めているため歩行率が低くなったと考えられる。

多様性の評価指標

（H）用途の混在度

　表 5-6 に示すように、用途種数の混在度については、事例 A 〜 C の値がそれぞれ 0.79、0.66、0.77

といずれも事例 D の値 0.45 よりも高いことがわかった。用途面積の混在度についても、事例 A 〜 C

の値がそれぞれ 0.73、0.72、0.60 といずれも事例 D の値 0.49 よりも高かった。特に事例 B と事例

D の用途種数はともに 4 であるのにもかかわらず、用途種数及び用途面積の混在度に差が生じていた。

（I）囲み度の混在度

　表 5-6 に示すように、囲み度の混在度についても、用途の混在度と同様に、事例 A 〜 C の値がそ

れぞれ 0.65、0.65、0.57 といずれも事例 D の値 0.45 よりも高かった。事例 D のように敷地の内側

に畑を配置し、その周囲に通路を設置すると隣地に接するエリアが減少するため、囲み度のバリエー

ションが少なくなり、結果的に囲み度の混在度が低くなることが明らかになった。

（J）交通利便性

　表 5-6 に示すように、交通利便性が高い順に事例 D、事例 C、事例 A、事例 B という結果になり、

事例 D は事例 A 〜 C のいずれよりも交通利便性が高いことがわかった。自治体開設型の市民農園は

様々な人が公平にアクセス可能である必要があるため、より交通利便性の高い場所が選択されたと考

えられる。事例 C は事例 D に次いで 2 番目に交通利便性が高く、業界大手の民間企業による事業性

の高い市民農園であることと関連していると考えられる。以上より、交通利便性の高さは農的空間の

評価には繋がらず、評価指標として適当ではないと考えた。

表 5-6　事例全体の空間構成の実態
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　以上より、まず社交性の評価指標について、（D）規模（E）プロポーションについては事例 A 〜 C

と事例 D で大きな差がなく、各事例の実態の傾向を示すことに留まった。他方、5-4-2 で示したよう

に、（F）囲み度（G）歩行率が高いほど農的空間の社交性が高いと評価することができることを踏ま

えると、（F）囲み度については事例 A 〜 C の方が事例 D よりも各エリアの囲み度から算出した囲み

度の平均値が高くなっていることから、（F）囲み度に基づいて農的空間の社交性を評価することがで

きると判断した。また、（G）歩行率についても事例 A 及び B の方が事例 D よりも値が高くなってい

ることから、（G）歩行率に基づいて農的空間の社交性を評価することができると判断した。一方で、

事例 C のように特殊な事情により歩行率の値が極端に小さくなる場合もあることがわかった。

　多様性の評価指標については、5-3-1 で示したように混在度や交通利便性が高いほど多様性が高い

と評価することができ、事例 A 〜 C の方が事例 D よりも用途の混在度、囲み度の混在度が高くなっ

ていることから、（H）用途の混在度（I）囲み度の混在度に基づいて農的空間の多様性を評価するこ

とができた。中でも事例 A のいこうファームに関しては、用途の混在度、囲み度の混在度が高く、

その多様性を特に評価することができた。（J）交通利便性については、自治体開設型の市民農園の方

が明らかに高い値を示したため、農的空間の多様性を評価する指標には適していないことが明らかに

なった。

ここまで 5-4 及び 5-5 では農的空間の社交性・多様性の評価指標を設定し、それらを用いて事例 A

〜 C と事例 D の空間構成の実態を比較することで、農的空間の社交性・多様性を特に（F）囲み度（G）

歩行率（H）用途の混在度（I）囲み度の混在度の 4 つの評価指標に基づいて評価することができた。

つまり、建築や高木に囲われることで高い囲み度を示すこと、人々が行き交う歩行空間を確保するこ

とで高い歩行率を示すこと、様々な用途や囲み度を有する空間を配置することで高い混在度を示すこ

とが農的空間の空間形態の特徴であると言える。また、本章ではその傾向を示すことに留まったが、

農的空間として相応しい規模やプロポーションが存在する可能性を示すことができた。
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表 5-7　エリアごとの空間構成の実態
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5-6　農的空間への計画的介入の実態

　本節では、事例 A（以下、いこうファームとする）を対象に、計画段階からの農的空間への計画的

介入の可能性の有無を考察するために、社交性・多様性の 2 つの評価軸に関連して計画段階で計画者

にどのような計画意図が存在したのかを明らかにするとともに、計画意図の空間への反映実態を 2 つ

の評価軸の観点から明らかにする。

5-6-1　社交性・多様性に関する計画者の意図

　貸し農園の開設当初からいこうファームの空間計画に携わっており、現在でも緑地管理を担当して

いるとちどちランドスケープ室の吉岡氏へ、設定した社交性・多様性の 2 つの評価軸に基づいてヒア

リング調査を実施することで、明らかにした空間構成の実態を実現するに至った計画意図を明らかに

する。ヒアリング調査の実施概要とその結果を表 5-8 に示す。以下に、各評価軸に対するヒアリング

調査の結果の要点と考察を示す。

1）社交性に関わる計画意図：全ての生物を含めたコミュニティと植物を介した人々の社交

　表 5-8 の社交性に関する質問項目 1 への回答に、「またここでの社交（コミュニティ）とは、人と

人の関係性だけには留まらない。他の生物、植物、歴史などを含めた他者との関係性をどこまで設定

するかについて、強く意識している。」 とあるように、吉岡氏はエコロジカルランドスケープの視点

から、自分以外の全ての生あるものを他者と捉え、農にアクセスしてくる多様な生物を含めたコミュ

ニティや関係性が成り立つように農地や緑地の計画を心掛けていることがわかる。また、土地は人間

だけのものではないという考えのもと、人間が手を加えなくとも自然の力によって地力を高めること

ができる自然農法を積極的に取り入れることで野草や昆虫など多様な生物と共生する農地を計画して

いる。また、人間同士についても、表 5-8 の社交性に関する質問項目 1 への回答にあるように、「植

物を介した自然発生的な社交が生まれるようにした。」と述べており、食べられる植物を植えることで、

直接的な人々の交流だけではなく、味の共有やお裾分けなどを通した自然発生的な社交を想定してい

る。さらに、いこうファームのランドスケープ基本構想案には既存の 2 本のカエデが生み出す木陰空

間を活かしながら整備することで、人々が集う場所を生み出そうとする記述があり注 5-12）、また、表

5-8 の社交性に関する質問項目 2 への回答にあるように、吉岡氏はヒアリング調査の中でも既存のカ

エデが持つポテンシャルの高さを指摘していた。5-5 では、いこうファームでの観察調査によって視

覚を通した活動や空間の共有という社交の実態を確認したが、計画者の意図としても同じものを食べ

るという食の共有による社交や、居心地の良い空間の共有による社交が想定されていたことが明らか

になった。
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表 5-8　計画者へのヒアリング調査概要と結果
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2）多様性に関わる計画意図：多様な生物が生きやすい多様な環境づくり

　表 5-8 の多様性に関する質問項目 1 への回答にあるように、吉岡氏は「場を一つだけの目的に均

一化しない事は、生物多様性を高め、同時に多様な人々の暮らしのニーズにも応じることになり、結

果として、多くの人にとって居心地の良い環境を創出することにつながる。」 と述べており、多様な

生物が生きやすく、そして多様な人々にとって居心地の良い環境を生み出すために日照環境、風通し、

植物の手入れの具合、湿度などの環境条件の均一化を避け、また、高木、中低木、低木、高茎、草地、

素地などが一体的に連続した環境を意識的に計画していた。さらに、いこうファームの基本構想案の

中でも多様な環境であることの重要性が指摘されており、異なる環境や土地利用が一体的に連続する

ゾーニングが意識されている注 5-13）。5-5 での用途と囲み度の混在度の分析の結果、いこうファームの

空間構成の多様性は他の農的空間の事例と比較してかなり高いことが明らかになっているが、そこに

は計画段階から多様な生物にとって居やすい、多様な環境を作り出すという計画者の意図があったこ

とが明らかになった。

5-6-2　計画者の意図の実空間への反映実態

　次に、計画者の意図がどのように実空間に反映されたのかその実態を明らかにするために、いこう

ファーム開園前と開園後の様子を写真から比較し、その変容実態を明らかにする。ここでは特に、設

定した社交性・多様性の 2 つの評価軸に基づき、①納屋②カエデ③境界部分（畑側）④境界部分（母

屋側）⑤森庭の 5 つの変容実態について見ることとした。図 5-9 に評価軸に基づくいこうファーム

開園前後の比較を示す。

1）納屋活用のための改修とカエデなどの保全

　図 5-9 の①②にいこうファーム開園前と開園後の納屋とカエデの様子を示す。まず①について、開

園前の写真では納屋は物置のようになり、開口部は塞がれているが、開園後では畑利用者の昼食の場

やイベント時の屋内出店場所として利用されている。このように人々の滞留空間になっていることか

ら、納屋が農的空間の社交性を創出していると同時に、作物を栽培する場以外の施設となり、用途の

混在をもたらすことで農的空間の多様性を創出していると言える。現地でヒアリング調査を実施した

際にも、昔ながらの納屋の雰囲気が気に入りいこうファームを選択したと語る畑利用者もいた。また

②について、開園前の写真では 2 本のカエデは他の植物と交じり合い、その存在を認知しにくいが、

開園後には手入れされていることがわかる。カエデが中庭へ覆い被さるように存在することで、木陰

の元、人々が滞留しやすい空間を生み出しており、カエデの存在によって農的空間の社交性が創出さ

れていると考えられる。
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2）境界部のデザインによる地域への開放

　図 5-9 の③④に開園前と開園後のいこうファームの境界部分の様子を示す。図 5-9 の③に示すよう

に、開園前の写真では畑側は無機質なフェンスで囲われ、地面もアスファルトで覆われている。また、

手前にビニールハウスが設置されていることで道路からの視界が遮られ中の様子を見ることは困難に

なっている。対して開園後の写真では、フェンスは生垣へと取り替えられ中が見通せるようになった

ことで、行き交う人々が中の様子を覗くことができるようになっていることがわかる。また、図 5-9

の④に示すように開園前の写真では母屋側はブロック塀で囲われており、こちらも中の様子を見るこ

とはできないが、開園後には生垣へと取り替えられ母屋前の庭も改修されたことで、母屋前の庭や中

庭から伸びる道と外部との一体的な繋がりを実現することができている。以上より、③④ともに、敷

地全体を活かしながら、いこうファーム内部だけに留まらない、内部と外部との視覚を通した間接的

な社交を創出することができていると言える。

3）植栽の活用や整理による庭づくり

　図 5-9 の⑤に開園前と開園後の森庭の様子を示す。開園前の写真では木々の低い位置から葉が広が

り、地面も草に覆われているため人々が通りにくく、見通しの悪い空間になっており、敷地全体の連

続性が分断されている様子が伺える。開園後には、それらの木々の透かし剪定がなされ、また低い位

置の枝葉を落としたことで人々が通ることのできる小道が確保された。さらに、写真手前に映る下草

や建造物を撤去しイベント空間を確保したことで、作物を栽培する場以外の空間が創出されたと言え

る。また、5-5 で述べたように、森庭のように人々が入りやすく、かつ植物に囲われ高い囲み度を有

している屋外空間が計画されたことで、人々が滞留しやすい空間を生み出すことができたと考えられ

る。さらに、高木、中低木、低木、高茎、草地、陰生植物、素地、岩などの異なる要素を活用するこ

とで、明るい空間や、やや暗い空間、開放的な空間や囲われた空間など、多様な環境を生み出すこと

を実現していた。以上より、植栽の活用や整備によって人々が滞留しやすい空間を生み出すことで農

的空間の社交性を創出しており、また同時に、作物を栽培する場以外の用途の混在や、多様な環境の

整備によって農的空間の多様性を創出していると言える。

以上、本節の分析により、農的空間の社交性・多様性は活動の中で形成され空間構成に現れてくる

だけではなく、計画段階から計画者が意図しているものであり、またその意図は実空間へ反映されて

いたことから、計画段階からの農的空間への計画的介入が可能であることが明らかになった。
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図 5-9　評価軸に基づくいこうファーム開園前後の比較
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5-7　小結

本章では、作物の栽培が行われている場と、それに関連する生活行為が見られる同じ市民農園内の

空間を一体的に利用している市民農園を農的空間と捉え、それらを対象に、設定した社交性・多様性

の評価指標を用いた空間構成の実態解明を通して農的空間を評価するとともに、社交性・多様性を有

することで都市住民の住生活の質を向上する農的空間の空間形態の特徴と、計画者の意図やその実空

間への反映実態を明らかにした。

①農的空間の社交性・多様性の評価指標の設定

　まず、本章では既往知見を参考に社交性については（D）規模（E）プロポーション（F）囲み度（G）

歩行率の 4 つを、多様性については（H）用途の混在度（I）囲み度の混在度（J）交通利便性の 3 つ

を評価指標として設定し、それらを本研究で用いるねらいと算出方法を整理した。また、既往研究か

ら具体的な評価値を参照することのできない社交性の評価指標について、1 事例に着目し空間構成の

実態と人々の社交の実態との関係を明らかにしたところ、1 つ目に囲み度の高い屋外空間は人々が滞

留し会話しやすい環境であり、またそれは建築物に限らず高木でも同様な効果をもたらすことができ

ることや、2 つ目にエリアを跨いだ視覚を通した社交の実態を確認することができ、特に通路のよう

な人々が行き交うエリアを確保することが重要であることを示すことができた。以上より、囲み度と

歩行率が高いほど農的空間の社交性を評価することができると考えた。

②空間構成の実態解明による農的空間の社交性・多様性の評価と農的空間の空間形態の特徴

　次に、設定した社交性・多様性の評価指標を用いて、農的空間 A 〜 C と自治体開設型の市民農園

D の空間構成の実態を明らかにした。その結果、第一に社交性について、（D）規模（E）プロポー

ションについては事例 A 〜 C と事例 D で大きな差がなく、各事例の実態の傾向を示すことに留まっ

た。傾向としては、（D）規模については農的空間や市民農園では一般的な農地よりも大きな面積が

必要とされていること、（E）プロポーションについては農的空間や市民農園として利用しやすいプロ

ポーションが存在することが明らかになった。また、（F）囲み度（G）歩行率については、事例 A 〜

C の方が事例 D よりも各エリアの囲み度から算出した囲み度の平均値が高くなっていること、事例 A

及び B の歩行率が事例 D よりも高くなっていたことから、（F）囲み度（G）歩行率に基づいて農的空

間の社交性を評価することができた。しかしながら、事例 C のように従前の利用方法などに基づく特

殊な事情により歩行率の値が極端に小さくなる場合もあることがわかった。第二に多様性については

（H）用途の混在度（I）囲み度の混在度ともに事例 A 〜 C の方が事例 D よりも明らかに高い値を示し

たことから、事例 A 〜 C の多様性を評価することができた。一方で、（J）交通利便性は事例 D の方

が事例 A 〜 C よりも高い値を示したことから、農的空間の多様性の評価には繋がらず、評価指標と
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して適当ではないと考えた。

　①及び②の結果をまとめると、①で設定した評価指標を用いて事例 A 〜 C と事例 D の空間構成の

実態を比較することで、農的空間の社交性・多様性を（F）囲み度（G）歩行率（H）用途の混在度（I）

囲み度の混在度に基づいて評価することができた。つまり、建築や高木に囲われることで高い囲み度

を示すこと、人々が行き交う歩行空間を確保することで高い歩行率を示すこと、様々な用途や囲み度

の空間を配置し高い混在度を示すことが、農的空間が社交性・多様性を有するための空間形態の特徴

であると言える。また、本章ではその傾向を示すことに留まったが、農的空間として相応しい（D）

規模や（E）プロポーションが存在する可能性を示すことができた。

③社交性・多様性に着目した計画者の計画意図及び実空間への反映実態

　最後に、事例 A のいこうファームを対象に、社交性・多様性の 2 つの評価軸に関連して計画段階

で計画者にどのような計画意図が存在したのかを明らかにするとともに、計画意図の空間への反映の

実態を 2 つの評価軸の観点から明らかにした。まず計画者へのヒアリング調査から、農的空間の社交

性・多様性は活動の中で形成され空間構成に現れているだけではなく、計画段階から計画者の意図と

して存在していることがわかった。また、その意図は納屋活用のための改修とカエデなどの保全、境

界部のデザインによる地域への開放、植栽の活用や整理による庭づくりによって実際に実空間へ反映

されており、農的空間への計画的介入とその実現が可能であることが明らかになった。
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注釈

注 5-1）参考文献 5-8）の表 2「開設根拠法に基づく開設主体ごとの農園数及び面積」に記載されている市民農園整備促進

法に基づいて区市町村が開設する農園数 13 と、区市町村が開設する農園数の合計 358 を参照して算出した。

注 5-2）対象事例の不動産登記情報（全部事項）で地目を確認した。

注 5-3）参考文献 5-9）に記載されている東京都区部における 113 の市民農園の平均規模は 1,345㎡であった。また、設置

施設名から設備の有無を判断した。

注 5-4）2021 年 6 月 14 日に巻尺を用いて現地での実測調査を実施した。

注 5-5）事例 A、事例 B、事例 C については筆者による土地所有者へのヒアリング調査の結果に基づく。

注 5-6）参考文献 5-10）, 2 段目 l.26, p.97-1 段目 l.15, p.98 を参照した。

注 5-7）参考文献 5-10）, 1 段目 l.14-25, p.100 を参照した。

注 5-8）筆者による事例 A の利用者へのヒアリング調査の結果に基づく。

注 5-9）余弦の定理を用いて以下の式から角度を算出した【cos A = b2+c2-a2/2bc】。なお、辺 a は求める角度 A に向き合う

辺とする。

注 5-10）一般的に、水平視野については、両目で色彩まで認識できる範囲が 0 〜 70 度、両目で認識できる範囲が 70 〜 120 度、

片目で認識できる範囲が 120 〜 200 度とされている <https://www.honda.co.jp/safetyinfo/kyt/spt2/spt203.html>, （参照

2022.01.26）。本研究では人々が感じる囲われ感の多様さを、「囲み度」として角度を用いて明らかにしようとするもの

であるため、両目で認識できる範囲の角度の区分を分析に用いることとした。また、囲み度 360 度とは屋内空間を指し

ているため、120 〜 360 度未満と区別して扱うこととした。

注 5-11）参考文献 5-11）を用いて ArcGIS Pro のジオメトリ演算ツールによって区画ごとの面積を計測し、平均値を算出した。

注 5-12）とちどちランドスケープ室の吉岡氏より提供いただいた、いこうファームランドケープ基本構想案を参照した。

注 5-13）同上。
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6-1　本章の概要

6-1-1　本章の目的と方法

　ここまで本研究では、空間形態に着目した農的空間の親和性・社交性・多様性の評価を通して農的

空間の評価指標を提示してきた。本章では、第 5 章でその多様性を特に評価することのできたいこう

ファームを対象に、農的空間の空間形態に基づく評価指標でははかることのできない評価軸が示す特

性について、利用者の行為や意識、周辺の土地建物の変化に着目して農的空間の親和性・社交性・多

様性を包括的に評価することで、農的空間が都市住民の住生活の質を向上する要素となっていること

を示し、設定した評価軸そのものの有効性を再検証することを目的とする。図 6-1 に本章の位置付け

を示す。

　図 6-1 に示すように、本章では農的空間の親和性の評価、社交性の評価、多様性の評価、住生活の

質の向上の直接的な評価の 4 つに分けて分析を進める。第一に、農的空間の親和性の評価について、

本章では緩衝空間における人々の作物の栽培に留まらない自発的、創造的な活動の実態を明らかにす

ることで、作物を栽培するという行為を含めた住生活を実現するためのバッファーとして緩衝空間が

機能していることを示す。第 1 章で述べたように、親和性とは市街地と共存するために緩衝空間を有

していることを示す農的空間の特性である。第 3 章では栽培時の音やにおい、農薬や土埃など、周

辺市街地に与える影響を軽減する役割を持つものとして緩衝空間を捉え、緩衝空間となり得る農地の

区画規模、接道街路の幅員、接道面数を指標として農地区画の変容実態を明らかにすることで農地区

画の親和性を評価した。他方で、緩衝空間とはすなわち、実際に作物を栽培する以外の場所を指して

図 6-1　本章の位置付け
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いるため、本研究で定義した農的空間の中で「作物を栽培するという行為に伴う人々の生活行為が見

られる空間」に相当すると言える。したがって、緩衝空間は単に農薬や土埃などの市街地への影響を

軽減するものではなく、ここでは様々な空間利用やその仕組みづくりなど、利用者の自発的、創造的

行為が創出されていると考えられる。これまで市街地と農地は二分化され相互に関係性を持ってこな

かったため、作物を栽培するという行為と一般的な住宅での生活行為とは接点が存在しなかった。し

かしながら、空間利用やその仕組みづくりなどの利用者の自発的、創造的行為が作り出される緩衝空

間が市街地と農地の両者にとって身近なバッファーとして機能することで、作物を栽培する行為と市

街地や住宅での生活行為に接点を生み出し、双方を含めた住生活を実現できるのではないかと考えた。

以上を踏まえ、本章では緩衝空間における人々の行為に着目し、作物の栽培に留まらない人々の自発

的、創造的な活動の実態を明らかにすることで、緩衝空間が作物を栽培するという行為を含めた住生

活を実現するためのバッファーとして機能していることを示し、農的空間の親和性を評価する。

　第二に、農的空間の社交性の評価について、本章では社交性が示す、自発的な利用、見守り、世話

が見られることという農的空間の空間形態でははかることのできない特性に着目し、いこうファーム

における主体形成とその広がりの実態を明らかにするとともに、農的空間への関与の意欲を明らかに

することで、農的空間が都市住民の住生活の質を向上する要素となっていることを示す。自発的な利

用、見守り、世話のためには、単に農的空間を利用するだけではなく、運営への関与によって主体と

なることが必要である。そこで、本章では参加者から主体への変化の実態を明らかにすることで、自

発的な利用や見守り、世話が実際に見られるのか、またどのように主体が形成されているのかを明ら

かにする。一方で、関与する全ての人が主体となるわけではなく、それぞれの立ち位置で関与し続け

ていることも重要であると考え、参加者のいこうファームへの関与の意欲についても明らかにするこ

ととした。

　第三に、農的空間の多様性の評価について、本章では多様性が示す、多様な人々を惹きつけること

という空間形態でははかることのできない特性に着目し、参加者の混在度を明らかにする。また、多

様性が示す様々な施設や用途が混在することという特性に着目し、いこうファーム周辺の建物用途及

び新旧建物の混在の実態を明らかにすることで、農的空間が都市住民の住生活の質を向上する要素と

なっていることを示す。ここで、周辺の土地建物を扱う意図を以下に述べる。第 5 章では作物を栽培

する場と、それに伴う生活行為が見られる同じ市民農園内の空間を一体的に利用している事例を農的

空間と捉え、分析の対象としたが、序 -2-1 で述べたように、本来農的空間とは作物を栽培する場と

その他の空間の立地的関係を規定するものではない。したがって、いこうファームに関しても本来で

あれば市民農園内だけではなく、拠点としてのいこうファームを含む周辺地域が一体的に農的空間と

して捉えられていくべきである。以上より、いこうファームが周辺の土地建物へ与えた影響からも農

的空間が都市住民の住生活の質を向上する要素になり得ているのかを検証することが必要であると考
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えた。一方で、実際にいこうファームが周辺の土地建物へもたらした影響であるのか、その因果関係

を一対一で検証することは困難であるため、ここではいこうファームが存在する地域において、土地

建物にどのような変化があったかを明らかにすることとする。なお、混在度による多様性の評価につ

いては、第 5 章でも参考にした野村ら（2018）6-1）の研究を参考に、周辺地域に多様な建築用途が混

在しているか、新旧建物が混在しているかを明らかにすることで、いこうファームが存在する周辺地

域の多様性を評価することとする。

　第四に、住生活の質の向上の直接的な評価について以下に述べる。ここまでは親和性・社交性・多

様性の 3 つの評価軸に基づいて都市住民の住生活の質を向上する要素として、いこうファーム及びそ

の周辺地域を評価してきたが、ここでは、実際に参加者の住生活にどのような変化があったのか、ま

た、周辺の土地建物の変化に着目し、未利用建築が減少しているか、住宅・土地価格は向上している

のかを明らかにすることで、いこうファーム及びその周辺地域において都市住民の住生活の質の向上

が見られるのかを評価する。未利用建築の活用や住宅・土地価格の上昇はすなわち、周辺地域におい

て住生活の質の向上が見られた結果、地域の価値が向上したと捉えることができる。前述の多様性の

評価と同様に、いこうファームと土地建物の変化の因果関係を一対一で示すことは困難だが、本章で

は、農的空間が存在する地域の価値がどのように評価されているのかを未利用建築の活用及び住宅・

土地価格から明らかにする。

6-1-2　本章の流れ

　本章では以下①〜②に示す事項について各節で明らかにする。

①農的空間の親和性・社交性・多様性の評価（6-2.6-3.6-4）

②農的空間による住生活の質の向上の実態（6-5）

　はじめに①について、6-2 では、いこうファームでの観察調査によって緩衝空間における人々の作

物の栽培以外の自発的、創造的行為の実態を明らかにすることで、緩衝空間が作物を栽培するという

行為を含めた住生活を実現するためのバッファーとして機能していることを示す。6-3 では、主にい

こうファームの関係者へのヒアリング調査によって参加者から主体への変化の実態とそれらの広がり

を明らかにする。また、アンケート調査によってマーケット参加者の関与への意欲を明らかにする。

6-4 ではアンケート調査の結果を用いてマーケット参加者の混在度を求めることで、参加者の多様性

を明らかにする。また、地図資料の分析によりいこうファーム開園前と現在の周辺建物用途及び新築・

建替えの傾向を明らかにすることで、建物用途の混在度の変化や新旧建物の混在について明らかにす

る。次に②について、6-5 では、アンケート調査によっていこうファームにおけるマーケット参加者

の住生活の変化の実態を明らかにする。また、地図資料の分析により未利用建築率の変化を明らかに

するとともに、不動産取引情報の分析により、いこうファーム開園前と現在の住宅・土地価格の変容
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実態を明らかにすることで、農的空間の周辺地域において都市住民の住生活の質の向上が見られるの

かを考察する。

6-1-3　本章で用いる資料

　本章で用いる資料を表 6-1 に示す。6-2 では 5-4-1 の表 5-4 に示した観察調査の結果を分析に用いる。

また、6-3、6-4、6-5 ではマーケット参加者を対象としたアンケート調査と、畑利用者を対象にした

アンケート調査、マーケット出店者を対象としたアンケート調査の 3 つのアンケート調査の結果を分

析に用いることとする。3 つのアンケート調査の概要をそれぞれ表 6-2、表 6-3、表 6-4 に示す。な

お、マーケット参加者とマーケット出店者を対象としたアンケート調査の内容とその結果の全容は資

料編、図資 -1 及び図資 -2 に示し、本文中では実際に分析に用いた結果のみを抜粋して掲載する。さ

らに、6-4 及び 6-5 では周辺の建物用途や新旧建物の混在度の変化、未利用建築率の変化の分析のた

めに 2015 年と 2020 年の住宅地図 6-2）6-3）を用いる。そして 6-5-2 の住宅・土地価格の把握には、国

土交通省が提供する土地総合情報システムの不動産取引価格情報検索から足立区の 2010 年下半期か

ら 2020 年上半期の不動産取引価格情報（土地、土地と建物、中古マンション等）のエクセルデータ

をダウンロードして分析に用いることとする注 6-1）。扱うデータの範囲の詳細については 6-5-2 で後述

する。

表 6-1　本章で用いる資料とデータ
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表 6-2　マーケット参加者へのアンケート調査概要

表 6-3　畑利用者へのアンケート調査概要

表 6-4　マーケット出店者へのアンケート調査概要
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6-2　緩衝空間における自発的・創造的行為に着目した親和性の評価

　本節では、緩衝空間が作物を栽培するという行為を含めた住生活を実現するためのバッファーとし

て機能していることを示すために、利用者の行為や意識の変化に着目して緩衝空間における人々の作

物の栽培以外の自発的、創造的行為の実態を明らかにする。図 6-2 と図 6-3 にそれぞれ、マーケット

参加者と畑利用者の緩衝空間における自発的、創造的行為の実態を示す。なお、本節は作物の栽培に

留まらない人々の自発的、創造的行為の実態を明らかにしようとするものであるため、実際に作物を

栽培する耕作エリア以外を緩衝空間として捉え、そこで見られる行為について注目する。また、イベ

ントとは、いこうファームで開催される食事会、農業講座などの催し物の総称であり、その中でもマー

ケットとは複数の店舗が出店し様々なサービスを提供する市場のことを指す。

1）マーケット参加者の自発的・創造的行為の実態

　図 6-2 に示すように、緩衝空間での自発的、創造的行為として店主やマーケット参加者同士の会話

などのマーケットを開催することに伴う行為や、畑を見ながらの会話、納屋のベンチでの会話、畑や

木々の観察、土いじりや石に乗って遊ぶなどといった農的空間が有する環境によって誘発される行為

を確認することができた。参加者から主体への変化に関しては次節にて詳細を述べるが、いこうファー

ムで開催されているマーケットは他のイベントに参加していた人物の提案で企画されたものであり、

物を買うという行為に留まらないマーケットでの他者との自発的な会話が、新たな企画の着想やその

実現のきっかけになっていると考えられた。また、畑を見ながらの会話や、納屋のベンチでの会話で

はマーケット参加者が自分たち自身で居心地の良い空間や会話のきっかけを見つけ空間を利用してい

ると考えることができる。他者との会話はいこうファームの内部に留まらず、偶然通りかかった周辺

住民と路上で会話するという行為へと拡張しており、また、路上から内部の様子を伺う人の姿も見ら

れた。このように、農的空間の内部だけでなく第３章で緩衝空間として着目した接道街路においても

人々の自発的、創造的行為を確認することができたとともに、通りがかりの人々が農に触れることの

できる空間となっていた。さらに、畑や木々の観察、土いじりなどの遊びなどに関しても、どのよう

にして利用するか規定されていない空間において、マーケット参加者自身がその空間をどのように利

用するかを思考した自発的かつ創造的な行為であると言える。中でも子供たちは農的空間の井戸や石、

土、木々を道具として遊びを創り出しており、自らのアイディアによって空間を使いこなしている様

子を確認することができた。

　また表 6-2 にその調査概要を示したマーケット参加者へのアンケート調査では、マーケットに参加

するにあたって注意していることがあるかという問いに対して、図 6-4 に示すように 45 名中 20 名

が近隣の迷惑にならないように注意していると回答しており、また 9 名がゴミが落ちていたら積極的

に拾うようにしていると回答していた。このように、たとえマーケットの客という立場である参加者
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であっても自発的かつ創造的な行為とその意識があることが明らかになった。

2）畑利用者の自発的・創造的行為の実態

　次に畑利用者についても、図 6-3 に示すように作物の栽培に深く関連する農業講座や栽培のアドバ

イスを聞くなどの行為とともに、畑を見ながらの他者との会話や、庭や納屋での休息、母親を待つ間

の子供たちの砂遊びなどを緩衝空間で確認することができた。また図 6-3 に示すように、自発的に自

転車を整理する畑利用者の姿が見られた。いこうファームでは利用に関する細かなルールは設定され

ておらず、表 6-3 にその調査概要を示した利用者へのアンケート調査でも、14 名全員が利用者間の

ルールは存在しないと認識していると回答した。その一方で、自主的な取り組みはあるかという問い

に対して、畑で使う道具が汚れていたら積極的に洗うようにしているという回答や、訪れた時にはト

イレを掃除しゴミ拾いをするという回答、イベントの開催時には積極的に参加して手伝うようにして

いるなどといった回答が見られ、ルールが存在せずとも畑利用者は自発的にいこうファームの運営を

支援するような活動していることがわかった。

3）バッファーとして機能する緩衝空間の捉え方

　ここで、第 3 章で緩衝空間として扱った農地区画そのものと接道街路の 2 つに着目し、図 6-5 に

緩衝空間の捉え方の典型的な例として農地区画そのものが緩衝空間となる場合と、接道街路が緩衝空

間となる場合を示す。まず、農地区画そのものが緩衝空間となる場合、前述のようにそこでは土に触

れる遊びや、マーケットの開催とそこで生まれる他者との会話など、作物の栽培に留まらない自発的、

創造的な行為を確認することができた。このような場合、農的空間の内部に緩衝空間が存在すること

となり、図 6-5 に示すように市街地や住宅での生活行為を農的空間へ引き込むようなモデルとして緩

衝空間を捉えることができる。他方、接道街路が緩衝空間となる場合では、前述のように利用者では

ない周辺住民が中の様子を伺うことや、通りかかった周辺住民と利用者が立ち話をするなどの行為を

確認することができた。接道街路という緩衝空間での利用者の行為が周辺住民との関係性を生み出し、

図 6-4　マーケットへの参加にあたり参加者が注意していること

第 6 章　利用者の行為や意識と土地建物の変化に着目した農的空間の評価



239

また接道街路が、通りかかった人々が外部から農に触れるための空間となることで、図 6-5 に示すよ

うに農的空間での行為を市街地へ展開するようなモデルとして緩衝空間を捉えることができる。実際

にはいこうファームで農地区画、接道街路の両者で人々の自発的、創造的な行為を確認することがで

きたように、この 2 つのモデルが 1 つの農的空間に共存していることが考えられる。

　このように、第 3 章では緩衝空間を栽培時の音やにおい、農薬や土埃などの周辺市街地への影響を

軽減する役割を持つものとして捉えていたが、もう一つの側面として、緩衝空間では人々の作物の栽

培以外の自発的、創造的行為が創り出されていることが明らかになった。そして市街地や住宅での生

活行為を農的空間へ引き込む、あるいは農的空間での行為を市街地へ展開することで、緩衝空間が市

街地と農地での行為の接点を生み出す両者にとって身近なバッファーとして機能し、作物を栽培する

行為を含めた住生活を実現することができると考えた。以上より、市街地と共存するための市街地へ

の影響を軽減する緩衝空間を有していることからだけでなく、市街地と共存するための人々の自発的、

創造的行為を創り出すバッファーとして機能する緩衝空間を有していることからも、農的空間の親和

性を評価することができると結論づけた。

図 6-5　バッファーとしての機能を持つ緩衝空間の捉え方
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6-3　主体形成と関与の意欲に着目した社交性の評価

6-3-1　主体形成とその広がりの実態

　ここでは、利用者の行為や意識の変化に着目して農的空間の社交性を評価するために、主体形成と

その広がりの実態を明らかにする。まず、運営への関与具合によって、農的空間が住生活の質の向上

にどのように寄与するかが異なると考え、いこうファームの関係者を主体と参加者の 2 つに分類した。

なお、本研究における主体とは、ある特定の場面で自ら企画及び運営を行う中心人物と、自ら企画は

行わないものの運営の一部を担う人物の双方を指すこととする。対して参加者とは、サービスを一方

的に享受する人物のことを指す。表 6-5 に対象事例において確認することができた関係者の一覧を 2

つの分類ごとに示す。

1）参加者から主体への変化

　著者は初めていこうファームを訪ねた 2020 年 8 月から、2021 年 9 月現在に至るまで、複数回の

現地調査やイベントへの参加を通し、表 6-5 に示した主体へのヒアリング調査を実施した。その結果

より、もともとはいこうファームで開催されていたイベントの参加者であった人物（表 6-5 参加者 2）

が自身の企画を土地所有者兼いこうファーム運営者（表 6-5 主体 1）に売り込み、いこうファームで

マーケットを開催する主体（表 6-5 主体 2）となるという事例や、畑利用者（表 6-5 参加者 1）と土

地所有者兼いこうファーム運営者が経営する集合住宅であるワカミヤハイツの住民（表 6-5 参加者 3）

表 6-5　対象事例における関係者一覧
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がイベントで意気投合し、女性調理部が結成されイベント時に主体（表 6-5 主体 3）として出店する

という事例も見られた。さらには、イベントに積極的に参加していた畑利用者 3 名（表 6-5 参加者 1）

が、現在ではいこうファームでのイベントや催しの運営側（表 6-5 主体 4）に就いている例もあった。

このように参加者から主体へと変化している事例を複数確認することができた。

　他方で、いこうファーム以外の場所で主体として地域活動をしているものの、いこうファームでは

参加者であり続けている人々もいた。彼らはいこうファームでは自身の活動をイベントや催しの場に

おいて会話の中で共有することに留まっており、参加者として様々な場所に緩く関与していると考え

られる。土地所有者兼いこうファーム運営者（表 6-5 主体 1）もそのような参加者の別の場所での主

体としての活動内容をよく把握しており、継続的な関係性が築かれていた。

　以上のように、イベントや催しはより多くの人々を集め、農的空間に関心を持ってもらうための有

効な手段の 1 つであるが、同時に食や健康など農にまつわる様々な内容のイベントや催しの中でこれ

まで出会わなかった人々が結びつくことで、参加者が主体へと変化するきっかけを生み出すことがで

きていると考えられた。

2）店舗を介した主体形成の広がり

　ここでは表 6-5 に示した主体の中でもマーケット出店者に着目する。表 6-4 にその調査概要を示し

たマーケット出店者へのアンケート調査では、図 6-6 に示すように 15 名中 12 名がオーナーや家族・

友人・知人の紹介をマーケットに出店するきっかけとしてあげており、マーケット出店者に関しても

人伝に結びつきが生じ、主体としていこうファームに関与するようになった人が多いことがわかった。

また、荒川区や千葉県船橋市、さいたま市緑区などいこうファームから距離のある地域に実店舗を構

える出店者も多く、広範囲から人々が集まり、主体としてマーケットに関与していた。マーケット企

画者（表 6-5 主体 2）へのヒアリング調査によると、彼らはいこうファームだけではなく複数のマーケッ

トで流動的に出店している。現時点では実際に確認することはできなかったが、彼らが複数のマーケッ

トで出店することを通して、他の場所のマーケットに出店していた店舗がいこうファームでのマー

ケットに出店するようになるなど、広範囲で主体が形成されていく可能性を有していると言える。

図 6-6　いこうファームで開催しているイベントに参加したきっかけ
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　また畑利用者へのヒアリング調査の結果、特徴的な出来事として、いこうファームの近隣に店を構

える自然食品店の馴染み客が、店主の紹介で畑利用者（表 6-5 参加者 1）となり、後にその店舗もマー

ケットに出店するようになったという事例があった。さらに、この畑利用者は現在主体としていこう

ファームの運営サポートを担っている 1 人（表 6-5 主体 4）で、イベント側の主体を介して繋がった

人々が畑側の新たな主体として活動するという主体形成の広がりを確認することができた。

　また図 6-7 に示すようにいこうファームでの出店の理由として、オーナーの人柄やイベントの運

営方針への共感があがっているが、場所の雰囲気や畑のすぐ近くであることに魅力を感じたからとい

う回答を選択している人もおり、農的空間で出店することに価値を感じている出店者が多いことがわ

かった。食品を扱う店舗やその中でも特に自然食品やオーガニックにこだわりを持つ商品を扱う店舗

は、作物を栽培する場の近くで商品を売ることで、商品の魅力をよりアピールすることができる。今

後、農的空間の周辺で開催されるイベントが増加すれば、そのイベントを積極的に選択する店舗は多

いと予想することができ、店舗を介した主体形成は益々広がりを見せると考えられる。

6-3-2　農的空間への関与や作物の栽培への意欲

　次に、表 6-2 にその調査概要を示したマーケット参加者へのアンケート調査により、農的空間の利

用によって生じた積極的関与への意欲について明らかにする。いこうファームでのイベントにまた参

加したいと思うかについて、図 6-8 に示すようにいつかは出店してみたいと回答した人が 11 名と全

体の 23.9% を占めており、参加者に留まらず、主体としてのマーケットへの関与の意欲がある人が

一定数いることがわかった。また、参加者としてまた参加したいと回答した人は 31 名と全体の約 7

割を占めており、農的空間への継続的関与の意欲を確認できた。さらに、図 6-9 示すように、農作業

をやってみたいと思うかについて、「既にやっている」「ぜひやってみたい」と回答した人が 19 名と

全体の約 4 割を占めており、農的空間におけるマーケットへの参加は作物の栽培への意欲創出の一定

図 6-7　いこうファームでの出店の理由

第 6 章　利用者の行為や意識と土地建物の変化に着目した農的空間の評価



243

の効果もあると考えられる。その一方で、約 5 割のマーケット参加者は「やってみたいが時間・技術

的に難しい」「収穫体験だけなど少しだけならやってみたい」と回答していることから、作物の栽培

への意欲がある反面、実行するにはハードルが高いと感じている人も多くいることがわかった。

　以上のように、利用者の行為や意識の変化に着目すると、いこうファームでは、第一に、もともと

参加者として関与していた人が、主体へと変化している事例を複数確認することができ、特に参加者

から主体へと変化するきっかけとしてイベントが重要な役割を担っていることが明らかになった。ま

た、マーケットに出店している店舗を介した主体形成の広がりの実態を確認することができ、流動的

なマーケット出店者が他のマーケットでも活動することによって、広範囲で主体が形成されていく可

能性を指摘した。第二に、今後は主体的な関与を希望する人も含め約 9 割の人々が継続的な関与の意

欲を有しており、また、マーケットへの参加は作物を栽培することへの意欲創出の一定の効果もある

と考えられるものの、実践するにはハードルが高いと感じている人も多くいることがわかった。以上

より、いこうファームでは自発的な利用、見守り、世話のための主体形成やその広がりを確認するこ

とができ、また参加者であっても多くが継続的な関与の意欲があることから、主体形成と関与の意欲

に着目しても農的空間の社交性は評価できると結論づけた。

図 6-8　いこうファームへの関与の意欲

図 6-9　作物の栽培への意欲
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6-4　参加者及び建物の混在に着目した多様性の評価

　ここでは、農的空間の多様性を評価するために参加者の混在度を明らかにする。また、野村ら（2018）

は都市の多様性を示す指標として、用途の混在と新旧建築の混在を用いている。そこで本節でも、周

辺の土地建物の変化に着目していこうファームの多様性を周辺の建物用途及び新旧建物の混在からも

評価する。

6-4-1　参加者特性に基づく混在度の算出

1）分析方法

実際に農的空間が多様な参加者を集めることができているのか、その効果を検証するために、表

6-3 でその調査概要を示したマーケット参加者へのアンケート調査から、マーケット参加者の年代、

性別、職業、家族構成、居住地、地域活動の有無などの特性に関する結果を用いて、以下の式 6- ①

から参加者特性に基づく混在度を算出する。図 6-10 にマーケット参加者の特性を示す。

S = 選択肢数、ni = i 番目の選択肢が占める割合

図 6-10　マーケット参加者の特性
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2）分析結果

表 6-6 に算出した参加者特性に基づく混在度を示す。表 6-6 の混在度（実数）を見ると、他の特性

と比較して参加者の年代と職業で混在度がそれぞれ 0.77、0.86 と高い値を示しており、より多様な

年代、職業の人々がイベントに参加していることがわかった。また、本調査が選択制のアンケート調

査であることを考慮し、各特性について最も混在度の高い状態に対する実数の割合を算出し表 6-6 に

示した。例えば性別の場合、選択肢は 2 つ用意されていたので、男女の割合が 50% ずつになる時に

最も高い混在度を示すことになる。その時、式 6- ①に当てはめると混在度（最大値）は 0.50 であり、

最大値 0.50 に対する実数 0.44 の割合は 88.89% となる。表 6-6 より、家族構成と居住地以外の特

性については全て 85.0% を超えていることから、参加者特性は多様であると評価することができた。

一方で、家族構成については 71.5% に留まっており、特に一人暮らしと回答した人が 1 人もいなかっ

たことから、一人暮らし層でも参加しやすい環境づくりがより一層求められていると考えられた。ま

た、居住地についても 44.1% と非常に低い割合に留まっており、参加者特性の多様性の視点におい

ては評価できない結果となった。しかしながら、図 6-10 に示したように、マーケット参加者全体の

80.0% が足立区内に居住しており、居住地の近い人々が多く参加していることは、いこうファームが

非日常的な空間ではなく、人々の居住空間の一部として根付いていることを示しているとも考えるこ

とができる。

6-4-2　建物用途及び新旧建物の混在度の算出

1）分析方法

　まず、分析対象とするいこうファームの周辺地域について、図 6-10 に示したマーケット参加者の

特性より、参加者は伊興 1 〜 5 丁目、西新井 3 〜 4 丁目に居住する人々が全体の約 7 割を占めてい

表 6-6　参加者特性に基づく混在度
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たことから、土地建物に関してもこのエリアでより大きな波及効果が見られると考え、伊興 1 〜 5

丁目、西新井 3 〜 4 丁目を分析の対象とした。図 6-11 に分析対象エリアを示す。

　第一に、いこうファームの存在によって周辺地域の多様性が向上したのかを明らかにするために、

開園前と現在で周辺の土地建物の用途にどのような変化があったかを明らかにする。いこうファーム

が開園した 2015 年と、2020 年の住宅地図を用いて各年の各建物用途の構成比率を明らかにした上

で、対象エリアにおける建物用途の混在度を算出した。建物用途の把握では、住宅地図に記載されて

いる建物名称や居住者名を読み取ることで、対象エリア内の全建物を独立住宅、集合住宅、兼用住宅、

公共施設、文化施設、専用工場、店舗・オフィス、倉庫・駐車場、未利用建築の 9 つに分類した。な

お、住宅地図に建物が表記されているのにもかかわらず、建物名称や居住者名の記載のないものを未

利用建築として扱った。また、建物用途の混在度は以下の式 6- ②を用いて算出した。

S = 建物用途数、ni = i 番目の建物用途が占める棟数の割合

図 6-11　分析対象エリア
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　第二に、分析対象エリアにおける 1 棟ごとの詳細な築年数を把握することができなかったため、

2015 年から 2020 年の間の新築数及び建替え数を地図上でのカウントによって明らかにすることで、

対象エリアにおける新旧建築の混在を考察した。ここでは、2015 年と 2020 年の住宅地図を比較し、

建築の形状に明らかな変化が見られるが居住者名が同じ場合を建替えとし、それ以外の、2015 年か

ら 2020 年の間に建てられた建物を新築とした。

2）分析結果

　表 6-7 に 2015 年及び 2020 年の建物用途ごとの棟数とその割合を示す。表 6-7 より、まず、建物

の全棟数について、2015 年は 3,796 棟、2020 年は 3,974 棟と 4.69% の増加傾向にあり、対象エリ

アでは新築需要があることがわかった。また、どちらの年においても独立住宅、集合住宅、兼用住宅

を合わせた住宅系施設の割合が約 8 割を占めているが、独立住宅、集合住宅、公共施設、文化施設の

増加率がそれぞれ 8.21%、14.11%、9.80%、13.33% と高い値を示していることから、2015 年から

2020 年の間で更なる住宅地への移行が進行しており、居住空間の整備のために公共施設、文化施設

の建設も付随して進行したと考えられる。以下に、建築用途の混在度及び新築・建替えの傾向につい

てそれぞれ示す。

①建築用途の混在度

　表 6-7 の結果を用いて建物用途の混在度を算出したところ、2015 年が 0.58、2020 年が 0.55 となり、

2015 年の方が高い値を示した。これは前述した更なる住宅地への移行が主な要因であると考えられ、

用途の混在に基づく都市の多様性については、2015 年の方が優位な値を示す結果となった注 6-2）。都

表 6-7　建物用途ごとの棟数とその割合
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市の多様性を示す指標として建物用途の混在度を用いる場合、混在度の値が高い方がより多様な都市

であることを示している。いこうファーム開園前の方が周辺地域の建築用途の混在度は高くなってい

ることから、建築用途の混在度からは農的空間の存在によって周辺地域の多様性が高くなったことを

評価することはできなかった。

②新築・建替えの傾向

　2015 年から 2020 年の間に新しく建てられた建物について、その棟数は 323 棟であり 2020 年に

おける建物の全棟数の 8.13% が築 5 年以内の建物であることが明らかになった。また 2015 年から

2020 年までの建物の単純増加数は表 6-7 に示したように 178 棟であったため、新しく建てられた建

物数との差により 2015 年から 2020 年までの間に取り壊された建物の棟数は 145 棟であり、新し

く建てられた建物数よりも少ないことがわかった。さらに、新しく建てられた建物の内訳を見てみる

と、新築は 304 棟、建替えは 19 棟であり、同一人物や血縁者による同じ土地での住み替えを一定数

確認することができた。

　以上より、対象エリアでは新しい建物が一定数建築されている一方で、取り壊される建物数は新し

く建てられた建物数を上回っていないことから、築年数の古い建築もある程度残っていることが予測

できた。

　以上のように、利用者の行為や意識の変化に着目すると様々な年代や性別、職業、地域活動への参

加経歴を持った多様な人々がイベントに参加していることが明らかになった。また、周辺の土地建物

の変化に着目すると、対象エリアでは住宅棟数の増加に伴い、用途の混在度はいこうファーム開園前

の 2015 年の方が現在よりも高くなっており、農的空間が存在する地域の多様性を評価することはで

きなかった。その一方で、新しい建物が一定数建築されていると同時に、取り壊される建物数は新し

く建てられた建物数を上回っていないことから、築年数が古い建築もある程度残りながら新旧建物が

混在していることが予測され、この点では多様性を評価することができた。
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6-5　住生活の質や周辺地域の価値の向上の実態

　本節では、利用者の行為や意識の変化に着目して、いこうファームのマーケット参加者の住生活

の変化を明らかにするとともに、周辺の土地建物の変化に着目して未利用建築率の変化及びいこう

ファーム開園前と現在の住宅・土地価格の変容実態を明らかにすることで、農的空間の周辺地域にお

いて都市住民の住生活の質の向上が見られるのかを考察する。

6-5-1　農的空間がもたらした住生活の変化

　いこうファームの存在やマーケットへの参加によって自身の住生活にどのような影響があったと

思うかについて、表 6-2 にその調査概要を示したマーケット参加者へのアンケート調査の結果、図

6-12 に示すように特になしと回答した人は 4 名と全体の 8.9% に留まり、多くのマーケット参加者

が住生活に何らかの影響を受けていると感じていることがわかった。その内容を見ると、「今まで知

らなかった人やお店との出会いがあった」と回答した人が 28 名と最も多く、作物を栽培する場であ

るというよりもマーケットというイベントの特性が現れていると考えられた。一方で、「地産地消や

食の安全性について考えるようになった」「植物を見る、触れる時間が好きになった」「子どもたちへ

の食育のあり方を考えるきっかけになった」「家庭菜園や観葉植物の世話を始めた」など、実際に作

物を栽培していないマーケット参加者であっても、農的空間で開催されるマーケットに参加すること

で農や食に関する影響を受け、住生活の一部が変化していることが明らかになった。

6-5-2　未利用建築率と住宅・土地価格の変化

1）未利用建築率の変化

　ここでは、周辺の土地建物の変化に着目し 6-4-2 で示した分析対象エリアにおける未利用建築率の

図 6-12　参加者の住生活の変化
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変化について述べる。なお、ここでも 6-4-2 と同様に、住宅地図に建物が表記されているのにもかか

わらず、建物名称や居住者名の記載のないものを未利用建築として扱った。表 6-7 に示したように、

未利用建築については、2015 年では 359 棟あった未利用建築が 2020 年では 308 棟に減少しており、

全体に占める割合も 9.46% から 7.75% へ減少していた。増加率についても -14.21% と大幅な減少を

確認することができた。このように、いこうファームの開園前と現在を比較すると周辺では未利用建

築の利活用が進行していることが明らかになった。

2）住宅・土地価格の変化

　国土交通省が提供する土地総合情報システムの不動産取引価格情報検索を用いて、足立区全体と対

象エリアにおける 2010 年下半期から 2020 年上半期の不動産取引価格情報（土地、土地と建物、中

古マンション等）を半期ごとに整理した注 6-3）。なお、同検索システムでは地区名までしか対象範囲を

絞ることができないため、より分析対象エリアに近い範囲設定で分析を行うために、伊興、西新井の

2 つの地区の中で最寄駅が竹ノ塚、谷在家、舎人公園である情報を用いた。また、土地の条件を可能

な限り揃えるために、地域は住宅地、都市計画用途地域は住居専用地域の情報に限定した。各期での

平均値を算出し、いこうファームが開園した 2015 年 5 月を堺に、2010 年下半期から 2015 年上半

期と 2015 年下半期から 2020 年上半期の不動産取引価格について、足立区全体と対象エリアの傾向

を比較することで、いこうファームの開園前後の住宅・土地価格の変容実態を明らかにした。その結

果として、図 6-13 に足立区全体と分析対象エリアにおける 2010 年下半期から 2015 年上半期と、

2015 年下半期から 2020 年上半期の不動産取引価格の平均値とその変化のグラフを示す。また、表

6-8 にエクセル関数を用いて求めたグラフの傾きを示す。

　まず土地の不動産取引価格について、表 6-8 より、2010 年下半期から 2015 年上半期と 2015 年

下半期から 2020 年上半期の傾きを比較すると、足立区全体が傾き 2.57 から 1.24 へ 51.7% の減少

しているのに対して、対象エリアでは傾き 0.90 から 1.36 へ 49.9% 増加していた。以上より、足立

表 6-8　不動産取引価格のグラフの傾き
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区全体では土地の不動産取引価格は減少傾向であるのにもかかわらず、対象エリアでは増加傾向にあ

ることがわかった。

　同様に土地と建物、中古マンション等についても分析を試みたが、建物付の不動産取引価格は建物

の条件によって価格に差があり、比較によってその傾向を分析することは困難である。そこで、対象

エリア内の土地と建物、中古マンション等について、2015 年上半期と 2020 年上半期の 2 時点でい

こうファームと立地状況が近い物件の中から、築年数や構造、改装の有無などの条件が類似している

物件同士を比較し、不動産取引価格の変化を個別に分析することとした。表 6-9 に土地と建物、中古

マンション等でサンプルとして抽出した物件の概要を示す。表 6-9 に示すように、土地と建物、中古

マンション等いずれにおいても 1 平方メートルあたりの取引価格は上昇していた。足立区全体の平均

表 6-9　土地と建物、中古マンション等の分析サンプル概要
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値に対する傾向を示すことはできないが、少なくとも対象エリア内での土地と建物、中古マンション

等の不動産価値はいこうファームが開園する以前と比較して、高くなっていることが明らかになった。

　以上のように、利用者の行為や意識の変化に着目すると、いこうファームに関わることで多くの人

が住生活の変化を感じており、特にマーケット参加者のように作物を栽培していない人の中にも、農

や食に関連する住生活の変化を感じている人がいることが明らかになった。また、土地建物の変化に

着目すると、未利用建築率が減少しており、また、土地の不動産価格の上昇を確認することができた。

以上より、人々の住生活の変化と未利用建築及び住宅・土地価格に着目すると、農的空間及びその周

辺地域において都市住民の住生活の質の向上が見られると結論づけた。

　以上、いこうファームを対象に、農的空間の空間形態に着目した評価指標でははかることのできな

い親和性・社交性・多様性が示す特性について、利用者の行為や意識と土地建物の変化に着目して包

括的に評価するとともに、6-5 ではいこうファームとその周辺地域における住生活の質の向上を直接

的に評価した。その結果、いこうファームは人々の自発的、創造的行為を創り出し、作物を栽培する

という行為を含めた住生活を実現するためのバッファーとして機能している緩衝空間を有しているこ

とから、農的空間の親和性を評価することができた。また、いこうファームでは主体形成やその広が

り、継続的な関与の意欲があることから、農的空間の社交性を評価することができ、参加者の多様性

の高さや新旧建物の混在からは農的空間の多様性を評価することができた。設定した評価軸のうち社

交性と多様性は、農的空間が都市住民の住生活の質を向上する要素となることで存続していくために

持つべき特性である。したがって、社交性・多様性を評価することができることはすなわち、農的空

間が都市住民の住生活の質を向上する要素となっていることを示している。また、親和性は農的空間

が作物の栽培の場として存続するために持つべき特性として設定したが、実際には本章で明らかにし

たように、住生活の質の向上へも寄与していると考えられる。さらに、人々の住生活の変化や未利用

建築率の減少、土地の不動産価格の上昇から、いこうファームとその周辺における住生活の質の向上

を評価することができた。以上より、本研究において設定した親和性・社交性・多様性は市街地の中

で作物を栽培するための場として、かつ、都市住民の住生活の質を向上する要素としての農的空間の

評価軸として有効であると結論づけた。
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6-6　小結

本章ではいこうファームを対象に、利用者の行為や意識、周辺の土地建物の変化に着目して農的空

間の親和性・社交性・多様性を包括的に評価し、また、都市住民の住生活の質の向上を直接的に評価

することで、農的空間が住生活の質を向上する要素となっていることを示し、設定した評価軸そのも

のの有効性を再検証した。以下に本章で明らかになったことを示す。

①農的空間の親和性・社交性・多様性の評価

　第一に親和性の評価について、緩衝空間が有する栽培を含めた住生活を実現するためのバッファー

としての機能に注目し、利用者の行為や意識の変化に着目して緩衝空間における人々の作物の栽培以

外の自発的、創造的行為の実態を明らかにした。その結果、農地区画そのものが緩衝空間となる場合、

土に触れる遊びや畑を見ながらの会話、参加者の提案によるイベントの開催など、利用方法が規定さ

れていない空間において人々が自身でその空間をどのように利用するかを思考した自発的かつ創造的

な行為を確認することができた。また、接道街路が緩衝空間となる場合にも、周辺住民が中の様子を

伺うことや、通りかかった周辺住民とイベント参加者が立ち話をするなどの行為を確認することがで

き、このような緩衝空間での行為が周辺住民との関係性を生み出していると考えられた。また、上記

2 つの場合の緩衝空間の捉え方をそれぞれ、市街地や住宅での生活行為を農的空間へ引き込むモデル

と、農的空間での行為を市街地へ展開するモデルとして示し、緩衝空間が市街地と農地での行為の接

点を生み出していると考えた。以上より、市街地と農地が共存するために栽培時の音やにおい、農薬

や土埃などの周辺市街地への影響を軽減する役割を持つだけでなく、市街地と農地が共存するために

人々の自発的、創造的行為を創り出し、作物を栽培する行為を含めた住生活を実現するためのバッ

ファーとして機能している緩衝空間を有していることからも、農的空間の親和性を評価することがで

きた。

　第二に社交性の評価について、利用者の行為や意識の変化に着目して主体形成とその広がりの実態

を明らかにするとともに、農的空間への関与の意欲を明らかにした。その結果、いこうファームでは、

もともと参加者として関与していた人が、主体へと変化している事例を複数確認することができ、特

に参加者から主体へと変化するきっかけとしてイベントが重要な役割を担っていることが明らかに

なった。また、マーケットに出店している店舗を介した主体形成の広がりの実態を確認することがで

き、流動的なマーケット出店者が他のマーケットでも活動することによって、広範囲で主体が形成さ

れていく可能性を指摘した。さらに、今後は主体的な関与を希望する人も含め約 9 割の人々が継続的

な関与の意欲を有していることや、マーケットへの参加は作物を栽培することへの意欲創出の一定の

効果もあるものの、実践するにはハードルが高いと感じている人が多くいることがわかった。以上よ

り、いこうファームでは自発的な利用、見守り、世話のための主体形成やその広がりを確認すること
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ができ、また参加者であっても多くが継続的な関与の意欲があることから、主体形成と関与の意欲に

着目しても農的空間の社交性は評価できると結論づけた。

　第三に、多様性の評価について、利用者の行為や意識の変化に着目して参加者の多様性を、土地建

物の変化に着目して建物用途及び新旧建物の混在の実態を明らかにした。その結果、様々な年代や性

別、職業、地域活動への参加経歴を持った多様な人々がイベントに参加していることがわかった。ま

た、いこうファームのマーケット参加者が多く居住する対象エリアでは住宅棟数の増加に伴い、建物

用途の混在度はいこうファーム開園前の 2015 年の方が現在よりも高くなっており、建物用途の混在

度からは農的空間が存在する地域の多様性を評価することはできなかった。一方で、新しい建物が一

定数建築されていると同時に、2015 年から 2020 年までに取り壊された建物数は新しく建てられた

建物数を上回っていないことから、築年数の古い建築もある程度残りながら新旧建物が混在している

ことが予測され、この点では多様性を評価することができた。

②農的空間による住生活の質の向上の実態

　住生活の質の向上の直接的な評価について、利用者の行為や意識の変化に着目して実際に参加者の

住生活にどのような変化があったのか、また、土地建物の変化に着目して未利用建築率や、住宅・土

地価格の変化を明らかにした。その結果、いこうファームに関わることで多くの人々が住生活の変化

を感じており、特にマーケット参加者のように作物を栽培していない人の中にも、農や食に関する住

生活の変化を感じている人がいることが明らかになった。また、土地建物の変化に着目すると、未利

用建築率が減少しており、また、土地の不動産価格の上昇を確認することができた。以上より、人々

の住生活の変化や未利用建築率及び住宅・土地価格に着目すると、農的空間及びその周辺地域におい

て都市住民の住生活の質の向上が見られると結論づけた。

　このように、空間形態に着目した評価指標を用いてその親和性・社交性・多様性を評価した農的空

間は、利用者の行為や意識、土地建物の変化に着目しても評価することができ、都市住民の住生活の

質を向上する要素となっていた。以上より、本研究において設定した親和性・社交性・多様性は農的

空間が市街地の中で作物を栽培するための場として、かつ、都市住民の住生活の質を向上する要素と

して存続していくための評価軸として有効であると結論づけた。
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注釈

注 6-1）国土交通省が提供する土地総合情報システムの不動産取引価格情報検索 <https://www.land.mlit.go.jp/webland/

servlet/MainServlet>, （参照 2021.8.5）からエクセルデータをダウンロードした。

注 6-2）第 5 章 5-3-1 で示したように、本研究では農的空間の多様性を示すための評価指標として用途の混在度を用いており、

混在度が小さいことは都市の多様性が低いことを示している。

注 6-3）2020 年下半期の不動産取引価格情報について、2021 年の大学誘致により特に北千住や綾瀬などの足立区の一部

で地価が大幅に上昇した。一方、その他の地域では新型コロナウィルス感染症の影響で地価が一時的に減少している。以

上より、2020 年下半期を分析に加えることでいこうファーム以外の要因による影響が結果により大きく現れてしまうと

考え、分析対象から除外することとした。
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7-1　本章の概要

　本章では、本研究の結論として農的空間の計画指標を構築するとともに、今後の都市における農地

のあり方の 1 つとして農的空間を実現するための計画支援の仕組みと、計画指標を用いた市街地構造

への計画的介入を示す。本章では、以下の項目について各節で扱う。

①農的空間の計画指標の構築（7-2）

②農的空間を実現するための計画支援の仕組みと市街地構造への計画的介入（7-3.7-4）

　まず、①について、7-2 では農地や農的空間の評価を通してその有効性を検証してきた農的空間の

存続のための評価指標を、農的空間の計画のために適用することでどのような効果を得られるかを示

し、農的空間の計画指標を構築する。そして、②について、7-3 では農的空間を実現するための計画

支援の仕組みを示し、7-4 では農的空間の計画指標を用いた市街地構造への計画的介入について述べ

る。本研究は農的空間の計画手法の開発まで至っていないものの、本研究で構築した計画指標を実際

に活用して農的空間を実現するためにどのような計画支援の仕組みが必要なのか、また、農的空間が

実現することで、序章で提示した農地保全と宅地開発の二項対立的な枠組みの中でつくられてきた市

街地構造への問題意識に対して、本研究がどう答えることができるのかについて考察することができ

ると考えた。7-3 では、計画的介入のためのプロセスや実際に計画指標を適用することができる段階

などの社会的仕組みについて一思考を示すとともに、農地の規模が異なる 3 つのケースを想定し、構

築した農的空間の計画指標を用いた計画的介入のモデルを提示することで、今後の都市における農地

のあり方の１つとして農的空間を実現するための計画支援の仕組みを示す。また、7-4 で扱う市街地

構造への計画的介入については、第 2 章で示したように地価分布や地目、都市基盤近接度に着目した

農地の立地形態や、都心度と農地の特性の関係に着目した市街地構造の実態解明を通して、市街地構

造そのものへの計画的介入が必要であることを指摘するとともに、農的空間の親和性で着目した市街

地と農地の間の緩衝空間の考え方を用いて、農地が宅地や住宅などの建物と共存する市街地像を思考

する。

第 7 章　農的空間が共存する市街地像への展望



261

7-2　評価指標の計画への適用効果と計画指標の構築

　本節では、本研究でその有効性を明らかにした農的空間の存続のための評価指標を農的空間の計画

ための指標として適用した際に、どのような効果を得ることができるかを示すことで農的空間の計画

指標を構築する。本研究ではこれまで、都市の農的空間の存続のための空間形態に着目し、親和性・

社交性・多様性の 3 つの評価軸に基づき（A）農地の区画規模（B）接道街路の幅員（C）接道面数（D）

規模（E）プロポーション（F）囲み度（G）歩行率（H）用途の混在度（I）囲み度の混在度（J）交

通利便性の指標を用いて農的空間を評価してきた。

　これらの評価指標のうち、農的空間の社交性を評価するための指標として用いた（D）規模（E）

プロポーションについては、第 5 章で示したように農的空間と市民農園の空間構成の実態の差を明確

に示すことができず、農的空間や市民農園として相応しい規模やプロポーションが存在する可能性を

示すに留まった。以上を踏まえ、本研究で明らかにした事項からは（D）規模（E）プロポーション

を計画指標として構築することは妥当ではないと考え、これらは計画指標には含めないこととする。

なお、これらは計画指標には含めないものの、農的空間には作物を栽培する場以外の空間も計画する

ことが必要となるため、周囲の宅地との一体的な利用も含めて、少なくとも東京都区部における農地

区画の規模の平均値 719.31㎡よりも大きい規模を確保することが望ましいと考えられる。また、プ

ロポーションについても第 5 章で明らかにしたように、1.1 〜 1.6 など農的空間として利用しやすい

プロポーションが存在すると推察することができた。さらに、農的空間の多様性を評価するための指

標として用いた（J）交通利便性についても、第 5 章で示したように自治体開設型の市民農園 D の方

が農的空間 A 〜 C よりも交通利便性が高く、農的空間を評価する指標として適当ではなかったため、

計画指標にも含めないこととする。図 7-1 に 7 つの農的空間の計画指標の適用効果をまとめ、以下

に評価軸ごとにその意図を示す。

親和性

　第一に、親和性については市街地と農地との間の緩衝空間に着目し、（A）農地の区画規模（B）接

道街路の幅員（C）接道面数の 3 つの評価指標を示した。まず（A）農地の区画規模を農的空間の計

画に適用することで、1000㎡以上の規模を確保し農地そのものを緩衝空間化することができる。第

3 章では、存続した農地区画では 1000㎡未満の割合が減少しており、1000㎡以上 5000㎡未満の割

合が増加していることから緩衝空間が拡張していることを示した。このように 1000㎡以上という規

模を目安としてある程度の区画規模が確保されていれば、実際の栽培スペースを区画の中央部に配置

するなどの工夫により、隣接する市街地との間に緩衝空間を生み出すことができる。次に（B）接道

街路の幅員や（C）接道面数を農的空間の計画に適用することで、より大きな幅員の街路に、そして
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より多くの面数に接道し十分な緩衝空間を確保することができる。これらは農的空間の内部の計画に

は用いることができないが、計画に伴う農地の一部転用の際に考慮すべき計画指標となると考えられ

る。これについても第 3 章で、存続している農地区画では接道街路の幅員や接道面数が拡張、増加し

ていることから、緩衝空間が拡張していることを示した。例えば農地の一部を他の用途へと転用する

場合には、単に接道を確保できない場所を農地として残すのではなく、市街地との間に十分な緩衝空

間が生まれるような敷地割や街路の敷設のあり方を検討することが可能である。具体的には第３章で

示したように、4.0m 以上 8.0m 未満の区画道路よりも大きな幅員の街路に接道することや、3 面以

上街路に接道していることが望ましい。また、新規で土地を取得して農的空間を計画しようとする場

合には、市街地との緩衝空間を十分に確保できるだけの接道街路の幅員や接道面数であるかを考慮し

て敷地を検討することができる。以上に示したように 3 つの評価指標を農的空間の計画に適用するこ

とで、市街地との間に緩衝空間を確保し、それによって農薬や土埃などが市街地へ与える影響を軽減

することができるとともに、作物を栽培するという行為を含めた住生活を実現するためのバッファー

としての効果を得ることができる。

図 7-1　農的空間の 7つの計画指標の適用効果
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社交性

　第二に社交性について、（F）囲み度（G）歩行率を農的空間の計画に適用することで得られる効果

を以下に示す。まず（F）囲み度を適用することで、農的空間の中に建築物や高木によって囲われた

空間を計画し、囲み度の値が高くなるようにすることができる。囲み度の高い屋外空間を創出するこ

とで、人々を滞留させ、積極的な社交の場を創出するという効果を得ることができる。そして（G）

歩行率を適用することで、農的空間内部の歩行可能なスペースを拡大し、歩行率の値が高くなるよう

にすることができる。第 5 章で示したように、作物を栽培する畑と畑の間を人々が行き来できるよう

にすることで、視覚を通したエリアを跨いだ人々の社交を生み出すという効果を得ることができる。

多様性

　第三に多様性について、（H）用途の混在度（I）囲み度の混在度を農的空間の計画に適用すること

で得られる効果を以下に示す。まず（H）用途の混在度を適用することで、耕作のみならず、植栽や

設備、庭などの様々な用途を可能な限り均等な面積で配置し、混在度の値が高くなるようにすること

ができる。そして（I）囲み度の混在度を適用することで、農的空間の中で様々な囲み度を有する空

間を混在させ、混在度の値が高くなるようにすることができる。第 5 章で示したように、囲み度の高

い空間が人々の社交を誘発する一方で、囲み度の低い空間は農的空間の周囲を通行する人々の視線を

透過させ、外部と農的空間の繋がりを生み出すことができる。以上に示したように、（H）用途の混

在度や（I）囲み度の混在度を農的空間の計画に適用することで農的空間の多様性を高め、それによっ

て多様な人々を惹きつけるという効果を得ることができる。

　以上のように、本節では本研究で明らかにした評価指標を農的空間の計画に適用することで得られ

る効果を示すことができた。加えて、各章における分析で農的空間を親和性・社交性・多様性に基づ

いて評価することができたことを踏まえ、（A）農地の区画規模（B）接道街路の幅員（C）接道面数（F）

囲み度（G）歩行率（H）用途の混在度（I）囲み度の混在度の 7 つを農的空間が作物の栽培の場として、

かつ、都市住民の住生活の質を向上する要素として今後も存続していくための計画指標として構築す

る。図 7-2 に示すように、本研究で構築した農的空間の 7 つの計画指標は、都市における農地の計

画的保全に関するマクロの計画とミクロの計画を繋ぐものとして位置付けることができる。具体的か

つ空間的な施策として個別の農地保全のために適用できる農的空間の計画指標を構築することで、マ

クロ型の計画をミクロ型の計画が受け止めるような関係を作り出すことができたと言える。

　また、第 2 章で示したように、地目、地価分布、都市基盤近接度に着目した農地の立地形態や、都

心度と農地の特性の関係から、二項対立的な枠組みの中でつくられたものとは異なる市街地構造を明
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らかにすることができた。農的空間の 7 つの計画指標を用いた計画による単なる個別の事例に留まら

ず、それらが展開された結果つくられる市街地構造についても地目、地価分布、都市基盤近接度に着

目した農地の立地形態や、都心度と農地の特性の関係に着目してその実態を明らかにすることで、よ

りマクロな視点からも農地の計画的保全を実現することができる。
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図 7-2　親和性・社交性・多様性に着目した農的空間の 7つの計画指標
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7-3　農的空間の実現のための計画支援の仕組み

　本節では、今後の都市における農地のあり方の 1 つとして農的空間を実現するための社会的仕組み

と、計画的介入のモデルを示すことで計画支援の仕組みを提示する。

7-3-1　計画的介入のための社会的仕組み

　ここでは、農家が営農不能となる以前の事前準備の段階から農的空間を実現するまでの段階を

phase0 から phase5 の 6 つに分け、農的空間への計画的介入のための社会的仕組みを思考する。図

7-3 に農的空間の実現のための社会的仕組みのフローを示す。なお、図 7-3 には実際に各段階で適用

することができる計画指標も示している。

1）事前準備の段階

　まず phase0 から phase2 の農地所有者である農家が農的空間として利用することを決定するまで

の事前準備について以下に示す。図 7-3 に示すように、phase0 では農家の意向の把握により協議会

設置への足掛かりを構築する。ここでは、農業委員会や農業協同組合を中心に、営農不能となった場

合の農地の扱いや今後の営農予定に関する農家の意向調査を実施することで、農的空間の実現可能性

を事前に把握し phase1 での協議会設置へと繋げることを目的としている。そして事前の意向の把握

で農家が農的空間としての農地の活用に興味を示すなど、農的空間の実現可能性を有している場合に

は phase1 へと移行する。

　phase1 では農家が営農不能となった場合に農地をどのように活用するかについて事前に協議する

ための協議会を設置する。この協議会には農地所有者である農家、自治体関係者、農業委員会、農業

協同組合関係者、周辺住民、地元造園業者などの企業、建築家やランドスケープアーキテクトなどの

計画者が参加し、本当に農的空間を実現することが望ましいのか、あるいは外部から農業従事者を呼

び込み農業地として残すべきなのかなどについて検討する。また、例えば農的空間を実現することを

想定した場合、そのためにはどのような規模や用途とするか、部分的な転用は必要かなどを検討し構

想を立てる。phase1 では図 7-3 に示すように、農的空間の構想を練る際には、（A）農地の区画規模（B）

接道街路の幅員（C）接道面数（F）囲み度（G）歩行率（H）用途の混在度（I）囲み度の混在度の 7

つ全ての計画指標を適用することができる。協議会では周辺住民にとっても農的空間がよりイメージ

しやすいものとなるように、7 つの計画指標を適用した様々な農的空間のパターンの模型を作成しな

がら意見交換を行う。このような協議会での意見交換や検討を継続的に実施し、そして実際に営農不

能となった時 phase2 へと移行する。

　phase2 では、それまでの協議会での参加者の意見を踏まえ、農地の今後の扱いについて農家が最

終決定することとなり、その際には、農家は協議会でまとめたいくつかの案に対して、税理士や弁護
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士に相続や固定資産税について相談する必要がある。

　以上、phase0 から phase2 までの農的空間の実現のための事前準備の段階を示した。営農不能となっ

た場合に農地をどのように活用するかはあくまでも農地所有者である農家の意向によって最終決定さ

れるため、従来、農業委員会や自治体を含め積極的に個別の農地の今後のあり方を検討するというこ

とは行われてこなかった。農的空間の実現においても、農家が農地の活用方法の最終的な方向性を決

定することに変わりはないが、実際に営農不能となる以前からのサポート体制を整備し、そして地域

全体で活用方法を検討することで、農家が農的空間という 1 つのあり方を選択しやすくしていくこと

が求められる。

2）基本計画と制度上の手続きの段階

　次に、phase3 と phase4 の農家が農的空間としての活用を選択した場合の基本計画と制度上の手

続きについて以下に示す。図 7-3 に示すように、phase3 では農的空間の基本計画と転用の手続き注

7-1）を行う。phase1 の協議会における検討内容を踏まえた上で、さらに詳細な基本計画を作成してい

くこととなり、ここでは第一に、農地転用の必要性やどの部分を転用するかについて検討する。その

際には、（A）農地の区画規模（B）接道街路の幅員（C）接道面数（F）囲み度（H）用途の混在度（I）

囲み度の混在度の計画指標を適用することができ、農地区画のどの部分をどの程度の面積で他の用

途へと転用するのかなどについて検討していく。ここで、農地転用の必要性を検討する際の考え方を

以下に示す。本研究で定義したように農的空間は都市住民を担い手とする作物を栽培する場と、作物

を栽培するという行為に伴う様々な都市住民の日常的な生活行為が見られる空間の総体である。した

がって周囲に一体的に利用することができる宅地がない場合は、一部の農地を転用し、作物を栽培す

るという行為に伴う様々な都市住民の日常的な生活行為が見られる空間を生み出す必要がある。対し

て、周囲にすでに一体的に利用することのできる宅地がある場合には転用は不要であり、また生産緑

地に指定されている場合は農地転用することはできないため、地目上の農地という制限の中で可能な

範囲内で用途やその配置を検討していくこととなる。

　第二に、他の用途へ転用する部分と農地として残す部分を含めた農的空間の内部の詳細な基本計画

を作成する。その際には、図 7-3 に示すように、（A）農地の区画規模（F）囲み度（G）歩行率（H）

用途の混在度（I）囲み度の混在度の計画指標を適用することが可能であり、これらを用いて農的空

間の内部の構成や用途配置などを検討していく。検討の結果、他の用途への転用が必要と判断した場

合には農業委員会に農転届出を提出し、農地転用の手続きを進めることとなる。なお、農転届出の提

出の際には作成した基本計画を用いて転用後の用途や施設の概要などを示すことができる。

　次に phase4 では、都市住民の利用のための手続き注 7-2）と補助金申請を行う。ここでは、転用せず

に作物を栽培する場として残した部分を都市住民が利用できるようにするために、市民農園の開園手
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続きを行う。また、都市住民の利用のための手続きの際、農業委員会に貸付規定を提出し承認を得る

プロセスの中で、貸付規定に農的空間の計画指標を用いて計画していることを示す内容を追加するこ

図 7-3　農的空間の実現のための社会的仕組みのフロー注7-3）
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とで、要件を満たしていれば補助金を獲得できる仕組みを構築する。本研究で構築した計画指標を適

用することで、農地区画そのものの緩衝空間化や、歩行率を高めることにより、結果的に農的空間は

一般的な市民農園よりも区画数が少なくなり収益が減ることが考えられる。それを補うとともに、農

的空間の実現のために必要な、例えば植栽や庭の整備費を補助金として支援する必要があると考える。

図 7-3 には農地所有者が開設主体となる場合のプロセスを示したが、農地所有者ではない企業・NPO

が開設主体となる場合であっても貸付規定を作成し、農業委員会に申請するという同様のプロセスの

中に補助金申請の手続きを組み込むことが可能である。

3）農的空間の実現

　最後に phase5 では作成した基本計画に則り工事を進めることで、農的空間を実現させ利用者によ

る活用が開始される。

　以上のように、本節では、農家が営農不能となる以前の事前準備の段階から農的空間を実現するま

での段階を 6 つに分け、phase0 から phase2 を事前準備、phase3 と phase4 を基本計画と制度上の

手続き、phase5 を実現としてそのフロー及び各段階で適用可能な計画指標を示した。農的空間を実

現しようとする場合、計画指標を用いた計画的介入は農的空間の内部の基本計画に留まらず、事前準

備の段階の協議会での検討や構想、農地転用の検討にも適用することができる。どの計画指標につい

ても、一度計画された空間を修正していくことは容易ではなく、その中でも、（A）農地の区画規模（B）

接道街路の幅員（C）接道面数については農的空間内部の配置変更などでは修正が効かないものであ

り、特に農地転用によって大きく影響を受けるものである。したがって、農的空間を実現しようとす

る際には、宅地化する部分と農地として残す部分を初めから決定してしまうのではなく、事前準備の

段階の協議会で十分な議論を実施した上で、その検討内容を反映させて計画することが重要である。

7-3-2　指標を用いた計画的介入のモデル

　ここでは、農地の区画規模が異なる 3 つケースについて、構築した（A）農地の区画規模（B）接

道街路の幅員（C）接道面数（F）囲み度（G）歩行率（H）用途の混在度（I）囲み度の混在度の 7 つ

の計画指標を使ってどのような農的空間を計画できるかそのモデルを示す。図 7-4 に計画指標を組み

合わせて適用する農的空間への計画的介入のモデルを示し、以下に各モデルを検討する際の考え方を

示す。

モデル 1：1000㎡程度と規模が小さく周囲を建築で囲まれている場合

　規模が小さい農地の多くは周囲を建築で囲まれていることが想定される。このような農地から農的
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空間を計画する場合、図 7-4 に示すように、まず（A）農地の区画規模を適用し、可能な限り他の用

途への転用はせずに耕作エリアを内側に配置することで市街地との間の緩衝空間を確保することが必

要である。次に（C）接道面数を適用すると、耕作、設備、通路、植栽を含む農地区画が道路に接道

するように配置することができるため、これらの用途は敷地の西側に配置することとした。また、も

ともと規模が小さいためその分耕作エリアの面積を小さくせざるを得ないが、（G）歩行率を適用し、

耕作エリアの間を歩行できるように通路を確保した。そして（H）用途の混在度を適用することで、

東側には庭や休憩所、倉庫などの設備を配置し、さらに（I）囲み度の混在度を適用することで、敷

地全体の囲み度が高いことを考慮して倉庫などの設備や植栽はなるべく高さを抑え、また休憩所は壁

のないものとすることで囲み度が低い空間を農的空間の内部に作り出した。

　加えて、このように周囲を建築で囲われている場合には南北側にも植栽を配置することで、市街地

との間の緩衝空間を生み出すことも 1 つの方法として考えられる。本研究では分析に至っていないが、

より小さな個別の農的空間への計画的介入の方法の 1 つとして、あるいは既存の農的空間の親和性を

高める方法の 1 つとして、新たな要素の導入による緩衝空間の確保が考えられる。本研究で提示した

緩衝空間としての接道街路を個別の計画のために整備することは現実的ではないが、図 7-5 に示すよ

うに例えば植栽を宅地との間に配置することで、農地との間に緩衝空間を生み出すことができる。ま

た、図 7-5 に示すように隣接する住宅の庭との連続により農地側、宅地側の相互から緩衝空間を生み

出すこともできる。この視点は農地側からだけではなく宅地側からの計画的介入でもあり、例えば、

住宅設計の際に既存の農地の存在を考慮し、農地に面している部分に住宅の庭を配置するような平面

計画を施すことで、宅地側からも緩衝空間を創出する方法と言える。これにより住宅の庭が緩衝空間

としての機能を持つと同時に、農地との連続性を有し緑地が拡張することで、この住宅に住まう人々

の居住空間の拡張を図ることもできる。本研究では農地への計画的介入のための指標を構築してきた

が、農地が居住空間の一部として共存する市街地像を目指すためには、本来であれば双方から空間的

配慮がなされることが望ましい。したがって、宅地側からのアプローチも重要な視点であり、前述の

ように住宅設計の際に農地の存在を考慮するといったことは、農地が宅地や住宅などの建物と共存す

図 7-5　新たな要素の導入による緩衝空間の確保
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る市街地像を展望するための都市住民の責務でもあると考える。

モデル 2：3000㎡程度の中規模農地の一部を集合住宅に転用し、残りの部分を農的空間とする場合

　3000㎡程度の中規模農地から農的空間を計画する場合、例えば一部を集合住宅に転用することで

不動産収益を得ながら残りの部分を農的空間として活用することが想定できる。この場合、まず（A）

農地の区画規模を適用し、耕作、設備、通路、植栽を含む農地区画が少なくとも 1000㎡以上残るよ

うに集合住宅へ転用する面積を検討した。また、どの部分を転用するかを決定するために、（B）接

道する街路幅員や（C）接道面数を適用し、幅員の大きい南側の街路に農地区画が面するように、また、

農地区画の 3 面以上が街路と接するような配置とした。集合住宅と農的空間の配置を決定した後は、

今度は（F）囲み度を適用し、集合住宅に面するように社交の場となる庭を配置することで庭の囲み

度が高くなるようにした。また面積に余裕があるため（H）用途の混在度を適用し、集合住宅の部分

だけでなく南西側も地目を宅地へと変更し建物を設置することで、イベントや農業講座等が開催でき

るようにした。また（I）囲み度の混在度の適用については、ここで示すケースのように街区全体が

農地である場合、全ての面が接道しており建築に接していないため囲み度が低くなる。そのため、囲

み度の混在度を高めるために農的空間内で囲み度の高い空間を作り出す必要があり、集合住宅や建築、

倉庫などの設備、高木を配置することで囲み度が高い空間を創出することが求められる。

モデル 3：5000㎡以上の大規模農地の一部を独立住宅などに転用し農的空間とする場合

5000㎡以上の大規模農地から農的空間を計画する場合、例えば一部を独立住宅などに転用しなが

ら残りの部分を農的空間として活用することが想定できる。この場合、モデル 2 と同様にまず（A）

農地の区画規模を適用し、耕作、設備、通路、植栽を含む農地区画が少なくとも 1000㎡以上残るよ

うに他の用途へ転用する面積を検討する。なお、他の用途への転用時には第 4 章で明らかにしたよ

うに、農地の区画規模が大きいほど独立住宅への転用の割合を多くし、また不特定多数の人々が集ま

る施設への転用は避けることが求められるため、図 7-4 に示すように転用後の用途として独立住宅、

集合住宅、駐車場を選択した。さらに、大規模農地を他の用途へと転用する場合、敷地内に未接道の

部分が出てくることが考えられるが、農的空間を計画する場合には未接道の部分は農的空間として活

用することを想定し不要な道路の敷設は避けることができる。以上を踏まえて（C）接道面数を適用し、

図 7-4 に示すような農地区画の 3 面以上が接道するような配置計画とした。次に、（F）囲み度を適用し、

囲み度の高い南西側に社交の場となる庭を配置し、さらに面積に余裕があるため（H）用途の混在度

を適用し、南西側の地目を宅地へと変更し建物を設置することで、イベントや農業講座等が開催でき

るようにした。そして（I）囲み度の混在度を適用し、東西側は建築で囲われ囲み度が高くなってい

ることを考慮し、北側は囲み度が高くならないように設備や植栽の高さを抑え、南北に視線が抜ける

ような計画とした。
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7-4　農的空間の計画指標を用いた市街地構造への計画的介入

1）市街地構造そのものへの計画的介入の方法

　序章で述べたように、従来の都市計画では市街化を進めるために農地を開発するという単純な構造

の中で市街地が形成されてきた。農地を開発して都市とするか、農地を保全して農村とするかという

ような農地保全と宅地開発の二項対立的な枠組みの中でつくられてきた市街地では、農地は異質なも

のとして捉えられ、単なる宅地の予備地として扱われてきた。そして、地価の高い場所では農地が次々

に宅地化され、地価の低い場所には農地が残るという構造を生み出してきた。しかしながら本研究で

ここまで示してきたように、都市の農地は都市住民の住生活の質を向上する重要な社会全体の資本で

あり、日常的な都市での暮らしの中に農地が当然あるべきだとしたとき、前述のような二項対立的な

枠組みの中で考えられてきた市街地構造そのものを改変していく必要がある。自然に触れ合うために

は都心から郊外に出かけなければならないという市街地構造ではなく、住生活という居住空間を中心

とした日常生活の営みの中に当たり前のように都市住民による農地の多面的利用があり、土に触れ、

自然環境を享受することができるという市街地像を実現するための計画的介入が必要である。

　第 2 章で明らかにしたように、首都圏は近畿圏や中部圏と比較して、地価の高いエリアに農地が多

く立地しており、また、農地が既に存続していないエリアであっても地目上の農地以外の場所を活用

して市民農園を展開していた。さらに、都心度が非常に高い東京都 23 区内であっても、世田谷区や

江戸川区のように都市・自然インフラの双方と農地が近い距離に立地しているエリアが存在していた。

このように、一般的には農地保全と宅地開発という二項対立的な枠組みの中で市街地が形成されてき

た一方で、既に中には農地が地目や地価に関わらず都市住民の住生活にとって重要な場所に立地する

ことができているエリアが存在することを確認することができた。今後あるべき市街地像としても、

地価が高い場所や地目上の農地ではない場所、都市基盤が十分に整備された場所においても、都市住

民が担い手となって活動できる場所として都市における農地が保全・活用あるいは計画されていくこ

とが望まれる。二項対立的な枠組みの中でつくられたものとは異なる市街地構造であることを示した

世田谷区や江戸川区については、従来の都市計画の意図しないところで偶発的に都市住民の住生活に

とって重要な場所に農地が残ったとも考えられる。しかし今後、意図的に居住空間を住宅内部とその

外構だけに留まらない、農地をも含めたものへと拡張していくためには、世田谷区や江戸川区のよう

なエリアを 1 つのモデルとして、農地を含めた市街地構造を検討することが可能である。その際には、

図 7-2 に示したように地目、地価分布、都市基盤近接度に着目した農地の立地形態や、都心度と農地

の特性の関係に着目して市街地構造の実態を明らかにすることができる。

2）マクロな視点からの農的空間への計画的介入の思考

　さらにここで、本研究で農的空間の親和性を評価するために着目した、市街地と農地との間の緩衝
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空間の考え方を用いて市街地像を展望する。緩衝空間が消失あるいは縮小する典型的な例として、か

つて屋敷林や公園、河川などと近接することで確保されていた市街地との間の緩衝空間が、屋敷林や

公園、河川などの消失及び宅地化により消失してしまうケースや、複数の街路に接道していた大規模

農地における一部の宅地化により、農地の接道面数が減少し結果的に緩衝空間が縮小してしまうケー

ス、隣接する農地が宅地化されることによって緩衝空間が縮小されてしまうケースなどが想定される。

これらは市街化の進行に伴う農地の宅地化の中で頻繁に見られる現象であるため、今後の市街地像を

思考するにあたっては、このような状況に対して如何にして緩衝空間を生み出していくことができる

かを検討することが重要であると考えた。また、第 2 章で都心度及び農地の特性に基づき都市を類型

化した結果、東京都区部には農地が都市・自然インフラの双方と乖離せずに立地している区と、どち

らのインフラからも農地が乖離して立地している区が存在していることを明らかにした。そこで、イ

ンフラと農地の立地関係の違いを踏まえ、以下にこの 2 つの類型について市街地と農地との間の緩衝

空間に着目した計画的介入について思考し、市街地像への展望を示す。

　第一に、世田谷区や江戸川区のように都市・自然インフラ双方と農地との距離が近い都市の類型の

図 7-6　マクロな視点からの農的空間への計画的介入
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場合、既存のインフラを市街地と農地との間の緩衝空間として捉え、インフラと農地とを繋げていく

ような土地利用の選択をすることができる。図 7-6 の 1 に示すように、公園緑地や高架下、河川など

はインフラであると同時に市街地と農地の間の緩衝空間になり得るものであり、例えば高架下や河川

敷、公園緑地で食に関するイベントを行うための空間を計画し、農的空間と行き来するような仕掛け

を作るなど、農的空間とインフラの活用を一体的に計画することで、ネットワーク型の農的空間を創

出することが可能であると考える。そしてそのためには、個人の庭での家庭菜園や屋上緑化など、イ

ンフラと農地を繋げる役割を果たす小さな農的空間を市街地の中に挿入していくことが重要である。

農的空間がネットワーク的に広がっていくことで、いずれは農的空間そのものが 1 つの重要な自然

インフラとして役割を担うようになり、規模の小さい都市の農地単体では十分に果たすことのできな

かった防災や自然環境保護などの機能についても、河川や公園緑地などの他の自然インフラと一体的

につながることでより効果を発揮することができる。そして第二に、さいたま市南区のように都市・

自然インフラ双方と農地との距離が遠い都市の類型の場合、世田谷区や江戸川区とは異なり周囲に緩

衝空間となり得るインフラが存在しないため、図 7-6 の 2 に示すように既存の農地から計画する農

的空間を中心に、周囲に小さな農的空間を展開していくことで緩衝空間を確保していくことが必要で

ある。例えば農的空間の周囲に屋上菜園や周辺住民の共同菜園、作物の直売やイベント開催のための

スペースを計画することで緩衝空間を確保し、拠点型の農的空間を創出することが可能であると考え

る。

　以上、緩衝空間の確保の方法は異なるものの、どちらの都市の類型においても展望する市街地像は、

作物の栽培に留まらず、都市住民による多面的な利用が見られる農的空間がさらに外部へと広がって

いくものである。このように、住宅やその外構だけに圧縮されていた人々の居住空間は農地を含めた

市街地全体へと拡張され、もはや農地であるか宅地であるかは関係ない、作物を栽培するという行為

を含めた都市での新たな住生活を実現することができる市街地像を展望する。
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7-5　小結

　本章では、本研究の結論として農的空間の計画指標を構築した。そして今後の都市における農地の

あり方の 1 つとして農的空間を実現するための計画支援の仕組みを示すとともに、計画指標を用いた

市街地構造への計画的介入を提示した。以下に本章で示したことを整理する。

①農的空間の計画指標の構築

　本研究でその有効性を検証してきた評価指標について、農的空間の計画のために適用することで得

られる効果を示し、農的空間の計画指標を構築した。まず、親和性の評価指標である（A）農地の区

画規模（B）接道街路の幅員（C）接道面数を農的空間の計画のために適用すると、1000㎡以上の規

模を確保することで農地そのものを緩衝空間化し、また、より大きな幅員の街路により多くの面数で

接道することで十分な緩衝空間を確保することができる。そして、それによって農薬や土埃などの市

街地への影響を軽減するとともに、自発的、創造的行為を創り出し、作物を栽培する行為を含めた住

生活を実現するためのバッファーとして機能するという効果が得られることを示した。次に、社交性

の評価指標である（F）囲み度（G）歩行率を計画のために適用することで、それぞれ囲み度の高い

屋外空間が人々を滞留させ、積極的な社交の場を創出することができること、畑の間を人々が行き来

できるようにすることで、視覚を通した人々の社交を生み出すことができるという効果が得られるこ

とを示した。そして多様性の評価指標である（H）用途の混在度（I）囲み度の混在度を計画に適用す

ることで、多様な用途を可能な限り均等な面積で配置し、また、様々な囲み度を有する空間を混在さ

せることで、農的空間の多様性を高め多様な人々を惹きつけるという効果が得られることを示した。

以上より、（A）農地の区画規模（B）接道街路の幅員（C）接道面数（F）囲み度（G）歩行率（H）

用途の混在度（I）囲み度の混在度の 7 つを農的空間が作物の栽培の場として、かつ、都市住民の住

生活の質を向上する要素として今後も存続していくための計画指標として構築した。加えて、本研究

で二項対立的な枠組みの中でつくられたものとは異なる市街地構造を明らかにしたことを踏まえ、地

目、地価分布、都市基盤近接度に着目した農地の立地形態や、都心度と農地の特性の関係に着目した

市街地構造の解明を通して、マクロな視点からも農地の計画的保全を実現できることを示した。

②農的空間を実現するための計画支援の仕組みと市街地構造への計画的介入

　第一に、計画的介入のためのプロセスや計画指標を適用することができる段階などの社会的仕組み

について一思考を示すとともに、農地の規模が異なる 3 つの典型的なケースを想定し、構築した農

的空間の計画指標を用いた計画的介入のモデルを提示することで、今後の都市における農地のあり方

の１つとして農的空間を実現するための計画支援の仕組みを示した。まず、社会的仕組みについて

は、農家が営農不能となる以前の事前準備の段階から農的空間を実現するまでの段階を phase0 から
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phase5 の 6 つに分けて思考した。具体的には pahese0 を農家の意向の把握による協議会設置への足

掛かりの構築、phase1 を協議会での事前の検討と構想、phase2 を農家による計画の方向性の決定、

phase3 を農的空間の基本計画と転用の手続き、phase4 を利用のための制度上の手続きと補助金申請、

phase5 を農的空間の実現とし、phase0 から phase2 を事前準備の段階、phase3 から phase4 を基本

計画と制度上の手続きの段階、phase5 を実現の段階に分類した。また、各 phase で適用することが

できる農的空間の計画指標について、phase1 では 7 つ全ての計画指標を適用して農的空間の構想を

練ることができること、pahse3 では、（A）農地の区画規模（B）接道街路の幅員（C）接道面数（F）

囲み度（H）用途の混在度（I）囲み度の混在度の計画指標を適用し、農地区画のどの部分をどの程度

の面積で他の用途へと転用するのかなどについて検討することができること、また（A）農地の区画

規模（F）囲み度（G）歩行率（H）用途の混在度（I）囲み度の混在度の計画指標を適用し、農的空

間の内部の構成や用途配置などを検討することができることを示した。

　次に、農的空間の計画指標を用いた計画的介入のモデルについて、1000㎡程度と規模が小さく周

囲を建築で囲まれている場合、3000㎡程度の中規模農地の一部を集合住宅に転用し、残りの部分を

農的空間とする場合、5000㎡以上の大規模農地の一部を独立住宅などに転用し農的空間とする場合

の 3 つを想定し、それぞれに農的空間の計画指標を適用したモデル 1、モデル 2、モデル 3 を示した。

モデル 1 では可能な限り他の用途への転用を避け、農地区画が接道するように配置を計画するととも

に、周囲を建築で囲まれているため、農的空間内部の植栽や設備は高さを抑えることで囲み度の混在

度を高めることを意図した。モデル 2 では、幅員の大きい街路やより多くの街路に農地区画が接道す

るように配置を計画するとともに、集合住宅に面する囲み度の高い部分に社交の場となる庭を配置し

た。また、農的空間内部に建築や高木を配置することで用途の混在度や囲み度の混在度を高めること

を意図した。そしてモデル 3 では、本研究で得られて知見に基づき転用後の用途を検討するとともに、

南北と東西で囲み度に差を生じさせることで、南北に視線が抜けるように意図した。

第二に、市街地構造そのものへの計画的介入が必要であることを指摘するとともに、市街地と農地

との間の緩衝空間に着目した 2 つの都市の類型に対する計画的介入について思考することで、今後の

市街地像を展望した。緩衝空間に着目した計画的介入について、世田谷区や江戸川区のように都市・

自然インフラ双方と農地との距離が近い都市の類型の場合には、農的空間とインフラの活用を一体的

に計画するネットワーク型の農的空間を創出することが可能であることを示した。また、さいたま市

南区のように都市・自然インフラ双方と農地との距離が遠い都市の類型の場合、既存の農地から計画

する農的空間を中心に、周囲に小さな農的空間を展開させていくことで緩衝空間を確保していく、拠

点型の農的空間を創出することが可能であることを示した。以上に示した 2 つの都市の類型に対する

計画的介入の思考を通して、住宅やその外構だけに圧縮されていた人々の居住空間が農地を含めた市

街地全体へと拡張され、もはやその地目や地価に関係なく、都市住民による農地の多面的な利用を通

して住生活の質の向上を実現することができる市街地像を展望した。
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注釈

注 7-1）農地転用の手続きに関しては、世田谷区のホームページより農地法の法令手続きについて <https://www.city.

setagaya.lg.jp/mokuji/shigoto/008/005/d00131639.html>, （ 参 照 2021.12.14） と、 農 地 法 4 条 1 項 8 号 届 出 書

<https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/shigoto/008/005/d00131639_d/fil/4joukinyurei.pdf>, （ 参 照 2021.12.14） を

参照した。

注 7-2）市民農園の開設方法に関しては、農林水産省のホームページに掲載されている市民農園の開設方法より、特定農

地貸付に関する農地法等の特例に関する法律（特定農地貸付法）によるもの <https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/

tosi_nougyo/attach/pdf/s_kaisetsu-3.pdf>, （参照 2021.12.7）と、都市農地の貸借の円滑化に関する法律（都市農地貸借法）

によるもの <https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/attach/pdf/s_kaisetsu-12.pdf>, （参照 2021.12.7）を

参照した。

注 7-3）図中 phase4 の市民農園の開設方法に関しては、農林水産省のホームページに掲載されている市民農園の開設方

法より、特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律（特定農地貸付法）によるもの <https://www.maff.go.jp/j/

nousin/kouryu/tosi_nougyo/attach/pdf/s_kaisetsu-3.pdf>, （参照 2021.12.7）に掲載されている所有農地で開設する者（農

家等）の図を一部改変した。
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各章の要約

　各章で明らかになった事項を以下に要約する。

　第 1 章「都市住民の農との関わり方の実態解明と農的空間の評価軸の設定」では、都市住民の農と

の関わり方の実態と、既存の農の価値評価の基準に対する問題提起を通して、農的空間の評価軸を独

自に設定する必要性を論じた。また、作物を栽培するための場として農的空間が継承すべき価値と、

都市住民の住生活の質を向上する要素として農的空間が発揮することのできる価値を整理すること

で、農的空間の評価軸を設定した。その結果、多くの市民農園事例が住生活の質の向上に取り組んで

おり、それらは多様な都市住民の農への関心の受け皿となっている一方で、市街地を構成する要素と

して市民農園を位置付けている事例は少なく、本来農が有する価値を十分に発揮できていないのでは

ないかと考えた。また同時に、農林水産省や既往研究で示されている農の価値評価の基準では農の持

つ価値が過度に単一化されてしまうことを指摘した。以上より、本研究では農的空間が作物を栽培す

る場である点と、都市住民の住生活の質を向上する要素である点の２つに着目して農的空間の評価軸

を独自に設定することとした。文献調査により農の価値を整理した結果、作物を栽培するための場と

しての農的空間が市街地と共存しようとする特性を示す親和性、地域の社交の場であり自発的な利用、

見守り、世話があることを示す社交性、様々な施設や用途が混在し、それによって多様な人々を惹き

つけ、また、地域の誰もが排除されることなくアクセスできることを示す多様性の 3 つを農的空間の

評価軸として独自に設定した。

　第 2 章「三大都市圏における農地と市民農園の立地形態及び市街地構造の実態解明」では、単純な

農地保全と宅地開発の二項対立的な枠組みの中でつくられた市街地構造とは異なり、都心度が高いの

にもかかわらず多くの農地が住生活にとって重要な場所に存続しているエリアもあるのではないかと

いう考えのもと、農地及び地目に着目した市民農園の立地状況と地価分布との関係や、農地の都市基

盤近接度の実態から首都圏における農地と市民農園の立地形態の特徴を明らかにした上で、各区にお

ける都心度と農地の特性の関係から市街地構造の実態を明らかした。その結果、首都圏における農地

や市民農園の立地形態の特徴として、地価が高い場所には農地や市民農園は立地しないという市街地

構造が変化しつつあること、地価が高く既に農地が存続していないエリアであっても宅地を利用した

市民農園が展開されていること、農地と森林には密接な立地関係が存在していることが明らかになり、

一般的には地価が高い場所の農地は次々に宅地化され、地価が低い場所の農地は保全されるという市

街地構造が取られている一方で、首都圏では地目の種別や地価に関わらず都市住民の住生活にとって

重要な場所に農地が立地している傾向にあることを示すことができた。また、関東大都市圏の 28 区

について、都心度に基づく 4 つの類型と農地の特性に基づく 4 つの類型を重ね合わせることで市街
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地構造の実態を明らかにし、都心度が高いエリアでありながら農地が比較的多く残っており、農地が

都市・自然インフラ双方と近い距離、つまり都市住民の住生活にとって重要な場所に立地している区

として世田谷区と江戸川区を位置付けた。

　第 3 章「農地区画の変容実態の解明と親和性の評価」では、世田谷区烏山地域を対象に、農地が市

街地と共存できずに存続困難となる要因を発見し、それを踏まえて仮説的に設定した評価指標を用い

て農地区画の変容実態を解明することで、現在まで存続している農地区画の親和性を評価するととも

に、農地が市街地の中で作物を栽培するための場として存続するための空間形態の特徴を明らかにし、

評価指標の有効性を検証した。まず都市基盤との関係に着目した農地の立地形態と分布形態の変容実

態を明らかにした結果から、分散して存在する小規模な農地が市街地との間の十分な緩衝空間を確保

できないことが、農地が市街地と共存し作物を栽培するための場として存続することが困難になる理

由であると考察し、そこから、市街地と農地との間の緩衝空間となり得る（A）農地の区画規模（B）

接道街路の幅員（C）接道面数の 3 つを親和性の評価指標として仮説的に設定した。次に、これらの

評価指標を用いて農地区画の変容実態を明らかにした結果、現在まで存続している農地区画では緩衝

空間が確保、拡張されてきたことを示すことができ、また、区画変容はこれらの緩衝空間を拡張する

要因となり得ることを明らかにした。以上より、設定した 3 つの評価指標は農地の親和性を評価する

ために有効であると結論づけた。

　第 4 章「部分的な存続とその活用に着目した農地区画の転用実態の解明」では、農地の一部を他の

用途へと転用することで、単なる作物の栽培に留まらない農的空間を実現できる可能性に着目し、一

部の農地区画を守り、より積極的に作物を栽培する場として活用するための特徴的な転用のあり方が

あるのではないかと考えた。そこで、第 3 章でその有効性を明らかにした（A）農地の区画規模（B）

接道街路の幅員（C）接道面数の 3 つの親和性の評価指標を用いて、一部が現在まで存続した農地区

画の転用実態の特徴を明らかにした。その結果、ⅰ）農地の区画規模や接道街路の幅員及び接道面数

が転用後の用途の決定に影響していると考えられること、ⅱ）残った農地区画を作物を栽培する場と

して活用するために人や車輌の往来が多い用途への転用を避ける傾向にあること、ⅲ）一部を農地と

して残すという選択をとることで未接道の部分には農地を配置することができるため、未接道だった

農地区画であっても道路へ転用される割合は低くなる傾向にあること、ⅳ）一部を農地として残しな

がら転用することで多様な用途が集積すること、という 4 つの特徴を明らかにすることができた。

　第 5 章「農的空間の社交性・多様性の評価と計画的介入の実態」では、農的空間 A 〜 C と自治体

開設型の市民農園 D の空間構成の実態解明及びその比較考察を通して農的空間の社交性・多様性を
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評価するとともに、農的空間が社交性・多様性を有し住生活の質を向上するための空間形態の特徴と、

意識的な農的空間への計画的介入の実態を明らかにした。まず、既往知見を参照し、さらに空間構成

の実態と人々の社交の実態との関係を明らかにすることで、社交性・多様性の評価指標を（D）規模

（E）プロポーション（F）囲み度（G）歩行率（H）用途の混在度（I）囲み度の混在度（J）交通利便

性の 7 つに設定した。それらを用いて農的空間と自治体開設型の市民農園の空間構成の実態を明らか

にし、比較した結果、農的空間の社交性を（F）囲み度（G）歩行率、多様性を（H）用途の混在度（I）

囲み度の混在度に基づいて評価することができ、建築や高木に囲われることで高い囲み度を示すこと、

人々が行き交う歩行空間を確保することで高い歩行率を示すこと、様々な用途や囲み度の空間を配置

することで高い混在度を示すことが、農的空間が社交性・多様性を有するための空間形態の特徴であ

ることが明らかになった。また、本章ではその傾向を示すことに留まったが、農的空間として相応し

い規模やプロポーションが存在する可能性を示した。さらに、計画者へのヒアリング調査を通して、

農的空間の社交性・多様性は計画段階から計画者の意識の中に存在しており、納屋活用のための改修

とカエデなどの保全、境界部のデザインによる地域への開放、植栽の整理による庭づくりによって実

際に実空間へ反映されていることから、農的空間への意図的な計画的介入とその実現が可能であるこ

とが明らかになった。

　第 6 章「利用者の行為や意識と土地建物の変化に着目した農的空間の評価」では、事例 A のいこ

うファームを対象に、利用者の行為や意識、周辺の土地建物の変化に着目して、農的空間の親和性・

社交性・多様性を包括的に評価することで、農的空間が住生活の質を向上する要素となっていること

を示し、設定した評価軸そのものの有効性を再検証した。まず、親和性について、観察調査によって

緩衝空間が人々の自発的、創造的行為を創り出していることを明らかにした。そして市街地への農薬

や土埃などの影響を軽減するだけではなく、作物を栽培するという行為を含めた住生活を実現するた

めのバッファーとして機能している緩衝空間を有していることからも、農的空間の親和性を評価する

ことができた。また社交性について、自発的な利用、見守り、世話のための主体形成やその広がりを

確認することができたとともに、参加者であっても多くが継続的な関与の意欲があることから、主体

形成と関与の意欲に着目して農的空間の社交性を評価することができた。そして多様性について、様々

な年代や性別、職業、地域活動への参加経歴を持った多様な特性の人々が参加していること、また新

旧建物が混在していることから、農的空間の多様性を評価することができた。以上より、利用者の行

為や意識、周辺の土地建物の変化に着目しても、農的空間は住生活の質を向上する要素となっている

ことを示した。さらに、いこうファームに関わることで人々の住生活が変化し、周辺地域の未利用建

築率が減少、住宅・土地価格が上昇していることから、いこうファーム及びその周辺地域における都

市住民の住生活の質の向上を評価することができた。以上より、本研究において設定した評価軸は作
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物を栽培するための場として、かつ、都市住民の住生活の質を向上する要素としての農的空間の評価

軸として有効であると結論づけた。

　第 7 章「農的空間が共存する市街地像への展望」では、これまで明らかにしてきた農的空間の存続

のための評価指標を農的空間の計画に適用することで得られる効果を示し、農的空間の計画指標を構

築した。その結果、本研究の結論として（A）農地の区画規模（B）接道街路の幅員（C）接道面数（F）

囲み度（G）歩行率（H）用途の混在度（I）囲み度の混在度の 7 つを農的空間の計画指標として構築

した。加えて、地目、地価分布、都市基盤近接度に着目した農地の立地形態や、都心度と農地の特性

の関係に着目した市街地構造の解明を通した、マクロな視点からの農地の計画的保全の必要性を指摘

した。また、農的空間を実現するための社会的仕組みについて、農家が営農不能となる以前の事前準

備の段階から利用者による活用が開始するまでを phase0 から phase5 の 6 つの段階で示し、phase1

と phase3 では農的空間の計画指標の適用が可能であることを示した。さらに、規模の異なる 3 つの

典型的なケースを想定し、構築した農的空間の計画指標を用いた計画的介入のモデルを提示した。以

上、社会的仕組みと計画的介入のモデルの提示により、今後の都市における農地のあり方の１つとし

て農的空間を実現するための計画支援の仕組みを示した。そして最後に、2 つの都市の類型に対する

計画的介入の思考を通して、住宅やその外構だけに圧縮されていた人々の居住空間が農地を含めた市

街地全体へと拡張され、地目や地価に関係なく、都市住民による農地の多面的な利用を通して住生活

の質の向上を実現することができる市街地像を展望した。

　以上、本研究では都市における農地が作物の栽培に留まらず、都市住民による多面的な利用を通し

て住生活の質を向上するという重要な役割を果たす社会全体の資本であることを明確にした上で、そ

の存続のための評価指標を提示するとともに、農的空間を創出するための計画指標を構築した。そし

て農的空間が存続し、宅地や住宅などの建物と共存可能な市街地像を実現することの重要性を論じた

上で、農的空間の実現のための計画指標を用いた計画的介入の仕組みを構築した。
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表資 -1　東京都における区市町村別市民農園数注資 -1） 表資 -2　東京都における開設主体・開設手法別市民農園数注資 -2）

表資 -3　東京都における都市計画区域別市民農園数注資 -3）

表資 -4　千葉県における
地域別市民農園数注資 -4）

表資 -5　千葉県における
開設手法別市民農園数注資 -5）
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表資 -6　神奈川県における開設主体・区域・開設手法別市民農園数注資 -6）

表資 -7　埼玉県における開設主体別市民農園数注資 -7）



290

図資 -1　マーケット参加者へのアンケート調査結果
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図資 -2　マーケット出店者へのアンケート調査結果
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注釈
注資 -1）東京都農業振興事務所のホームページの平成 30 年度市民農園等調査結果（平成 31 年 3 月末）<https://www.agri.

metro.tokyo.lg.jp/files/shimin/3120E5B882E6B091E8BEB2E59C92.pdf>, （参照 2021.11.03）に掲載されている表 1「東

京都の市民農園（平成 31 年 3 月末現在）」及び <https://www.agri.metro.tokyo.lg.jp/files/shimin/3120E4BD93E9A893E

8BEB2E59C92_2.pdf>, （参照 2021.11.03）に掲載されている表 1「東京都の体験農園（平成 31 年 3 月末現在）」を一部

改変した。

注資 -2）東京都農業振興事務所のホームページの平成 30 年度市民農園等調査結果（平成 31 年 3 月末）<https://www.agri.

metro.tokyo.lg.jp/files/shimin/3120E5B882E6B091E8BEB2E59C92.pdf>, （参照 2021.11.03）に掲載されている表 2「開

設根拠法に基づく開設主体ごとの農園数及び面積」を一部改変した。

注資 -3）同上 , 表 3「都市計画区域の内外別設置状況」を一部改変した。

注資 -4）千葉県のホームページ <https://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shiminnouen/documents/02-r2-result.pdf>, （参照

2021.11.03）に掲載されている地域別開設状況に関する表を一部改変した。

注資 -5）同上 , 区分別開設状況に関する表を一部改変した。

注資 -6）神奈川県のホームページ <https://www.pref.kanagawa.jp/documents/3946/kaisetsujoukyoupage3r2.pdf>, （参照

2021.11.03）に掲載されている市民農園市町村別開設状況に関する表を一部改変した。

注資 -7）埼玉県のホームページ <https://www.pref.saitama.lg.jp/a0902/shiminnouen-kaisetsu.html>, （参照 2021.11.03）

に掲載されている県内の市民農園開設状況に関する表を一部改変した。
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図 2-5　農地の集塊度及び近接度の算出方法
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図 3-1　農地区画の定義

図 3-2　研究対象地図

図 3-3　都市基盤の変容に基づく時期区分
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図 3-4　地区ごとの農地の区画数の変化
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図 3-18　接道面数別の農地区画の割合

図 3-19　接道する街路幅員ごとの各区画規模の割合

図 3-20　農地の区画規模ごとの各接道街路の幅員の割合

図 3-21　区画変容パターン

図 3-22　各区画変容パターンの割合

図 3-23　区画変容パターンごとの農地の区画規模、接道街路の幅員及び接道面数の割合

図 3-24　消失型と存続型の比較

図 3-25　農地の区画規模と接道街路の幅員及び接道面数の変容実態のまとめ

表 3-1　分析資料とデータ
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表 3-10　農地の区画変容の分析と分類方法
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